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令和３年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和３年９月９日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 髙 橋 富美子     副議長 奥 山 省 三 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   新  田  道  尋  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   庄  司  里  香  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  議員    １７番   佐  藤  卓  也  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 関 紀 夫 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和３年９月９日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１２号令和２年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

   （上程、提案説明、採決） 

日程第 ５ 議案第４９号新庄市教育委員会委員の任命について 

 

   （上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ６ 議案第５０号和解及び損害賠償の額の決定について 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第 ７ 議案第３７号令和２年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第３８号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第３９号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１０ 議案第４０号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議案第４１号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議案第４２号令和２年度新庄市水道事業会計利益の処分及び資本剰余金の処分並びに決算 

      の認定について 

日程第１３ 議案第４３号令和２年度新庄市下水道事業会計決算の認定について 

 

日程第１４ 決算特別委員会の設置 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第１５ 議案第５１号新庄市個人情報保護条例及び新庄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供 
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      に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第５２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を 

      定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第５３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

      改正する条例について 

日程第１８ 議案第５４号字の区域の変更について 

日程第１９ 議案第５５号市道路線の認定について 

 

日程第２０ 議案及び請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２１ 議案第４４号令和３年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

日程第２２ 議案第４５号令和３年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第４６号令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第４７号令和３年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第４８号令和３年度新庄市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

髙橋富美子議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  それでは、これより令和３年９月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程第１号によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

髙橋富美子議長 日程第１会議録署名議員の指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において八鍬長一さん、石川正志さ

んのお二人を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

髙橋富美子議長 日程第２会期決定を議題といた

します。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長佐藤卓也さん。 

   （佐藤卓也議会運営委員長登壇） 

佐藤卓也議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る９月２日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席の下、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求め議会運営委員会を開催し、本日招集され

ました令和３年９月定例会の運営について協議

いたしました。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましてはお手元に配付しております令

和３年９月定例会日程表のとおり、本日から９

月24日までの16日間と決定いたしました。また、

会期中の日程についても日程表のとおり決定い

たしましたので、よろしくお願いいたします。 

  このたび提出されます案件は、報告１件、令

和２年度決算の認定等７件、補正予算５件、議

案７件、請願４件の計24件であります。 

  案件の取扱いにつきましては、本日報告１件

の後、議案第49号の議案１件につきましては、

人事案件でありますので、提案説明の後、委員

会の付託を省略して直ちに審議をお願いいたし

ます。 

  議案第50号の議案１件につきましても、同様

に提案説明の後、委員会の付託を省略し、本日

の本議会において審議をお願いいたします。 

  議案第37号から議案第43号までの令和２年度

決算の認定等７件につきましては、本日、全議

員で構成する決算特別委員会を設置していただ

き、同委員会に付託をして、審査をしていただ

きます。 

  議案第44号から議案第48号までの補正予算５

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、９月24日、最

終日の本会議において審議をお願いいたします。 

  議案第51号から議案第55号までの議案５件に

つきましては、本日、本会議に上程し、提案説

明の後、総括質疑を受け、所管の常任委員会に

付託をし、審査をしていただきます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は９名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答
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弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

24日までの16日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月９日から９月24日までの16日間と決

しました。 

 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ９月９日 木 

本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。行政報告。報告(１件）の説

明。人事案件（１件）の上程、提案

説明、採決。議案（１件）の上程、

提案説明、質疑、討論、採決。決算

（７件）の一括上程、提案説明。決

算特別委員会の設置。議案（５件）

の一括上程、提案説明、総括質疑。

議案及び請願の決算特別委員会、各

常任委員会付託。補正予算（５件）

の一括上程、提案説明。  

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月10日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 山科正仁、山科春美、庄司里香、 

  石川正志、佐藤悦子の各議員 

第３日 ９月11日 土 
休      会 

 

第４日 ９月12日 日 

第５日 ９月13日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 佐藤卓也、叶内恵子、小嶋冨弥、 

  八鍬長一の各議員 

第６日 ９月14日 火 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第７日 ９月15日 水 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第８日 ９月16日 木 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

令和２年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益及び資

本剰余金の処分並びに決算の審査、

下水道事業会計決算の審査 

第９日 ９月17日 金 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

令和２年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益及び資

本剰余金の処分並びに決算の審査、

下水道事業会計決算の審査 

第10日 ９月18日 土 

休      会  第11日 ９月19日 日 

第12日 ９月20日 月 

第13日 ９月21日 火 
休      会 本会議準備のため 

第14日 ９月22日 水 

第15日 ９月23日 木 休      会  

第16日 ９月24日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

決算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。補

正予算（５件）の質疑、討論、採

決。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

髙橋富美子議長 日程第３市長の行政報告をお願

いします。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。９月定例会、

よろしくお願いいたします。 

  昨日の夕方は大変寒く、今日はまた29度ぐら

いになるということで、寒暖の差が激しい時期

ですが、体調には十分に気をつけてまいりたい

と考えております。 

  それでは、新庄まつりについて御報告申し上

げます。 

  昨年は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、戦後初の中止となったところであります。

新庄まつり実行委員会では、昨年からの新型コ

ロナウイルス感染症が収束しない中ではありま

したが、今年は何とか新庄まつりを実施したい

と各関係機関から御意見をいただきながら、安

全・安心に実施できる手法について協議を重ね

てまいりました。実施に対し、様々な御意見は

ございましたが、内容を大幅に縮小して実施に

至り、無事終了したところであります。 

  新庄まつり実行委員会事務局では、新庄まつ

りを実施するに当たり、まつり関係者と地域住

民が感染防止に努め、安全・安心なまつりの開

催を実現するための感染防止対策として、開催

規模の判断を山形県注意警戒レベルに応じて決

定することとした新型コロナウイルス等感染拡

大防止ガイドラインを作成し、協議を進めてま

いりました。 
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  また、今年の山車は新型コロナウイルス感染

症の影響が大きく、例年の20台から15台となり

ました。宵まつりと本まつりの山車行列は中止

となりましたが、24日、25日ともに自主運行と

し、飾り山車は例年実施している町なかでは行

わず、各町内若連の山車小屋に展示する行事予

定となりました。 

  直前まで協議が続きましたが、８月20日に県

独自の感染拡大防止特別集中期間が設定された

ことにより、規模を縮小して実施することとな

りました。 

  露店会場は全面中止、山車の自主運行は２時

間から１時間に短縮、小若の引手はなしとなり、

神輿渡御行列は30人程度で、最上公園から吉川

町天満宮跡への往復とし、２時間弱の内容とな

りました。 

  ８月24日は天候の影響もあり、山車小屋から

出ず、運行しない町内も散見されましたが、25

日は多くの山車が自町内付近を運行していまし

た。 

  神輿渡御行列は予定のルートを無事往復し、

復路では神輿にかけていたビニールを外し、今

年修復された神輿が沿道の皆様に披露されまし

た。 

  26日は各町内山車小屋で飾り山車とはやしの

披露が行われ、それぞれ近隣の方がその様子を

楽しんでいたようであります。 

  来年の新庄まつりの内容については未定であ

りますが、これからの新型コロナウイルス感染

症の拡大状況による実施の規模やまつり実施に

おける感染防止対策の様々な取組、また各関係

機関との協議が必要になるものと想定されます。 

  今後も新庄まつり実行委員会への支援を通じ、

取り組んでまいりますので、さらなる御理解と

御協力をお願いし、本年の新庄まつりの報告と

させていただきます。 

 

 

日程第４報告第１２号令和２年度

新庄市健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

 

 

髙橋富美子議長 日程第４報告第12号令和２年度

新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第12号令和２年度

新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について御説明申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、昨年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で、数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては7.2％となり、

前年度の8.0％より0.8％縮小しております。 

  また、将来負担比率につきましては18.0％と

なり、前年度の25.8％より7.8％減少しており

ます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき、一般会計から適正に繰

り出しを行っておりますので、全ての公営企業

会計で不足額はございませんでした。 

  以上、令和２年度の健全化判断比率及び資金

不足比率の報告とさせていただきます。 

髙橋富美子議長 本件は地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１

項の規定による報告でありますので、御了承願

います。 
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日程第５議案第４９号新庄市教育

委員会委員の任命について 

 

 

髙橋富美子議長 日程第５議案第49号新庄市教育

委員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第49号新庄市教育

委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員４名の方のう

ち、１名の方が令和３年９月30日をもって任期

満了となることから、新たに任命するに当たり、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により、議会の同意を得る必要

があるため御提案申し上げるものであります。 

  任命しようとする方は、阿部浩悦氏で、任期

は、令和３年10月１日から令和７年９月30日ま

での４年間であります。 

  参考として経歴を添付しておりますが、本市

の教育行政を推進していく上で、誠にふさわし

い方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第49号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１５分 休憩 

     午前１０時１７分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第６議案第５０号和解及び損

害賠償の額の決定について 

 

 

髙橋富美子議長 日程第６議案第50号和解及び損

害賠償の額の決定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第50号和解及び損

害賠償の額の決定について御説明申し上げます。 

  損害賠償の原因につきましては、令和３年１

月６日午後１時20分頃、市立本合海小学校にお

いて、校舎の屋根より落雪があり、相手方の車

両が破損したものであります。このたび、相手

方との仮示談が調いましたので、地方自治法第

96条第１項第12号及び第13号の規定により、和

解及び損害賠償の額の決定について議会の議決

を求めるものであります。 
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  和解及び損害賠償の相手方は、新庄市大字福

田字福田山711－85、佐川急便株式会社新庄営

業所で、損害賠償の額は63万1,400円でありま

す。 

  今後、本件のような事故が発生しないよう、

冬期間等の施設の管理について再確認するとと

もに、学校に対しての周知を徹底してまいりま

す。 

  御審議いただき、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第50号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） この和解額また損害賠

償の手続、そういったものについては調べまし

て適切に行われたと判断しておりますが、今、

市長もおっしゃいましたが、再発防止が一番こ

れはネックになってくる件だと考えています。 

  今後、このようなことがないように注意して

いくということですが、その再発防止について、

教育委員会では学校側含めて、どのような協議

を今進めているのか、そういったことを確認し

ておきたいと思います。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 議長、平向真

也。 

髙橋富美子議長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 学校施設の安

全管理についての御質問でございます。学校施

設につきましては、やはり学校生活を運営して

いく基盤でございますので、日頃から安全・安

心な日常管理に努めているところでございます。

特に冬期間、屋根からの落雪等に備えまして、

雪庇の除去ですとか、進入禁止の措置を行い、

危険防止を行っているわけですが、学校側にも

注意喚起を促しながら、日頃より周知を図って

いるところでございますので、今後もこのよう

なことがないように努めてまいりたいと考えて

ございます。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） これまでも注意喚起と

いうことは行われてきたと承知しております。

もう少し具体的にどういった注意喚起を行って

いくのか、そこのところをもう少ししっかりと

御返答いただかないと、また同じことが起こる

のではないかと思っておりますので、もう少し

具体的にどのような注意喚起を行っていくのか、

そして具体的な対策をどうしていくのか、その

点をもう一度お伺いします。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 議長、平向真

也。 

髙橋富美子議長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 やはり昨年豪

雪でございますけれども、屋根の構造的な問題

もございますので、日頃より注意深く見ていく

ことが大事かと思っております。特に雪庇とか

つららが落ちやすい状況、特に気温が緩むよう

な場合ですと、そういったことが起こりやすく

なりますので、朝は除雪車が入って除雪するわ

けでございますけれども、その後きちんとした

進入禁止の措置を行っていくとか、そういった

ことも含めて、学校側にも再度通達してまいり

たいと考えてございます。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 
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２ 番（叶内恵子議員） 再発防止というのは必

須です。これは行政であればなおさら強く、手

厳しく、再発防止が起こらないように措置を講

じていかなければならないことだと思っており

ますので、しっかりとした対応をお願いしたい

と思います。以上で終わります。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号和解及び損害賠償の額の決定につ

いては、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案７件一括上程 

 

 

髙橋富美子議長 日程第７議案第37号令和２年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら日程第13議案第43号令和２年度新庄市下水道

事業会計決算の認定についてまでの７件を、会

議規則第35条の規定により一括議題にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号令和２年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第43号令和２年度

新庄市下水道事業会計決算の認定についてまで

の７件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第37号令和２年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定についてから議案第41

号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてまでの５議案に

つきましては会計課長より、議案第42号令和２

年度新庄市水道事業会計利益及び資本剰余金の

処分並びに決算の認定について及び議案第43号

令和２年度新庄市下水道事業会計決算の認定に

ついての２議案につきましては、上下水道課長

よりそれぞれ御説明申し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より決算審査意見書の提出を受けておりますが、

監査委員から承りました御意見については今後

十分に留意いたしまして、効率的な行政運営に

なお一層努力してまいる所存であります。 

  私からは説明は以上でありますが、御審議を

いただき、御決定くださるようお願い申し上げ

ます。 

髙橋富美子議長 続いて、会計管理者兼会計課長

荒田明子さんより説明願います。 

  会計管理者兼会計課長荒田明子さん。 

   （荒田明子会計管理者兼会計課長登壇） 

荒田明子会計管理者兼会計課長 おはようござい

ます。 

  それでは、議案第37号令和２年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定についてより議案第41

号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてまで５議案につ

きまして、お手元の令和２年度歳入歳出決算書

を基に御説明申し上げます。全体で277ページ
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となっております。 

  初めに、５ページを御覧ください。 

  会計別歳入歳出決算総覧でございます。 

  全会計の状況は、一番下の合計欄に記載して

おります。予算現額350億6,284万2,000円、収

入済額341億4,933万8,506円、支出済額319億

9,774万2,225円。 

  一番右側を御覧ください。予算現額に対する

収入率は97.39％、執行率は91.26％でございま

す。なお、一般会計で翌年度繰越しがあります

ので、後ほど御説明申し上げます。 

  続きまして、８ページを御覧ください。会計

ごとの歳入歳出決算書でございます。 

  初めに、一般会計の歳入でございます。 

  １款市税から12ページの22款市債までとなり

ます。歳入合計につきましては、予算現額273

億9,910万9,000円、調定額268億2,659万1,692

円、収入済額260億7,011万8,263円、不納欠損

額3,539万1,440円、収入未済額７億2,108万

1,989円であります。 

  不納欠損額が生じておりますのは、９ページ

に戻ります。ここからページが前後しますので、

よろしくお願いいたします。 

  ９ページ、１款市税、11ページ、13款分担金

及び負担金、14款使用料及び手数料、21款諸収

入となっております。 

  収入未済額が生じておりますのは、再度９ペ

ージに戻ります。１款市税、11ページ、13款分

担金及び負担金、14款使用料及び手数料、15款

国庫支出金、16款県支出金、21款諸収入となっ

ております。 

  次に、14ページを御覧ください。一般会計の

歳出でございます。 

  １款議会費から16ページの14款予備費までと

なります。歳出合計につきましては、支出済額

245億7,525万8,458円、翌年度繰越額18億3,308

万7,270円、不用額９億9,076万3,272円であり

ます。 

  なお、翌年度繰越額が生じておりますのは、

15ページに戻りまして、２款総務費、３款民生

費、６款農林水産業費、８款土木費、16ページ、

10款教育費、11款災害復旧費となっております。 

  表の下には歳入歳出差引残額を記載しており、

14億9,485万9,805円となっております。また、

そのうち６億8,000万円を財政調整基金に繰入

れしております。 

  次に、18ページを御覧ください。国民健康保

険事業特別会計でございます。 

  歳入の１款国民健康保険税から８款国庫支出

金までの歳入合計につきましては、予算現額33

億4,062万5,000円、調定額40億1,787万8,172円、

収入済額38億2,432万9,733円、不納欠損額が１

款国民健康保険税5,406万8,417円、収入未済額

は１款国民健康保険税、７款諸収入合わせまし

て１億3,948万22円となっております。 

  次に、20ページを御覧ください。歳出でござ

います。１款総務費から８款共同事業拠出金ま

でとなります。 

  歳出合計につきましては、支出済額32億

5,180万7,364円、翌年度繰越額はなく、不用額

8,881万7,636円であります。歳入歳出差引残額

は５億7,252万2,369円となっております。 

  次に、22ページを御覧ください。交通災害共

済事業特別会計でございます。 

  歳入の１款交通災害共済事業収入から５款諸

収入までの歳入合計につきましては、予算現額

569万1,000円、調定額と収入済額が同額の575

万9,413円であります。不納欠損額、収入未済

額はございません。 

  次に、24ページを御覧ください。歳出でござ

います。 

  １款事業費の支出済額333万9,338円、翌年度

繰越額はなく、不用額235万1,662円であります。

歳入歳出差引残額は242万75円となっておりま

す。 

  次に、26ページを御覧ください。介護保険事
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業特別会計でございます。 

  歳入の１款保険料から10款諸収入までの歳入

合計につきましては、予算現額が38億6,056万

9,000円、調定額38億267万2,362円、収入済額

37億9,030万7,102円、不納欠損額は１款保険料

の463万1,850円、収入未済額は１款保険料、２

款分担金及び負担金、10款諸収入を合わせまし

て773万3,410円となっております。 

  次に、28ページを御覧ください。歳出でござ

います。１款総務費から８款予備費までとなり

ます。 

  歳出合計につきましては、支出済額37億

2,029万5,489円、翌年度繰越額はなく、不用額

１億4,027万3,511円であります。歳入歳出差引

残額は7,001万1,613円となっております。 

  次に、30ページを御覧ください。後期高齢者

医療事業特別会計でございます。 

  歳入の１款保険料から６款国庫支出金までの

歳入合計につきましては、予算現額４億5,684

万8,000円、調定額４億6,051万2,335円、収入

済額４億5,882万3,995円、不納欠損額は１款保

険料の33万5,400円、収入未済額は同じく１款

保険料135万2,940円となっております。 

  次に、32ページを御覧ください。歳出でござ

います。 

  １款総務費から４款諸支出金までとなります。

歳出合計につきましては、支出済額４億4,704

万1,576円、翌年度繰越額はなく、不用額980万

6,424円であります。歳入歳出差引残額は1,178

万2,419円となっております。 

  続きまして、40ページを御覧ください。40ペ

ージからは、会計ごとの歳入歳出決算事項別明

細書を記載しております。会計ごと歳入歳出の

順となっており、259ページまでとなります。 

  次に、262ページを御覧ください。ここから

は、実質収支に関する調書でございます。 

  262ページの一般会計におきましては、４の

翌年度へ繰り越すべき財源として、（２）繰越

明許費繰越額が１億5,112万1,558円となってお

ります。そのため、３の歳入歳出差引額から繰

越明許費繰越額を差し引いた５の実質収支額は

13億4,373万8,247円となります。また、６の実

質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規

定による基金繰入額は６億8,000万円となり、

財政調整基金に繰入れしております。 

  令和２年度は一般会計以外に翌年度へ繰り越

すべき財源はございませんので、263ページか

らの特別会計の３の歳入歳出差引額と５の実質

収支額は同額となっております。 

  次に、268ページを御覧ください。 

  財産に関する調書でございます。公有財産、

物品、債権、基金について記載しております。 

  以上、令和２年度一般会計及び特別会計の歳

入歳出決算書についての御説明といたします。

よろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 次に、上下水道課長矢作宏幸さ

んより説明をお願いいたします。 

  上下水道課長矢作宏幸さん。 

   （矢作宏幸上下水道課長登壇） 

矢作宏幸上下水道課長 おはようございます。 

  それでは、議案第42号令和２年度新庄市水道

事業会計利益及び資本剰余金の処分並びに決算

の認定について、議案第43号令和２年度新庄市

下水道事業会計決算の認定について御説明申し

上げます。 

  初めに、議案第42号令和２年度新庄市水道事

業会計利益及び資本剰余金の処分並びに決算の

認定について御説明申し上げます。別冊の令和

２年度新庄市上下水道事業会計決算書を御覧願

います。 

  ２ページ、３ページをお開きください。決算

報告書になります。 

  収益的収入及び支出の収入につきましては、

決算額11億1,973万3,225円となり、予算額に対

し492万5,225円の増になります。支出につきま

しては、決算額10億8,246万9,873円となり、不
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用額は1,580万7,127円になります。 

  ４ページ、５ページの資本的収入及び支出の

収入につきましては、決算額5,651万9,689円と

なり、予算額に対し１万5,689円の増になりま

す。 

  支出につきましては、決算額３億6,070万

4,693円となり、不用額は1,216万9,307円にな

ります。 

  ６ページ、７ページの損益計算書につきまし

ては、当年度純利益が2,880万2,436円の黒字と

なり、当年度未処分利益剰余金は８億3,043万

1,664円となっております。 

  ８ページ、９ページの剰余金計算書につきま

しては、当年度の残高として資本金は60億

6,643万3,127円、資本剰余金は528万4,825円、

利益剰余金は11億938万209円となっております。 

  ８ページ下部の剰余金処分計算書案について

御説明申し上げます。 

  未処分利益剰余金の当年度末残高は８億

3,043万1,664円となっておりますが、建設改良

積立金に2,800万円を積み立て、５億9,745万

6,431円を資本金へ組入れし、処分後の残額２

億497万5,233円を令和３年度へ繰り越すもので

ございます。 

  建設改良積立金に積み立てます2,800万円に

ついては、令和２年度純利益に相当する額を積

み立てるものであり、資本金へ組入れする５億

9,745万6,431円は、平成26年度から適用されま

した地方公営企業会計の制度変更により発生し

た未処分利益剰余金であるため、このたび、よ

り分かりやすい決算内容とするため資本金へ組

入れを行うものです。 

  次に、資本剰余金が528万4,825円となってお

りますが、43万6,882円を資本金へ組入れし、

処分後の残額484万7,943円を令和３年度へ繰り

越すものでございます。 

  このたび処分する資本剰余金は、用地取得時

に受けた国庫補助金を資本剰余金として計上し

ていたものであり、令和２年度にこの土地を処

分したことから資本金へ組入れするものでござ

います。 

  地方公営企業法の規定に基づき、利益及び資

本剰余金の処分につきまして議決をお願いする

ものでございます。 

  10ページ、11ページの貸借対照表につきまし

ては、資産合計は113億8,773万693円、右側の

負債合計は42億663万2,532円、資本合計は71億

8,109万8,161円となり、負債、資本合計は10ペ

ージの資産合計と一致しております。 

  13ページからは決算附属書類を記載しており

ますので、御覧いただきまして説明は省略させ

ていただきます。 

  以上、議案第42号令和２年度新庄市水道事業

会計利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認

定についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第43号令和２年度新庄市下

水道事業会計決算の認定について御説明申し上

げます。 

  38ページ、39ページをお開きいただき、決算

報告書について御説明申し上げます。 

  初めに、公共下水道事業について御説明申し

上げます。 

  収益的収入及び支出の収入につきましては、

決算額９億9,132万5,728円となり、予算額に対

し973万2,728円の増になります。支出につきま

しては、決算額９億2,815万9,597円となり、不

用額は1,613万4,403円になります。 

  40、41ページ、資本的収入及び支出の収入に

つきましては、決算額３億9,785万9,200円とな

り、予算額に対し347万4,800円の減になります。 

  支出につきましては、決算額６億9,097万

6,706円で、不用額は76万4,294円になります。 

  42、43ページの農業集落排水事業について御

説明申し上げます。 

  収益的収入及び支出の収入につきましては、

決算額9,432万8,840円となり、予算額に対し11
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万9,840円の増になります。 

  支出につきましては、決算額9,185万289円と

なり、不用額は91万8,711円になります。 

  44、45ページ、資本的収入及び支出の収入に

つきましては、決算額3,532万2,900円となり、

予算額に対し60万2,900円の増になります。支

出につきましては、決算額5,452万8,723円とな

り、不用額は100万4,277円になります。 

  46、47ページの損益計算書について御説明申

し上げます。公共下水道事業につきましては、

当年度純利益が5,226万691円の黒字となり、当

年度未処理欠損金は６億2,884万2,059円となっ

ております。 

  続きまして、48、49ページの農業集落排水事

業につきましては、当年度純利益が77万8,551

円の黒字となり、当年度未処分利益剰余金は77

万8,551円となっております。 

  50、51ページの剰余金計算書について御説明

申し上げます。 

  公共下水道事業につきましては、当年度末残

高として、資本金は１億1,888万2,000円、資本

剰余金は6,546万7,878円、未処分利益剰余金は

マイナス６億2,884万2,059円となっております。 

  50ページ下部の欠損金処分計算書につきまし

ては、利益等の処分はございませんので、その

まま令和３年度へ繰り越すものでございます。 

  52、53ページの農業集落排水事業につきまし

ては、当年度末残高として資本金は１億8,876

万1,217円、資本剰余金は872万8,248円、未処

分利益剰余金が77万8,551円となっております。 

  52ページ、下部の剰余金処分計算書につきま

しては、利益等の処分はございませんので、そ

のまま令和３年度へ繰り越すものでございます。 

  54、55ページの貸借対照表について御説明申

し上げます。 

  公共下水道事業につきましては、資産合計は

127億７万1,315円、右側の負債合計は131億

4,456万3,496円、資本合計はマイナス４億

4,449万2,181円となり、負債資本合計は54ペー

ジの資産合計と一致しております。 

  続きまして、56、57ページの農業集落排水事

業につきましては、資産合計は12億1,156万801

円、右側の負債合計は10億1,329万2,785円、資

本合計は１億9,826万8,016円となり、負債資本

合計は56ページの資産合計と一致しております。 

  60ページからは、決算附属書類を記載してお

りますので、御覧いただきまして説明は省略さ

せていただきます。 

  以上、議案第43号令和２年度新庄市下水道事

業会計決算の認定についての説明を終わらせて

いただきます。御審議の上、御承認賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま説明のありました議案第37号令和２

年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから議案第41号令和２年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

までの各決算並びに議案第42号令和２年度新庄

市水道事業会計利益及び資本剰余金の処分並び

に決算の認定について、議案第43号令和２年度

新庄市下水道事業会計決算の認定について、監

査委員の報告をお願いいたします。 

  代表監査委員大場隆司さん。 

   （大場隆司代表監査委員登壇） 

大場隆司代表監査委員 それでは、お配りしてお

ります決算審査意見書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開き願います。 

  地方自治法の規定により審査に付されました

一般会計、各特別会計の決算、実質収支に関す
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る調書、財産に関する調書及びその中の各基金

の運用状況について、石川正志委員共々審査を

いたしましたので、その概要と結果について御

報告いたします。 

  審査の方法は、新庄市監査基準に準拠し、審

査に付された令和２年度一般会計及び特別会計

歳入歳出決算並びに基金の運用状況について、

法令その他の規定に沿って処理されているか、

決算件数は正確であるかを審査の着眼点として、

歳入歳出簿、その他関係帳簿、収入支出証書類

を照合調査するとともに、関係職員から説明を

受け、また定例監査の結果を参考にして審査を

行いました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施しておりますので、

省略いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれの設置の目的に沿って運用されており、

決算における計数は正確であり、その執行は適

正と認められました。 

  決算審査の概要は２ページから32ページにわ

たり記載してございます。その主要な点は、33

ページ、34ページの第７むすびで言及してござ

いますので、こちらで説明をいたしたいと思い

ます。 

  33ページをお開き願います。 

  なお、金額につきましては1,000円単位とし

て説明させていただきますので御了承ください。 

  第７むすびでございます。なお、むすびにつ

きましては、記載のとおり読ませていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

  第７むすび。令和２年度の一般会計及び特別

会計を合わせた決算額は、歳入が341億4,933万

9,000円で、前年度に比べ50億8,297万1,000円、

17.5％増加し、歳出が319億9,774万2,000円で

43億3,646万8,000円、15.7％増加している。 

  その結果、当年度の形式収支は、歳入歳出差

引残額21億5,159万7,000円を計上している。こ

の額から翌年度に繰り越すべき財源１億5,112

万2,000円を差し引いた実質収支額は、20億47

万5,000円の黒字となり、前年度に比べ６億

7,768万7,000円、51.2％増加している。前年度

の実質収支額を差し引いた単年度収支額は、一

般会計では５億9,796万9,000円の黒字、特別会

計では7,971万8,000円の黒字、全会計では６億

7,768万7,000円の黒字となっている。 

  一般会計では、歳入が260億7,011万8,000円

で、前年度に比べ67億9,160万1,000円、35.2％

増加している。これは主に市債、繰越金などが

前年度に比べ減少したが、国庫支出金、繰入金、

寄附金などが増加したことによるものである。 

  財源別内訳では、自主財源は、前年度に比べ

22億4,870万6,000円、29.0％増加し、自主財源

と依存財源の構成比率が38.4％対61.6％となり、

自主財源の比率が前年度より1.8ポイント低く

なっている。自主財源の根幹をなす市税収入は、

前年度に比べ3,846万5,000円、0.8％増加して

いる。これは主に、たばこ税が1,557万5,000円、

4.5％減少したものの、個人市民税が8,223万

1,000円、5.5％、固定資産税が3,504万3,000円、

1.7％、軽自動車税が887万5,000円、7.8％増加

したことによるものである。 

  一方、依存財源は、前年度に比べ45億4,289

万5,000円、39.4％増加している。これは主に、

市債が４億8,777万円、22.6％減少したものの、

国庫支出金が45億3,148万5,000円、178.3％、

地方交付税が３億240万円、6.7％増加したこと

による。 

  歳出は245億7,525万8,000円で、前年度に比

べ61億2,481万6,000円、33.2％増加している。

これは主に、消防費、災害復旧費、教育費は減
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少したが、総務費、土木費、商工費、民生費な

どが増加したことによるものである。歳出の中

には、他会計への繰出金８億8,671万7,000円が

含まれており、その主なものは、介護保険事業

特別会計へ５億2,439万2,000円、国民健康保険

事業特別会計へ２億3,947万2,000円、後期高齢

者医療事業特別会計へ１億2,273万6,000円とな

っている。 

  特別会計では、令和２年度より公共下水道事

業会計、農業集落排水事業特別会計が公営企業

会計に移行したため、歳入歳出とも減少してい

る。 

  歳入は80億7,922万円で、前年度に比べ17億

863万円、17.5％減少している。歳出は74億

2,248万4,000円で、前年度に比べ17億8,834万

8,000円、19.4％減少している。これは後期高

齢者医療事業特別会計では、前年度に比べ増加

したが、公共下水道事業特別会計、農業集落排

水事業特別会計の公営企業会計移行に加え、国

民健康保険事業特別会計が減少したことによる。 

  不納欠損額は、一般会計と特別会計を合わせ、

9,442万7,000円で、前年度に比べ5,520万2,000

円、140.7％増加している。これは、一般会計

では、諸収入で88万4,000円、94.0％減少した

ものの、市税では1,851万8,000円、133.1％、

分担金及び負担金では284万6,000円増加し、特

別会計では主に公共下水道事業の公営企業会計

への移行で333万5,000円減少したものの、国民

健康保険事業では3,787万2,000円、233.8％増

加したことによる。不納欠損処理に当たっては、

滞納者の状況を十分に把握し、引き続き慎重か

つ厳正な取扱いに努められたい。 

  収入未済額は、一般会計が７億2,108万2,000

円、特別会計が１億4,856万6,000円、合わせて

８億6,964万8,000円となり、前年度に比べ２億

9,594万5,000円、51.6％増加している。 

  一般会計では、前年度に比べ、分担金及び負

担金が310万4,000円、43.6％減少したが、国庫

支出金が３億7,821万3,000円、568.9％、市税

が846万円、3.7％、県支出金が577万6,000円増

加したことなどにより、収入未済額は３億

9,163万5,000円、118.9％の増加となっている。 

  特別会計では、国民健康保険事業で6,297万

6,000円、31.1％、公共下水道事業、農業集落

排水事業の公営企業会計への移行で2,901万

8,000円減少したことなどで9,569万円、39.2％

の減少となっている。 

  また、税外収入の収入未済額は、保育所入所

負担金などが大きな割合を占める分担金及び負

担金は310万4,000円、43.6％の減少、諸収入の

収入未済額は、生活保護費等返還金の増加など

により199万円、8.7％の増加となっている。 

  収入未済額の合計は、一般会計では国庫支出

金の影響により増加となっているが、分担金及

び負担金では減少している。特別会計では国民

健康保険事業特別会計等の減少により全体とし

て減少している。歳入確保とともに、負担の公

平性の観点から、引き続き収納対策に取り組み、

縮減に向け一層の努力を期待するものである。 

  市債残高は154億8,794万4,000円となり、前

年度に比べ67億9,702万2,000円、30.5％減少し

ている。これは、一般会計で義務教育学校建設

事業債の増加などにより３億1,649万1,000円増

加し、特別会計では公共下水道事業と農業集落

排水事業が公営企業会計へ移行したことなどに

より、減少となっている。後年度の元金償還金

を考慮し、市債の適正な発行に努められたい。 

  平成21年４月に全面施行された地方公共団体

の財政の健全化に関する法律により算定した実

質公債費比率は、令和２年度決算では7.2％と

なる見込みで、前年度に比べ0.8ポイント低く

なっている。一方、財政構造の弾力性を表す指

標である経常収支比率は93.6％となる見込みで、

前年度に比べ2.2ポイント低くなっている。 

  今後の財政運営を見通すと、人口減少や新型

コロナウイルス感染症の影響により、市税等の
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減少で歳入の縮小が避けられない。一方、歳出

においては、人口減少対策事業費や少子高齢化

に伴う社会保障費等の増加により、厳しい財政

状況が続くと見込まれる。また、毎年のように

発生する大規模な自然災害や今般の新型コロナ

ウイルス感染症のような不測の事態に対応する

ための財源確保が不可欠と思われる。持続可能

な財政基盤の確立に向け、中期財政計画を実践

し、限られた財源を有効に活用しながら、継続

的かつ安定的な行政サービスの提供のため、健

全な財政運営に努められたい。 

  令和３年度は、新たに策定された第５次新庄

市総合計画のスタートの年となっており、将来

像を『「住みよさ」をかたちに 新庄市』を実

現するため、８つのまちづくりの柱、重点プロ

ジェクトに取り組むこととしている。 

  一方、新型コロナウイルス感染症の拡大で、

その対策に直面しており、地域経済の回復のた

めの支援策も引き続き行っていく必要がある。 

  このような中で、第５次新庄市総合計画に掲

げる諸施策の実施に当たっては、安定した財政

運営が不可欠である。安全・安心な市民生活の

維持を図りながら、『「住みよさ」をかたちに 

新庄市』を実現するため、継続的な健全財政の

堅持に努められることを望むものである。 

  次に、別冊の令和２年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書を御覧ください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態にあると認められます。先ほども申し上げま

したが、実質公債費比率は7.2％であり、早期

健全化基準の25.0％と比較すると、これを下回

っており、良好であります。なお、前年度と比

較すると0.8ポイント低くなっております。 

  将来負担比率は18.0％となっており、早期健

全化基準である350.0％を下回り、良好であり

ます。なお、前年度と比較すると7.8ポイント

低くなっております。 

  以上が令和２年度一般会計及び特別会計の決

算審査並びに財政健全化審査の概要と意見でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

  同じようにお配りしております上下水道事業

会計の決算審査意見書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定により審査に付されま

した上下水道事業会計の決算審査について御報

告申し上げます。 

  審査の方法は、新庄市監査基準に準拠し、決

算書類及び決算附属書類が地方公営企業法及び

その他関係法令に準拠して作成され、財務状況

及び経営成績を適正に表示しているかを検証し、

併せて公共性と経済性が確保されているかを審

査の着眼点として、関係職員から説明を受け、

例月出納検査の結果を参考にするなどの方法に

より審査を行いました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施いたしました。 

  審査の結果でございます。審査に付されまし

た決算書類及び決算附属書類は、地方公営企業

関係法令に基づいて作成され、上下水道事業の

財政状況及び経営成績を適正に表示しており、

決算の計数は正確であり、適正な決算と認めま

した。 

  決算審査の概要及び詳細につきましては、水

道事業会計は２ページから11ページ、下水道事

業会計は13ページから29ページに記載してござ

います。また、その主要な点につきましては、

水道事業会計は12ページ、７、むすび、下水道

事業会計は30ページ、むすびで言及しておりま

すので、こちらで説明させていただきます。 

  それでは、12ページをお開き願います。 

  なお、金額につきましては1,000円単位とし

て説明させていただきますので、御了承くださ

い。 

  むすびでございます。なお、むすびにつきま
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しては記載のとおり読ませていただきます。 

  ７、むすび。令和２年度水道事業会計の決算

審査の概要は、以上のとおりである。 

  給水状況については、給水世帯は１万3,209

世帯で前年度に比べ34世帯増加し、給水人口は

３万3,178人で447人減少している。行政区域内

人口（令和３年３月末現在・外国人を含む）３

万4,524人に対する普及率は96.1％であり、前

年度に比べ0.1ポイント向上している。 

  また、水道料金徴収の対象となる有収水量は

325万7,344立方メートルで前年度に比べ４万

4,970立方メートルの増加となっている。総配

水量のうち有収水量の占める有収率は84.3％で、

継続した老朽管の更新や漏水調査による修繕工

事により、前年度と同率となっている。しかし

ながら、全国平均より低い状況が続いており、

無効無収水量の削減に向けた漏水防止対策等に

積極的に取り組まれ、さらなる向上に努められ

たい。 

  経営状況を見ると、収益的収支は前年度と比

べ、給水収益などが増加したものの、他会計補

助金、他会計負担金、加入金の減少により収益

が423万5,000円（0.4％）減少し、費用は減価

償却費、原水及び浄水費などが増加したものの、

雑支出、配水及び給水費などの減少により、

1,843万4,000円、1.8％減少している。その結

果、当年度純利益は2,880万2,000円となってい

る。 

  令和２年度の給水人口は、全体として減少傾

向にあり、また節水志向の高まりから今後給水

収益の大幅増収が見込めない状況にある。県広

域水道受水費は、平成30年度から新たな給水協

定を締結しており、３億12万5,000円で、前年

度より120万5,000円増加しているが、営業費用

の31.1％を占めており、今後も動向を注視しな

がら、中長期的な見通しの下、継続的な負担軽

減に取り組まれたい。 

  給水原価と供給単価を比較すると、１立方メ

ートル当たりの給水原価は265円15銭、供給単

価は258円50銭で、料金回収率（供給単価÷給

水原価）は97.5％で100％を下回っている。効

率的な経営に努力されたい。 

  また、営業未収金は過年度分が2,603万円で、

前年度に比べ361万1,000円少なくなっており、

現年度分は1,789万9,000円で、前年度より479

万2,000円少なくなっている。未収金について

は依然として高い水準にあり、負担の公平性を

確保するよう関係機関との連携を図り、改善に

向けて、より一層の努力を期待するものである。 

  資本的収支においては、前年度と比較すると、

資本的収入は出資金が増加したものの、工事負

担金などの減により9,553万3,000円減少し、資

本的支出は建設改良費の減により5,569万6,000

円減少している。その結果、資本的収支の不足

額は３億418万5,000円となり、前年度に比べ

3,983万8,000円増えている。この不足額は、当

年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度損益勘定留保資金により補塡されている。

老朽化した施設、設備については、効率的な維

持、更新を行い、人口減少社会に対応した投資

に努められたい。 

  財政状況においては、資産合計は、固定資産

の減により、前年度に比べ３億3,026万6,000円、

2.8％減少している。負債合計は、企業債の減

などにより前年度に比べ３億8,852万7,000円減

少し、資本合計は、自己資本金、利益剰余金の

増により前年度に比べ5,826万1,000円、0.8％

増加している。 

  水道は生活に重要なライフラインであり、常

に安全で安心な水道水を安定的に継続供給する

ことが求められる。危機管理体制の確立を図り

ながら、効率的な事業運営を行い、経営基盤の

強化に努められることを希望するものである。 

  次に、下水道事業会計の30ページをお開き願

います。 

  なお、金額につきましては1,000円単位とし
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て説明させていただきますので、御了承くださ

い。 

  むすびでございます。なお、むすびにつきま

しては、記載のとおり読ませていただきます。 

  むすび。経済財政運営と改革の基本方針2014

（平成26年６月24日閣議決定）に、公営企業会

計を適用していない下水道事業等の会計の適用

を促進する旨が明記され、平成27年１月の総務

大臣通知、公営企業会計の適用の推進について

等の要請を受け、令和２年度より公共下水道事

業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が公

営企業となり、今回より公営企業の一事業者と

して、下水道事業会計の決算審査を行っている。 

  下水道事業の公共下水道事業は、平成元年10

月に供用開始し、供用開始から31年が経過し、

令和３年３月末で認可区域719ヘクタール、整

備面積は535.8ヘクタールとなっており、整備

率は74.5％、管理延長は10万6,140.33メートル

となっている。普及率は55.2％で、前年度より

0.6ポイント増え、水洗化率は81.5％で1.4ポイ

ント増えている。年間総処理水量は前年より11

万290立方メートル増加し、243万5,410立方メ

ートルで、下水道使用料金徴収の対象となる年

間有収水量は175万9,140立方メートルで、前年

より6,720立方メートル減少している。有収率

は72.2％となり、前年より3.7ポイント減少し

ている。 

  農業集落排水事業は、昭和61年度に昭和地区

において供用を開始し、昭和62年に塩野地区、

平成４年度に山屋地区、平成11年度に萩野地区、

平成13年度に仁田山地区で供用を開始し、現在

５地区において供用されており、昭和地区は供

用開始から34年以上が経過している。処理人口

は1,855人で、水洗化率は88.7％で、前年より

0.3ポイント減っている。年間総処理水量は30

万8,648立方メートルで、前年より２万8,625立

方メートル減り、年間総有収水量は24万5,000

立方メートルで、前年より２万8,000立方メー

トル減少している。有収率は79.4％で、前年よ

り1.5ポイント減っている。 

  どちらの事業とも有収率が低い状況にあるの

で、不明水対策の調査や修理工事等に取り組ま

れ、有収水量の増加に努められたい。 

  経営状況を見てみると、下水道事業会計は公

営企業会計の当初から６億8,110万3,000円の決

算金を計上している。令和２年度は営業収益の

３億6,978万4,000円に対し、営業費用が８億

8,820万9,000円となり、営業損失が５億1,842

万5,000円となっている。一般会計からの補助

金３億5,182万9,000円を含む営業外収益６億

7,924万6,000円により、経常利益が5,957万

7,000円となり、その結果、当期純利益は5,303

万9,000円を計上し、年度末処理欠損金は６億

2,806万4,000円となった。 

  現状の経営は、一般会計からの繰入金に大き

く依存した状況にある。県内13市において、低

い普及率の改善に向け、未接続世帯の啓発によ

る下水道への接続促進や下水道使用料の改定を

含めた検討を行い、収入の確保に努められたい。 

  また、今後の整備に当たっては、各種分析を

行いながら慎重に進めていくべきである。 

  下水道は、公共衛生の向上や公共用水池の水

質保全を行うなど、市民の安全・安心で快適な

生活を支えている。これからも市民に対し、良

質で安定したサービスが提携できるよう、経営

基盤の確立を図りながら、持続可能な下水道事

業となることを期待する。 

  以上が令和２年度上下水道事業会計の決算審

査の概要並びに意見でございます。よろしくお

願いいたします。 

  次に、別冊の令和２年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書を御覧ください。 

  経営健全化審査意見につきましては、水道事

業、下水道事業の各会計とも資金不足は生じて

おらず、健全な状況にあると認められます。 

  以上が、令和２年度公営企業会計の決算並び
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に経営健全化の審査の概要と意見でございます。

よろしくお願いいたします。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

 

 

日程第１４決算特別委員会の設置 

 

 

髙橋富美子議長 日程第14決算特別委員会の設置

を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第37号から議案第43号までの令和２年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、令和２

年度新庄市水道事業会計利益及び資本剰余金の

処分並びに決算及び新庄市下水道事業会計決算

の審査をするため、委員会条例第６条第１項の

規定により決算特別委員会を設置したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

髙橋富美子議長 これより、ただいま設置されま

した決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願いいたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案５件一括上程 

 

 

髙橋富美子議長 日程第15議案第51号新庄市個人

情報保護条例及び新庄市個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例についてから日程第19議案第55号市道路

線の認定についてまでの議案５件を会議規則第

35条の規定により一括議題としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号新庄市個人情報保護条例及び新庄市

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例についてから議案

第55号市道路線の認定についてまでの議案５件

を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第51号新庄市個人

情報保護条例及び新庄市個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例について御説明申し上げます。 

  本案は、５月に公布されたデジタル社会の形

成を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行により、行政手続における特定の個人を識
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別するための番号の利用等に関する法律に規定

する情報提供ネットワークシステムの所管が総

務省からデジタル庁に変更されたことに伴い、

新庄市個人情報保護条例及び新庄市個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の２

条例につきまして、必要な改正を行うとともに、

規定の整備を行うものであります。 

  施行日は公布の日といたします。 

  次に、議案第52号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

  本案は、３月に公布された特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を

改正する内閣府令等の施行に伴い、必要な改正

を行うものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、内閣府令

と同様に、保育所等の業務負担の軽減や保育所

等を利用する保護者の利便性の向上の観点から、

保育所などにおける記録の作成や保存や保護者

等への説明、同意等のうち、書面で行うことと

されているものについて、書面に代えて電磁的

な方法による対応を認めることとするとともに、

必要な文言の整理を行うものであります。 

  施行日は公布の日といたします。 

  次に、議案第53号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本案は、３月に公布された家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令等の施行に伴い、必要な改正を行うもので

あります。 

  主な改正の内容といたしましては、厚生労働

省令と同様に、家庭的保育事業者等の業務負担

の軽減やサービスを利用する保護者の利便性の

向上の観点から、事業者等における記録の作成、

保存や利用者等への説明、同意等のうち、書面

で行うこととされているものについて、書面に

代えて電磁的な方法による対応を認めることと

するとともに、必要な文言の整理を行うもので

あります。 

  施行日は公布の日といたします。 

  次に、議案第54号字の区域の変更について御

説明申し上げます。 

  本案は、一般国道13号泉田道路及び一般国道

47号新庄古口道路の整備に伴う事業用地の一部

に、字の区域に含まれていない国有林野が存在

し、国道整備事業の施行に当たっては、当該国

有林野の表示登記を行う必要があること、また、

表示登記を行うに当たっては、登記を行おうと

する土地が字の区域内に含まれていることが必

要となるため、当該国有林野を本市の字の区域

内に含めることについて、国土交通省山形河川

国道事務所長より依頼があったことを受け、本

市の字の区域を変更し、当該国有林野を本市の

字の区域内に含めることとするため、提案する

ものであります。 

  変更しようとする字の区域は、泉田道路の事

業用地として、新庄市十日町字鬼首山及び新庄

市大字泉田字前横根山の区域、また新庄古口道

路の事業用地として、新庄市大字升形字前波山

及び新庄市大字升形字痘越渡の区域であります。 

  変更箇所及び変更前、変更後の字の区域につ

きましては、別紙位置図のとおりといたします。 

  次に、議案第55号市道路線の認定について御

説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、施設の移管な

どにより、市道として認定する必要が生じたこ

とから、道路法第８条第２項の規定により、６

路線の認定について御提案するものであります。 

  初めに、桧町19号線、桧町20号線、前野３号

線及び前野４号線につきましては、民間の宅地

開発により整備された路線であり、市に帰属さ

れたことから新規に認定するものであります。 

  次に、千門町１号線につきましては、最上広
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域市町村圏事務組合が管理する旧教育センター

跡地の一部で、現況が隣接する住宅の生活道路

として利用されている部分について、新規に認

定するものであります。 

  最後に、向平線につきましては、国道13号と

市場や病院へ連絡する市道を結ぶ路線を新規に

認定するものであります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 これより、ただいま説明のあり

ました議案第51号から議案第55号までの議案８

件について、総括質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第51号についてお

尋ねいたします。 

  市の保有する個人情報の提供先を、総務大臣

だったのを、内閣総理大臣に変えるというのが

大きいところですが、なぜ総務大臣で駄目だっ

たのか、なぜ内閣総理大臣に変えなきゃならな

かったのか、お願いします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ここの部分につきまして

は、総務大臣を内閣総理大臣に改めるという改

正につきましては、情報提供ネットワークシス

テムの所管がデジタル庁に変更するということ

で、それに伴いまして文言の整理をした形にな

ってございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 所管の変更という理由

のようですが、本当に個人情報保護というとこ

ろが守れるのかというのが一番大事かと思いま

す。そういう意味で、所管が変わることで、個

人情報保護が本当に守れるのか。なぜ総務大臣

から内閣総理大臣という、ほかの省庁全部含め

たところまでいかれるようなところに、市の保

有する情報を大きいところに集めなければなら

ないのか、その点についてはどうですか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 今回、議員方に提案して

いる条例の改正につきましては、国の情報提供

ネットワークシステム、第21条、総務大臣は委

員会と協議して情報提供ネットワークシステム

を設置し、及び管理するものというところが改

正されまして、第21条、内閣総理大臣は委員会

と協議してという形で、法律が変わったことに

伴いまして、文言の整理を行うものでございま

すので、そこのところについて御意見をいただ

ければと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 大事なところは、市民

の個人情報が市にたくさん集められるわけです。

それが総務大臣という、総務関係の小さなとこ

ろに、必要なところが集められていたものが、

なぜ内閣総理大臣という全てを所管するような

ところにまで持っていかなければならないのか、

その点についてもう一度御認識を伺います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 今回、市で提案していま

す条例につきましては、国で審議されて整備さ

れた法律に伴いまして、必要不可欠な条例の整

備を行うということでございますので、その点

をよろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 議案第52号、そして議

案第53号、そして最後の議案第55号について質

疑いたします。 

  まず、議案第52号、議案第53号は、デジタル
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化の推進によって整備されてきたものであると

理解しているのですが、新庄市内において、こ

の条例の改正によって、議案第53号の家庭的保

育事業者は何件対象があって、あわせて議案第

53号と議案第52号が変更になることで、先ほど

も説明はありましたが、その事業者、あとは対

象の父兄であったり、そこに対する変更によっ

ての利便性ですかね。変更となるところによっ

ての変わる部分を再度伺いたいと……、効果で

すね。この基準の変更によっての効果、どのよ

うに変わっていくのか、再度伺っておきます。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 まず、

議案第53号の家庭的保育事業につきましては、

新庄市内におきましては、小規模保育事業所と

いうことでございますので４事業所ございます。 

  こちらにおきまして、例えば家庭的保育事業

の設備及び運営に関する条例の中で、そうした

電磁的方法で対応するということが予想される

ものにつきましては、例えば施設において、保

護者の方に重要事項説明を行うこととなってお

ります。重要事項説明と申しますのは、その施

設に関する運営の方法であったり、運営方針で

あったり、それから提供する保育の内容、それ

から保育料などの費用ですとか、利用に関する

事項や留意点、緊急時の対応など、そういった

ところを説明しなければならないということに

なっております。これまでは入所説明会などの

ときに面談を行いながら、各保育施設において、

そういったところをパンフレットに記載されて

いるような事項ということになるのですけれど

も、説明を行い、小規模保育事業所においては、

それについて保護者の方から同意書をもらうと

いうことになっております。 

  私ども監査に伺うのですけれども、その同意

書も各保育を提供してほしいと希望した保護者

の方から、同意書を頂いているというのを確認

してまいっているような状況です。 

  利便性につきましては、そうした説明事項を、

例えばメールのようなものですとか、そういっ

たもので見ていただき、例えば同意したという

ようなものを、お返事をいただくというような

ことになろうかと想定しているのですけれども、

その説明の際に、例えばお子さんのことについ

て、アレルギーはないでしょうかとか、健康状

態についてですとか、そういった面談等も行っ

ているというような状況ですので、デジタル化

の利便性もさることながら、対面で保護者の方

とお話をすると、そういった機会も必要だとい

うこともあるかと思いますので、そういったと

ころは各園の考え方ということもあるのかなと

思っているところではございます。以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） まずは、デジタル化に

伴う変更が大きい改正であるかと理解したので

すが、この国からの解説を見ますと、第51号、

第52号に対して、第51号であれば、この中の例

えば第53条の前までですね、これに関しては内

閣省令の第23号ということで３月に発出があっ

て、そしてあとは自治体が公布の日ということ

で、その後、この電磁的記録等についてなので

すが、これは家庭的保育事業の第53号の議案も

同じなのですが、この議案の中では第50条以降

のところですね。こちらに関しては、全国様々

な多くの自治体を見ますと、国の施行期日が７

月１日ということで、それに合わせて全体の変

更を６月定例会に提案して、例えば第52号であ

れば第53条、第53号であれば第50条に値すると

ころに関しては、７月１日に公布とするという

か、実施されていくと、期日を設けた提案の仕

方がなされていたなと思ったのですね。 

  新庄市の場合、様々な手続もない状況があっ
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て、９月定例会に提案ということになったと思

うのですが、遅れたというわけではないと思う

のですが、どういう状況が担当課もしくは行政

の中で、この提案の進め方について、どういう

流れがあったのか、そのことをお伺いしておき

たいということと、すみません、先ほど申し上

げた第55号のところをもう一度併せてだったの

ですが、今回６か所の道路が市の所有となると。

市で管理する、市道となるという中で、これま

でですと民間が開発しまして、規定にのっとっ

た幅員確保をした。もし例えば行き止まりの場

合、展開広場を設けるであったりとか、そうで

なければ寄附ということは市で一切受け取って

いただけなかったと認識しております。この部

分だけでなく、市内全域を見ますと、６メート

ル幅員があって、展開広場がその土地の形状に

よって設けられないであったり、そういった場

合、一部私道のまま残っている部分が実際にあ

ります。そういったところも今後、市としての

寄附を受け付ける規定が整備されて、そして受

け付けるのだということを、今回これで表して

いると理解していいのでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 こちら

の議案についてのこの議会への提案の時期につ

いてということの御質問かと思います。 

  まず、この家庭的保育事業等の設備、運営に

関する基準を定める条例に関するこちらの関係

の法令と、それから教育保育施設、こちらの第

52号関連の法令につきましては、１回目には、

まず３月に公布されているところでございます。

この３月に公布された内容につきましては、文

言の整理ということですので、影響は少ないだ

ろうということで、大きな改正のときに一緒に

改正しようといった考えがございました。この

２回目の公布につきまして、特定教育・保育施

設の２回目の公布が、こちらにつきましては８

月２日でございました。こちらの電磁的対応と

いうことで、教育保育が対応するべきところで

ございましたので、家庭的保育事業、こちらの

２回目の公布が１回目の公布の次の日というこ

とではありましたが、内容的には市町村によっ

て参酌すべき事項ということになっておりまし

たので、第52号を改正するに当たり、併せて改

正することといたしたものです。以上です。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 議案第55号の市道の認定

についての議案についての御質問をいただきま

した。 

  御質問の内容といたしましては、これまでも

民間の開発によって発生した道路について、行

き止まり道路については、これまで認定してこ

なかったのではないかということでの質問だっ

たと思います。 

  今回を含めまして、市道の認定につきまして

は、市道認定要綱に基づいた規定にのっかって

いるもの、準じているものについて認定を行う

という提案をさせていただいております。従前

から行き止まり道路についての認定を見送って

きた案件については、これまでも数あるところ

ではあるのですが、それぞれの案件につきまし

ては、開発の前に、開発業者の方と一緒に事前

協議という協議をさせていただいております。

その協議の中で、工区分けをされているものに

ついて、次期工期の中で路線が接続されるとい

うものにつきましては、その接続の後に道路の

寄附をもらうということで協議を調えていたこ

ともございましたので、そういう案件につきま

しては、まだ寄附をもらっていないという案件

も、まだ残っているものもあると認識しており

ます。 

  近年、取り残されていた寄附を受けていない



- 37 - 

案件について、不動産業界もなかなか回転が鈍

くなっている状況も踏まえて、その道路の権利

の関係で沿道の方々の利害関係が阻害されてし

まうような案件があったものですから、その件

を契機にいたしまして、開発行為が完成した時

点で、できるだけ市が寄附を受けられるものに

ついては寄附を受け、その張りついている住民

の方に利害関係の支障が出ないような形で処理

をしたいと考えて、近年事務を行っているとこ

ろです。 

  今回の案件につきましても、開発が完成した

ものにつきましては、行き止まりの部分を含め

て、道路の部分、寄附を受けて、認定できる部

分については認定を行うという形で処理すると

いうことで、今回提案させていただいたところ

でございますので、御理解いただければと思い

ます。以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） まず、第50号、第53号

については、この市の特定教育・保育施設及び

特定地型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例のほうが８月に発出

されてきたということで、５月中、６月中、国

のほうもコメントを国民から取るような手続を

進めていた。この大きい改正に合わせていこう

としたという理解でよろしいでしょうか。ただ、

参酌基準の中で、国が定める内容、そのまま活

用しても新庄市としては問題がないと判断した

という理解でよろしいでしょうか。 

  あと、第55号につきましては、この19号線、

20号線については、近年の開発であるというこ

との中から、今、課長がおっしゃったところは

理解ができるのですけれども、ある程度。この

前野３号線については、これはもう20年超だと

思うのですね。例えば、延長した前野４号線の

部分は、１本向こうの幹線の通りからずっと入

ってこられます。これは４メートル道路ぐらい

だと思っているのですけれども、入っていって、

ぶつかって、３号線と接続しているということ

は分かるのですけれども、この３号線の細い４

メートル道路のぶつかりと、多分６メートル道

路かなと思うのですが、このぶつかりの十字路

の南側が原野になっていますよね、この図面で

いうとこの下側が。そうすると、ここから先の

開発の、何らか検討があるから、この部分に関

しても市道認定したんだという理解なのでしょ

うか。行き止まりのところ、なかなかちょっと

納得し切れる説明で、発言でなかったかなと思

いまして、再度お願いしたいなと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 前野３号線の行き止まり

道路の先の未利用地の部分についての開発計画

があるかどうかという質問でよろしかったです

かね。この案件につきましては、おっしゃると

おり、十数年前に開発された道路でございまし

た。その当時から、現開発地の南側についても

開発の計画を持って事業を進めたところではあ

ったのですけれども、その後、地権者の方との

協議の中で、なかなか進まないこともあって、

そのままなかなか進んでいないということが現

状としてございました。その段階で、事前協議

の中では、開発道路が接続された暁に、道路の

移管を行って、市道認定を行うという協議をさ

せていただいていたところですが、その事業計

画がなかなか進まないことを受けまして、この

たび改めて、その開発部分の道路について再確

認を行って、できたところまでの道路の寄附を

行って、認定を行うということで協議が調いま

したので、今回提案をさせていただいたところ

です。以上です。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 
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西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 先ほど

議員おっしゃいました第52号、第53号の提案時

期につきましては、おっしゃるとおり、第53号

が参酌すべき内容ということでありましたので、

第52号の８月２日の公布に合わせまして、今回

改正を行ったという形でございます。 

髙橋富美子議長 ほかにございませんか。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

髙橋富美子議長 押切明弘さん。 

６ 番（押切明弘議員） 私からも市道認定につ

いてお伺いします。 

  先般、産業厚生委員会で現場を４か所、６号

線ありますけれども、現場としては４か所、民

間の宅地造成に伴って造られた道路が、箇所数

では２か所、４路線ですか。あと、もともと何

十年も前にあった道路が２か所で、私ちょっと

確認しておきたいのは、民間が造った道路とい

うのは比較的新しい道路なので分かるのですが、

向平線と千門町１号線ですか、ここは相当前に

造られた道路と分かるのですが、これはいつ頃

から市では寄附してもらい、認定しなきゃなら

ないかなという、いつ頃から思ったというか、

考えてきたのかなと。その時期をちょっと教え

ていただきたい。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 市道認定の路線に関して

の御質問をいただいたところです。その中の２

路線、千門町１号線及び向平線についての市道

の寄附の状況について御質問いただいたところ

です。 

  千門町１号線につきましては、まだ土地の所

在については、最上広域市町村圏事務組合の所

有となっております。今回、教育センターの解

体に伴いまして、用地の売却の検討がされてい

るということで、現在生活道路として使われて

いる形状を何とか維持する必要があるというこ

とで協議を行いまして、認定に向けての手順を

踏んできたところでございますので、こちらに

ついては今年度に協議を始めたものでございま

す。 

  また、向平線につきましては、今手持ちがご

ざいませんので、はっきりした年次はお答えで

きないのですが、病院と市場を通す道路、当時

市道認定したところでございますが、その時点

から土地の権利につきましては、市へ所在が移

っているという状況でございましたので、その

当時、路線といたしまして、道路と市場を結ぶ

ほうを優先して認定をかけておいたということ

で御理解いただければと思います。以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

髙橋富美子議長 押切明弘さん。 

６ 番（押切明弘議員） 常任委員会でも同じ発

言をするかもしれませんが、私が思うのは、先

ほど課長答弁で、近年という文言、言葉で寄附

を受けるようにしてきたという、さっき発言が

あったのですけれども、私も当然だと思ってい

るのです。特に新しく宅地造成をして造られた

道路、条件によっては、事前に市との協議と言

いますけれども、県との開発行為の手引には、

道路だとか、水道だとか、下水だとかいうのは、

完成した次の日、速やかに所管する地方公共団

体に寄附をするという条文があります。ただ、

市は私、それを分かってはいるんだろうけれど

も、事前にストップをかけてきた、今まで。い

や、行き止まり道路はもらえないんだと。行き

止まり道路だからもらえないというのは、どう

も私もちょっと腑に落ちないところがあって、

そこにはやっぱり民間の住宅なり店舗なり、も

しかすると工場かもしれません。市民が市民活

動をしているわけです。そういう意味で、平等

な市民サービスを受ける権利があると感じてい

ます。 

  特にひどいのは冬の除雪です。市道だったら

自然に来ますけれども、私道、生活道路、その

道路はほとんど申請しないと来ないということ
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なので、そういった観点からすれば、開発行為

に沿った道路は速やかにもらうと。近年もらう

ようにしてきたのだということですけれども、

私はそれをもっと前に進めてほしいと思ってお

ります。よって、これからもまだ既存の寄附さ

れていない道路がいっぱいあります。私も知っ

ていますけれども、課長も御存じだと思います

けれども、そういった部分を積極的に市でもら

って、住民サービスに努めてもらいたいなと思

います。以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 今、押切議員から御発言があった

わけであります。近年ということでありますけ

れども、やはり新庄市における大きな課題は雪

という問題であります。その中で、今おっしゃ

ったように、同じ生活をしている市民に大きな

差別、区別をしてはいけないという方針に基づ

いて、ただしこれまでの経過もございますので、

全てが１からゼロまで全部受けると、受けると

いう、市の財産が増えるということは、市の管

理が増えるということ、またこれにも税金が入

っていくということで、どこを選別するかと。

都市整備との協議をきちんと行って、町の開発

があるという状況が確認された場合と、一方的

に作場道などがされて、何の協議もなく誘致さ

れたということで、これを即市道にしなさいと

いうことでは大きな差があるのだろうと。市民

生活に供するような形だということに対しては、

十分な協議をして、やはり冬の除排雪というこ

とを考えると、市の負担も大きくなりますけれ

ども、市民生活を応援するという観点で、積極

的ではないです。ではないですけれども、十分

に協議しながら、開発された道路も市道として、

除排雪という大きな目的のために受け入れてい

るということを御理解いただきたいと思います。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２０議案及び請願の決算特

別委員会、各常任委員会付託 

 

 

髙橋富美子議長 日程第20議案及び請願の決算特

別委員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案及び請願の委員会付託につきましては、

お手元に配付しております令和３年９月定例会

付託案件表により、それぞれ所管の委員会に付

託いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

議案（７件） 

○議案第３７号令和２年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

○議案第３８号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第３９号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

○議案第４０号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○議案第４１号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４２号令和２年度新庄市水道事業会計利益及び資本剰余金

の処分並びに決算の認定について 

○議案第４３号令和２年度新庄市下水道事業会計決算の認定につい

て 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

○議案第５１号号新庄市個人情報保護条例及び新庄市個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（４件） 

請願（４件） 

○議案第５２号号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議案第５３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議案第５４号字の区域の変更について 

○議案第５５号市道路線の認定について 

○請願第２号米の需給調整に関する請願 

○請願第３号新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を

求める請願 

○請願第４号新型コロナウイルス感染症の取扱いを指定感染症二類

相当から五類感染症に引下げることを求める意見書提出について

の請願 

○請願第５号米の需給調整に関する請願 

 

 

 

議案５件一括上程 

 

 

髙橋富美子議長 日程第21議案第44号令和３年度

新庄市一般会計補正予算（第５号）から日程第

25議案第48号令和３年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第１号）までの補正予算５件につい

て、会議規則第35条の規定により一括議題にし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号令和３年度新庄市一般会計補正予算

（第５号）から議案第48号令和３年度新庄市下

水道事業会計補正予算（第１号）までの補正予

算５件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第44号から議案第

48号までの令和３年度新庄市一般会計及び特別
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会計並びに水道及び下水道事業会計の補正予算

について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第44号、一般会計

補正予算でありますが、歳入歳出それぞれ４億

1,216万3,000円を追加し、補正後の予算総額を

196億4,839万3,000円とするものであります。 

  ７ページからの歳入についてでありますが、

15款国庫支出金におきまして、新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費負担金を増額するとと

もに、接種体制確保事業費補助金の額を減額し

ております。また、16款県支出金におきまして

は、灯油購入等助成費に充てます低所得者世帯

の冬の生活応援事業費補助金や、保育料無料化

に向けた段階的負担軽減交付金などを計上して

おります。さらに18款寄附金におきましては、

ふるさと納税寄附金について、今年度のこれま

での実績から、今後の見込額を推計し、２億円

の増額補正をしております。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  １款から全体を通して人件費に係る予算を補

正しておりますが、４月の人事異動に伴う各款

の調整によるものであります。また、各款を通

して市民から寄せられました相談や要望などに

対応したものをはじめ、学校や各公共施設、道

路、側溝などの維持補修や機能強化に係る経費

をそれぞれ計上しております。 

  ２款総務費には、ふるさと納税事業費を増額

補正しております。また、３款民生費には、県

の補助を受けて実施いたします灯油購入費等に

係る助成費や、長引くコロナ禍において生活が

困窮している世帯を応援するための生活子育て

応援臨時給付金を計上しております。 

  ４款衛生費におきましては、現在進めており

ます新型コロナウイルスワクチン接種事業に要

する旅費を整理するとともに、増額補正してお

ります。 

  ６款農林水産事業費におきましては、春先の

霜やひょうの被害に対する各種支援事業費を計

上しております。 

  ８款土木費におきましては、住宅リフォーム

総合支援事業費補助金の増額補正や個人が購入

する小型除雪機等に対する補助金を新たに計上

しております。 

  続きまして、27ページからの議案第45号、介

護保険事業特別会計補正予算及び議案第46号、

後期高齢者医療事業特別会計補正予算の２特別

会計補正予算について、また議案第47号、水道

事業会計補正予算及び議案第48号、下水道事業

会計補正予算につきましても、今年度のそれぞ

れの事業の執行に必要な予算の補正を行うもの

であります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては、財政課長及び上下水道課

長に説明させますので、御審議いただき、御決

定くださるようお願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

   （荒澤精也財政課長登壇） 

荒澤精也財政課長 議案第44号、一般会計補正予

算（第５号）について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ４億

1,216万3,000円を追加し、補正後の総額は196

億4,839万3,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから４ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  続きまして、７ページからの歳入について御

説明いたします。 

  初めに、15款国庫支出金でございますが、１

項２目衛生費国庫負担金では、新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費負担金を増額するとと

もに、２項３目の接種体制確保事業費補助金を

減額して整理してございます。 

  16款県支出金でございますが、２項１目総務
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費県補助金におきまして、今年度の市町村総合

交付金の額が確定したことによる減額補正を行

っております。また、８ページ、２項２目民生

費県補助金になりますが、県事業として実施い

たします保育料負担軽減の財源といたしまして、

保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金を

新たに計上しております。 

  次に、18款寄附金でございますが、ふるさと

納税寄附金について、今年度のこれまでの実績

から今後の見込額を推計し、２億円の増額補正

を行っております。 

  20款繰越金につきましては、このたびの補正

予算に充てる一般財源といたしまして、前年度

繰越金１億2,600万9,000円を補正しております。 

  続きまして、９ページからの歳出について御

説明申し上げます。 

  まず、１款から10款までを通して、人件費に

係る予算の補正を計上しておりますが、４月の

人事異動に伴う職員給与費や会計年度任用職員

報酬の各款の調整によるものでございます。 

  また、各款を通して市民から寄せられました

相談、要望などに対応したものをはじめ、学校

や各種施設、道路、側溝などの維持補修や機能

強化に係る経費をそれぞれ計上しております。 

  初めに、２款総務費についてでございますが、

１項６目財産管理費において、財務書類作成に

係る業務委託料を新たに計上しております。10

ページ、７目企画費には、歳入でも申し上げま

したふるさと納税事業費２億円を補正しており

ます。このうち、まちづくり応援基金積立金は

8,050万円ほど増額いたしまして、今年度の積

立予算額は５億1,171万円となるものでござい

ます。 

  続きまして、13ページ、３款１項１目社会福

祉総務費には、県の補助を受けて実施いたしま

す、低所得者世帯に対する灯油購入費等に係る

助成費を計上しております。また、生活・子育

て応援臨時給付金6,926万円につきましては、

長引くコロナ禍において生活が困窮している世

帯を応援するため、世帯構成に応じて給付金を

給付するものでございます。 

  14ページの３款２項１目児童福祉総務費には、

歳入でも申し上げましたが、保育料負担軽減事

業交付金を新たに計上しております。 

  15ページ下段から16ページにかけまして、４

款１項１目保健衛生総務費の新型コロナウイル

スワクチン接種事業費につきましては、これま

での事業実績と今後の見込額を精査いたしまし

て、事業費の組替えと増額補正を行っておりま

す。 

  17ページの６款１項３目農業振興費のうち、

産地生産基盤パワーアップ事業費補助金につき

ましては、農業団体のトラクター購入費に対す

る補助金を新たに追加するもので、全額国費に

よるものとなってございます。また、果樹園芸

振興事業費の各種補助交付金につきましては、

いずれも春先の霜やひょうの被害に対する支援

事業となっております。内容といたしましては、

次期作支援といたしまして、パイプハウス新設

に対する補助金や、農薬、肥料等の購入に対す

る補助金となっております。 

  次に、19ページ、７款１項４目企業誘致費の

雇用促進奨励金でございますが、該当する市内

企業に対して支給するため、補正するものでご

ざいます。 

  ８款土木費におきましては、全体を通しまし

て、市道の維持補修に係る経費の増額補正や、

公園及び住宅等に係る修繕費などを追加補正し

ております。このほか、20ページの４項１目都

市計画総務費におきまして、住宅リフォーム総

合支援事業費補助金の今後不足見込分を増額補

正してございます。また、21ページの６項２目

雪総合対策費におきまして、生活道路排雪事業

費補助金の補助限度額引上げに伴う増額補正を

行うとともに、小型除雪機等の購入費用に対し

て５万円を限度に補助を行います小型除雪機等



- 43 - 

購入費補助金を新たに計上してございます。 

  最後に、22ページからの10款教育費につきま

しては、全体を通しまして、小、中、義務教育

学校及び社会教育施設に係る維持補修費の増額

補正を行っております。また、24ページから25

ページにかけての５項３目公民館費におきまし

ては、八向地区公民館の改修に係る測量設計業

務委託料を計上してございます。26ページ、５

項11目社会体育費の社会体育総務事業費におき

ましては、コロナ禍により、今年度の実施を見

送りました新庄ハーフマラソン大会等の負担金

の減額補正を行っております。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  27ページを御覧ください。 

  議案第45号、国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）ですが、歳入歳出それぞれ37万

8,000円を減額し、補正後の予算総額を37億

8,646万5,000円とするものでございます。 

  34ページからの歳出では、職員給与費及び会

計年度任用職員報酬の補正のほか、１款総務費

に報酬改定に伴うシステム改修業務委託料を計

上するものでございます。 

  39ページを御覧ください。 

  最後に、議案第46号、後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号）につきましては、歳

入歳出それぞれ60万円を追加し、補正後の予算

総額を４億5,077万7,000円とするものでござい

ます。 

  42ページを御覧ください。 

  歳出に、保険料還付金を増額補正するととも

に、その財源といたしまして、歳入に繰越金を

計上するものでございます。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願いいたします。 

髙橋富美子議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

   （矢作宏幸上下水道課長登壇） 

矢作宏幸上下水道課長 それでは、議案第47号令

和３年度新庄市水道事業会計補正予算（第１

号）及び議案第48号令和３年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第１号）につきまして、別冊

の令和３年度新庄市上下水道事業補正予算書

（９月）により御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  議案第47号令和３年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）でございます。 

  第１条、令和３年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）は次に定めるところによります。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

このたび建設改良事業費について補正するため

記載しております。 

  第３条、収益的支出の補正でありますが、第

１款水道事業費用を１万4,000円増額し、10億

7,280万9,000円とします。これは、人事異動等

に伴い職員給与費を減額するほか、今年度実施

した漏水調査の結果を踏まえ、漏水修理費を増

額するものなどであります。 

  第４条、資本的支出の補正でありますが、第

１款資本的支出を529万2,000円増額し、３億

9,439万円とします。これは、人事異動等に伴

う職員給与費の増額と、第二庁舎の設備修繕費

を増額するものです。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額３億4,806万6,000円は、過年度損益勘定留

保資金等で補塡いたします。 

  続きまして、２ページをお開きください。 

  第５条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の補正ですが、職員給与費の

既決予定額5,984万8,000円から415万7,000円を

減額し、5,569万1,000円とします。 

  なお、３ページ及び４ページには、補正予算

の実施計画を記載しておりますので、御確認願

います。 

  議案第47号令和３年度新庄市水道事業会計補
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正予算（第１号）については以上となります。 

  続きまして、５ページをお開き願います。 

  議案第48号令和３年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第１号）について御説明申し上げま

す。 

  第１条、令和３年度新庄市下水道事業会計補

正予算（第１号）は次に定めるところによりま

す。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

このたび建設改良事業費について補正するため

記載しております。 

  第３条、収益的支出の補正ですが、公共下水

道事業の第１款下水道事業費用につきましては、

502万1,000円を増額し、計９億2,916万6,000円

とします。これは、主に人事異動等に伴う職員

給与費の増額と、処理場関連の薬品費の増額で

あります。 

  また、農業集落排水事業の第１款下水道事業

費用につきましては、95万9,000円を減額し、

計9,088万3,000円とします。これは、人事異動

に伴う職員給与費の減額であります。 

  ６ページをお開きください。 

  第４条、資本的収入及び支出の補正ですが、

公共下水道事業の収入第１款資本的収入につき

ましては820万円を増額し、計５億932万4,000

円とします。これは、企業債のうち、工事の増

額に伴う下水道事業債の増額に伴い、計上する

ものです。 

  また、支出の第１款資本的支出につきまして

は988万5,000円を増額し、計７億9,063万4,000

円とします。これは、管渠布設工事に関連する

工事請負費の増額であります。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対して不足

する額２億9,966万1,000円は、当年度損益勘定

留保資金等で補塡いたします。 

  第５条、企業債の補正につきましては、既決

限度額２億3,730万円に820万円を増額し、計２

億4,550万円とします。 

  最後に、第６条、議会の議決を経なければ流

用することのできない経費の補正については、

職員給与費を12万3,000円減額し、6,438万

2,000円とします。 

  なお、７ページから９ページには補正予算の

実施計画を記載しております。 

  以上、議案第48号令和３年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明申し

上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算５件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号から議案第48号までの補正予算５件

につきましては、委員会への付託を省略し、９

月24日金曜日、定例会最終日の本会議において

審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

髙橋富美子議長 以上で本日の日程を終了いたし

ました。 

  明日９月10日金曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時００分 散会 
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令和３年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和３年９月１０日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 髙 橋 富美子     副議長 奥 山 省 三 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   新  田  道  尋  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   庄  司  里  香  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  議員    １７番   佐  藤  卓  也  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 関 紀 夫 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和３年９月１０日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 山 科 正 仁  議員 

２番 山 科 春 美  議員 

３番 庄 司 里 香  議員 

４番 石 川 正 志  議員 

５番 佐 藤 悦 子  議員 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和３年９月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 山 科 正 仁 
１．道の駅設置事業について 

２．コロナ禍における財政運営について 
市 長 

２ 山 科 春 美 
１．「地域づくり」について 

２．「人づくり」（地域リーダー、後継者の育成）について 

市 長 

教 育 長 

３ 庄 司 里 香 

１．市民の暮らしを守るために 

２．夏休み期間の子どもの水難事故について 

３．交通弱者（買い物難民）を無くすために 

４．長引くコロナ感染症拡大で疲弊する市民への救済策の

行方について 

５．新庄まつりを終えて 

６．本市の工業団地の今後について 

７．市内の施設の課題について 

市 長 

教 育 長 

４ 石 川 正 志 
１．ふるさと納税制度の今後の展開について 

２．市職員採用方法について 
市 長 

５ 佐 藤 悦 子 

１．コロナから命を守るために 

２．若者が住みやすい街づくりを 

３．米価下落対策、食糧支援制度の充実について 

４．災害は人災、気候変動対策を地域から 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

髙橋富美子議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

髙橋富美子議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は９名です。質問の

順序は、配付しております一般質問通告表のと

おり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名です。 

 

 

山科正仁議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 それでは最初に、山科正仁さん。 

   （１０番山科正仁議員登壇） 

１０番（山科正仁議員） おはようございます。 

  議席番号10番、市民・公明クラブ、山科正仁

です。通告書に従いまして質問させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  まだ現在コロナ禍、収まらない状況で、大変

な状況でございますので、マスクをつけたまま

ということで質問させていただきます。 

  現在、今も申し上げましたとおりコロナ禍が

蔓延しているという状況です。それに次ぐ市民

の関心事となっています、いわゆる道の駅設置

に関しての質問となります。 

  現在、事業として推進しておりますエコロジ

ーガーデン整備、これを一環として設置すると

いう１つのパターンと、まだ町村と協議段階に

も入っていないんですが、北のゲートウェイ構

想による高規格道路のインターチェンジ付近、

それに設置と、その２つの論点からの質問とな

ります。 

  最初に、通告にありますが、エコロジーガー

デンにおける道の駅についてであります。 

  これまでも何度も説明を受けておりますけれ

ども、現時点でその後の仮の修正点とかを含め

た次の事項をお伺いしたいと思います。 

  まず１つ目は、設置事業の詳細な目的、期待

する効果、それはどのようなものか。 

  ２つ目は、現時点で事業の進捗状況、これは

どうなっているのかという２点をお伺いいたし

ます。 

  次に、北のゲートウェイとなる道の駅につい

てであります。こちらも２点ほどお伺いします。 

  １点目は、設置を実現する上で不可欠な要件

であります県及び最上郡内町村との協議、この

進捗状況、協議の進み方、今後の見通しと、ど

のような戦略を持って臨んでいくのか、またい

るのかという点でございます。 

  ２点目は、設置を考える会、それから経済団

体などからの市民活動が起こっております。こ

の実情から考えまして、設置推進団体等からの

設置要望についてどのような対応を行ってきた

のか、また今後どのように関係を構築していく

のか、この２点をお伺いしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科正仁議員の質問に

お答えさせていただきます。 
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  初めに、道の駅を設置するエコロジーガーデ

ンのことについてでありますが、これまでも何

度も申してきましたが、平成25年に10棟が登録

文化財として登録され、耐震改修とともにカフ

ェやオフィスとしての活用もなされるようにな

り、新たに利用する市民や関係者が一段と増え

ております。産直まゆの郷は間もなく開業20年

を迎えますが、年間延べ10万人以上の利用者が

訪れるようになり、地域に愛され、地域外から

も買物に訪れる、最上を代表する施設になりま

した。また、平成24年から活動しているイベン

ト、kitokitoマルシェは、１日2,000人以上訪

れるマルシェとして成長し、地域外からの来訪

も多くなっております。 

  このような中、施設をさらに充実させるため

に要望されているのが駐車場やトイレの整備で

あり、道の駅の手法を活用することで市の負担

が軽減されるとともに、今後北側エリアの活用

計画と併せてさらなる集客効果をもたらすもの

と考えております。 

  また、エコロジーガーデン隣接の道の駅は、

国道を所管する国土交通省との一体型での整備

について、市が考えるスケジュールを示しなが

ら協議を行っております。 

  今後も整備内容の精査や整備区分の修正など

について協議を進めていくこととしております

が、既存の地域連携施設を活用した目的道の駅

として、本市固有のまちづくりと情報発信の拠

点として整備を進めていきたいと考えておりま

す。 

  次に、新庄インターチェンジ付近についての

質問ですが、これまで県の主導により最上管内

８市町村の間で検討会が行われてまいりました

が、これまでに決定した内容はございません。 

  市としては、高速交通網の整備の進行に伴う

物流の拠点として、またトイレ施設の有用性や

広域情報発信の拠点利用など機能の付加が期待

されていると認識しております。しかし、検討

会で示された内容の施設規模や収支構造、設置

場所、経営母体などが大きな課題であると考え、

将来の大きな財政負担とならないよう、整備費

用の検討や維持管理費用の負担割合などについ

て協議を重ねる必要があります。 

  また、インターチェンジ付近への設置の要望

については、市としての考え方を示した回答を

させていただいております。 

  今後、経済団体との情報交換会も行いながら、

県と管内８市町村での協議の中で慎重に進めて

まいります。 

  市民団体からの要望についてはどうするのか

というのは、議会で発言している以上の答弁は

ございません。以上であります。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  皆さんお分かりのとおり、今、国道13号高規

格化が進んできておりまして、ちょうど私の自

宅の窓からも工事状況が一目瞭然であります。

かなりのスピードで進んでおりまして、金山町

との境界、山を割っていまして、予定どおり進

めば来年度には開通すると、金山でも追っかけ

て開通するということが進んでおります。 

  私はそれを鑑みまして、高規格道路ができた

後の交通量の減少、特に北部の減少というのが

顕著になると考えております。前例としまして

は尾花沢市の名木沢辺りを考えてもらえば分か

るんですけれども、ほとんど車が通らなくなっ

たということで、地元の知り合いにも聞いたと

ころ、今まで道路ができる前は100だったもの

が今は30ぐらい、その30も地元の人しか通らな

いという現状だと。唯一、モーテルに入りやす

くなったなんていう人もいますけれども。そん

な程度になってしまっております。そういうこ

とが我々の北部でも起こるという非常に危機感

を持っております。 



- 50 - 

  そこでお伺いしたいんですが、道の駅手法を

使おうが、使うまいが、とにかくエコロジーガ

ーデンの整備というものを考えた場合に、そこ

に集客するための、交流人口を増やすための、

インターチェンジからの、インターチェンジが

できてからの誘導策を考えた整備になっている

のかという点をお伺いしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 国道13号、東北中央道の

工事の進捗に合わせて交通量の減少が懸念され

るということで、大変危機感もあるという内容

での御質問かと思っております。 

  東北中央道の整備によりまして、既存の国道

13号の交通量が減少していくということにつき

ましては、国土交通省の調査の中でも試算され

ておるところでございます。減少する車両の多

くは物流関係の車両であろうということをこち

らでは想定しているところでございますが、こ

れまでエコロジーガーデンを利用されてきた

方々につきましてはこれまでどおり目的地とし

てエコロジーガーデンへの通行については変わ

りなく利用いただけるものと考えているところ

でございます。 

  また、今後の駐車場の設備、また施設への乗

り入れやすさや駐車のしやすさなどを踏まえま

して、ますます利便性の向上を図ることにより

まして、今後の利用者の拡大についても大いに

期待しているところでございます。 

  また、これまでエコロジーガーデンの中のイ

ベントの際に臨時の駐車場などで使われており

ました北側エリアにつきましても、今後新たな

魅力を加えるようなアクティビティーができる

フィールドとして整備を検討しているところで

ございますので、こちらの利用者の増加につい

ても大いに期待しているところでございます。 

  こちらを踏まえまして、交流人口の拡大に向

けての対策を組んでいきながら整備に向けて取

り組んでいきたいと考えております。以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  私が言わんとしているのは、交通量が激減し

て寂しい集落というか、そうならないようにし

たいと。そのためにも、エコロジーガーデンの

整備によって集客される人、秋田から来れば例

えば昭和インターで降りて、そこからずっと萩

野地区を回って、昭和の地区を回って、いろい

ろな名所があればそこを回ってエコロジーガー

デンに寄って帰るというパターンとか、山形方

面から来れば新庄北インターで降りて、ぐるっ

と回って新庄市内、それこそ歴まちの新庄の歴

史を見ながら、それから秋田に帰っていくとか、

そういうパターン、構想を考えてちゃんとした

整備をやっていかないと、ただ単に交付金が使

えるからといって整備するだけでは何の意味も

ないということだと思います。例えば高速のイ

ンターを降りてすぐ、誘導灯をつけるとか、県

道でしょうから県との協議が必要なんでしょう

けれども、新庄にこういうところがありますよ

ということを考えたような整備をしないといけ

ないと思いますので、その辺はよろしくお願い

したいと思います。 

  あと、その目的、今、課長がおっしゃいまし

たけれども、来場者の増によって施設を充実さ

せるという考えがあるということで、駐車場の

拡大、そしてトイレの新設、これがメインにな

っていると思います。その答弁でしたが、これ

がより現実的で妥当な面積や規模なのかという

点がまず１つ疑問に残ります。 

  なぜかというと、今後の計画として今おっし

ゃいましたが、北側エリアを整備するという話

でございました。ということは、北側エリアを

整備すれば北側エリア用の駐車場も欲しくなる

という考えかと思います。どうしても距離的に



- 51 - 

遠くなるということで、そうすれば北側エリア

と既存のエリアを合わせた分で十分駐車場を確

保できるのだろうかという考えが起こるわけで

すね。その辺も敷地内で完結させる駐車場の整

備という考えはあるのかどうか、そういうのは

柔軟に考えられるのかという点をお伺いしたい

と思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今後、さらなる利活用を

想定した整備に向けて、現在の計画の規模が現

実に合っているのかどうかということでの御質

問だと思います。 

  現在計画している整備の内容につきましては、

これまでイベント等で利用されてきた実際の使

われ方を踏まえまして、必要な駐車台数を200

台と想定して現在整備計画を進めているところ

でございます。この規模に関しましてはこれま

でのイベントの実績を想定したものとなってお

りますが、それ以外に日常的な使われ方といた

しまして、産直まゆの郷やカフェ、オフィスな

どの利用に合わせまして現在確保されておりま

す50台程度の駐車場枠につきましては、ほぼ日

常的に利用されている状況でございます。 

  さらに、昨年整備されました施設によりまし

てホールやギャラリーという利用形態ができま

したので、現在コロナ禍ということでなかなか

利用の状況も芳しくない状況ではありますが、

利用の本格化、活用される状況となれば100名

程度の集客能力があるということでございます

ので、そのお客様のための駐車台数も必要にな

るということで考えたところでございます。 

  また、北側エリアの活用につきましても現在

検討を進めておりますが、今後の整備につきま

しては、広いフィールドを子供さんたちが安心

して活用できるような形での整備を念頭に計画

を進めるということも考えておりますので、人

と車の分離を念頭に今検討を進めているところ

でございます。こちらにつきましても現在計画

している駐車場の部分から利用していただくよ

うな形となると思いますけれども、こちらにつ

いては利用者の安全性を確保するということで、

既存の施設への駐車場ということではなく、分

離するような形での整備を考えているところで

ございますので、御理解いただければと思いま

す。以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  ここから質問することは用地買収とも絡みが

出てきますので、しっかりした回答をお願いし

たいんですが、国道との接道というのが道の駅

設置の要件とはなっていないということをお聞

きしましたが、市道と接道の場合と国道と接道

の場合の明確な違いを教えていただきたいと思

います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅登録について、国

道の接道については、直接の義務というか、条

件ということにはなっておりません。そちらに

つきましては当然市道やら県道やらというとこ

ろに接している道の駅もございますので、要件

に合致していないということは御理解いただい

ているところだと思っております。 

  その際の違いということでございますが、道

の駅の内容といたしまして、道路利用者が休憩

などで利用する施設として、接する道路の道路

管理者が整備する施設の部分が含まれておりま

す。この接する道路の管理者が道路施設として

整備する部分につきましては道路管理者が整備

費用の負担を行うということが原則として考え

られるわけでございますが、現在新庄市で考え

ている場所につきましても国道に接することで、

現在考えているエリアの全体の７割ほどが国道

を管理するための道路施設として考えており、
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その残った部分について市が整備する範囲とし

て国土交通省と協議を進めているところでござ

います。 

  それを踏まえまして、市の負担を大きく圧縮

して整備をすることができるということで、今

現在国土交通省と協議を進めているところでご

ざいますので、この辺を御了解いただければと

思っているところです。以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） まとめて言うと、国道

と接道すれば７割は国が持ってくれて、３割の

施設整備に関する負担が市にある、大まかです

が、市道と接道した場合は100％を市が負担し

なければならないんですね。分かりました。 

  質問が戻りますけれども、先ほどの北側エリ

ア、それも子供のための遊具とかそういう関係

だということをお伺いしましたが、駐車場は近

くてもいいと思うんです、現実的な話なので、

ここで別にしなくてもいいんですけれども。実

際は駐車場というのはよく考えて、広くすれば

いいだけじゃなくて、雪のことを考えれば、小

さくても融雪工事がなっているほうがずっとい

いわけですよね、こっち側は。その辺も考えて

予算の使い方を考えていただきたいと思います。 

  それから、今、市の負担ということが出まし

たが、答弁でも市の負担軽減を目的とした道の

駅手法を使うという話でした。 

  今ちょっと問題になっていることは、都市整

備課で出したチラシというか、クエスチョン№

３だったんですけれども、総予算の５分の１程

度の一般財源で賄うことが可能だよということ

を明記していますが、これの確たる根拠という

のをお伺いしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今回全戸配布させていた

だきました新庄市の道の駅に関してのチラシに

つきまして、市の費用負担について５分の１と

いうところでの記載をしたところでございます。 

  こちらの根拠ということでございますが、今

現在まだ確たる根拠というところまで行ってい

るかと言われるとなかなか難しいところはござ

いますが、今回記載させていただいた内容につ

きまして説明をさせていただきたいと思います。 

  先ほど申しましたように、国道に接すること

で、国が直轄で整備する部分と市が整備する部

分の費用につきましては分けられると考えてい

ただければと思います。国が整備する部分とし

て、現在整備計画書というか、市で考えている

市の整備案について、国道からの接する部分、

乗り入れ部分と駐車場への誘導、駐車場内での

回遊ルートなどを考えますとおおむね７割程度

は国が、道路管理者として国が整備する部分と

して考えているのが７割程度だったということ

で、７割を直轄で整備される部分として国と協

議している内容でございます。残り３割の部分

につきましても、こちらについては市が整備す

る範囲となるわけでございますが、この中から

１割程度、交付金を活用した中での整備を行い

たいということでございます。そういう中身を

踏まえまして、全体の８割ほどを国の直轄部分

として整備をお願いできればということで協議

を行っているところでございます。 

  また、全体の整備費用、これまで６億5,000

万円ということでチラシにも記載されてあると

ころでございますが、こちらにつきましては高

速道路の標準的な整備費用を算出するための根

拠として使われている資料を基にして、全国的

に基準となっている標準単価を基にして算出し

たものでございます。 

  この内容につきましても、国土交通省との協

議の中で全体費用の圧縮についても検討が可能

なのではないかという御意見もいただいている

ところでございますので、この圧縮に向けて実

費の積算をこれから進めていくということで考
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えているところでございます。 

  全体を合わせますと当初の６億5,000万円の

５分の１という記載をさせていただいたところ

でございますが、それから比較しますと全体の

工事費、整備費用の圧縮も踏まえるとそれ以下

に圧縮できるのではないかということで検討を

進めているところでございますので、御了解い

ただければと思っているところです。以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 確たるものではないよ

という御説明かと思います。 

  確たるものでないというのがちょっと先歩き

して、完全なものだということで市民の中で広

がってきております。要因に、総工費の単価の

はじき、標準積算単価からはじいたということ

で、本当の標準的なものだという判断は、急に

ばんと出されると市民の人は分からない。まし

てや建設に携わったことのない人とか、建築関

係、工事関係をやったことのない人、積算とい

うこと自体が何のことやらと、イコール総工費

じゃないのという形で取られてしまうので、積

算の仕方も、公の単価というか、民間と違って

積算の率が大きいのはしようがないので、かな

り大幅な見積りなんだよということをしっかり

示さないと数字だけ独り歩きして、５分の１程

度の縮小なるということも明言してしまうと、

明言というか、こういうふうに出してしまうと、

じゃあ500万円とすれば５分の１なら100万円で

済むのかと簡単に考えてしまうので、その辺は

しっかりした数字と根拠が出てから表明するべ

きであって、あまり安易に出さないほうがいい

んじゃないかなと私は思います。 

  本当は、これが確たるものだと言えば、返事

をもらえば、それは市長と副市長もちゃんと責

任を負うような返事だったのかと確認したかっ

たんですけれども、確たるものでないというこ

とで返事をいただきましたので、しっかりと、

このことは非常に重い項目だと思いますので、

市長と副市長もしっかりと責任を持って単価を

はじき出したという点も確認してもらいたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、北のゲートウェイと道の駅という点で

す。こちらはかなり悩ましい課題かなと思って

おります。なぜかというと、８市町村の協議と

検討というのが必要になって初めて成り立つと

いうことだと思います。最終的に単独でやると

いう手もあるでしょうけれども、基本的にはや

はり８市町村みんなでやる、広域的にやるとい

う事業だと思います。 

  この検討会というのが開かれておるというこ

とを先ほどお聞きしましたが、それは何ら決定

した内容はなかったということでした。そうい

う答弁でしたが、町村の反応を知りたいと思う

んですが、全く無関心なんでしょうか、それと

も関心はある程度示すんだけれども踏み切れて

いないという内容なのか、また当市、新庄市側

の熱意というのが、本当に北のゲートウェイを

やりたいという熱意を持って検討会に臨んでい

るのか、これをお伺いしたいと思います。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 今現在、県が進めています北の

ゲートウェイについての進捗状況ということで

ございますけれども、昨年度２回、施設部会と

いうことで、各市町村の副市長、副町長、副村

長が集まって２回会議が開かれたところであり

ます。その中で、県から事業スキームとか総事

業費、市町村での負担額、そして店舗での想定

する売上高というものが示されています。 

  １回目の中で店舗での売上高ということで示

されたのは道の駅米沢と同額の12億円以上の売

上げということで示されました。会議の席上、

12億円ということですけれども、米沢の周辺に

は福島の商圏とか山形の商圏がありますので、

課題ではないかという意見を申し上げたところ
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であります。 

  そして、２回目の中でその売上げを８億円程

度ということで示されたところでありますが、

それでも１日にならすと真冬でも200万円以上

の売上げを確保するというような整備条件にな

っていたところでありました。 

  その中での課題ということですけれども、こ

の運営がどの程度の売上げを想定して、回るか

回らないかというところが大きなポイントとい

うことになってくると思いますし、最終的には

各市町村の負担金の額を各町村がどう捉えるか

ということでありますけれども、８市町村とも

この事業スキームで進めることに同意するとい

うような意見はございませんでした。 

  今段階、恐らくほかの町村も同じかと思いま

すけれども、北のゲートウェイを新庄インター

チェンジ付近に建設するのであれば、どういう

事業規模で、どういう負担額で、どういう施設

でするのかの整理が必要ではないかと恐らく考

えているのではないかと思います。そのことが

直接各町村の負担金の額ということに直結して

くるところでありますし、今後北のゲートウェ

イについてどういう介入の仕方をするのか、今

段階、市として注視しているところでございま

す。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  伺った感じ、無関心に近いのかなという感じ

を受けます、市町村含めてですけれども、当市

も含めてですけれども。向かっていくという意

欲がなければ全然進まないと思うし、理想論を

語るレベルでもまだないのかなと、こうしたい

ね、こうしたいねと。ただ県が示された道の駅

米沢のパターンを紹介してもらって、売上げは

こんなにありますよという段階では、全然テー

ブルにものっていないなと思っておりました。

お伺いしておりました。 

  ただ、なぜこうなのかという点なんですが、

先ほども言いましたけれども、経済団体と情報

交換をやっているとお伺いしました。経済団体

と情報交換を行っていると。推進団体、つまり

考える会もありますけれども、そっちの会との

協議はまだ、やっていないというのはおかしい

ですけれども、いろいろな意味で密な話はして

いないんじゃないかなと思います。情報交換は

もちろん経済団体ともやるべきだと思いますが、

推進団体ともいろいろな協議を重ねていくこと

が大事じゃないかなと思うんです。無視してい

ればいいというか、そういう話ではなくて、か

なり内容的にも計画にのっとったいろいろな情

報も聞いておりますし、今後の市としてその関

係の在り方、経済団体と推進団体との関係の在

り方としてどのようなことを取っていく、展開

していくかというのを、その気持ちをお伺いし

たいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 経済団体からは一昨年に申込みが

ありまして、昨年４月に、第一義的にはエコロ

ジーガーデン、第二義的には北のゲートウェイ

と言われるインターチェンジ付近という回答を

しているわけであります。その後、経済団体が

様々な動きがあるという話も聞いておるわけで

すけれども、直接計画云々に関する情報は正式

にいただいているわけではございません。今後

どのような形で進むのかというふうに思います。 

  議員は、推進団体、考える会ということをお

っしゃいましたが、そういう団体が存在すると

いうことも承知しておりません。考える会とい

う方が要望に来たということはございますが、

回答を望むというお話はありません。要望を置

いていきますということだったので、それを受

け止めたということであります。 

  推進する会というのは今初めて聞いたところ

でありまして、その方々がどのような考えであ
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るのか私は承知しませんが、考える会の方々は

100％否定しておりますので、こちらからは最

初に「やるんだ」と、「それは無駄だ」と、「無

駄です」と否定されているわけであります。で

すから私は議会での答弁以上の回答はできない

ということを言っております。外で回答します

と、中で何を言ったということの繰り返しにな

るわけであります。議会制民主主義の中で決定

権があるのは議会であります。議会にきちっと

説明をするというのが私のスタンスであります。 

  また、その人たちの要望を聞かないのかとい

うことであれば、議会を通しての要請書あるい

は要望書、陳情書ということが上がってきて、

各議員と様々な議論の中で、市と要望者の違い

がどこにあるのかという段取りを踏むべきでは

ないかと。一方的にチラシを配って、あれはお

かしい、これはおかしいということで、それに

全て合わせるということは、逆に言えば議会制

民主主義を無視しているということになってく

るだろうと思います。 

  以上申し上げましたが、議会が市民を代表す

る会であるということに変わりはないと思って

おりますので、そのことをぜひ御理解いただき

たいと思います。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 推進団体というか、お

っしゃるとおり、考える会でございますけれど

も、いろいろな行動というのがありまして、経

済団体の行動、考える会の行動というのがあり

ます。市民の立場に立って考えた場合、どちら

がどちらだということはないです。市長がたし

かおっしゃったことで、きちんとした手順を踏

んだ上で、すみ分けのできる、話ができる、で

あれば協議にのるでしょうし、完全にこっちは

駄目だ、こっちはいいという両極端の話ができ

ないのは、それは承知しております。 

  ただ、早期に、同じ思いで、例えばゲートウ

ェイもやる、エコロジーガーデンもやるという

両立てでいった場合、どうしても北のゲートウ

ェイはまだまだ先かなという感じがします。せ

めて酒田市に通じて丁字路になってから、その

辺からの開始かなという気がします。 

  北のゲートウェイ構想というのを実現化する

ための私が持っている案なんですが、一応基金

とかを設立してそこをストック場にしておく。

推進団体、経済団体もあります。それから市民

の運動もありますから、ある程度の寄附金とか

いろいろな意味での集金機能というか、そうい

うのがつくれると思うんです。それを期待して

ちょっと活動を大きくバックアップしてやれば、

その基金にストックしておいたものを活用した

運用というのが将来的に可能じゃないかなとい

う考えがあるわけなんです。基金を設立してお

いて、それは北のゲートウェイ設置のためだけ

の基金ということで、それが新庄市民のやる気

のバロメーターになって、町村に見せられるん

じゃないかなと、新庄市ではこれだけの基金残

高があるんだということを示すということ、そ

れを一つの手として、これは私が考えることで

ありますが、そういう考えも持っていれば早期

に実現する可能性も出てくるんじゃないかなと

思います。 

  その上で、いろいろ手法としてはＰＰＰとか

ありますけれども、ＰＰＰの中でも一番の強力

なＰＦＩという手法を使えば、そのときに経済

団体はもちろん入ってくるでしょうし、そのと

きに基金が生かせると。そして基金の内容が、

経済団体とか運動団体の方々が寄附したもので

あればその方々を運営の基盤にしていくこと。

これまで行政が道の駅をやって失敗した例とい

うのがほとんど、70％80％ぐらいが行政主導で

やって道の駅が失敗するというのを確認してい

ます。したがって、いろいろな意味で民間にも

負担願った上での運営というのも考えていくべ

きかなと思っております。道の駅については以
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上といたします。 

  それでは、次はコロナ禍における財政の運営

についてという点になります。 

  コロナ禍が収束を見せません。この現状は、

識者というか、研究なさっている方から言わせ

ると、もしかすると2027年頃まで続くんじゃな

いかという予想も出ているわけであります。 

  このような中で、将来的な市政の財政運営を

どのように行っていくのかと。確かに国策とし

ては救済のための交付金が多数出ている現状で

あります。しかし、細部にわたった市民に対応

できる救済の必要性というのはもちろんあるわ

けでありまして、市独自の救済措置、今後も必

要になってくるだろうと思っております。そこ

で、次の事項をお伺いしたいと思います。 

  まず１つ目は、今までのコロナ禍における財

政確保対策の状況、それから今後の市税等減少

に対する対策をどのように考えているかという

点であります。 

  先日、監査委員から総括というか、まとめが

ありましたが、そんなに悪くはなっていないと、

令和３年、２年とかはそうなってもそんなに悪

い現状ではないという報告は受けましたが、今

後予想される点でどのように対策を考えていく

のかという点と、まずその点でお伺いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 それでは、コロナ禍における財政

運営、将来に向けた考え方ということになるの

かと思いますけれども、コロナ禍における財政

運営については、新型コロナウイルス感染拡大

に伴い、本市が取り組む様々な対策に係る事業

費に加え、昨年は豪雨災害や豪雪なども重なっ

たことから、これらの財源確保は大変厳しい状

況でありました。 

  このような中、新型コロナウイルス感染症対

応、地方創生臨時交付金や新型コロナ緊急包括

支援交付金をはじめとした様々な国からの財政

支援によりまして、コロナ禍においても適切に

本市の役割を果たせているものと考えておりま

す。しかしながら、先行きについても感染症の

影響による厳しい状況が続くと見込まれており

ますので、感染予防対策や経済対策など、地域

の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分

行えるよう財源確保については引き続き国に対

してしっかりと要望してまいります。 

  また、市税につきましては、コロナ禍におけ

る収入の減少などもあり、収納率向上が大変厳

しい状況でございますが、コンビニ、スマホ収

納や口座振替などをさらに広くお知らせするこ

とで、より一層納めやすい環境の整備と収納率

の向上に努めてまいります。 

  また、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の活用状況でございますが、今年

度の臨時交付金の交付限度額は２億2,300万円

ほどとなっておりますが、さらに先日4,800万

円ほどの追加交付の通知があったところであり

ます。この臨時交付金につきましては、当初予

算に計上しております地域経済活性化商品券発

行事業や、やまがたGo To Eatキャンペーン登

録事業者応援給付金事業及び６月補正予算で計

上いたしました事業者緊急支援給付金事業など

に活用しております。 

  また、追加交付分の4,800万円につきまして

は事業者支援限定となっておりますので、今後

支援策を検討いたしまして事業化を図ってまい

ります。 

  最後に、財政調整基金の取崩し状況について

の質問ですが、令和２年度におきましては新型

コロナウイルス関連の感染予防対策や経済支援

策に加え、豪雪も重なったことから、多額の財

源が必要となり、13億円を超える取崩しを行っ

たところでありますが、今年度につきましては

当初予算の財源として１億5,000万円の取崩し

を見込んでおりました。しかしながら、コロナ

禍が長期化した場合の各種対策や冬期の降雪状
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況などによってはその財源としてさらに財政調

整基金の取崩しが必要となる可能性もあります

ので、今後もこれら不測の事態に対応できるだ

けの残高を確保していく必要があると考えてお

ります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 答弁ありがとうござい

ます。 

  現状として、先ほど申し上げましたけれども、

市長の答弁にもありました。国への依存が大変

大きいという感じがします、今現状は。 

  市単独の今後の対応策、財政計画の修正とか

も考えて、今現状に照らし合わせて、将来的な

ものとしてどのような変更点というか、対策を

考えるかという点をまず１つお聞きしたいと思

います。 

荒澤精也財政課長 議長、荒澤精也。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 コロナ禍における財政の運営

ということで、やはり国への依存が大きいとい

う中で、これにつきましては国を挙げて緊急的

に取り組むべき課題ということでございますの

で、その辺は国でしっかりと支援してもらう必

要があるだろうと。 

  その中で、市単独の対応策ということで、議

員も御存じのとおり、一会計年度に入ってくる

市の収入というのは限られておりますので、こ

の範囲で対応するか、または不足する分につい

ては基金の取崩しということも考えながらやっ

ていかなければならないと。その辺については

当然基金残高の減少に配慮しながら、対策の必

要性、緊急性などを考慮して検討していく必要

があるだろうと考えてございます。 

  実際に財政計画の修正ということでございま

すけれども、コロナ禍における対策というのは

現状の緊急な課題を解決するために必要な対策

を実施しておりますので、あらかじめ財政計画

に織り込むような部分ではなかなか難しいとい

うことでございますので、実際全く盛り込まな

いということではないでしょうけれども、その

部分については、来年度、令和４年度当初の中

でもそれぞれ事業者支援の枠の中で考えていき

たいと思ってございます。以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  国への依存が大きいということで、いわゆる

新型コロナウイルス感染症、地方創生臨時交付

金、このことだと思いますが、これの活用の状

況というのがどうなっているかという点も１つ

あります。各種の事業をやっておりますけれど

も、それの効果の検証をどのように行っていて、

いわゆるばらまき的なものではなくて、ちゃん

とした効果検証というのを行って、またどうい

う効果を生んで市民のサービス向上になってい

るかという点をお伺いしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 地方創生臨時交付金の活

用につきましては、大半が商工観光課で所管す

る事業者支援、給付金事業、それから様々な款

において対応された子育て、貧困者への給金等

があったと思います。 

  我々商工観光課が所管する事業におきまして

は、緊急性を要する、何とか事業者を助けたい

という思いから各種の給付金を支給してきたと

ころでございます。過年度からの倒産状況等を

勘案しますと、コロナだったから極端に増えた

という状況ではなかったと認識しております。

また、それについては、商工会議所に委託をし

ました調査によって、この給付金があったおか

げで何とかできたという声も聞いておりますし、

ただ、今までやった全ての事業で足りたという

ことではないと思いますので、先ほど市長の答
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弁でもありましたけれども、追加の交付金が交

付されるということで、また新たな事業支援と

いうことを構築しながら今後の支援にも役立て

ていきたいと考えてございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  交付金という性格上どうしても使い道が国の

指針に沿ってくださいという形で、自由に使え

ないと、活用が縛られているのでそれは仕方な

いという話なんですけれども。ただ、これが継

続していけるのかなと、もしコロナがさっき言

ったように2027年、28年、30年と延びていった

場合に、支援策というのが果たして国からの交

付金だけで賄えなくて、プラス市単独の、市独

自のいろいろな支援策というのが必要になって

くるということが考えられるわけなんです。新

庄市の現状と合わせた支援策というのを単独で

国抜きで考えていくような、今のところは大丈

夫なんでしょうけれども、今後を考えていった

場合に、課長なら分かるでしょうけれども、今

までやったのにプラスここがあったらいいねと

いうような恐らく支援策があると思うんです。

いわゆる「お決まりの」ではなくて、新庄市に

合った支援策という点がもしあれば、ぜひお聞

きしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 これまでやってきた給付

金事業は全てよかったということであると言い

つつも、ほかの業種に関して給付できなかった

ということもあります。交付金を活用したほか

に、先ほど財政課長が言われたとおり、市の基

金を取り崩して様々行ってきましたけれども、

これを全ての業種に対して満遍なく配れるのか

といったことは、これはかなり無理があるとい

うことは議員の皆様も承知していただいている

と認識してございますが、これを新たに給付金

によらない事業構築をするということになりま

すと、市民みんなでその事業者を支えるスキー

ムづくり、そういったものを構築していくべき

だろうと考えてございますので、そういったこ

とも含めながら事業構築を考えていきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 税配分の公平性という

か、分配理論といいますか、公平にするという

のは確かにイコール不公平みたいな感じになる

んですけれども、取りあえず弱者、今を救って

おいて、そっちの方が強くなったらまた弱者を

支えるという行ったり来たりの世界というか、

そういうことも考えていかなければならないと

思っております。 

  今、基金の取崩しというのがありましたが、

今後財政調整基金の取崩しが必要となる可能性

があって、その対処のために残高確保の必要性

があると先ほど答弁の中にありましたけれども、

残高確保というのは具体的にどのような手法を

取り入れるのかという点をお聞きしたいと思い

ます。 

荒澤精也財政課長 議長、荒澤精也。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 財政調整基金の件だと思いま

すけれども、実際に剰余金の部分が発生した場

合、決算の剰余金の２分の１以上の積立てを行

うということが示されてございますので、この

たびも６億8,000万円ほどその分を財政調整基

金に積み立てることになってございますので、

その辺の部分については当然コロナに限ったこ

とではないんですけれども、災害であったり豪

雪であったりそういった部分の支出も考えなが

ら、基金についてはきちんと確保していきたい

と思ってございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 
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髙橋富美子議長 山科正仁さん。 

１０番（山科正仁議員） 最後になりますが、令

和元年度決算とか、まだ認定されておりません

けれども令和２年度の決算、令和３年度の予算

を確認しますと、市税、固定資産税、地方消費

税交付金、地方交付税、これに大きなずれはな

いようでした。市民に説明するとして、今現在、

現時点では過度な不安というのは、市民の方か

ら問合せがあったときに、そんなに新庄市はま

だ今のところは大丈夫だという回答でよろしい

でしょうか。 

荒澤精也財政課長 議長、荒澤精也。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 経常収支比率関係については

90％を超えているところがありますけれども、

ただ実質公債費比率であったり将来負担比率で

あったりの部分については県でも逆にいいほう

でございますので、その辺についてはきちんと

財政運営をしていきたいと思っております。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５３分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） おはようございます。 

  ９月定例会の２番目に質問させていただきま

す。議員番号７番、新起の会の山科春美でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは通告に従い質問させていただきます。 

  現在、コロナ禍で地域でも集まる機会がなく、

孤独を感じている人が多くなってきたようです。

また、地域を回っていると、以前は回し物を持

ってきてくれる方や集金の方なども回ってきて

くれることもありましたが、今は誰も来なくな

って寂しくなったなという声も聞かれます。 

  また、少子高齢化を迎える日本は、肩車型社

会という、かつて経験のない社会に突入しよう

としております。肩車型社会とは、高齢者１人

を支える現役世代が限りなく１人に近づいた社

会です。少子高齢化の進行により2060年頃には

高齢者１人を支える現役世代の人数は1.3人に

なると予想されております。時代を遡ると1960

年では11.2人となっており、この時代は胴上げ

型社会と言われています。この時代の後から少

子高齢化が進み、2020年は高齢者１人を支える

現役世代の人数が2.06人となっています。現在

は人数が減ったということで、騎馬戦型社会と

言われるようになりました。このままいくと肩

車型社会ということですが、そこに突入する前

に、今から自助、共助、公助が円滑に働くよう

に地域づくりについて考えていかなければなら

ないと思います。 

  １つ目の質問ですが、地域づくりについてと

いうことで、第５次新庄市総合計画の中で新庄

市を取り巻く状況に示されているように、地域

社会の人と人とのつながりの希薄化、地域課題

の多様化、複雑化の傾向がある今、行政だけの

取組だけではなく、様々な団体と今まで以上に

連携して地域課題を解決する必要性や地域間で

の支え合いが必要とされています。 

  また、７月末に区長と市長のまちづくり会議

が行われ、地域の代表の区長との話合いが行わ

れました。そこを踏まえて、今後市が取り組も

うとしている地域づくりの内容、方向性につい

てお伺いいたします。 

  １つ目が、地域づくりのモデル地区数は現在

13地区あるようですが、どのような活動が行わ
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れていますか。 

  ２つ目が、地域づくり推進交付金はどのよう

に使われていますか。 

  ３つ目が、地域コミュニティー活性化推進事

業は今年度２件の採択があったということです

が、どのように使われていますか。 

  ４番目、設立予定の地域づくり協議会は具体

的にどのようなものをつくろうとしていますか。

また、地域と目標を共有するための方策をどの

ようにお考えですか。 

  そして、質問の２つ目ですが、地域リーダー、

後継者の育成ということについて質問です。 

  先日の区長と市長のまちづくり会議において、

地域をまとめるベテラン区長の実践から生まれ

た知恵に満ちた言葉を学ぶことができたと同時

に、今年の４月から区長に就任された若い区長

が町内会だよりを書いて回し、地域コミュニテ

ィーの一助としているという話も聞きました。

区長の成り手不足とも言われている中、ベテラ

ン区長の地域を守っていきたいという思いをも

って活動してきた知恵を今後若い区長に受け継

ぐことと、また地域をまとめてよきものにして

いくという創造性の高い役割であることを共有

することが地域リーダーを育成する上で大切だ

と思われます。 

  そこで質問ですが、１つ目が、地域の活性化

を願う区長の中には職員地域担当制度への期待

を大きく持っておられる方もおります。コロナ

禍ということもあり、活動ができなかったとい

うことも聞いていますが、今後の活動について

お伺いいたします。 

  ２つ目、地域づくりは地域住民の意識の高揚

が重要ということで、それを実現するために区

長向けや一般向けの研修も行っていると思いま

すが、参加された方の声はどのようなものだっ

たでしょうか。 

  ３つ目、各種団体で後継者不足により存続が

危惧されています。後継者不足解消のために、

興味関心のある方を市報などで募集するなども

考えられます。市は、団体等の後継者不足の問

題をどのように認識されて、どのように関わっ

ていかれるかについてお伺いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、コロナ禍ということで、訪れてくれ

る方がいないということで、孤独感を味わって

いる、独り生活が多い、寂しいということ、私

の周りにおいても同様の感じがしているところ

でございます。８月のお盆前は大変高温が続き

まして、独り暮らしの方が非常に心配されて、

車が動かなかったもんですから、どうしたんだ

ろうということで見かけました。私がいないと

きに救急車で運ばれていったと、よかったなと

思いました。あのままだったら恐らく熱中症で

お亡くなりになったかなと。今は病院で、施設

に行かれる、それが近所に２名いたということ

で、独り暮らしあるいは独居高齢世帯の中で、

やはり地域のコミュニティーがとても大事だな

と。近所の方々がまだお互いに声をかけ、見守

り合っているので、救急車を呼んでくれたりし

たので、大変ありがたいなと思っているところ

でございます。 

  それでは、地域づくりについての御質問であ

りますが、地域づくりによる連合組織とは、地

域の関係性が強い複数の町内会から成る組織で

ありまして、連合組織では世帯員の人数や年齢

などの基礎調査や避難訓練などを含めた地域活

動に対する意識調査を実施して、地域の現状に

ついて把握しております。その結果を踏まえて、

防災訓練の実施や避難マニュアルの策定、レク

リエーション大会の開催、町内会だよりの発行

などを行っております。 
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  地域づくり推進交付金ですが、これは連合組

織の活動を支援するために交付しております。

昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響に

より、連合組織の地域づくり活動が延期、中止

となっており、交付団体数が少なくなっている

状況にあります。 

  次に、地域コミュニティー活性化推進事業に

つきましては、今年度は山屋地区連合会と福田

町内会の２団体がはっぴや太鼓を購入する事業

を実施し、地域の各種行事において活用してお

ります。市といたしましては、地域の活性化が

図られたと考えております。 

  最後に、中学校区ごとを対象範囲とする地域

づくり協議会を形成するために、これまで区長

などへの研修会やワークショップを実施し、住

民自治の意識醸成に努めてまいりました。具体

的には、５つの中学校区ごとに地域課題を解決

するための話合いの場、そして防災や福祉など

の共通課題を克服するための活動組織をつくり

たいと考えております。 

  地域と市が目標を共有するために、１つの例

として、単一町内会では実施が困難となってい

る避難訓練と敬老会などの行事を市と地域づく

り協議会が共同で行うことで、少子高齢社会に

おける地域の絆を強めていけるのではないかと

思います。 

  具体的には、今ブロック協議会との話合いの

中でお願いしていることは、中学校単位におけ

る避難訓練を敬老会と一緒に重ねてできないか

ということをぜひしていただきたいとお願いし

ております。それぞれブロック協議会の中で各

集落に下りていって、何人、敬老会に参加する

かというとき、市が協力できるのはその輸送な

どをどのようにしてそこに行くのか、敬老会と

いう名の下の避難訓練ということが大事である

と、こうしたことを積み重ねることで、いざと

いうときに高齢者の避難を素早くできるのでは

ないかと提案しているところであります。コロ

ナが終わりましたら、ぜひ避難訓練の内容も変

えながら、参加しやすい、そして助けるという

か、お世話する方々も、これは敬老会ではなく

避難訓練だというよりも、敬老会に行こうと言

ったほうが、言葉はちょっと不適切かもしれま

せんけれども、そんな形で外へ出る、学校に連

れていくということができればいいなというこ

とで、今後地域との絆を強めていければと思っ

ております。 

  次に、人づくり、地域リーダー、後継者の育

成についてでありますが、特に地域担当職員制

度につきましては、平成20年度より地域と市が

互いに協力し、地域コミュニティーの活性化に

取り組むことを目的として実施しています。市

の全地区を対象として、職員の居住する地区な

どを担当地区として配置し、地域の中に職員が

入ることにより地域とコミュニケーションを図

り、互いに情報を共有しながら地域資源の発掘

や地域課題の把握をしてまいりました。 

  コロナ禍ということもあり、昨年度、今年度

につきましては区長への担当職員の挨拶や情報

共有などの機会が持てない状況であります。ま

た、地域担当職員制度に対する区長の考え方も

多様でございます。期待を大きく持っておられ

る区長や、担当職員が誰なのか把握できればよ

いという区長もおられますので、一律的な制度

運用ということではなく、各区長の意向と現状

の地域のニーズに沿った制度の運用を検討して

まいりたいと考えております。 

  地域づくりの研修につきましては、平成25年

度より地域リーダー講座を実施してまいりまし

た。講座の開始当初は区長や地区の役員などの

参加が多く、地域の様々な課題解決の糸口につ

ながったとの御意見がございました。また、こ

こ数年、若い世代の参加にも力を入れ、地域や

世代を超えたつながりの必要性をより早い年代

から意識していただく取組を行い、講座後のア

ンケートでは参加者から、幅広い年代が参加し
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ていたので、それぞれの立場からの話や意見を

聞くことができて大変有意義な研修会だったと

の御意見や、地域防災をテーマに避難所運営を

仮想体験できる講座が参考になったとの御意見

もいただいております。 

  各種団体の後継者不足に関する御質問につき

ましては教育長より答弁させますので、よろし

くお願いいたします。 

  また、地域の中で、最近の話でありますが、

うちの町内の若い方がスノーバスターズを形成

したいと、お年寄りの皆さんを見ていると冬は

大変困っていると、我々若い人たちで何かボラ

ンティアできないだろうかという相談を受けま

して、ネックになるのは事故が起きたときの保

険制度だということがございましたので、その

程度なら町内で十二分にかける予算があるので、

今年から取り組んでみてはということがござい

ました。若い方々もそういう意識がかなり高く

なっているということもありますので、その辺

もしっかりと地域づくりに生かせたらなと思っ

ているところであります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

髙橋富美子議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、各種団体の後継者不

足についての御質問にお答えします。 

  現在、地域で活動している団体に限らず、い

ろいろな場面において担い手不足が言われてお

り、後継者育成について議論されております。

また、構成する会員等の高齢化や新規会員が加

入しないことなどから、後継者不足により団体

の存続にも関わってきているとのお話もお聞き

しております。第５次総合計画の施策の中で生

涯学習環境の充実と文化・芸術の振興を掲げて

おりますので、個人の活動や団体における活動

の推進に関わっていきたいと考えております。 

  後継者の発掘については、各団体の活動に興

味を持っていただくことから始まりますので、

各団体の要望をお聞きしながら市報等で活動内

容やイベントなどの情報を市民の皆様に紹介し、

団体の活動に興味を持っていただいた方々とそ

の団体等を結びつけていきたいと考えておりま

す。以上であります。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  地区の連合組織、モデル地区が13地区あって

ということで、そしてまた連合組織の中で基礎

調査、意識調査も行われているということで、

そういったことにまちづくり推進交付金も使わ

れているとか、防災の活動とかにも使われてい

るということで、いろいろ教えていただきまし

た。ありがとうございます。 

  市民協働推進計画の中なんですけれども、現

在の地域づくり協議会の推進に当たる市民協働

推進委員会というのがありまして、令和２年度

の事務事業評価の中で市民協働推進委員報酬と

いうのもあったんですけれども、どのような活

動をされているんでしょうか。また、この中に

ある新庄市職員協働推進委員会というのも今ど

ういうふうにされているのかお聞きしたいと思

います。 

  これは計画ですので、今度は実行に移すため

の市民協働の指針がこれからできるのかどうか

なんですが、そのあたりもお聞かせください。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 市民協働の部分で御質問

いただきました。こちらの新庄市協働推進計画

につきましては、平成18年から令和２年まで15

年間という長きにわたり、恐らく当初は協働と

いう言葉自体もなかなか市民、市職員にもなじ

みのないものだったのかなと思っておりますけ

れども、おかげさまで15年間続けてきて、様々

な活動の部分で、市、職員、市民が一緒になっ
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てできることをやってきたのかなと思っており

ます。例えば自主防災組織への支援とか、例え

ばkitokitoマルシェとかエコロジーガーデンの

交流プロジェクトにおける部分、味覚まつり、

そばまつり等への市民参加等、市と一体的にや

っていく新しいイベントの創出とか様々させて

いただきました。その中で毎年度市民代表の

方々から意見をいただいたり、市の推進員でお

互いに振り返りをしながらしたところです。 

  先ほど質問にありましたように、計画を立て

て、その事業に対して計画をする時代ではなく

て、こういう時代ですので、むしろ山科議員が

おっしゃいましたように、私どもがしっかりし

た指針をつくって、職員にもマニュアルという

形で、これから事業をしていく上でこういう指

針で市民と一緒にやっていきましょう、職員は

こういう心がけでやりましょうといったもの、

それを今年度つくりたいと思って今作業に着手

しておりますので、その辺はどうぞ御理解いた

だきたいと思っております。以上になります。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  そういう指針というのがこれからできるとい

うことですので、市職員はじめ、また市民の目

にも触れることと思いますので、共に協働とい

うのをしっかり考えていきたいなと思います。 

  ある区長からこんなお話をいただきました。

その方は、市長と区長のまちづくり会議でも話

をされていた方なんですけれども、その方は民

生委員もされている方ですが、現在独り暮らし

のお年寄り、独居老人が町内に増えてきて、今

後どのような対応をしていったらいいかという

ことで苦慮されているということです。何か近

所のアパートに住んでおられる方が暑さで熱中

症に近い症状が出ている中で、その区長は朝昼

晩と見守りをされていたそうなんですが、市の

担当課に電話したところ、市としては何も対応

できないということでしたけれども、その中で

も市の職員がアパートまで来て状況を見てくだ

さって、ありがたかったということです。 

  一方、最近、山形県健康福祉部地域福祉推進

課から区長宛てに、令和３年８月の大雨による

災害に対する民生委員の活動についてという文

書で、災害が発生したとき、避難情報の発令中

に地元住民の見守り等の活動を行う必要がある

場合は、民生委員が自ら対応するのではなくて、

その状況を自治体に伝達することが重要という

内容で書かれてあったそうです。 

  九州で民生委員の方が、大雨のとき、近所の

独居老人の方が早く来て、助けてと言ったら、

区長が行ってあげたんでしたけれども、結局２

人とも亡くなってしまったと。そういったこと

もあっての発令だと思うんですけれども、何か

あったとき、また災害のときとか、助けられる

命も助けられないようでは本当に悲しいことだ

と思います。それゆえに自主防災組織も必要に

なってくると思います。 

  今後、高齢化が進む中、独り暮らしの御老人

など、また経済的困難な方で自助ができなくな

っている方に対して緊急的なことが起きたら、

市としてはどのように対応されるかお聞きした

いです。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、伊

藤リカ。 

髙橋富美子議長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 まず民生

委員に対する県からの通知のお話がありました

が、民生委員は日頃の見守りということを中心

にお願いしております。当然そこから得た情報

を市に提供していただいてということで、連携

して取り組んでいくということに協力していた

だいているという形になっております。 

  その中で、独り暮らしの高齢者ですとか障害

をお持ちの方ですとか、地域に支援を必要とし
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ている様々な方がいらっしゃると思います。市

としては、災害時に１人で避難できないような

方ですとかそういった方に支援ができるように、

名簿の作成というのを行っております。ただ、

こちらに関しては御本人の意向を確認した上で

の名簿となっておりますので、支援が必要な方

全員が名簿に載っているというわけではないで

すけれども、そちらを活用しながら、市として

は災害などが起こったときに安否の確認を行う

などの支援を行っていきたいと考えております。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 名簿なども作っている

ということでしたので、何かあったとき、日頃、

御近所の方と接してない方とか不安になる方も

多いと思いますので、ぜひ対応をよろしくお願

いいたします。 

  今後できてくる地域づくり協議会なんですけ

れども、中学校単位でできるということなんで

すが、最初の段階としては防災とか敬老会から

ということなんですが、今後、自治会とか地域

の婦人会、老人クラブ、子ども会、また衛生組

合、防犯協会とか個別に活動していたのが地域

づくりを目的として連携協働していく組織形態

も必要なのではないかと思います。地域づくり

協議会がそのように発展していったらいいんじ

ゃないかなと思います。 

  以前に一般質問させていただきましたけれど

も、一体型地域運営組織ということで、地域人

材と資源を集約することによって合意形成の容

易さとか行政とのワンストップ機能による効率

化など様々なメリットを享受し、地域が求める

本当に必要なものを住民が自ら考え、暮らしの

課題を住民自ら解決していく仕組みが構築され

るということですけれども、市としては将来そ

ちらに移行していくというお考えでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 地域づくり協議会をまず

立ち上げるために、先ほど市長が申し上げまし

たように、少子高齢化社会の中で、山科議員が

おっしゃるように、なかなか人も来ていただけ

ない、自分も行けないというそんな社会が２年

ほど続いてしまいましたけれども、今我々が地

域に入って、人が外に出たり集まったり、地域

の人の顔を見れるためにはどうしたらいいかと

いうことで、令和元年度に高齢者の移動サービ

スについて、高齢者の移動の足の確保をどうす

るかというアンケートを取らせていただいて、

昨年、この議会でも紹介しましたけれども、５

つの中学校ごとのブロック会議でそういった形

で高齢者の足の確保を通じて地域の人たちが一

緒になって活動できるものをつくれないかとい

うことで入っているところでございます。そう

したことから、今年も地区に入りまして、高齢

者の方々というか、公共交通の不足している地

域にもぜひ活動ができるような支援ができない

かと思っております。 

  地域づくり協議会につきましては、防災、敬

老、そういったものを市と協働する組織体をつ

くりながら、そこに協力できる、今おっしゃい

ましたような防犯とか、例えば警察なんかでも

様々なトラブルが複雑化しているようなことを

そこで指導できたりとか、様々な団体がそこに

参加できて、みんながそういった知識を共有し

て地域の間をつなげるような、そんな組織にな

ればいいのかなと思っているところでございま

すけれども、そういうことのために今これから

取りかかってまいりますので、都度御報告でき

ればいいかなと思っております。よろしくお願

いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 

  それでは、人づくりに入らせていただきます。 
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  地域づくりのためのリーダー養成ということ

で、地域づくりを行う上で、現状でいることの

危機感、先ほど言った、これから肩車型社会が

やってくるんだよとか、そういった現状でいる

とそのままになるので、その打開策を考えてい

かなければいけないねとか、また危機感だけじ

ゃなくて、今後の地域の在り方、自分たちでこ

のようにしていきたいねという何か理想の共有

が必要だと思います。 

  市でも地域リーダー講座を行っていただいて

いますが、そこで学んだことを地域に戻ってア

ウトプットすることも大切であると思います。

例えば地域リーダー講座の一環として、受講し

た方がその気づきを地域の皆さんで話をしよう

といった何かの企画もセットにして、話ができ

る機会があればいいと思います。３回の企画に

して、１回目が受講で、２回目が計画で、３回

目はそれぞれ地域で企画などをしてやろうみた

いな、そんな企画があればいいなと思います。 

  そして、地域に戻って、このままの状態では

地域運営も大変になるよねとか、新しい地域運

営が必要ですよねとか、また仲間や住民同士で

将来の地域づくりについて勉強しようかといっ

たところ、地域づくりを何とかしたいと有志が

出てきて、このようにしていきたいねというイ

メージが共有されることによって、自分たちの

地域は自分たちで守っていくという意識も膨ら

んでくると思います。そのとき地域担当職員も

その地区に入っていただいて、そのことも語れ

る場がつくられれば、行政と市民が一体となっ

て地域づくりも考えられて、その中から地域リ

ーダーも生まれてくると思いますけれども、地

域リーダーの発掘について、市としてはどのよ

うなお考えでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 地域リーダー、まちづく

りを進めるリーダー的な方を育てていくという

ことで、講座をさせていただいております。私

は昨年１回しかまだ経験ないんですけれども、

事例を御紹介しますと、防災に関して自分たち

の考え方を共有するＨＵＧゲームというのがあ

りまして、避難所運営のシミュレーションでし

た。ある地区に体育館があります。その中にど

うやったら、どこに、例えば赤ちゃんのお世話

をする部屋をつくったらどうだろうか、女性の

方から見た目線で調理をする場所はどこがいい

だろうとか、男性であれば土のうとかどこに置

いたらいいだろうかとか、そんなことをやって、

大変参考になったという事例がありました。た

だ、それを実際に持ち帰ってどこに活用してい

るかという部分までは追求していないですけれ

ども、そういった形で防犯に関しては大変皆さ

ん共感されたり、考えもしなかったと、自分た

ちが避難したらみんなでどうやって避難所を運

営するんだろうか、考えもしなかったというこ

とで、参考になったという声を聞いております。 

  それで、山科議員がおっしゃっていることを

今後地域づくりの中で参考にさせていただきた

いと思います。 

  今日の山形新聞なんですけれども、議員も御

覧になったかと思うんですけれども、新庄本宮

１区の住民の中で、新庄まつり基金で起こった

わけなんですけれども、それの史跡としての丸

仏を守る会が今年度立ち上がったということで

ございます。この町内においては約130世帯340

人ほどが暮らしているんですけれども、近隣か

ら移り住む方、新顔の方もいて、新たな地域コ

ミュニティーをつくる意味合いでも立ち上げた

ということでございました。うちでも広報で取

材させていただいて、御紹介したいと思ってい

るんですけれども、会長は「歴史ある史跡を大

切にし、活動を通して住民同士の団結心を高め

たい」と。これも一つの地域コミュニティーを

つくっていくきっかけだろうと思っています。 

  我々は今、歴史まちづくり法に基づいた歴史
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的風致維持向上計画をつくっているんですけれ

ども、区長に、皆さんの町内での宝物、自慢す

るものは何ですかというアンケートをさせてい

ただきました。様々出てきました、新庄の宝と

考えているもの。今後、歴史まちづくり法を進

めていく上で、市民の方々にも史跡や歴史、そ

ういった新庄の宝物についてアンケートなどを

しながら、歴史まちづくり法につきましては、

物があるだけではなく、活動が続いているとい

うことが非常に重要になります。活動するとい

うことはそこにコミュニティーが出てきますの

で、そうしたところのまちづくりの部分からも

新たなコミュニティー、リーダーが出ていただ

きたいなと。以前にも歴史まちづくりでお答え

したんですけれども、そんなことも考えて我々

は期待しているところでございます。いただい

た御意見等も参考にさせていただければいいな

と思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 

  福祉の分野も入ってくるようなあれなんです

けれども、地域包括ケアシステムということで、

重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、住まい、医療、介護予防、生活

支援を一体的に提供する体制というのが今後ど

んどん発展していくと思うんですが、その予防

の部分で高齢者の社会参加、地域の老人会、サ

ロン、ボランティアも積極的に行われるように

なってくると思います。介護保険制度ができる

前は家族や地域の人たちで見守っていたところ、

介護保険制度ができてから介護は専門家がする

ものだと思われる節が出てきたところが弊害な

んだと前に聞いたときがあるんですけれども、

しかし地域包括ケアシステムでは、今後専門職

の方も高齢化で人材も不足してくると考えられ

る中、システムの中ではこれからの高齢者支援

は地域で支え合って見守り体制を推進していく

ということで、地域のお店とか宅配業者とか地

域の人々みんなで高齢者を支援していく方向に

なっていくと聞いておりますが、一層地域の役

割が大きくなってくると思いますけれども、そ

のような方向でよろしいでしょうか。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、伊

藤リカ。 

髙橋富美子議長 成人福祉課長兼福祉事務所長伊

藤リカさん。 

伊藤リカ成人福祉課長兼福祉事務所長 地域包括

ケアシステムに関する御質問でしたが、議員が

おっしゃるように、介護予防という観点で地域

で取り組むという形、そういったシステムを構

築するというものが地域包括ケアシステムとい

うことになっております。議員がおっしゃるよ

うに、老人クラブですとかサロンですとかそう

いった形で、地域で見守り体制を築きながら介

護予防に取り組んでいくということになってお

りまして、国では令和５年度までにこちらの地

域包括ケアシステムの構築ということを市町村

に指示しているわけですけれども、新庄市とし

ては今のところなかなかそういった地域で見守

りを行うという部分の体制がまだまだ整ってい

ないというところが実情でして、サロンはそれ

ぞれの地域で増えつつありますが、老人クラブ

においては残念ながらクラブ数が毎年少しずつ

減っているような状況になっております。そう

いった状況の中で地域での見守りということに

なりますので、そういった団体が育たないこと

には今の現状ではなかなか難しいと感じており

ますので、まずはそういう団体の育成というと

ころに力を入れながら地域包括ケアシステムの

構築を進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 
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髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  本当に福祉の分野とか地域づくりの分野とか

いろいろな分野で地域が関わってくると思いま

すので、連携してやっていけるような方向でこ

れからも進めていっていただけたらと思います。 

  次なんですが、今後、地域の役割が本当に大

きくなってくると思います。行政が縦のライン

だとしたら、地域の自治会はじめそういった地

域包括システムもそうなんですが、各種団体が

横で活動されていて、それをつなぐ十字の部分

がこれから地域づくり協議会とか一体型地域運

営組織に当たる部分になるかと思うんですけれ

ども、地域づくりも、やらされ仕事ではなくて、

自分たちでつくり上げていくという創造性の高

い仕事であることを認識し、共有することが大

切だと思います。その十字をつなぐところをう

まくコーディネートしていく地域リーダーの養

成が必要だと思います。 

  その中で、またある区長の言葉なんですけれ

ども、現状の言葉なんですが、「現在、自助が

できない人が増えている。地域のつながりがな

くなり、自助ができない人が出てきて、公助の

部分が大きくなってきている。しかし市の財政

や職員数の減少から考えて、行政としてできる

ことも限られている。公助にも限りがある。地

域のつながりがないので、何に困っているかが

分からなくなってきた。共助が今必要になって

いるが、何十年にもわたって地域のつながりが

なくなってきたわけで、それを復活させるのは

難しい。しかし、難しいが、地域のつながりを

再度つくっていかなければならない。そのため

には市も、今後財政が厳しくなることも含めて

市ができることは限りがあるということを市民

に伝えた方がいい」とおっしゃっている区長が

おりました。区長の成り手不足や人がいないと

いう言葉も聞かれますが、その区長によると

「人材はたくさんいる。何か地域のためによく

していきたいという人材はたくさんいるんだ」

と言っていました。また、第５次新庄市総合計

画『「住みよさ」をかたちに 新庄市』という

のを見ていると、市は全部やれるんだな、して

くれるんだなみたいに思ってしまう節があると

いうことも言っておられました。 

  市も今後少子高齢化で財政が厳しくなること

も含めて、市ができることに限りがあるという

ことを市民に伝えて、さらに協働を進めていっ

てはどうかということで、その件についてどの

ようにお考えか教えてください。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ありがとうございます。 

  昨年、第５次新庄市総合計画をつくる際に、

６月議会で皆様方から御審議いただきましたけ

れども、その際に、これからのまちづくり、市

の課題として必ずぶら下がってくるものが少子

高齢化だということで私が説明させていただき

ました。そういったことを市民の方々も、まち

づくり会議の中でもそういった話題が大変出て

いるなと思っております。だからこそ、それを

克服するというか、その中で新庄市のよりよい

まちづくりをするために総合計画をつくってお

ります。昨年度、御説明したように、１つの課

だけでは連携できないので、施策に対する関係

課等もこちらで書いておりますけれども、職員

が意識してできるようにという形で計画を進め

ておりますので、その計画をしっかりとやって、

また市民の方々にもいろいろな場で、まちづく

り会議等に私たちも入りますので、お伝えでき

るものをお伝えしていって、いいまちづくりを

したいなと思いますので、どうぞ御協力をよろ

しくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 
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  最後、後継者のところなんですが、以前、叶

内議員が将来に残すべき宝として新庄の自然に

ついてということで、福宮のチョウセンアカシ

ジミを守る会のこともお話しされていましたけ

れども、私も、守る会の方、チョウセンアカシ

ジミが出る時期にそこに行って見せていただい

て、守る会の方とお話をする機会があって、そ

この中で後継者の問題をすごく心配されており

ました。現在４人のメンバーが中心となって活

動されていて、ほかに十数人のメンバーが周り

にいるんですけれども、しかし自分たちで後継

者をつくっていきたいけれども、限界がある、

地域の小学校で子供たちにチョウセンアカシジ

ミについて勉強会を行い、子供たちは関心を持

ってくれている、市の職員の方々からも様々な

応援をいただいている、歴史センターにもチョ

ウセンアカシジミの写真を応接室に飾っていた

だいた、皆さんが応援してくださっていますけ

れども、その後の後継者問題がすごく心配だと

いうことで、実際日々の保護活動を行っている

のがその４人の方が中心ということなんですが、

高齢化で、一人でも欠けたらこの活動ができな

くなってしまうということで、自分たちでも後

継者への声がけを行っているけれども、ぜひ市

でも、関心ある方、保全活動に関わってくださ

る方をＰＲしてもらえないかということでした。

そのような団体も増えてくると思いますけれど

も、先ほどの答弁でＰＲをしてくださるという

ことでしたけれども、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  以上で終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

髙橋富美子議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時４９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

庄司里香議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、庄司里香さん。 

   （８番庄司里香議員登壇） 

８ 番（庄司里香議員） ９月定例会一般質問３

番目であります。議席番号８番、起新の会の庄

司里香でございます。早速、通告書に従い質問

を始めたいと思います。 

  １．市民の暮らしを守るためにということで、

本市の福田工業団地内で経営されております木

質バイオマス発電所は、カーボンニュートラル

の視点から見てもＳＤＧｓでの取組においても

本市として再生クリーンエネルギー開発の観点

からも重要と思われております。このような次

世代エネルギー供給企業と連携協定を結び、市

民の災害時における非常電源を確保することで、

市民の安心に寄与することは大切なことである

と考えます。また、企業側としても、市民に向

け、再生エネルギーの供給会社としてその存在

を市民に知ってもらうよい機会だと思われます。

ぜひ前向きに検討していただきたいと考えます

が、その可能性について伺います。 

  ２．夏休み期間の子供の水難事故についてで

す。毎年、夏休みのたびごとにテレビや新聞で

伝わってくる不幸な水の事故、今年の夏は、８

月現在、県警による発表では海や川、用水路な

どの水難事故は18件、当事者数は25名、発生し

たうち死者は10名、けが人は５名、前年度比で

死者数は同じですが、件数は３件増え、当事者

は10名増え、けが人は３名増加しているとのこ

とです。特に水難事故は、水泳だけではなく、

釣りやキャンプなど洋服を着たまま水に入り、

溺れることが少なくないと聞いております。そ

の中で、ライフジャケットを着装していたらと
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考えると、浮輪では命を守ることは難しいと言

わざるを得ません。小中学校の水泳の授業の中

で、服を着ての水泳法やライフジャケット着用

の重要性を知ってもらうことは大切だと考えま

す。親子での夏休みの過ごし方の注意点として、

海や川での事故についてのお話はされていると

は思いますが、市として子供たちの安全を守る

上でのお考えを伺います。 

  ３点目です。交通弱者（買物難民）をなくす

ためということです。市内の循環バスは交通弱

者対策として一定の効果は上げていると思われ

ますが、まだ地域の中で「運転免許を返上した

いが、通院や買物の不便さを考えると返上でき

ない」という声を多数聞かれます。市内の店舗

でも車での移動販売や自宅まで週に何便か来る

共同購入システムなどもあり、まだまだ周知さ

れていないのかもしれませんが、買物難民を救

う手だては幾つかできていると思います。しか

しながら、いずれも決定打とはならないのが実

情かと思われます。市として次の手段に打って

出るときと思います。東京池袋のあの高齢ドラ

イバーによる悲惨な事故が本市で起こらないた

めにも、また市内のタクシー業者は他県からの

ビジネスマンや観光客の激減に限界との声も聞

いております。デマンド（乗合タクシー）やサ

ブスク定額制度のタクシーの導入を考えるチャ

ンスと捉えるべきではないでしょうか。市とし

てのお考えを伺います。 

  ４点目です。長引くコロナ感染症拡大での疲

弊する市民への救済策の行方についてです。 

 （１）長引くコロナ禍の中、活力の低下した市

内商店街の商店や飲食店への支援体制はどのよ

うであるのでしょうか。また、本当に困ってい

るところに支援は届いているのでしょうか。そ

して、相談窓口に寄せられている声は吸い上げ

られているのでしょうか。このことについてお

伺いいたします。 

 （２）全国では昨年３月から行われている国に

よる特例貸付制度の申込みが250万件を超えて

いるとのことです。日本の母子世帯の就業率は

８割を優に超え、ＯＥＣＤ加盟国で３番目に高

いと言われております。それにもかかわらず、

貧困状態にある独り親の割合も２番目に高いと

言われております。本市においても長引くコロ

ナ禍による子育て世帯の減収の状況はどのよう

であるのでしょうか。関係各位の相談体制は整

っているのでしょうか。また、今後の支援の方

向性についてもお伺いしたいと思います。 

  ５番です。新庄まつりを終えてということで

す。昨年度は中止となった新庄まつり、今年度

は小規模ではありましたが開催できたことは、

ひとえに関係各位の御協力のたまものと思って

おります。まずは開催できたことを喜びたいと

思っております。ありがとうございました。 

  露店の中止やその他、山車運行の縮小など、

８月20日時点では本市は感染拡大とは言えない

ものの、病床の切迫は日を追うごとに強まり、

市民の不安を少しでも減らすためにも、まつり

の開催方法としてはぎりぎりの決断だったと考

えます。まずは開催までの経緯と次年度に向け

た課題等あればお聞かせください。 

  ６番目になります。本市の工業団地の今後に

ついてです。現在、市内に２か所ある工業団地

は、残すところ１区画となって久しいのですが、

現在の状況をお聞きします。全体で何社あり、

何名の方が働いておいででしょうか。 

  ７番、市内の施設の課題についてです。今年

度当初案より市立中部保育所の建て替えの計画

が策定されております。大変老朽化が著しく、

不具合が多いと聞いておりますので、早い時期

にという市民からの声もあります。スピード感

をもって計画を早めてほしいと思っています。

保育施設としては泉田保育所も同じように老朽

化が深刻ですし、民間立とはいえ認定こども園

の施設も同様に不具合が、利用されているお子

さんの保護者の方々からも改善してほしいとい
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う声もいただいております。また、日新地区の

学童も老朽化がひどく、定員数もマックスの90

名とのことです。保育の無償化により保育ニー

ズが高まっているものの、実情は待機児童数な

どを考えてもかけ離れていると言わざるを得ま

せん。働く親御さんにとって、なくてはならな

いこのような施設です。現状ではどうなのかを

お尋ねいたします。 

  以上です。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、庄司市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、市民の暮らしを守る次世代エネルギ

ー供給企業と連携協定を結び、非常用の電源と

することの可能性についての御質問でございま

すが、議員御承知のとおり、本市の中核工業団

地で操業している木質バイオマス発電所は、平

成30年12月から稼働し、電力の安定供給、森林

の再生と保全、林業の活性化や雇用創出、そし

てカーボンニュートラルによるクリーンエネル

ギーの供給など、ふるさとの循環型社会づくり

に寄与しております。 

  御質問にございます発電所からの電力を非常

用の電源として災害時に活用されてはいかがと

のことでございますが、この施設で発電された

電力は高圧の送電線を経由して電力会社に送ら

れることから、非常用の電源として活用するに

は電力会社の認可や送電するための新たな機器

や設備の整備が必要であり、多くの課題がある

と考えております。 

  災害時に停電が発生した場合の電源の確保に

つきましては、災害時の協力に関する協定をエ

ネルギー事業者である東北電力ネットワーク株

式会社新庄電力センターと締結しており、この

協定に基づき、電力確保の協力を要請し、優先

順位を見極めながら医療機関や避難所等におけ

る電源確保と復旧作業を優先的に行っていくこ

ととなっております。 

  また、自助の取組として、自主防災組織等の

立ち上げに際し、自主防災組織等育成事業費補

助金を活用していただき、発電機の購入を行う

ことで、身近な場所で電源を確保することがで

きるよう進めております。 

  御質問いただきました災害時の電源確保につ

きましては、市でも危惧しているところでござ

いますので、町内会あるいは一般家庭の電源確

保の支援策を考えてまいります。 

  今回御提案いただきました発電事業者との協

定につきましては、さきに申し上げたような課

題もございますので、事業者と情報交換を行い

ながら非常時の活用方法を検討してまいりたい

と考えております。 

  次に、夏休み期間の子供の水難事故について

は教育長より答弁しますので、よろしくお願い

いたします。 

  次に、交通弱者をなくすためについての御質

問でありますが、まず市営バスまちなか循環線

については、通勤や通学に合わせたダイヤ改正、

満70歳以上の方と高校生の使用料を半額の100

円にするなどの見直しを図り、令和２年度実績

で4,841名の利用があり、令和元年度と比較し

て1.8倍の増と、効果が出始めていると感じて

おります。 

  一方で、議員がおっしゃるとおり、通院や買

物の不便さを感じている方もいらっしゃると認

識しております。本市では高齢者が年々増加し、

交通弱者が増加傾向にあります。また、免許返

納者も増加傾向にあり、これまで自家用車での

移動が中心だった市民の方が公共交通を利用で

きるように支援を行う必要があると考えており

ます。 

  こうしたことから、現在、市内におけるバス、

鉄道不在地域に向けたデマンド型乗合タクシー

の導入について検討しております。デマンド型
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乗合タクシーは、タクシー事業者が保有するタ

クシー車両を活用し、自動車の定員内で予約し

た方を乗り合いで目的地まで輸送する事業にな

ります。そのため、今後もタクシー事業者を含

めた関係機関と連携し、該当地区の住民の方か

らの御意見をお聞きしながらデマンド型乗合タ

クシーを導入できるよう検討してまいります。 

  次に、長引くコロナ感染症拡大で疲弊する市

民への救済策の行方についての御質問でありま

すが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より影響を受ける市内事業者への支援につきま

して、令和２年度より継続して実施しておりま

す。新庄市やまがたGo To Eatキャンペーン登

録事業者応援給付金事業に加え、６月議会で御

可決いただいた新庄市新型コロナウイルス感染

拡大影響事業者緊急支援給付金事業を実施し、

市内事業者の事業継続を図るため、市独自の経

済対策を展開してまいりました。また、資金繰

りに苦慮している事業者への支援策として、事

業者が融資を受ける際、信用保証協会より通常

の保証枠とは別枠で保証が受けられるセーフテ

ィネット貸付に必要な認定を市で行っておりま

す。 

  これまで地域の経済情勢を把握し、関係機関

と連携しながら支援体制を構築してきたところ

でありますが、それでも事業継続に苦慮してい

る業界や給付金の対象とならなかった業種から

の要望などを伺っております。そうした声を真

摯に受け止め、今後の経済対策の事業構築に生

かしてまいりたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  次に、子育て世帯の収入の状況につきまして

は、状況を把握することは難しいところがござ

いますが、昨年度実施した新型コロナ感染症関

連の給付金支給事業において、新型コロナ感染

症の影響により収入が減少したと申出があった

独り親世帯は106世帯であり、対象となった348

世帯の30％となっております。 

  なお、保育施設等を利用している世帯につい

ては、例年９月に10月分の利用者負担額を前年

の収入によって算定しておりますが、目立った

減収の傾向は見られないところであります。 

  また、相談の状況についてでありますが、昨

年度、子育て推進課に寄せられた相談では、新

型コロナウイルス関連の相談件数が特に多いと

いうことはございませんでした。その他、子供

の進学などに伴う経済的な相談があり、県の母

子父子寡婦福祉資金制度のほか、社会福祉協議

会の貸付金や奨学金についての情報を提供して

おります。昨年度より新型コロナウイルス感染

症対策として、各種手当の現況届や医療証の更

新時の窓口の混雑を避けるため、郵送による提

出をお願いしていることから、窓口で直接相談

を受ける機会は減っておりますが、県のひとり

親家庭応援センターやハローワークの相談事業

の案内を同封し、相談事業についての周知を図

っているところであります。 

  今後の経済的支援に関しましては、新型コロ

ナウイルス感染症による影響が長期化する中、

収入が減少した生活困窮世帯に対し、市独自で

応援金を支給する生活子育て応援臨時特別給付

金支給事業に係る予算につきまして、９月補正

予算に計上しておりますので、子育て世帯への

支援につながるものと考えております。 

  今後とも関係機関との連携を図るとともに、

市民に寄り添い、きめ細かな相談体制など、利

用しやすい環境づくりに努めてまいります。 

  次に、新庄まつりを終えてからの今後のイベ

ントの開催についての御質問でありますが、今

期定例会初日においてこのたびの新庄まつりの

行政報告をさせていただいたところであり、コ

ロナ禍での新庄まつりはほとんどの行事が中止

もしくは大幅に縮小された内容でありましたが、

３日間、天候も何とか持ちこたえ、通常より短

い時間でありましたが、神輿渡御行列や山車自

主運行が実施されたことは喜ばしく思っており
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ます。期間中、事故もなく、無事に終えること

ができましたこと、改めて御協力いただいた関

係各位に感謝申し上げます。 

  さて、新庄まつりが終わり、秋から冬にかけ

て、新庄市内はもとより、最上地域圏内でも

様々なイベントが控えている時期になってきま

すが、例年であれば既に準備をし、周知のため

の広報期間に入っているところでありますが、

現在新型コロナウイルス感染症が県内で猛威を

振るい、県でも感染症拡大防止特別集中期間の

設定がなされており、今後のイベントの開催可

否が注目されております。 

  市におきましても、これから秋に向けて新庄

味覚まつりや新庄そばまつりなど食にまつわる

イベントを例年実施しておりますが、現在の感

染者の発生状況から開催に関しては厳しい面も

ございます。各イベントの今後の開催について

は、中止か延期か縮小か、どうすれば実施でき

るか、翌年につなげるためにはどうしたらいい

かなど、現在それぞれの実行委員会が関係機関

と協議により検討しているところであります。 

  現在、山形県内において開催するイベントな

どについては、県のイベントなどの開催に関す

る基本方針に準拠し、大規模イベント開催に伴

う事前相談表を提出して相談することになって

おりますが、実施の判断は実施主体がすること

となります。また、イベントの開催については、

実施主体側は感染対策を十分に検討して準備を

していかなければなりません。コロナ禍では行

事内容の大小にかかわらず催事を見極め、可能

な限りの対策を考えることは来年以降にもつな

がる前向きな決断ができるものと思いますので、

今後とも御理解と御協力のほどよろしくお願い

いたします。 

  なお、本日も施設において９名の感染者がい

るということで、今後行われる事業については

現状としては全て中止という方向を考えている

ところであります。 

  次に、本市の工業団地の今後についての御質

問にお答えします。 

  本市の工業団地については、新庄中核工業団

地と新庄横根山工業団地がありますが、新庄横

根山工業団地については平成２年に分譲完了、

新庄中核工業団地についても議員御指摘のとお

り令和２年３月より１区画を残すのみとなって

おります。 

  本市の大きな課題でありますさらなる魅力あ

る雇用の場の創出による若者の地元定着の一助

とするためにも、工業用地については今後も必

要なものであると認識しております。新たな区

画の増設や工業団地の造成については多額の費

用を要しますので、社会経済情勢の変化に伴う

土地需要動向を見極めながら庁内や関係機関と

協議し、検討していきたいと考えております。

あわせて、市の遊休地や民有地の活用も想定し

ながら工業用地の確保に努めてまいりたいと考

えております。 

  また、横根山工業団地にある大規模企業にお

きましては、隣地を購入し、工場の拡大を進め

るという報告をいただいているところでありま

す。 

  続いて、市内の民間立保育施設の維持管理な

どの状況と課題についてお答えいたします。 

  現在、公立を除く市内の民間立保育施設は19

施設となっております。民間立保育施設等の老

朽化に伴う施設の修繕等については、これまで

それぞれの施設において対応していただいてお

ります。このうち公立保育所から民間移管した

施設は２施設あり、移管する前にいずれの施設

においても民営化するに当たって大規模な施設

改修工事を行っております。しかしながら、全

体的な施設の老朽化が著しく、対応が困難であ

るとのお話も伺っているところです。市内の保

育施設に通う全ての児童の安全性の確保や保育

環境の向上を図ることは、民間立、公立を問わ

ず必要であると考えますので、民間立の施設整
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備等に対する支援に関しましてはそれぞれの状

況を把握しながら積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

髙橋富美子議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、水難事故防止に向け

た体験を通した安全教育についての御質問にお

答えいたします。 

  学校によっては例年プールの授業の中で衣服

を着て水に入る着衣水泳を通して安全教育を行

っております。着ている服やビニール袋を使っ

た浮袋の作り方、ペットボトルを使って浮く体

験を行っています。低学年の子供たちには服を

着たままでは水中で動きにくいことを体験させ

ています。また、学校行事で訪れた神室少年自

然の家の活動の中でライフジャケットの使い方

について指導を受けたり、実際に着用して川遊

び体験を行ったりしている市内の学校もありま

す。中学校では、保健体育の授業の中で心肺蘇

生法やＡＥＤの使い方の講習を通して安全や命

を守る教育を行っております。また、夏休み前

には休業中の過ごし方の中で水難事故防止に向

けた指導を児童生徒に行っており、保護者にも

プリントを通してお知らせをしています。 

  昨年度来、コロナウイルス感染症対策のため

に、プール授業についても時間を制限しての実

施や、できない実技がありました。今後は、感

染対策を万全にしながら実体験を通した安全教

育、命を守る教育が行えるように、その重要性

を学校に指導してまいります。以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 丁寧な答弁ありがとう

ございました。再度質問させていただきます。 

  １番の暮らしを守るということで、木質バイ

オマスのお話をしたんですけれども、現実的に

一般企業との連携協定となれば幾つか高いハー

ドルはあると思います。しかし、本市のＳＤＧ

ｓの取組として、本市の未来のために努力する

ことで、市民にもクリーンエネルギーに対する

取組に前向きな新庄市ということで若い方々の

支持も得られると思うのですが、この点につい

て再度質問させていただきたいと思います。 

小関 孝環境課長 議長、小関 孝。 

髙橋富美子議長 環境課長小関 孝さん。 

小関 孝環境課長 議員がおっしゃるとおり、地

域の再生可能エネルギー、クリーンエネルギー

の導入に関しましては、市としても積極的に関

わり、また企業の動きとかＰＲにも参画してい

きたいと考えております。新庄市において環境

基本計画を策定したところでございますけれど

も、そちらに同様の取組について計画している

ところであり、これに沿った進め方をこの先考

えていきたいと考えております。以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 前向きなお話をいただ

きまして、ありがとうございます。 

  ２番目の学校の夏休みの水難事故についてで

すけれども、ライフジャケット着用の重要性を

説くような内容についてはあるのでしょうか、

再度質問させてください。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

髙橋富美子議長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 安全教育については様々

な学校教育の中でしておりますが、ライフジャ

ケットということにつきましては校外の施設を

使った活動の中での体験が多いのかと思ってお

ります。教育課程の中で校内での活動等があれ

ばそういう体験もできるところでございますが、

現時点ではそういう形での指導となっていると

ころでございます。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ぜひとも、９年間、義
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務教育期間あるので、一度ぐらいはライフジャ

ケットを着用した感じとかそういうのを教えて

いただけたら、きっと何か困った、パニックに

なったときに冷静になれるのではないかと。先

ほどの教育長のお話の中でいろいろなビニール

袋を使ってとかそういうお話も聞いております

けれども、やはりライフジャケットが一番安全

だと思うので、その点について検討していただ

きたいと思っております。次に移ります。 

  交通弱者についてです。駅近くのタクシー会

社の駐車場前の除雪用重機にメッセージが掲げ

られていることを御存じでしょうか。「にこに

こタクシー、本日も頑張っています」という手

書きの文字に事の深刻さが伝わってきます。こ

のような企業の努力も万策尽きているふうに捉

えられなくもないなと私自身、心が痛む思いで

見させていただきました。 

  再度お聞きいたします。施策として一日でも

早く取り組んでいただきたいと考えております。

担当課としてのお考えを再度お尋ねいたします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 今、タクシー会社のそう

いったメッセージ、お聞かせいただきました。 

  先ほど市長の答弁の中にありましたように、

現在我々はデマンド型乗合タクシーの導入をし

たいということで、いろいろなことでタクシー

会社と何度も話をしながら計画を進めていると

ころでございます。その方向性につきましても、

ある程度タクシー会社と話をした中で、こんな

形だったら新庄でできるのではないかというこ

とをまとめてきておりますので、議員の皆様に

方向性、そして計画なんかもお知らせしたいと

思っています。タクシー会社でもそうした我々

が目指す乗合型のデマンドタクシーを利用して、

何とか地域もタクシー会社も元気になればいい

のかなと思っておりますので、どうぞ御協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 今のお話を聞きまして、

力づけていただいたような気がします。どうか

よろしくお願いいたします。 

  コロナ禍で疲弊する市民への救済策の行方に

ついて再度質問させてください。 

  他県からの来客の減少により店舗の経営が深

刻であると聞いております。今後の支援体制は

どのように進めようとお考えなのでしょうか、

再度お尋ねいたします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま店舗の経営が深

刻であるということで、観光客も来ていないと

いうことであります。また、新庄まつりの際も

今回実行委員会では他県からの来場は御遠慮く

ださいという形で周知しておりました。その関

係もありまして、このたびの新庄まつりの際の

飲食店の営業につきましてはかなりの店舗がお

休みしたと、よそからもし来られたら怖いとい

うこともございまして、そういった対応を取ら

れたところが多かったのかなと見ております。 

  また、現在、県を中心に、コロナ対応をした

お店の認証制度を行っております。現在、市内

の飲食店においてはなかなかその認証を取るお

店が少ないということもございまして、県と一

体となりながらそういった政策を進めて、だん

だんとワクチン接種も進んで、動き出し始めた

段階ではそういった店舗を中心に、このお店は

そういう対応をしていますよということで周知

を図りながら進めてまいりたいと考えてござい

ます。よろしくお願いします。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） サポートをどうかよろ

しくお願いいたします。 

  子育て世帯への支援について再度質問させて
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ください。社会福祉協議会やＮＰＯ、ＮＧＯ団

体、子ども食堂等々との連携について、サポー

ト体制を充実させてほしいと考えますが、この

点についての方策はどのように進めていこうと

お考えでしょうか、担当課としての役割につい

て再度お尋ねいたします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 相談体

制につきましてですけれども、子育て推進課の

中に児童相談員２名と婦人相談兼母子・父子自

立支援員１名を配置しているところです。いず

れも県が主催する相談業務について、あるいは

子供たちの心理について、虐待の対応について

など様々な研修を受けての配置でございます。

そうしたところの資質を向上しながら、必要な

支援につなげるような対策を取ってまいりたい

と思っておりますけれども、その必要な支援に

ついて、例えば現在社会福祉協議会で行ってい

る貸付制度ですとか、その方に必要なものを御

紹介できるような体制を整えていくということ

が一つ、それから先ほどおっしゃいました子ど

も食堂等の関わりですけれども、現在１施設に

おいて令和２年度から始めました学習支援を行

っております。特に独り親家庭の方を対象にし

た学習支援ですので、生活の様子などを見守っ

ていただきながら、子ども食堂を利用しつつ、

そうした活動をしていただいているわけですけ

れども、そうした支援の必要なお子さんについ

てもより見守り等が強力なものになるようにこ

れからも進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） コロナ禍で何かと孤独

にさいなまれている方もたくさんいらっしゃる

と思いますので、ぜひとも子育ての部分では課

の役割は大きいと思います。ぜひとも支えてあ

げてほしいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

  新庄まつりを終えての再度質問をさせてくだ

さい。市民の皆さんから、まつりが開催できた

ことへの喜びと市の頑張りにエールの声が多数

聞かれております。市民のまつりに対する情熱

を無にすることなく、できることを追求し続け

た商工観光課や商工会議所並びに観光協会等々

の御協力に心から御礼いたします。 

  特に、地域の若連の皆さんの頑張りに、地域

のつながりが薄れていると言われておりますが、

新庄市ではそんなことはないなと思ったりしま

した。まつりを運営する者の一人として、歴史

ある新庄まつりが末永く続くことを心よりお祈

り申し上げます。また、現在市内の感染拡大が

一日も早く鎮静化することを山車に飾られたア

マビエの精と共にお祈りしたいと思っておりま

す。 

  次年度は通常開催との声もありますが、この

感染拡大の状況下では言い難いことと思います。

担当課として、次年度を見据えた、今言えるこ

とをお話しください。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 庄司議員から新庄まつり

についての御質問をいただきました。 

  私どもとしても、来年は何とか大手を振って

新庄まつりを全部したいという気持ちに変わり

はございません。ただ、現在の状況からすれば、

それは大手を振って言える状況ではないという

ことも御承知願いたいと思います。 

  そこで、まつり実行委員会の中では、ガイド

ラインを作成して、状況に応じたまつりの規模

を検討してございます。昨年度から検討に入り

まして今年度策定したわけですけれども、早速、

まつりが終わりましたので、これから各専門部
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会等での検討がなされるということでございま

す。こちらによりまして、来年度の状況を見据

えながら、その開催の可否、規模についても検

討してまいって、来年こそは全ての行事ができ

るよう期待しておりますので、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 来年は通常開催したい

と心から思っております、私も。 

  工業団地のことについて再質問をさせてくだ

さい。１区画ではとても企業の要望に応えられ

ないと思ったりします。ぜひとも新しい工業団

地の新設をと考えますが、その可能性について

はなかなか難しいものだと思っております。今

ある区画を増設ということは考えられないので

しょうか、その点について再度質問させてくだ

さい。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま工業団地の区画

についての御質問をいただきました。議員おっ

しゃるとおり、現在中核工業団地は１区画を残

すだけになっております。各企業の要望等に応

えるためには用地の確保が必要だと原課として

も認識しているところでございます。 

  その用地の在り方について、庁内の工業用地

の検討委員会の中で検討を重ねて、今後どうい

った形でしていくのがよろしいのかということ

も検討しながら進めていくべきだろうと考えて

ございます。団地の造成につきましては多額の

事業費がかかりますので、まずは経費がかから

ないところから進められないかという検討と、

経費をかけても団地をどれぐらいまで広げられ

るのかということも併せながら検討していくべ

きだろうと考えてございます。よろしくお願い

します。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） もちろん新しい区画も

大切だと思うんですけれども、今ある企業と学

卒などの働き口を求めている方々との橋渡しも

大切な役割だと思いますので、優良な企業もた

くさんありますので、ぜひともその点について

も御尽力くださいますよう重ねてお願いいたし

ます。次に移ります。 

  市内の施設の課題についてです。 

  放課後児童クラブなども含めた件数や担当す

る保育所数などについてはどうでしょうか。待

機児童数についてもお知らせください。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 まず待

機児童数についてということでございますけれ

ども、９月１日現在の保育所に関する待機児童

数ですけれども、７名の方が保留となっている

ところでございます。放課後児童クラブにつき

ましては、公立の放課後児童クラブ４所ござい

ますが、合わせまして５名となっているところ

でございます。以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 先ほど話したように、

建物の老朽化についての相談などがあるのかと

いうことをお尋ねしたいのですけれども、それ

にも増して、本市では施設の管理計画を立てて

いらっしゃいます。民間立の施設に通うお子さ

んたちも市の子供なので、ぜひとも施設の管理

の点で問題が起こらないように配慮してほしい

と考えております。その点について今後のお考

えをお聞かせください。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長
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西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 民間立

の保育施設についてでございますけれども、こ

のたび公立の保育所の整備計画を立てるに当た

りまして、施設長との意見交換会を行ったとこ

ろでした。そのときに各施設の状況ですとか今

後の予定などをお聞きしたところでございまし

たが、その中で今すぐにでも建て替えたい園で

すとか、今後の見通しによって定員を減少させ

て整備していきたいと、また将来的には建て替

えを考えているといったような幾つかの園の方

からの御意見などは頂戴しているところでござ

いました。 

  これまで市としては公立保育所も老朽化して

いるということで、民間立の皆様のところには

修繕に関して、また建て替えに関して、修繕費、

補助費などはしてこなかったのが現状でござい

ますが、やはり子供たちの保育環境を考えます

と民間立も公立の保育所に通う子供たちも全て

同じと。その環境の向上を高めていくために、

今後よりよい保育環境のために、施設整備につ

いては国の整備補助金がございますので、そう

いったところもどこまで活用できるかというこ

とを検討しながら、前向きに検討していきたい

と考えているところでございます。以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 前向きなお話をいただ

きまして、ありがとうございます。子供たちの

未来も明るいんじゃないかと少し思ったりしま

した。 

  最後になりますが、コロナ感染症も長くなっ

て出口が見えない状況にも思えます。私も２回

目のワクチン接種を終えました。会場ではたく

さんのスタッフの方々の献身的で親切な様子に、

接種を受けた方々から「安心した。受けていな

い人にもよかったと伝えたい」と言っている方

が多くいらっしゃいました。接種が若い方にも

進んでほしいと思いました。また、アレルギー

やその他の疾患で受けられない方々への誹謗中

傷についても注意すべきだと思います。 

  いずれにしても、コロナウイルスとの闘いは

まだ続くと思います。これからも市の果たす役

割は大きいと思いますので、人類がコロナに打

ち勝つその日まで、共に頑張りましょう。 

  私の一般質問はこれで終わります。ありがと

うございました。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時４３分 休憩 

     午後１時５３分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、石川正志さん。 

   （１４番石川正志議員登壇） 

１４番（石川正志議員） 起新の会の石川正志で

ございます。一般質問いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは通告書に沿いまして質問いたします。 

  初めに、ふるさと納税制度の今後の展開につ

いてというところでございます。 

  新聞などの報道で、コロナ禍の巣籠もり需要

によって全国的に各自治体はふるさと納税の実

績を大きく伸ばしていることが知らされており

ます。新庄市においても、新庄産はえぬきなど

米の返礼品を中心に大きな伸びを示しておりま

す。返礼品に関わる事業者の努力のたまものと

言えるのではないかと思います。 

  一方、行政において、返礼品の割合など制度

変更による対応を迫られるなど苦労されている
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と推察いたします。しかしながら、まだまだふ

るさと納税制度を生かし切れていないのではな

いかといった市民の声もあることから、今後の

展開について市長の考えを伺います。 

  まず１点目ですが、寄附金の額は予算書並び

に補正予算等で広く周知されておりますが、寄

附者の数はどのようになっているのかお知らせ

ください。令和２年度の実績で結構でございま

す。寄附者の傾向など、行政機関でしか知り得

ない情報等を把握していくことは今後事業を展

開していく上で重要と思われます。あわせて、

年度をまたいだリピーターの数もお知らせくだ

さい。 

  次に、２点目ですが、寄附者に返礼品をお届

けする際、新庄市をアピールする宣伝等はどの

ような方法を取っておられるのか伺います。 

  ふるさと納税に関し最後の質問になりますが、

先月、新聞社の社説で「国はふるさと納税制度

を見直すべき」といった記事を拝見いたしまし

た。私見になりますが、ふるさと納税制度を大

きく見直すのであれば、まずは交付税をはじめ

基礎自治体への支援を見直すのが先ではないか

と考えております、若干道筋がそれましたが。 

  新庄市においてはこれまでのふるさと納税の

取組によってデータなど経験に基づくノウハウ

が蓄積されていると思います。これらを活用し

ながら農業をはじめ地場産業との結びつきをさ

らに強化する必要があると考えられますが、市

長の考えをお伺いいたします。 

  次に、市職員採用方法についてです。 

  少子化及び人口減少社会を背景に、民間並び

に行政機関においては次世代を担っていく人材

の確保が大きな課題であり、今後も加速してい

くであろうと推察されます。 

  新庄市はこれまでも職員の定数管理計画に沿

った職員の採用を行い、市民に行政サービスの

提供を行ってきました。一般的に地方公務員を

目指す若者の多くは、県及び市町村といった複

数の採用試験を受験いたします。そして、試験

の結果によってどこに勤めるのか決定している

と思います。１次試験、２次試験を通して僅か

な期間の中で人を見極めていくといった作業は

非常に困難であると思います。しかし、本当に

新庄市や市民の役に立ちたいといった情熱を持

った人を採用していく必要があるのではないで

しょうか。そこで、現行の採用試験の在り方、

これからの採用試験の在り方について議論した

いと思います。 

  まず１点目になりますが、過去３年間、試験

に合格したのに辞退された方は何人おられたの

かお伺いいたします。 

  次に、コロナ禍以前は民間の引き合いが強く、

上級建築または土木といった技術職がなかなか

新庄市を選んでいただけない状況にあると聞い

ております。市が望む職員の確保については最

近どうなのかお伺いいたします。 

  職員採用についての最後の質問になりますが、

知識偏重から個人の応用力を重視した選抜方式

への移行について質問します。 

  最近、教育の分野で探究型教育が実践されつ

つあり、自ら学ぶ姿勢、いわゆる能動的に学習

していく方法が注目されております。職員が諸

課題に直面したとき、市民をはじめ同僚職員あ

るいは先輩方とコミュニケーションを図りなが

ら問題を解決していくことが重要になってくる

と思われます。市長の考えをお伺いいたします。

よろしくと願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ふるさと納税制度についての御質問でありま

すが、本市ふるさと納税の令和２年度実績につ

きましては、寄附額約15億4,000万円、寄附件

数は約14万4,000件、寄附者数については約９
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万6,000人となっております。 

  今年の７月末時点では昨年度の寄附者のうち

約１万3,000人、率にして13％の方が今年度も

本市に寄附していただいております。 

  本市のふるさと納税ではインターネットを利

用した寄附と寄附申込書による寄附があります。

寄附申込書による募集につきましては、返礼品

や事業者の紹介を盛り込んだパンフレットを作

成し、寄附実績のある方へ定期的に発送してい

るほか、年賀状や暑中見舞いをお送りするなど、

寄附者との関係性の構築に努めております。ま

た、インターネットによる募集につきましては、

ふるさと納税のポータルサイトを経由すること

から、返礼品の写真や説明文の充実を図ること

により魅力を高め、サイトの閲覧数の向上に努

めております。さらに、各ポータルサイトが独

自に展開する米や牛肉、自治体紹介などの特集

ページの掲載により本市の情報を発信しており

ます。このように、返礼品や事業者、市の紹介

の掲載などを通して本市の魅力を全国にアピー

ルしております。 

  ふるさと納税制度につきましては、地方で生

まれ育ち、現在は都会に住んでいる方が抱える

ふるさとへの恩返しという思いを形にする制度

として2008年に始まりました。総務省の発表に

よりますと令和２年度の全国での寄附実績は、

寄附件数で約3,488万件、寄附額では6,724億円

となっており、ふるさと納税制度の認知拡大に

伴い、利用者は年々増加しております。 

  一方、都市部ではふるさと納税による控除額

の増加により税収の減少傾向が見られ、寄附を

募集する自治体間でも寄附額の差が開いている

ことなどから、ふるさと納税制度の是正を求め

る声も出てきています。 

  こうした状況の中で、本市では定期的にふる

さと納税の現状や返礼品などに関する事業者向

けの説明会を行い、市内事業者の協力を得て返

礼品の掲載を行っております。今後も事業者と

連携を図りながら、ふるさと納税制度により市

内事業者と寄附者との結びつきが強まるようＰ

Ｒに努めていきたいと考えております。 

  このたび菅総理が辞められるということで、

ふるさと納税の発案者がトップにいなくなると

いうことで、周りから責められるのかなという

ことを危惧しているところでありますが、本来、

本当に中央に送り出しているのは田舎の皆さん

でありますので、この制度の趣旨を田舎の我々

が大きく声を出していかなければならないと思

っているところであります。 

  次に、市職員の採用方法についての御質問で

ございます。 

  議員御指摘のとおり、人口減少と高齢化が進

んで混迷の度合いが増した今だからこそ、地域

を持続可能にする未来への投資の重要性が高ま

っており、多様化する行政課題に的確に対応し

ていくことができる優れた人材を確保していく

必要があると考えております。 

  職員採用試験につきましては、現在、前期と

後期の２回に分けて実施しており、７月から８

月にかけて実施する上級職試験を前期試験、９

月から10月にかけて実施する初級職、保健師な

どの資格職、社会人経験者の試験を後期試験と

位置づけております。それぞれ１次試験と２次

試験があり、１次試験は教養試験、専門試験、

職場適応性検査、２次試験は個別面接試験、集

団討論、作文試験の３つの試験を取り入れてい

るところであります。 

  過去３年間で合格した人のうち採用に至らな

かった人数についての御質問でありますが、平

成30年度から令和２年度までの３年間で、採用

内定の通知を行った人のうち辞退した人は７名

で、この間の採用は合計27名であります。 

  また、技術職の採用につきましては、全国的

にどの自治体も苦慮しているところであり、本

市におきましても喫緊の課題であると認識して

おりますので、昨年度は前期・後期試験に加え
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て12月に社会人経験のある土木職の募集を行い

ましたが、応募はございませんでした。今年度

につきましては既に前期試験の結果が出ており、

上級土木の採用が見込まれるとともに、今月実

施する後期試験におきましても、初級土木、初

級建築、社会人経験のある土木職とも募集して

いる職種それぞれに応募があり、複数の技術職

を採用できるものと見込んでおります。 

  採用試験に当たっては、議員おっしゃるとお

り、受験者の意欲やコミュニケーション能力は

もちろんのこと、ストレス耐性や、何よりも隣

で一緒に仕事をしたい人物かどうかなど人物面

を重視しているところであり、今年度につきま

してはこれまでの手法で実施していく考えです

が、今後につきましては他の自治体や民間企業

での取組の中で参考となるものがあれば積極的

に取り入れるなど、公平性を確保した上で新た

な手法などについて常に検討を重ねながら、未

来を担う優秀な人材の確保に努めてまいります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 分かりました。市長答

弁でほぼ納得しているんでございますが、ふる

さと納税制度で令和２年度の実績が14万件、寄

附者数で大体９万、ほぼ10万人。13％というこ

とで市長答弁にありましたが、１万3,000人が

年度をまたいでリピートされていると。 

  ふるさと納税制度は、新聞社の社説で「官製

通販」とやゆする方もおりますが、新庄市にと

っては、今回の補正等にもございますが、まち

づくり応援基金に積立てをすると、非常にあり

がたい財源の一つであるという側面があるので。 

  もう一つは、私が何を言いたいかというと、

１万3,000人のリピーターをこのままにしてお

くのは非常にもったいない。世間話になります

が、１回通販をネットで申込みすると欲しくも

ない製品の御案内がほぼ毎日のように来る。そ

れでも何もしないのはもったいない。市長の答

弁の中で、新庄市の物産をアピールするような

ＰＲはこれまでも行ってきていると。私は、で

きれば、１万3,000人の方がおられるわけです

から、できれば新庄のファンクラブをつくって

いかなくてはいけないのかなと。そのような観

点から、新庄市が他の自治体に自慢できる、例

えば移住政策であれば若者等への住宅支援であ

るとか、市の定住人口を確保する上で様々な施

策を展開している、あとはまつりと雪のふるさ

と新庄市、長年のキャッチフレーズ、新庄市を

紹介してきたところ、新庄市自体の宣伝も私は

盛り込むべきではないのかなと思いますが、そ

の辺の考え方、お知らせいただければと思いま

す。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ふるさと納税につきまし

ては、昨年当初予算で２億円という目標を立て

て７倍以上の寄附を頂いたということで、急激

に、昨年４月に専決させていただきましたけれ

ども、本当に驚くような伸びだったと思います。 

  そのときから考えていたのが、多くの方が初

めて新庄のふるさと納税返礼品を目にして寄附

をしていただいたと、この方々に今年度もぜひ

寄附をしていただくということが大事だろうと、

そのようなことも考えていますということを議

会でお話しさせていただいたと思います。 

  それで、この13％というのは７月現在ですの

で、これから８月９月、また新米の時期とか合

わせて、昨年初めて新庄にしてくれた方が続々

とリピートしていただけるように、今は13％で

すが、そういう願いを持っています。それに併

せて新しい方も今年していただいて、来年度に

つながればどんどん広がるのかなと思っており

ます。１万3,000人という数字を考えてみます

と新庄市の今の人口の約４割弱ということで、

それだけの、新庄市の４割弱の方が７月現在寄
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附してくださっているわけです。複数回の寄附

をしてくださっていますので、その方たちに石

川議員が言うように市の魅力を訴えないという

のはもったいないと思っています。その寄附者

全体の年齢構成とか独身とかいろいろことが分

かればターゲティング的に移住定住の情報を出

したりすることも可能かと思われます。 

  ただ、件数も多いですので、我々は今までア

ナログ的な、市の情報はさっき言いましたよう

に年賀状とかパンフレットと言っていますけれ

ども、今年は市もＬＩＮＥとか始めましたけれ

ども、これだけの広がりを見せてくるとこれか

ら考えていかなければいけないのはメールマガ

ジンとかＳＮＳ、ウェブ広告、先ほども出まし

たけれども、そういったデジタル時代に合った

市の魅力の発信というのも考えていかなければ

ならないかなということを思っております。ま

だ研究段階というか、市のホームページのリニ

ューアル等も今しているところですけれども、

そういったこれだけの広がりを見せた中での市

の魅力の伝え方の手法も考えていければいいか

なと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 実際、課長が在任して

いるうちに何とか道筋をつけていただきたいな

と。我々は確実に今答弁されたことを実行され

るかどうか注視するだけでございます。 

  あと、ふるさと納税に関しては２つほど質問

させていただきたいと思いますが、返礼品、米

が中心とはいえ、米も２キロから10キロまであ

るのかな、その他いろいろなものがある中で、

返礼品のパッケージ自体、各社企業努力されて

いる中で、一生懸命工夫を凝らして、できるだ

け見栄えのいいものと思っておりますが、件数

で先ほど市長答弁にあったように14万件ですね。

14万回発送できるわけです。例えばパッケージ

を統一するなど、大変な仕事になりますけれど

も、できれば、これはどこから来たんだろう、

ぱっと開けたときに、先ほども申し上げたよう

に、まつりと雪のふるさと新庄市でございます

ので、その辺ぱっと見て、これは新庄市からの

返礼品だなと分かるようなパッケージの工夫も

私は必要なのかなと思いますが、その辺に関し

てはいかがでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 まずリピーター、先ほど

もありましたように、新庄のものをいいものだ

と感じて繰り返し申し込んでくださっているん

だろうなということを思います。そうしたこと

からも、そういう繰り返ししてくださっている

方に新庄市からの思いというのを伝えられれば

いいのだろうなと思っています。 

  ただ、市でシールを作成して統一的なという

のも、想像すると壮観、いいイメージも非常に

あるんですけれども、中には、ふるさと納税を

しているということをそれほど、もらう分には

うれしいですけれども、しているということを

あまり知られたくないという方もいるというお

話も聞くので、現時点で我々として考えるのは、

中を開けたときにメッセージがある、そういっ

たほうが一番いいのかなと。あとは、ふるさと

納税が仮になくなったとしても、今梱包とかに

企業が工夫を凝らしているとおっしゃいました

けれども、その工夫をするということを続けて

いってほしいんです、行政としては、企業が創

意工夫をするということ。そういったことから

も、現時点では中を開けたときにメッセージが

届いているという形が、商品と一緒にメッセー

ジを受け取れるというのがいいのかなと思って

います。 

  参考までに、企業はどういったものを入れて

いるのかなということで、サンプルをもらった

んですけれども、これは革細工を作っている会
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社、たまたま頂けたので見たんですけれども、

この中に「人の手の温かさ、山形県新庄に工場

を持つ弊社では」ということから始まって「雪

国山形の女性職人が一つ一つ丁寧に作り上げま

した」という形でメッセージが入って、「どう

ぞ山形県新庄市を、また私たちのところにお願

いします」というのがあるので、こういった形

の企業努力と我々のＰＲをうまく結びつけてい

けば、先ほど石川議員が言ったように行政と産

業との結びつきの深まりになるのかなと思って

おりますので、そんなことを考えていければい

いかなと。 

  事業者とは年に数回、事業説明会とかやって

いますので、それぞれの事業者のよいところな

んかも紹介したりしながら、そういったことを

やっていければいいかなと思っております。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 次に質問しようかなと

思ったことまで答弁してしまったようですが。 

  やはり一番大事なのは、先ほど申し上げたよ

うに寄附額の４割は新庄市が留保できる部分が

あって、それが一つ重要な財源になっていると。

それからもう一つは、課長がおっしゃいました

ように、地元の企業が活性化しないとふるさと

納税を十分に活用したと言い切れないんですね。

パンフレットを今見せていただきましたが、そ

こはうちの会派が視察する上で商工観光課の導

きで会社訪問をさせていただきました。最終的

に地場産業が活性化してこそ効果が出てくると

いうことで、商工観光課長、何か下を向いてお

られますが、具体的な道筋も既に、制度が存続

する限り動き出さないと遅いんじゃないかなと

思うんですが、現時点でお考え何かあれば。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 現時点での考えというこ

とで御質問いただきました。 

  現在、商工観光課でも、ふるさと応援隊の方、

会員約5,000名いるわけですけれども、昨年度

も新年の交流会ができずに終わったということ

から、新庄市内の宣伝をしたいということで、

企業のコラボ商品等のパッケージといいますか、

チラシを入れまして、それの募集、それから総

合政策課でやっているふるさと納税のパンフレ

ットの送付、それから情報紙に併せて様々な宣

伝をしているということでございます。また、

そういった企業とのコラボ商品があれば商工観

光課に出していただいて、それをまた応援隊の

方にフィードバックすると。そのフィードバッ

クされた応援隊の方についてはまた納税もリピ

ートをしていただいたりということもございま

す。毎年、「今年もしたからね」というお声も

たくさんいただいているところでございますの

で、そういった声に応じるためにも今後とも企

業とのコラボ商品等の宣伝もしていければと考

えてございます。よろしくお願いします。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 新庄市の一番大きなも

のは米をはじめ農産物であると。残念ながら今

年春先のひょう害によって、サクランボ、市長

がおわびする事態になった。私も非常に心が痛

んでおります。それを楽しみしておられた寄附

者の皆さんもと思いますが、商工観光課長が発

言したので、これは農林課長が自分の考えを示

さないと示しがつかないのかなと思いますが。

米をはじめ今年コロナで大変な、今、状態が悪

いのかなと思いつつも、その辺、ふるさと納税

が未来永劫続く制度とは言えませんけれども、

そこら辺、ＰＲの一つとして、私は新庄市の農

業活性化においては非常に有効な政策の一つだ

と思っておりますが、農林課長、今後の展開と

して、新庄市の農業を切り開くという観点で今

現在のお考えがあればお伺いいたします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 
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髙橋富美子議長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 ふるさと納税に関する御質問

の中で農林に関する御質問をいただきましたけ

れども、サクランボに関しましては本当に、令

和２年度は392件ということで、大変好評で、

傷がついたものでも結構なんで何とか送ってい

ただけないかなという御要望もございましたけ

れども、残念ながらこのたびは全量対応できな

いということでお断りせざるを得ないという状

況でございました。 

  また、石川議員おっしゃいますように、この

流れがずっと続くためには地場のサクランボが

今後も継続して生産されていかなければならな

いということから、９月補正でもお願いをして

おりますけれども、持続可能な形での支援策を

講じてまいりたいと考えておりますので、どう

かよろしくお願いいたします。以上です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） ふるさと納税制度を最

終的に変更するかどうするかは国の判断に委ね

られるんですが、市長の答弁にあったように、

今の総理大臣が総務大臣のときに、ふるさとを

思う一心でやられた制度、官製通販とか言われ

る方もいらっしゃいますが、我々新庄市にとっ

ては非常にありがたい。存続を願いつつ、次の

問題に移ります。 

  今年度に限り上級の建築土木がもしかしたら

来ていただけるかもしれないというような市長

答弁でした。やはりなかなか民間の引き合いが

強いのかなと思いますが、一定程度、例えば市

の公共事業を発注する際でも、その見積りでい

いのか、あるいは手を挙げられた方が実行可能

なのかという判断をする上でも、ある程度見識

を持った職員を配置しておかないと今後支障を

来すのかなと思います。なかなか手を挙げてい

ただけないというときに、総務課の中では、当

然都市整備課と協議が必要かと思いますが、来

ていただいている人をどうするのかという一つ

の観点もあろうかと思いますが、現時点でのお

考えあれば、例えば自ら来ていただいた方を育

てていくんだとか、そういう具体的な考えがあ

ればお伺いいたします。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

髙橋富美子議長 総務課長関 宏之さん。 

関 宏之総務課長 技術職の確保についてという

御質問でよろしいですか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） すいません、質問が明

確じゃなくて。 

  求人はするものの、なかなか採用に至らなか

った技術職、それの対応をどうするのか。もし

採用というか、採れないときの対応をどうされ

るのか。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

髙橋富美子議長 総務課長関 宏之さん。 

関 宏之総務課長 議員おっしゃるとおり、技術

職というのは職員体制から見るとかなり少ない、

全体的に見て少ない、なおかつ技術職について

は年齢が上のほうに行っているものですから、

若い技術職員の確保というのが一番の急務であ

るという形で考えております。 

  確保できない場合はどうするかということで

すけれども、職員採用ということですと、どう

やって確保するかというところにまずは力点を

置かなければいけないだろうと。今現在も例え

ば関連する高校や大学、専門学校に募集要項を

送るとか、またネットを通じて、就職ナビ等を

通じて全国の大学にＰＲするとかということは

しているわけなんですけれども、しかしながら

上級土木については競争率が激しくて、辞退さ

れる人も多いと。初級土木についてはこれまで

受験する方もいなかったということが続きまし

たので、ちょっと少なくなっていると。 

  今後どういうふうに採用していくかというこ
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とになると、一歩進んだ、今年も実施している

ところなんですけれども、養成する学校に直接

受験していただけないかとお願いに行ったり、

または技術職のＯＢがおりますので、一緒に行

ってもらって説明会をしたり勧誘したりする、

そういうことも大切になってくるだろうと。 

  もし上級職の確保が難しいとすれば、初級職

で入っていただいて育てていくということは当

然必要だと思っています。なおかつ受験機会の

拡大ということで、例えば社会人枠をさらに広

げる、もしくは今現在の傾向なんですけれども、

山形県、宮城県、最近では新潟辺りが多くなっ

ているんですけれども、関東圏の受験者という

のがとても少なくなっているので、都会での試

験というものも今後考えていかなければいけな

いんじゃないかなと伺っております。 

  確保できなかったときにどうするかとなると、

今技術職がやっている業務の中で、全てその技

術が必要であるということではございませんの

で、一般職で代わることができるところについ

ては一般職で対応していくというのが今のやり

方ですけれども、基本的に技術職が足りません

ので、まずは確保に力を入れていこうと考えて

おります。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 分かりました。 

  過去３年間の辞退された方ということで、27

名中７人が多分１次試験のあたりで辞退された

のかなと、恐らく県職員を選ばれたのかなと推

察しますが、例えば県を目指す公務員と市を目

指す公務員、同時に受ける方もいますが、本当

に新庄のために働きたいということで、１次試

験選抜するときに、試験のタイミングと合格発

表を県職員と同じぐらいに１回やってみたらい

かがですか。多分、県内13市のうちあまり例は

聞いていませんが、その辺、ほかの市ではどの

ようなことをやっているのかお伺いします。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

髙橋富美子議長 総務課長関 宏之さん。 

関 宏之総務課長 試験日程を県と同じくして、

新庄市志望、新庄に行きたい人を絞るというこ

となのかなと思いますけれども、やってみたい

気持ちもありますけれども、確実性というのも

重要ですので、今現在、県職と同時期にしてい

るというのが県内では山形市、天童市、米沢市、

長井市の４市、町でもあるんですけれども、高

畠町と小国町の２町が県と同じ日程でやってい

るんですけれども、状況を見ますと山形市以外

はやはり受験者が少ないのかなと感じられます。

ほとんどの受験者はやはり国や県、そして他の

自治体も併願しておりますので、県と同じ日に

すれば受験者は少なくなる可能性が高い。 

  今年度の上級行政の受験状況を見ますと、応

募は42人だったんですけれども、１次試験を受

けたのは35人です。１次合格者を出したのが16

人なんですが、２次試験を辞退した人が５人、

先ほどの７人というのは内定を出したけれども

辞退した人が７名ということなので、実際にそ

の過程において辞退される方が多くいるので、

なるべく応募者は多くしておきたいと考えてい

るんです。また、受験生にとっては、新庄を好

きになってもらうのは大事なんですけれども、

第１志望、第２志望という形で考えておられる

方が多いと思いますので、新庄市が第２志望で

あったとしても、門戸を少し広く開いておかな

いと受験者数の確保というのが今後できなくな

ってくるおそれがあると考えています。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 分かりました。それも

私は一定の理解をしますが、例えばざくっと３

年間の受験者数を見ますと年度にばらつきがあ

るものの、大体上級から初級、職種を問わず60

人ぐらいが手を挙げられていると。平均で10人

採用すると、50人は自分でやめられるか、それ
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ともある程度点に達しないという方、受験者が

減ることはないのかな。私は受験者が減ること

はないのかなと推察します。ただ、先ほど言わ

れたように、上級の行政ですとある程度大卒程

度の基礎学力がないとついていけない部分があ

るというのは十分に承知しておりますが、今の

現職員を私は批判するつもりは全くないんです

が、これからがんじがらめというか、きちきち

の職員定数計画が続いていくわけです。人口減

少したとしても市民のニーズというのはどんど

ん広がってきているわけです。職員１人当たり

の責務は非常にこれから重くなってくると。市

としては市民に対する住民サービスや行政サー

ビスを停滞させるわけにいかないんですね。だ

から、ちょっと試験の仕方を私は工夫していく

必要があるのかなという意味で申し上げている

わけでございます。 

  先ほど市長答弁の中で、人物、どんな人なの

かというところを見抜くところにポイントを置

いてきたんだというところでございます。言葉

の切れ端、ちょっと恐縮ですけれども、例えば

集団で討論させる、コロナ禍にあって非常に難

しい手法であると思いますが、コロナが終わっ

てしまえば、集団で討論させて一つの答えを導

き出すというのは、まさに体験学習というか、

そこが目指すところでございますので、コミュ

ニケーション能力、応用力、そこを兼ね備えた

方を選んでいく、そのような具体的なお考えが

あればお伺いいたします。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

髙橋富美子議長 総務課長関 宏之さん。 

関 宏之総務課長 職員採用、人物視どうするの

かということですけれども、今現在、先ほど答

弁申し上げましたとおり、個別面接、集団討論、

そして作文という形でやっているわけですけれ

ども、最近においてはコミュニケーション能力

であったり、やる気であったり、意欲であった

りというところを重視する方向にどこも変わっ

てきていると。そのため、その中で様々な質問

に対してどれだけ思考を働かせるかとか、短い

時間でどれだけ考え方をまとめられるか、また

ほかの人と共同して結論を導き出せるか、また

話し合う過程でもリーダーシップを発揮したり

様々な方がおられますので、そこら辺を見るた

めに今現在２次試験を行っております。 

  ただ、今後、より人物を引き出すためにとい

うと具体的な策は今申し上げることはできませ

んけれども、やはり民間の手法、様々調べては

いるんですけれども、なかなかこれだというと

ころも見当たらないところがございますので、

なお研究して優秀な人材を確保したいと考えて

おります。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時３５分 休憩 

     午後２時４５分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市の日本共産党と

新庄市民を代表して一般質問を申し上げます。 

  最初に、新型コロナ感染症から市民の命を守

るために質問いたします。 

  ①として、全国各地で新型コロナの新規感染

者数が急増し、感染爆発、医療崩壊が深刻にな

っています。本市でも８月６日から新規感染者

が急増しております。 

  政府は、重症者以外は原則自宅待機としまし

たが、中等症という方は肺炎を起こしていると
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言われています。自宅療養では家族に感染させ

たり、手後れになって亡くなったり、重症化し

たりしているのではないでしょうか。原則自宅

待機という方針の撤回を求め、病状に応じて必

要な医療を全ての患者に提供するため、入院病

床、医療機能のある宿泊療養施設、在宅医療体

制の抜本的強化を政府や県に強く求めるべきで

はないでしょうか。また、政府が責任を持って

医師や看護師を確保し、全ての医療機関を対象

に減収補塡と財政支援に踏み切り、安心してコ

ロナ診療に当たれるように政府に要請すべきで

はないでしょうか。 

  市民の命を守る責任者である市長の見解を伺

いたいと思います。 

  ②として、感染拡大を止めるためには大規模

なＰＣＲ検査などの検査を市が実行するべきで

はないでしょうか。コロナ陽性となっても、少

なくとも２日、多い方は１週間、症状が出ない

と言われております。そういう方が自分に気づ

かないまま人に感染させている、そういうのが

今全国で広がっているわけです。そういう意味

で、そういう無症状の陽性者を早く発見して隔

離し、人にうつさないようになるまで治療して

いく、これが大事な観点の一つだと思うのです。 

  ２番目に、若者が生き生きと暮らしやすい新

庄市にするために質問いたします。 

  ①は、県はゼロ歳から２歳児の保育料につい

て、市民税所得割の課税額９万7,000円未満の

世帯まで無償化するために、国基準利用料の２

分の１を交付するとしました。これは全国初め

ての画期的なものです。本市でもさらに支援を

すれば、市の負担はどのくらいで、該当する世

帯数は何世帯でしょうか。これらの方々の保育

料をゼロにできれば、若者が住みやすいまちづ

くりのために大きく前進できると思います。本

市でも支援をすべきではないでしょうか。 

  ②として、出産費用は平均52万円かかるとの

ことです。出産一時金として支給される金額は

40万4,000円だそうです。来年１月から差額を

県が２分の１を給付するとしています。本市で

も残りを支援して、出産費用の負担をなくして

はどうでしょうか。 

  ③として、生理の貧困問題です。生理の貧困

は、人に相談したりするのはとてもつらいです。

地域女性活躍交付金や地域子どもの未来応援交

付金というのが出ていますが、これを活用して

学校や公共施設の女子トイレの個室にトイレッ

トペーパーと同じように生理用ナプキンを設置

して支援してはどうでしょうか。 

  ３番目の質問は、米価下落対策、食糧支援制

度の充実についてお伺いいたします。 

  ①として、新型コロナの影響で米の需要が減

少して在庫が増え、生産者米価が下落していま

す。米の概算金が昨年も下がっていましたが、

さらに下がると言われ、このままでは生産者の

稲作からの撤退が懸念される危機的な状況と言

われております。過剰在庫を使って、コロナ禍

で生活困難になった方々への食糧支援を行うべ

きではないでしょうか。政府に、市民の生活を

守る立場の市長として、過剰在庫を備蓄米とし

て買い入れ、ミニマムアクセス米を減らし、米

価下落の歯止めをかけるよう要請すべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

  ②として、収入保険についてですが、農家が

活用しやすいように改めるべきではないでしょ

うか。例えば保険金の支払い基準を収入の５年

平均の９割ではなく、作物の生産費を基準にす

るとか、保険金の掛金の引下げを行うとか、加

入対象を青色申告だけではなく白色申告も対象

にして、多くの農家を救済できるようにするな

ど制度改正の要請が必要ではないでしょうか。 

  ４つ目の質問は、災害は人災です。気候変動

対策を本市から、地域からということでお尋ね

いたします。 

  ①として、本市でも人間の活動による地球温

暖化によって、最近、異常気象、熱波、豪雨災
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害が多発しています。地表の温度は産業革命前

より現在は1.1度上昇しているそうです。50年

に一度の記録的な熱波が起こる頻度は現在4.8

倍に増えております。今後20年以内に1.5度上

昇に達し、熱波は8.6倍に増えると予想されて

おります。1.5度以内に抑えるために、二酸化

炭素を出さない再エネ100％という目標を立て、

市民と共に進める必要があると思うのですが、

市長の見解を伺います。 

  ②として、市の公共施設などの電力は全て地

域内の再生可能エネルギー由来の電力で賄うよ

うに変えるべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

  ③として、再生可能エネルギーと言いつつ自

然環境を壊したり、人間に健康被害をもたらす

可能性のある開発があちこちで提案され、住民

と摩擦を起こしております。そしてまた、災害

を起こす危険も出ていると言われております。

そういう意味で、自然環境を守りつつ、省エネ、

再エネの普及を図るべきではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、原則自宅療養の方針の撤回、宿泊療

養施設や在宅医療体制の強化を国や県に求めて

いくべきとの御提案ですが、政府は８月５日に

重症化リスクのある中等症以上の方を原則入院

対象とし、無症状や軽症の方については原則自

宅療養または宿泊療養とする方針を示しており

ます。 

  現在、本市におきましても、保健所から無症

状や軽症と認定された方は自宅療養または宿泊

療養となっているケースがあると伺っておりま

す。しかし、自宅療養中であっても症状が急変

する場合や家庭内での感染拡大も懸念されます

ので、軽症者でも症状が急変した場合に直ちに

入院できるよう医療体制を確保することや、安

心して療養できる宿泊療養施設を確保すること

は非常に重要であると捉えております。 

  また、医療従事者の確保や医療機関への減収

補塡、財政支援を国に要請すべきであるとの御

提案ですが、今後も市民への適切な医療サービ

スを提供できる体制を維持するため、国や県に

よる財政支援や医療従事者の確保、診療報酬の

拡充の検討が必要であると思われます。適切な

医療体制の確保や医療機関への財政支援などの

事業はいずれも国や県が担当する業務となって

おりますので、本市におきましては市長会など

の機会を捉え、国や県に要望してまいりたいと

考えております。 

  次に、ＰＣＲ検査に関する御提案ですが、現

在は発熱や頭痛、喉の痛み、味覚障害などの症

状を発症している方が医師の診察によりＰＣＲ

検査の必要性があると認められた場合、行政検

査によるＰＣＲ検査が実施されております。ま

た、検査の結果、陽性と判定された方について

は、保健所が本人から行動歴などを聞き取りし、

濃厚接触者を特定し、行政検査によるＰＣＲ検

査が実施されており、本県においては幅広に検

査を実施していると伺っております。 

  本市におきましても、８月以降、クラスター

が発生するなど感染が拡大しておりますので、

保健所に対しては濃厚接触者を認定する際は可

能な限り幅広くＰＣＲ検査の実施を強く要請し

ております。また、今後市内でさらに感染が拡

大し、緊急事態宣言を発出しなければならない

ような状況となった場合は、無症状の方や濃厚

接触者に認定されなかった方へのＰＣＲ検査の

実施の要否について医師会や保健所などの関係

機関と協議してまいりたいと考えております。 

  次に、県が行う保育料無償化に向けた段階的

負担軽減事業についてお答えいたします。 

  本年２月、県より保育料の段階的無償化を実
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施する事業案が市町村に示されました。この県

の事業案に対し県内の各市町村から事前協議が

不十分であるとして、県事業が統一的に、また

継続的に行うことが可能な制度設計を県市長会

と共に要望してきたところであります。 

  県ではその要望を受け、当該事業における全

市町村のヒアリングを実施し、今年７月に事業

名を変更した上で、山形県保育料無償化に向け

た段階的負担軽減交付金交付要綱を制定いたし

ました。内容につきましては、県の交付金を国

基準保育料の２分の１とし、その交付金につい

て、国の所得階層８区分のうち推定年収470万

円未満までの第３所得階層区分及び第４所得階

層区分の世帯の負担を軽減するために充当する

こととしています。 

  また、県が示している計画では令和６年度ま

での事業となっており、それ以降は国に対し無

償化の要望を行っていくとともに、事業継続を

検討するとしておりますので、令和７年度以降

の県事業の継続については現在のところ不透明

な状況であります。 

  これらを踏まえ、本市における対応につきま

しては、第３所得階層区分、第４所得階層区分

の保育料について、市の現行保育料の半額の負

担軽減を行ってまいります。対象者数につきま

しては、国の幼児教育・保育の無償化の対象と

ならないゼロ歳から２歳児のうち国基準により

既に無償化となっている人数を除いた130人程

度、額にして約700万円を見込んでおります。

また、第３所得階層区分と第４所得階層区分に

対して仮に無償化した場合における市の負担額

について、事業開始となる令和３年９月から令

和４年３月までの７か月分で350万円ほどと試

算しております。 

  子育て支援は子供の成長に合わせ広く捉える

ことが必要だと考えておりますので、来年度に

向けて子育て支援全体の中で新たな子育て支援

事業の創設を検討しているところであります。 

  次に、県が実施する出産支援給付金交付事業

と本市の対応について御説明いたします。 

  この事業は、県内の出産費用52万円と健康保

険法に基づく出産一時金40万4,000円に11万

6,000円の差があることから、その２分の１の

額である５万8,000円を支給し、子育て家庭の

家計の支援を行うというものであります。対象

児童は令和４年４月１日から３月までに出生し、

県内市町村に住民登録をされた者とされていま

すが、本年４月から12月に出生した子への対象

拡大についても県の９月補正予算計上に向けて

検討されていると聞いております。既に市町村

の独自事業として出産祝い金などを交付してい

る場合には、この独自事業への財源振替も可能

とされております。 

  本市におきましては、県の給付金のみ交付す

る予定となっており、追加給付は考えておりま

せん。県の給付対象者拡大の動向が決定次第、

12月補正に向けて事業実施の準備を進めていき

たいと考えています。 

  なお、市の追加給付は考えておりませんが、

さきの質問で申し上げたとおり、保育料無償化

に向けた段階的負担軽減事業同様、子育て支援

事業全体でより有効な支援策について検討して

まいりたいと考えております。 

  生理の貧困については教育長より答弁させま

すので、よろしくお願いいたします。 

  米価につきましては、御指摘のとおり米の需

要は毎年減少しており、また新型コロナウイル

スの影響による外食需要の落ち込みなどから米

の在庫量が増え、米の価格への影響が懸念され

ております。 

  そのため、需給と価格の安定を図るために、

需要に応じた米生産に取り組んでいるところで

あります。令和３年度産では令和２年度と比較

し全国で6.7万ヘクタールの主食用米の減産が

必要とされ、全国の産地においては主食用米か

ら加工用米や飼料用米、大豆などへの転換に取
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り組んでおり、市内の農家の皆さんにも御協力

をいただいているところであります。 

  ６月末における作付状況では、全国で主食用

米は6.2万から6.5万ヘクタール程度の減少が見

込まれると発表されており、目安とする数値の

近いところまで来ていると感じておりますが、

今後は作柄の良否も価格に影響しますので、そ

の動向を注視してまいりたいと思います。 

  過剰在庫を使い、生活困難者への食糧支援を

行うべきとの御提案につきましては、現時点で

その予定はございませんが、支援を必要として

いる方に適切な支援を実施するための方策につ

きましては引き続き検討を重ねてまいりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

  また、備蓄米につきましては米が不作となっ

た際の安定供給に備えた制度で、ミニマムアク

セス米につきましては貿易協定に関することで

すので、国の施策として進めていることへの要

請は考えておりません。 

  まずは地方として取り組める需要に応じた米

の生産に新庄市としてしっかり取り組み、主食

用米から必要とされる作物への転換を進め、農

業所得の安定が図られるよう努めてまいりたい

と思います。 

  近年、多発しております災害による農作物へ

の影響や新型コロナウイルスの影響による市場

価格の低下が懸念されるなど、農業経営を取り

巻く環境は不安定なものと捉えております。 

  収入保険につきましては、自然災害による収

量減少や価格低下をはじめ農業者の経営努力で

は避けられない様々なリスクによる収入減少を

補償するもので、農業セーフティーネットにお

ける一つの制度となります。ほかにも農業共済

やならし対策、野菜価格安定制度などもござい

ますので、御自身の経営状況に応じた制度に加

入し、様々なリスクに備えていただきたいと考

えております。 

  各種制度における要件、補償内容は異なりま

すが、県では各種セーフティーネットへの加入

を促進するため、市町村、農協、農業共済など

の関係団体、農業者で構成するセーフティーネ

ット加入促進協議会を設置しておりますので、

制度に関する御意見を集めながら、多数の農家

を救済できる制度の在り方について意見交換し

てまいりたいと考えております。 

  次に、気候変動対策に対する質問であります

が、昨今の異常気象とも思われる状況について

は地球温暖化が起因とされ、世界各地で洪水や

干ばつ、日本国内においても集中豪雨や台風な

どによる被害が各地で発生し、本市においても

同様に被害が発生しております。 

  議員御質問の再生可能エネルギーについては、

太陽光や風力、小水力、地熱、バイオマス発電

などが挙げられます。一般家庭における太陽光

発電は、地球温暖化防止効果のほか、災害時に

も電力の自給が可能となる、電気代が安くなる、

余った電力を売電できるなどのメリットがあり

ます。一方で、設置費用が高額なこと、日照時

間によって発電量が左右され、屋根に相当な負

担がかかるなど、新庄市の気象条件では必ずし

も有利と言えない面もあります。また、再生可

能エネルギーを導入することにより、国民の電

気使用料に対し再生可能エネルギー発電促進賦

課金が加算され、再生可能エネルギーをつくり

出すにも相当の費用が発生しています。 

  市では脱炭素社会の構築に向け、再生可能エ

ネルギーの普及状況を見ながら、地域の実情や

技術的、費用的な課題を十分勘案し進めてまい

りたいと考えております。 

  国では2050年までに温室効果ガス排出率ゼロ

を目指すパリ協定に基づく長期戦略を策定いた

しました。再生可能エネルギーを最大限に利用

し、省エネルギー、廃棄物の削減やリサイクル、

二酸化炭素を吸収する森林や里山の保全に努め

るなど様々な取組を総合的に進めながら目標を

達成するとしております。 
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  本市といたしましては、これまでにおいても

省エネに関する啓発やごみの減量化、リサイク

ル、再資源化に関する取組や自然環境の保全活

動など、新庄市環境基本計画を基に企業や住民

と連携して展開しております。 

  なお、このたび土内地内に小水力発電を設置

するとした動きがあり、市としても支援、協力

してまいりたいと考えておりますので、御理解

くださいますようお願い申し上げます。 

  次に、市の公共施設などの電力は全て地域内

の再生可能エネルギー由来の電力で賄うように

変えるべきではないかとの御質問にお答えしま

す。 

  電力の供給につきましては、電力の小売自由

化が実施されており、新規参入した新電力から

自由に選択できるようになっておりますが、本

市におきましては確実な供給能力や災害などの

非常時に迅速な対応が可能である点などから東

北地域の電力会社である東北電力株式会社と契

約しております。 

  再生可能エネルギー由来の電力につきまして

は、新電力では以前よりサービス提供している

事業者が、東北電力におきましても新たに始め

たとお伺いしております。 

  再生可能エネルギーは、石炭や石油といった

有限の資源である化石エネルギーとは違い、太

陽光や風力、水力といった自然界に常に存在す

るエネルギーのことであり、温室効果ガスを排

出せず、国内で生産できることから、重要なエ

ネルギーであると認識しております。 

  しかしながら、太陽光や風力は発電量が季節

や天候に左右されやすく、不安定な面があるこ

とが懸念されます。また、地域内でとの御意見

ですが、新庄市内では太陽光、小水力、バイオ

マスなどの発電施設があるものの、直接供給は

受けられないため、電力小売事業者の対応が必

要となります。山形県内ということであれば対

応している事業者がありますが、再生可能エネ

ルギー由来の電力の電気料金は通常の電気料金

より割高となることから、財政面を考慮すると

理念だけで導入することは難しく、市の公共施

設は非常時にも使用されることから、安定供給

を特に重視したいと考えております。 

  つきましては、電力事業者の動向を注視する

とともに、引き続き調査研究してまいりたいと

考えております。 

  次に、自然環境と省エネ、再生可能エネルギ

ーの普及についてお答えします。 

  本市環境基本計画におきましては、市民と事

業所、行政が一体となって省エネルギー対策の

推進を図り、再生可能エネルギーについては地

域性に応じた施策の在り方について協議検討を

重ねるとしております。 

  御質問の自然環境の保全について、太陽光や

風力などを利用した再生可能エネルギーは地球

温暖化防止への貢献度が大きく、今後も全国的

に進んでいくものと考えられます。 

  一方で、環境の乱開発が進められている事実

もあることから、一部には自然環境破壊エネル

ギーだという見方もあります。今後、施設建設

の際には、自然環境や野生の動植物、景観など

への影響を多方面から検証し、課題を解決して

住民の不安を取り除くことが必要であります。

現時点で大規模な再生可能エネルギー施設建設

の計画はございませんが、開発計画があれば環

境への負荷が少ない適地を見いだし、環境影響

評価法に基づき事業者が行う環境アセスメント

を基に、行政と地元市民が意見を出し合い、３

者の話合いで開発の是非から検討することが必

要と考えております。 

  これらを踏まえ、本市の自然環境を守りつつ

省エネルギーと再生可能エネルギーの普及に努

めてまいりたいと考えますので、御理解くださ

るようお願いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 
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髙橋富美子議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 それでは、学校や公共施設の女

子トイレにおける生理用品の設置についての御

質問にお答えします。 

  学校におきましては、児童生徒が生理用品を

忘れたり必要になったりした場合は、保健室で

いつでも提供できる準備を整えております。発

達段階に応じた子供たちの心理、体調、家庭状

況など様々な事情に配慮するため、養護教諭が

直接話を聞き、相談に乗りながら対応しており

ます。６月議会で御質問いただいた以降の対応

の中では、貧困を理由としたものはなかったと

聞いております。今後も養護教諭が児童生徒と

関わることが必要と考えておりますので、保健

室での対応を継続してまいります。 

  また、社会教育施設におきましては、利用者

が生理用品を必要とする場合、事務室で提供す

るなどの対応をしております。今後は、利用者

へ配慮しながら気軽に使用いただけるような手

だてについて検討してまいります。 

  なお、地域女性活躍推進交付金及び地域子ど

もの未来応援交付金につきましては、いずれも

コロナ禍において女性や子供が社会的孤立など

に陥らないよう、つながりの居場所づくりや相

談窓口の設置をＮＰＯ法人などに業務委託した

上で生理用品を提供する場合に交付対象となる

ものであり、学校や公共施設に設置するための

交付金活用は難しいものと考えております。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 大変丁寧なお答えだっ

たと思います。 

  生理の貧困問題についてですが、生理は一時

的なものではありません。女性は生涯で平均35

年から40年、生理と共に過ごす期間があります。

計算すると生きている間に生理用品の購入に約

60万円の支出となります。コロナ禍の影響で収

入が減少し、１日１食あるいは生理用品にまで

お金が回らず、小まめに交換できない、最悪な

ケースとしてトイレットペーパーで代用すると

いう話もあります。生理用品がなければ全ての

女性が学校に行かれない、仕事もできない、日

常生活もまともに営むことができないのです。

残念なことに、日本の社会では生理は恥ずかし

いことという誤った認識が定着しています。女

性の生理は人類が子孫を残すための必要不可欠

な生理現象です。ジェンダー平等を実現するた

めにも、女性の生理を共有し、理解し、共に考

える必要があります。 

  韓国では2016年から低所得層の女性に生理用

品の配布が始まりました。奈良県大和郡山市で

は災害備品の配布だけでなく、６月１日から予

算をつけ、昼用38枚入りと夜用20枚入りを１セ

ットにし、小学校４年から中学３年の女子生徒

の必要な方に学校の保健室で配付しているとい

うことです。また、市役所や保健センターなど

７か所で希望者に配付することを決定しました。

群馬県は県立学校や県施設で無料提供すると決

めたそうです。神奈川県の大和市では市内の全

小中学校のトイレに生理用品が巾着袋に入れら

れて設置され、人目を気にせず自由に使えると

いうやり方が導入されています。 

  こうしたことから、生理用品を子供たち、女

性たちに配布するなどの考えはないか、もう一

度伺います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

髙橋富美子議長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 小中学校における生理用

品の提供ということでございますが、先ほどの

答弁にもありましたように、小中学生の発達段

階に応じて、家庭の状況も踏まえて、様々な事

情を聞いて保健室で対応しているところでござ

います。必要なことであるとか、恥ずかしいこ

とであるとかということにつきましては、子供

たちは確かにそう思う子がいることも十分理解
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しております。そのためでもないんですが、学

校としましては小さいうちから男女の性につい

ては男女一緒に学習したり、生理についても正

しい知識とか、教育といいますか、そういう形

で勉強しておりますので、そういう意味では以

前よりは子供たちもそういう学習をする機会が

増えているのかなと思っております。また、理

科や保健などでも同じような形で指導しており

ますので、現状としてお伝えするような形で御

理解いただきたいと思っております。 

  当然、必要な子に対してはいつでも提供でき

るような形を考えておりますので、現時点では

トイレに設置するということはまだ考えており

ませんが、状況に応じて今後も検討してまいり

たいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） どうもありがとうござ

います。 

  次に、１番から質問ですけれども、新型コロ

ナウイルス感染症で入院できずに自宅療養中に

命を落とした人は、８月、東京都で31人、千葉

県５人、埼玉県４人、神奈川県は３人です。自

民・公明政権による棄民政治の犠牲者ではない

かと私たちは思っています。９月１日現在、新

庄市での自宅療養者は何人になっているでしょ

うか。現在でいいです、９月１日に限らず、現

在自宅療養者は何人になっているか、把握して

いればお願いします。 

山科雅寛健康課長 議長、山科雅寛。 

髙橋富美子議長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 自宅療養者が新庄市において

何人いるかという御質問でございましたが、新

庄市におきましては、保健所からお聞きしたと

ころ、軽症者または無症状者に関してはその家

庭の事情により自宅療養または宿泊療養をして

いるということを聞いております。実際その人

数等につきましては公表していないということ

で、把握してないところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市内のある御家庭では

家族が陽性となったのに自宅療養とされていま

す。デルタ株は感染力が強いです。自宅療養で

隔離は無理ではないですか。東京都の発表でも

感染経路の68％が家庭内感染です。そういう意

味で、自宅療養で隔離は無理だと、医療機能を

強化した宿泊療養施設に保護隔離することが必

要ではないですか。 

山科雅寛健康課長 議長、山科雅寛。 

髙橋富美子議長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 自宅療養での陽性者の隔離は

難しいのではないかという御意見でございまし

た。新型コロナウイルス感染者の自宅療養につ

いてのことでございますが、国におきまして、

重症者や重症化リスクのある方に医療資源を重

点化するという観点から入院勧告や措置の対象

を見直したことによるものでございます。本当

に医療の必要な方に必要な医療をしていただく

ための措置ということで考えております。 

  ただし、無症状者や軽症の方について全く何

もしてないということはまた違いまして、もち

ろん保健所による１日２回の健康観察、もし具

合が悪いような場合は、最上管内におきまして

は最上医師会と協力しまして、電話による診療、

また薬剤師会の協力を得てそういった治療薬の

配送、そういったこともやっておりまして、も

し症状が悪くなった場合はすぐ入院できるよう

な体制を取っているということでお聞きしてお

ります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 自宅療養では、いろい

ろ県としても頑張っているだろうし、今おっし

ゃったようにいろいろ手だてを尽くしていると

いうことですが、実際にはさっき言ったように
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命を落としている人が次々出て報道される重大

な事態です。そういう意味では、気を緩めるこ

となく、すぐ入院ができるような受入れ体制を

つくれるように、入院あるいは治療できるよう

に、宿泊とかも含めていつでも受けられるよう

にしていただきたいということをお願いします。 

  次に、子供の感染防止が今必要ではないかと

思います。ゼロ歳児もコロナに感染しています。

12歳以下はワクチンを打てません。そこで、検

査キットは今どのくらい配っているでしょうか。

検査キットを増やすことはどうでしょうか。子

供の陽性者を見つけて隔離する必要があると思

うんですが、どうでしょうか。 

山科雅寛健康課長 議長、山科雅寛。 

髙橋富美子議長 健康課長山科雅寛さん。 

山科雅寛健康課長 12歳以下の陽性者が増えてい

るということで、ＰＣＲ検査と抗原検査を拡充

してはどうかという御意見だったと思います。 

  ただいま県は、今回の感染拡大を受けまして、

特別集中期間としまして８月20日から９月12日

までの期間を設けてございます。その中で早期

に陽性者を発見するために、学校や保育所にお

けるクラスターを防止するため、県内の保育施

設、小中学校、高校、大学等に対しまして抗原

検査キットを約２万2,000個配布するというこ

とで、現在配布しているところでございます。

そういった取組も県で実施しておりますので、

そういった体制の整備につきましてこれからも

要望してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 次に、保育料について

ですが、国の基準というのは、国の半分、国基

準の半分を県が交付するということで、見てみ

ました。３段階の方々に対して、国基準は１万

9,500円、この半分が県の交付金9,250円来るよ

うになると思います。市のそれらの３段階の保

育料はそれぞれ１万4,800円と１万6,600円と分

かれておりますが、ゼロにするための上乗せと

いうのは１人当たり5,550円や7,350円で、先ほ

ど言った無償化したとすると７か月350万円で

僅かだと思うんです。 

  ほかの鶴岡市や酒田市では既に上乗せを決め

たそうです。さらに、寒河江市でもやるという

方向になりました。このままでは新庄市が後れ

を取ってしまう、新庄市がいろいろな面で、子

育ての面で後れているということは時々指摘し

てまいりましたが、これで後れてしまうことに

なっていいのだろうかと私は思います。子育て

するなら新庄市というならば、県が少しでも頑

張ろうとしているところにはちょっと上乗せし

て、子育てしやすい新庄市になるように、私は

保育料も、また出産一時金の上乗せもやるべき

だと思いますが、市長、どうでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

西田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 県の事

業であります段階的負担軽減事業、出産支援給

付金事業、この２つの事業でございますが、県

が算定する事業としまして、必要な額の２分の

１を交付するという事業でございます。この事

業につきましては、まず県が主導している事業

であること、段階的負担軽減事業につきまして

はロードマップとして令和６年度までしか示さ

れておりません。令和７年度以降につきまして

は今後検討していくと、また国への要望を行っ

ていくといったような回答でございました。 

  また、さらに県の事業の財源ですけれども、

新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時

交付金を財源としているところでありますので、

こちらも将来的には持続が可能かどうかという

ところも不安なところがございます。 

  そういったところを踏まえまして、市としま
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してはこの事業に対する上乗せは行わない方針

としておりますが、３階層、４階層といった、

子育て期間に限らず、子育て期間と申しますの

はもっと長い期間ございますので、そうした全

体の中でどういった子育て支援ができるかとい

ったところを検討した上で、また新たな子育て

支援策を来年度以降行っていくような検討をし

ておるところでございますので、御承知いただ

きたいと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 令和６年度までという

のは、吉村知事が公約し、知事の任期が令和６

年までということから、令和６年まではやりま

すというような中身で、これは県民が吉村知事

を選び、子育てに優しい県になってもらいたい

と多数の方が、新庄市も含めて選んでやってき

たことです。子育て支援に力を入れていただき

たい、保育料を安くしてもらいたいというのは、

若者を中心に子育てが本当にしにくい今の日本、

世の中だという中で、これを支援しなければい

けないと山形県の県民が、多くの方が考え、新

庄市民もそれを願っていると思うんです。 

  特に３階層については、住民税均等割が発生

している若い方です。均等割発生と均等割がな

い住民税非課税は本当に僅かな差です。非常に

低所得の若い方々なんです。こういう方々がよ

り安心して子供を保育所に入れられる、働きな

がら子供を育てられると伝えることができたら、

どれほど若い人たちにとって、低所得の人が若

い人に多いわけで、そういう方々がどれほどほ

っとするか。それを考えて、ぜひ早く新庄市で

も手を挙げて上乗せして、住民税均等割が発生

したぐらいの僅かな住民税を払っている若い

方々に無料で、保育料大丈夫だよと言えるよう

な新庄市になるべきでないかなと思います。 

  監査委員から、保育料を払ってないのは不平

等ではないか、滞納世帯があるというのは問題

じゃないかという指摘があったように私は受け

取っていますが、そういう方々の収入を見れば、

若い人たちの収入は少ないんです。そういう

方々が保育料を払えなくて困っているんだなと

私は思うんです。そこに少しでも優しい新庄市

になるべきでないかなと私は思います。 

  次に、米価下落対策についてですが、今、米

の消費量は確かに減った。2020年は１人当たり

１年間で2.5キロも減ったと農水省が言ってお

ります。この20年間に１年で２キロ以上消費が

減ったというのは、リーマン・ショックで大失

業を招いた2008年の2.4キロ減少の一度だけだ

そうです。コロナ禍の影響で食べたくても食べ

られない困窮の状況が生まれていることを意味

しております。生活困窮者への支援を新庄市で

やってもいいんじゃないかと思うんですが、ど

うでしょうか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

髙橋富美子議長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 市長答弁にもございましたよ

うに、生活困窮者への食糧支援につきましては

現時点では予定はございませんけれども、その

支援につきましては適切に支援できるよう今後

も検討させていただきたいと考えているところ

でございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 北海道の出荷の約半分

を占めるななつぼしの概算金は１万2,000円余

りで昨年より2,300円下がったそうです。農協

の手数料などを引いた農家の手取りは9,000円

台です。農林水産省の米１俵当たりの生産費は

全国平均１万5,000円を超えております。生産

費を大きく下回る異常事態ではないですか。こ

のままでは米作りも地域経済も崩壊しかねない

のではないですか。どう思いますか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

髙橋富美子議長 農林課長三浦重実さん。 
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三浦重実農林課長 米価の下落につきましては、

例年９月の中頃になりますけれども、各単協よ

り仮払い、概算払いという形で報告を受けてお

りますので、現段階では全国的な米価下落とい

う内容でございますけれども、当市、当山形県

におきましては、はえぬき、つや姫の価格につ

きましてはそれほどの下落は見込めないのでは

ないかという見方もございますし、また外食用

米のはえぬきにつきましても販売先が既に決ま

っているという形で伺っているところでござい

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国産米には史上最大の

減産を強いながら、需要の１割にも及ぶ77万ト

ンもの米の輸入を続ける、これほど露骨な米、

水田潰しがあるでしょうか。おいしい国産米を

食べたいという消費者の願いも危うくします。

ミニマムアクセス米の輸入中止を言うべきだと

思います。 

 

 

散      会 

 

 

髙橋富美子議長 以上で本日の日程は終了いたし

ました。 

  13日午前10時より本会議を開きますので御参

集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３６分 散会 
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令和３年９月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 佐 藤 卓 也 

１．専門職大学開校におけるまちづくりについて 

２．新庄市エコロジーガーデン「原蚕の杜」について 

３．死亡・相続ワンストップサービスについて 

市 長 

２ 叶 内 恵 子 １．新庄市の道の駅について 市 長 

３ 小 嶋 冨 弥 

１．地域経済について 

２．学校教育について 

３．台湾とのホストタウンについて 

市 長 

教 育 長 

４ 八 鍬 長 一 

１．新庄インターチェンジ付近の「道の駅」の協議はなぜ
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２．看護専門学校建設予定地だった土地の整理について 

３．技術系職員の採用について 

市 長 

 



- 100 - 

 

開      議 

 

 

髙橋富美子議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は16名です。欠席通告者

は今田浩徳さんの１名です。 

  なお、成人福祉課長が欠席のため、成人福祉

課より高齢者福祉推進室長大江 周さんが出席

しておりますので、御了承願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

髙橋富美子議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名です。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 それでは最初に、佐藤卓也さん。 

   （１７番佐藤卓也議員登壇） 

１７番（佐藤卓也議員） 皇紀2681年、令和３年

９月定例会２日目、最初に一般質問させていた

だきます。市民・公明クラブ、佐藤卓也です。

よろしくお願いいたします。 

  初めに、専門職大学開校におけるまちづくり

についてお伺いいたします。 

  令和６年４月に開校を目指す、仮称ですが、

東北農林専門職大学に関し、山形県は８月19日、

大学の基本設計を発表しました。整備計画は、

高等教育機関らしいアカデミックな風合いを兼

ね備えた施設として、最上地域の気象条件を考

慮した構造形式を基本とした設計とすることや、

地域のシンボルとなる施設とすること、機能的

で、環境、経済性、耐久性に配慮した施設とす

ることなどを基本方針としております。また、

県産木材を交流棟の内装に活用することで、や

まがた森林ノミクスの推進が期待されます。新

庄最上の願いがかない、待ちに待った専門職大

学開校があと３年と迫っております。しっかり

と準備をし、受入れ体制を整えていかなければ

なりません。 

  そこで、専門職大学基本構想を踏まえ、実地

体験学習や臨地実務実習などをどのように大学

と連携していくのかお伺いいたします。 

  また、専門職大学基本構想の概要では入学定

員が１学年40名程度とされております。住居や

買物など、学生が生活しやすい環境整備が必要

と考えます。今後どのように学生が生活しやす

い環境整備を行っていくかお伺いいたします。 

  そして、大きなテーマとなりますが、専門職

大学開校を契機としたまちづくりについてお伺

いいたします。 

  今は高等学校を卒業すると最上地域を離れて

いく学生がほとんどですが、専門職大学が開校

すれば、毎年40名、４年で160名程度が最上地

域で活動していきます。若者が暮らしやすい新

庄市となるために、今後どのようにまちづくり

を行っていくのでしょうか、お伺いいたします。 

  ２番目の質問、新庄市エコロジーガーデン

「原蚕の杜」についてお伺いいたします。 

  新庄市エコロジーガーデン利用計画は、平成

19年３月に第１期、平成23年２月に第２期、平

成25年３月に第３期を策定してきました。第１

期計画では新庄バイオマスセンターを中心に環

境に関する事業が展開され、第２期計画では有

機農業の推進や農業公園の整備を中心とした取

組をし、第３期計画では農業振興のほか、観光

振興、景観保全を柱として、kitokitoマルシェ
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の開催など大幅に交流が拡大されました。 

  平成30年から令和４年までの第４期利用計画

では、第３期計画の基本的な考えを継承しなが

ら保存と活用を軸に策定しております。計画実

施のための２本柱として、公開活用による交流

拡大では、自然に親しむ公園機能の充実、多様

な実施主体との連携、交流活動の場づくり、施

設概要やイベント情報の発信として、施設全体

の機能を段階的に整備し、多くの方が楽しめる

空間をつくり出し、来園の憩いの場として活用

や様々な交流を育む場としての活用を図るとし

ております。また、歴史・文化資源の保存管理

では、民間活力と連携した運営管理、文化財建

造物の適正管理、樹木、周辺環境の適正管理、

歴史、文化、伝承機能の充実として、文化財建

造物の耐震補強並びに公開活用のための改修工

事の実施や樹木等の周辺環境についても適正に

管理し、エコロジーガーデンの象徴的な景観を

保全していくとしております。 

  これまでの反省点や利用拡大など様々な効果

などを検証していかなければなりません。今後

どのように第５期利用計画を策定し、原蚕の杜

のさらなる可能性を広げていくのかお伺いいた

します。 

  そして、文化財建造物維持管理や、樹木、周

辺環境の適正管理の状況は現在どのようになっ

ているのでしょうか、今後の取組についてもお

伺いいたします。 

  最後に、死亡・相続ワンストップサービスに

ついてお伺いいたします。 

  令和元年４月18日に、各府省ＣＩＯ連絡会議

にて、死亡・相続ワンストップサービス実現に

向けた方策の取りまとめを決定し、令和２年３

月17日、内閣官房ＩＴ総合戦略室により、死

亡・相続ワンストップサービスのこれまでの取

組と今後の方針がまとまりました。 

  死亡・相続ワンストップサービスの全体像と

して、行政手続を見直して、遺族が行う手続を

軽減し、故人の生前の情報をデジタル化し、死

後、当該情報を信頼できる第三者により相続人

であることを電子的に承認された遺族が死亡・

相続の手続に活用できるようにすることで、遺

族の負担を軽減するとともに、死亡・相続に関

する手続の総合窓口を自治体が円滑に設置運営

できるように支援することで、自治体が精神的、

経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行え

るようにすることを目指しております。 

  新庄市においても毎年数百人の方がお亡くな

りになっており、人ごとではありません。死亡

手続のワンストップ化を進めれば遺族の負担軽

減にもなり、また故人の生前の情報のデジタル

化をすることで、遺族が遠方にいてもスムーズ

な手続を行えることが考えられます。市民に寄

り添うためにも、総合窓口の設置について市の

考えをお伺いいたします。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、佐藤市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  初めに、専門職大学開校におけるまちづくり

についてでありますが、最上地域初の４年制大

学となる専門職大学につきましては、教員の招

聘が進まず、開学の予定も遅れ、最短で令和６

年４月になるものとお聞きしておりますが、地

域にとっては明るい話題ですので、早期の開学

を期待しているところであります。 

  大学との連携につきましては、県と管内町村、

ＪＡ、森林組合などで構成する農林業専門職大

学地域連携プロジェクトチームが設置されてお

り、その中で最上地域における実習先候補の掘

り起こしや地域振興策について検討を行ってき

たところであります。 

  大学のミッションは、東北、日本を牽引する
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農林業経営者の育成であります。実習において

は、現場での知識と技術の学び、問題を解決で

きる思考力を養うことを目的としており、最上

地域だけでなく、県内全域で実習が行われる予

定となっています。実習先候補としては、県内

４ブロック単位から候補が出されており、３月

末の取りまとめ状況では最上地域で74、県全体

では329の経営体が候補として挙げられていま

す。実習を通し多くの学生に地域農業に触れて

いただくことで、本市の農業振興につなげてい

ければと考えているところであります。 

  次に、学生の住居等についてでありますが、

専門職大学の定員が１学年40名と予定されてい

ます。そのため、令和６年の開校時は40名、３

年後の令和９年には160名の学生が新庄市で学

生生活を送ることになります。このうち最上郡

内、県内、県外の学生がどのような割合なのか、

自宅から通学する学生とアパートなどから通学

する学生の人数がどのくらいか、男女割合がど

のくらいかなど予測できない現状でありますが、

大学生という若者が一人でも多く新庄で生活し、

そのよさを感じてほしいと考えています。 

  住居等の環境整備の方策として、中心市街地

に点在する空き家、空き店舗をリノベーション

し、大学生が新庄で快適で有意義に暮らせる住

宅を供給できるよう空き家改修費補助金制度の

創設について関係機関と調整を行っております。 

  御質問にはございませんが、専門職大学、ま

ちづくりの中で、学生ではなく、実は教員の居

住ということも大きな一つの課題だと捉えてい

るところであります。 

  次に、専門職大学を契機としたまちづくりを

今後どのように行っていくかという御質問です

が、大学生をまちの中に居住させることによっ

て若者が回遊し、関連サービスが誘導され、多

くの交流が生まれることをきっかけに、その相

乗効果としてまちににぎわいが生まれることを

期待しているところであります。 

  現在、農林業専門職大学最上地域連携プロジ

ェクトチームの中で、専門職大学と連携した地

域振興施策としてフィールドワークの受入れ、

大学の専門性を活用した特産品開発やブランド

化、祭りやイベントなどへの地域参加、若者の

定住に向けた施策などのアイデアが挙げられ、

検討しておりますが、いかに大学生に新庄市に

定住してもらうかが重要になってくると考えて

おります。新庄市の四季折々の食や風土、歴史

や祭り、町並みの景観など、大学生に新庄市を

もっと知ってもらうこと、そして４年間の生活

で新庄に愛着が湧き、この地で定住したいと思

う大学生を増やしていけるような取組を検討し

てまいりたいと考えております。また、卒業後

の起業や就農支援といった対策も重要と考えて

おりますので、関係機関と連携を図りながら検

討を進めてまいります。 

  次に、新庄市エコロジーガーデン「原蚕の

杜」についての質問でありますが、まず次期利

用計画となる第５期利用計画については、現在

の第４期計画が来年度までの計画となっている

ことから、本格的な策定作業を来年度早々から

行う予定です。現在、この準備作業として、計

画の進捗確認や今後の大まかな整備、活用方針

の検討を行っているところであります。 

  第５期計画策定に当たっては、これまで策定

した利用計画の下でうまく進められなかった事

業や取組を再精査した上で盛り込むことに加え、

第１期耐震改修終了後に始めた新たな活用の状

況や今後想定される整備などを十分踏まえたも

のにしたいと考えております。６月にオープン

した文化交流施設は、既に様々な方に使ってい

ただいており、演劇公演や英語教室など多様な

目的で使われています。今後も新たな人の流れ

や活用をつくり出せるよう十分検討してまいり

ます。 

  また、２つ目の御質問とも関連しますが、施

設内の建造物や樹木などにどのような価値があ
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るのかという点と保存の必要性や活用の留意点

などに関する情報提供を充実させることで、市

民も含めた訪れる人に対し保存活用計画の趣旨

をもっと広く伝える必要があるとも考えており

ます。 

  昨年度、工学院大学から保存活用計画の一部

改正や概要版作成の提案もいただいていること

を踏まえ、これらも盛り込みたいと考えており

ます。 

  ２点目の管理に関する御質問ですが、基本的

には条例や保存活用計画における保護の方針に

従い、場合により専門家に意見を伺いながら補

修や活用を行ってまいります。また、耐震改修

後は常時使用する団体等も増えたため、施設管

理面も含めてこれらの団体との情報共有や協議

の場を今年度から毎月行い、適正管理に役立て

ているところであります。様々な活動が既に行

われ、今後も新たな活用法を模索する本施設に

おいて、施設を活用する上でのルールづくりは

手探り状態が続くものと考えられますが、条例

や保存活用計画などの考え方を基本にしながら

適正に使用いただけるよう継続して取り組んで

まいります。 

  なお、樹木や周辺環境の適正管理については、

今後さらに取り組む必要があると認識しており

ます。利用者が増えれば増えるほど利便性向上

のための整備が求められますが、建造物の文化

財登録に当たり周辺環境の状態も含めて評価さ

れていることから、樹木や景観の保存も十分考

えなければなりません。この施設の大きな命題

であり最大の魅力でもある保存と活用のバラン

スを適切に判断しながら、今後も活用を進めて

まいります。 

  樹木に関しては、既に衰弱、枯死しているも

のも散見されることから、景観維持のための計

画的な伐採と補植も必要となっております。第

５期利用計画ではこれらについても十分踏まえ

て策定してまいりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

  次に、死亡・相続ワンストップサービスにつ

いての御質問でありますが、大事な方を失った

御遺族は悲しみの中でも死亡や相続に関する手

続を進めなければなりません。慣れない手続に

ついて、手続の漏れや必要書類の不備などによ

って何度も来庁しなければならないなどの負担

が生じていることから、相続人の方だけでなく、

行政機関や民間事業者などの負担軽減に向けた

取組が必要とされています。 

  議員がおっしゃるとおり、国では行政手続の

一部について届出の省略を可能としたり、将来

的には亡くなられた方の情報をデジタル化し、

相続人が民間の銀行や生命保険の手続にも活用

できるような仕組みを目指しており、自治体に

おいては御遺族に必要な支援をスムーズに行え

るよう死亡・相続に関する手続の総合窓口の設

置を推進しています。 

  具体的には、お悔やみコーナー設置自治体支

援ナビを策定し、そのシステムを自治体に提供

しており、内容的には、30項目程度の質問に答

えることで必要な手続を特定し申請書を自動作

成することで、御遺族が何度も同じことを記入

することのないようにするシステムであります。 

  現在、市では、死亡届を出された方に、福祉

や子育て、税金、水道など12の手続について、

今後どのような手続が必要になるか一覧にまと

めてお渡ししており、後日、遺族の方が来庁す

る際の参考にしていただいております。 

  御質問にございます死亡手続をワンストップ

で受け付ける総合窓口につきましては、スペー

スや専門性が求められるなど職員配置の課題も

あり、現状では難しいものがございますが、手

続のデジタル化やシステムの導入につきまして、

関係課と業務プロセスなどの見直しを行いなが

ら検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 
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髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） それでは再質問させて

いただきます。 

  一番初めに、死亡・相続ワンストップ化につ

いてお伺いいたします。 

  やはり新庄市でもたくさんの方が毎年亡くな

られており、その手続が大変なことは執行部も

御存じかと思います。私も父親や祖母が現に亡

くなっており、その手続をする際はかなり複雑

でした。この複雑さを解消するためにはワンス

トップ化が必要かと思います。先ほど市長もこ

れから検討するとありましたが、これをしっか

りしていかなければ、市民に寄り添う市役所に

はならないと思います。 

  具体的にどのように進めていくのかが今後の

課題だと思いますが、まず第一に、それをやる

ためには個人情報の扱いが非常に大事だと思い

ますが、個人情報をうまくデジタル化すること

によって御遺族の負担軽減につながると思って

おります。まず、個人情報のデジタル化の今後

の進め方について、どのように考えているのか

お伺いしたいと思います。 

伊藤幸枝市民課長 議長、伊藤幸枝。 

髙橋富美子議長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 新庄市の状況を説明させてい

ただきます。 

  死亡件数につきましては、昨年度ですと530

件ということで、大体開庁日の平均にしますと

１日２件程度の死亡届が出されているような状

況です。死亡届の後、火葬いたしまして、葬儀

が終わった後、御遺族の方の様々な手続がござ

います。市役所など公的な窓口での手続、また

銀行や保険などでの民間の手続、さらには相続

といった手続がございます。 

  議員がおっしゃっております死亡手続をワン

ストップで受け付ける総合窓口、いわゆるお悔

やみコーナーと言われておりますが、こちらは

市町村が死亡手続を行うための専用の窓口を設

けて、亡くなった方や遺族の状況に応じて必要

な手続を抽出し、申請書の作成の補助、受付、

関係課への御案内を行う場とされております。 

  新庄市でも税とか福祉に関してはマイナンバ

ーで連係している部分もございますが、なお市

の全体の手続について再度手続の洗い出し、手

続内容の整理を行いまして、総合窓口でできる

こと、担当課まで足を運んでいただく手続、そ

ういったところを整理して、御遺族がスムーズ

に手続ができるような、国のそういったシステ

ムであったり、民間のベンダーでもいろいろな

システムを開発されておりますので、そういっ

たシステムの活用についても今後検討をしてま

いりたいと考えております。以上です。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。前向き

な検討をするということだったので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  昨年度は530件、１日２件程度でしたけれど

も、御遺族からすればお一人お一人の命がなく

なっていく、その手続は精神的にも肉体的にも

かなりきついものがございます。特に急に亡く

なった場合ですとその手続にかなり時間がかか

るということだったので、そういうことを、肉

体的じゃなくて精神的に落ち込んでいる方に寄

り添うものが必要だと思います。新庄市もデジ

タル化が始まるということだったので、そうい

うところを一番最初に始めたほうが市民に寄り

添える市役所になると思いますので、ぜひそこ

ら辺を考えていただきたいと思います。マイナ

ンバーは国でも進めておりますし、うまく連係

づければ遺族を救える、要は心の支えにもなる

と思いますので、積極的に進めていただきたい

と思いますが、そこら辺いかがでしょうか。 

伊藤幸枝市民課長 議長、伊藤幸枝。 

髙橋富美子議長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 故人の生前の情報のデジタル
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化に関しましては、国が主導しておりまして、

金融機関とか生命保険会社、そういったところ

で故人の資産情報のポータルサイトの構築なん

かも検討しているようです。それから、死亡届

とか死亡診断書につきましてもデジタル化で手

続ができないかという検討も進められておりま

して、また相続人が電子的に確定できれば、死

亡届を役所に出さずとも全て手続がデジタルで

一気通貫で行えるというところまで国では検討

しているようです。 

  市役所は身近な窓口でありますので、そうい

ったデジタル化になかなか、情報格差といいま

すか、困難な方がいらっしゃるのも現実だと思

います。そういったところの相談や支援、そう

いった窓口の充実といったものが自治体に求め

られている役割かなと感じておるところです。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 国でも今月からデジタ

ル庁が発足し、国全体がデジタル化を進めてお

りますので、そういう情報をいち早くつかんで

進めていただきたいと思います。 

  また、これからはいろいろな団体と組みまし

てエンディングノートの作成が必要だと思いま

す。エンディングノートというのは、自分のこ

とに関わることなんですけれども、自分が亡く

なった後、死後についてその方針を書き留めて

おくノートでございます。これはいろいろな場

所で発行しておりますが、遺書とは違いまして、

形式、内容は自由でございます。法的な拘束力

はないんですが、エンディングノートを残すこ

とを普及することも一つの方策かなと思います。

亡くなる方ではなくて、遺族の方が、どのよう

にしてほしいのかが分からないと、通帳だった

り、今はパソコン上にお金がある電子マネーも

ございますし、分からないこともある。パスワ

ードが分からなければパソコンから入れません

し、また遠方の方が、近くにいれば分かるんで

すが、今は遠くにいらっしゃっていてなかなか

こっちに来られないといったときにどういう方

法か分からない。そういったときにこのエンデ

ィングノート、遺書ではないんですけれども、

そういうことを活用することによって遺族の方

の負担も軽くなる、軽減すると思っております。

ぜひとも市役所やいろいろなところに配るなど

して、エンディングノートの普及も一緒に進め

たほうが、今後遺族、必ず人は亡くなりますの

で、残された方々の負担軽減をするためにもそ

ういうことの活用も必要だと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

伊藤幸枝市民課長 議長、伊藤幸枝。 

髙橋富美子議長 市民課長伊藤幸枝さん。 

伊藤幸枝市民課長 エンディングノートにつきま

しては、現在は民間事業者が提供しているもの

が多くありまして、冊子のものであったりウェ

ブ上で管理するアプリなんかもありまして、国

民の関心も高くなっていると認識しております。 

  こういったものがあれば、亡くなった方の遺

志を酌んだ手続が可能になりますし、有効性は

国でも認めておりまして、今までばらばらだっ

たエンディングノートの形式について、2021年

３月にデータの標準仕様書を作成して公開して

おります。その項目は、基本的な故人の情報で

あったり、医療、介護、葬儀・埋葬、各種サー

ビス、相続等1,700にわたる項目について挙げ

られておりまして、そういったところを全部で

はないにしろ埋めて、残された家族にそういっ

た形で伝えていければいいのではないかという

ことで進められております。 

  こういった国全体の死亡・相続ワンストップ

サービスの動向を見ながら、市では御遺族に必

要な支援についてさらに検討を進めてまいりた

いと思います。以上です。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 
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１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。ぜひと

も進めていただきたいと思います。 

  課長がおっしゃっているお悔やみコーナーは、

モニタリングでは船橋市や松阪市、室蘭市、大

和市など大体大きな規模で行われております。

その中においてもやはり遺族の方の負担軽減に

なっておりますので、ぜひとも、大都市とは比

べ物になりませんけれども、新庄市らしいお悔

やみコーナー、そして遺族に寄り添える新庄市

になっていただきたいと思いますので、そこら

辺も踏まえまして、デジタル化と一緒にやって

いただきたいと思います。亡くなる方にどのく

らい寄り添えるかも新庄市には大事だと思いま

すので、そこら辺の前向きな検討をよろしくお

願いしたいと思います。 

  次に、エコロジーガーデン「原蚕の杜」につ

いてお伺いしたいと思います。 

  令和５年度に向けて第５期を策定することな

んですけれども、これから様々な過程を含める

ことにおきまして心配なのが樹木です。その環

境整備だと思います。特に、原蚕の杜では桑の

大木がございまして、12本あったものが現在11

本になっておりますし、そういった意味でも、

景観の保持と言っておりますので、桑の大木を

しっかりと管理する必要がありますけれども、

これからのエコロジーガーデン「原蚕の杜」の

樹木についてどのような管理を行っていくのか

お伺いしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 御質問の原蚕の杜の大桑

についてでございますが、当初、市の天然記念

物になった当時は12本確かに現存しておりまし

た。その後、１本が枯死しまして、危険防止の

ために倒したということでございます。 

  エコロジーガーデンについては、開設から80

年以上たっておるもんですから、かなり老木の

樹木が多く存在しているということであります。

当初、国から譲与を受けた際に、その樹種、樹

齢についての図面を頂きまして、それに基づい

て管理をしてきたということでございます。こ

れまでも樹木医をお願いしまして、どのように

管理をしていくかということも検討されてきた

ところでございますが、ここ数年、そういった

ことをしておりませんので、そういったことも

踏まえまして、今後樹木医の専門的な知見を有

効に活用しながら、年次計画を立てながら、剪

定、伐採、補植について検討してまいりたいと

考えてございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。 

  樹木に関しては、この計画に保存管理は載っ

ているんですけれども、正直、目立った管理を

していなかったものですから、私自身も周りを

見てこの木がいいか悪いかの判断もつかず、木

にはっているツタを取っていいのかも分からな

い状態ですし、あそこの景観が好きで皆さん行

くわけですから、建物だけではなく樹木、あそ

こ一体の管理が必要だと思います。課長から年

間的な管理も行うということだったので、ぜひ

ともそこら辺は樹木も同時に環境整備をしてい

ただきたいと思います。ただでさえ年間イベン

トなどで何千人とか来るという形でしたので、

そういった意味でも樹木管理も一緒にしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  また、保存管理の中では、桜の名所や、あそ

こにはタンポポの原種などもあるのかなと感じ

ております。これから人がいっぱい来れば、知

らずに入って踏み固めたり、また知らずに樹木

を傷つけたりということもございます。そこら

辺の適正管理もしていかなければ、何もしなけ

れば人によって破壊される可能性もございます。

ぜひともそこら辺の管理をしっかりしていただ
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き、あそこの環境整備、保存管理になると思う

んですけれども、タンポポや桜、大桑の管理に

ついてもう一度お伺いしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 初めに、桜についてでご

ざいますが、桜につきましては南側エリアの外

周等に、多くはソメイヨシノとなっております。

ソメイヨシノにつきましては、皆様方も御存じ

のとおり80年から100年程度の耐用年数だと言

われております。そろそろ80年を経過している

ものですから、そちらについては倒れる前に補

植なり途中の間に植えるなりしていかないと桜

の景観というものがなくなってしまうというこ

ともございますので、現在北側に最上川さくら

回廊の並木があるわけですけれども、そちらに

ついては十数年しかたっておらないということ

もございますので、そちらの延長も含めた形で

園内の樹木の配置も検討しながら進めてまいれ

ばと思っております。 

  それから、タンポポについての質問がござい

ました。ニホンタンポポ、いわゆるエゾタンポ

ポだと思いますけれども、そちらについては春

にしか咲かないと。現在咲いているタンポポに

ついてはセイヨウタンポポだと思われますので、

そちらについて、よく見ないと見分けがつかな

いということもございます。ニホンタンポポの

場合、ほぼ春にしか咲かないもんですから、春

に咲いたニホンタンポポとセイヨウタンポポの

中で、花びらの下に総苞片がございますけれど

も、そちらの形状によって区別されると思いま

す。そちらについては、ニホンタンポポの場合、

セイヨウタンポポに比べて種が小さくないもん

ですから、重くて飛ばないということもござい

ますので、現在あるところの周辺に多く群生す

るのかなと考えてございます。そちらについて

も表示するのがよいのかも含めながら検討して

いくものだと思っております。 

  知らず知らずのうちに皆さんが入って踏み固

められるということもございますので、そうい

った大木の樹木につきましても、人が入った後

にどういった管理をして、根っこ、木を守って

いくのかということも含めながら管理計画を立

てていきたいと考えてございます。よろしくお

願いします。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。しっか

り商工観光課でも考えているということでした。

ぜひともお願いしたいと思います。 

  これから行われる歴まち法しかり、エコロジ

ーガーデンも含め、新庄市の新たな魅力がどん

どん発信されていくと思います。 

  そこについて、第５期をこれから策定するわ

けですけれども、これからの時代は、車では回

らず、今はサイクリングなんかで行く方が多い

と伺っております。最近ですと山に行く方も同

様に自転車で行ったり、町なかを巡るには歩い

てはちょっと大変だなという方はレンタルサイ

クルを使うと。新庄市でもレンタルサイクルが

あると思いますけれども、そこについてなんで

すが、この間少しレンタルサイクルの状況を見

てきましたけれども、かなり年数がたっている

なと感じておりました。これはあくまでも私の

感想です。 

  そういう方々がレンタルサイクルを使うとき

に、これからは少しでも気軽にできる、そして

あまり力が必要でないレンタルサイクルといえ

ば今はｅバイクですね。ｅバイクといえば電動

アシスト自転車のことで、家庭で乗るやつでは

なくて、スポーティーになっている、つまり二、

三回こげばスピードが出る、そういう自転車で

ございます。そういうｅバイクを使って新庄市

を巡ることが、今後歴まち法ができれば使える

のではないかなと思います。駅から降りてエコ

ロジーガーデン「原蚕の杜」に行って雪の里、
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それから鳥越八幡宮などを回ったとき、三、四

時間で回れる、そのときに普通の自転車ではな

くてスポーツ的なｅバイクを使った観光巡りも

考えられないか。そのとき原蚕の杜が起点とな

れば、新しい観光の名所や、車では分からない、

要はぱっと行くのではなくて、新庄のまちを改

めてできるようなことも考えられます。ぜひと

も第５期策定のときにはｅバイクの活用を、こ

れは新庄市でなくて民間の活用も必要だと思い

ますが、そこら辺の考え方についてよろしくお

願いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいまｅバイクについ

て御質問をいただきました。ｅバイクにつきま

しては、議員御承知のとおり軽く、スピードが

出るということで、確かにほかの観光施設でも

活用されている事例があります。我々としても

国の交付金などを活用しながらそれをどうにか

導入できないかということで提案したことがご

ざいますが、なかなか採択に至らなかった経過

がございます。 

  また、観光協会にあるレンタルサイクルにつ

きましても、ここ数年、更新がなされていない

ということもございますので、そういったこと

も併せながらその整備の方向について検討して

いきながら、どれが一番ふさわしいのかという

ことも含めまして検討してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。これも

市の中で検討しているということでした。ぜひ

ともそういうことを、ｅバイクについても皆さ

ん知らないことが多いでしょうし、これからの

時代をどうつかんでいくのか、コロナ禍ですの

で、今までとは違った観光が現れてくると思い

ます。集団ではなく、これからは個々で動いて

旅行し、そしてどのような人をターゲットにし

ていくか、そういう時代の流れもつかみながら

先取りしていく、そういうことも必要ですので、

ぜひともこれからそういう時代の流れとニーズ

をつかみながら情報収集をして、そして前向き

な検討をしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  専門職大学についてお伺いいたします。 

  私もこの基本構想の計画を見たときに、１年

延びたことによって市民全体が専門職大学につ

いて関心がなくなってしまったように、火が消

えてしまったように思います。ぜひとも、専門

職大学は新庄市が望んだ大学設置ですので、ぜ

ひとも市民全体に知っていただき、より活用し

ていただきたいと思います。 

  そのきっかけとなるのは、地元に学生が来る

ことによる住居の問題がまず出てくると思いま

す。私も子供がいますので、大学のときには必

ず住居探しに来ると思います。もし４月から入

るとすれば前の年から、そのまちがどういうま

ちなのか調べると思います。逆にそれをきっか

けとしてまちづくりができるのではないでしょ

うか。先ほど市長から「新庄市からどのくらい、

最上郡からどのくらい来るのか分からない、男

女比が分からない」ではなくて、これを契機に

まちづくりをすることで新庄市も盛り上がり、

まちづくりの新しいきっかけとなると思います。

ぜひともそういうきっかけを無にするのではな

く、可能性としても、来ていただく方の住居や

買物などを含めてこれを契機に盛り上げること

が必要ではないでしょうか。ぜひともそこら辺

の考え方をお伺いしたいと思います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 専門職大学の開校が延び

たということで、情報が非常に少なくなってい

るというのは危惧されているようでございます

けれども、我々としては直近で７月に意見交換
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会をさせていただきました。 

  市長がおっしゃいましたように、我々として

も特に中心市街地に点在している空き家とかこ

の辺をリノベーション、店舗とかをリノベーシ

ョンして、何とか大学生がまちににぎわいとし

て存在していただける、そういった有意義なま

ちづくりになればいいかなと思っているところ

です。答弁させていただきましたように、今後

関係機関と連携しながら、そうしたまちの中で

学生がにぎわいをつくれるかなということを、

まだ時間はあるんですけれども、今のうちから

おっしゃるように検討しなければいけないと思

っておりますので、その部分につきましては今

後も県と連携しながら、情報発信できる部分に

つきましてはその時期が来ましたらきちんと発

信したいと思っています。 

  直近の７月に情報交換を行ったときに今後の

スケジュールとしていただいているので、県か

らいただいているので、ここで発表してもいい

のかなと思うんですけれども、最短、令和６年

４月開学の場合のイメージとして、今年11月に

県の進捗状況の報告ということをいただきます。

予定では令和４年５月に骨子案を報告いただけ

るという形になっていますので、そのあたりで

また皆様方に、県を通じていただいた情報でご

ざいますけれども、なるべくいろいろな形でお

知らせして、市もそこに向けての準備、新たな

課題が出てきたらそれに対応したいと、そのよ

うに考えておりますので、どうぞ皆様方もよろ

しくお願いしたいと思います。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。１年延

びたことにより、火がちょっと消えかかってい

るのは非常に危惧しておりますので、ぜひとも

少しでも県からの情報が入りましたら知らせて

いただきたいと思います。 

  また、先ほど市長からもあったとおり、実地

研修が４ブロックに分かれているということだ

ったので、最上郡内におきましては花卉が強い

のかなと思っています。そこら辺も含めまして、

来た方をどのように、おもてなしというわけで

はないんですけれども、来ていただいて、新庄

で実習してよかったなという思いですね、そう

すれば、実習した方々は新庄市に二、三年定着

し、さらによければ地元定着に結びつく、やは

りきっかけづくりだと思います。これが今まで

はなかったものですから、林業に対しては青森

に行って青森で終わってしまう。それが新庄市

にということで新たな魅力発信もできると思い

ますので、ぜひともそこら辺を、実地研修が４

ブロックに分かれるといっても、そこら辺の協

力的なＪＡだったり森林組合などを通じて新庄

市の魅力を同時に発信していただければと思い

ます。来るだけではなくて、こちらの魅力も同

時に発信していかなければいけませんので、そ

こら辺の考えについてどのような考えでしょう

か、お伺いしたいと思います。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

髙橋富美子議長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 臨地実習についての御質問を

いただきましたので、全体的にどのような臨地

実習を計画されているのかということをお時間

をいただきまして御説明させていただきたいと

思います。 

  農業経営の実施形態としまして４ブロック、

議員おっしゃるように４ブロックに分けており

まして、例えば稲作でございますけれども、新

庄最上が23、全体としては113の経営体がござ

います。畑作につきましては、全体で２つです

けれども、最上からは１つ、置賜に１つという

形でブロック分けされております。また、林業

もしかりでございます。素材生産ということで

最上については６つの会社が候補として挙がっ

ておりますし、全体では22ということで、市長

答弁にございましたように、全体として329の
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研修先がございまして、うち最上が74というこ

とでございます。 

  県といたしましてはオール山形で取り組んで

いくんだということでございますけれども、議

員おっしゃるように地元が頑張らなければいけ

ないんだなということで、農林部門といたしま

しては実習先とパイプを密にしまして、大学生

がどのようなことを望んでいるのかということ

もおいおいお話を伺いながら支援させていただ

ければと考えているところでございます。以上

です。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。ぜひと

もよろしくお願いしたいと思います。 

  今回私が質問させていただいた内容は、あく

までも皆さんに知っていただきたいということ

です。農林大学校にしろ、原蚕の杜にしろ、ワ

ンストップサービスにしろ、皆さん知らなけれ

ば使いようがないでしょうし、いろいろな情報

を国なりいろいろなところから、要は知っても

らうことが必要です。その知ってもらったこと

を市民に知らせることも私たちの義務でござい

ますので、ぜひともこれを契機にまちづくり、

そして市役所内でもしっかりとしたデータ化を

していただきたいと思います。ぜひともそこを

進めなければ、新庄市が掲げる「住みよさをか

たちに」、まさに形にすることが私たちの仕事

でございますし、それは私たちではなく市民全

体が新庄市をつくるんだということが必要だと

思います。そのためには皆様が情報を持ってな

ければ進まないでしょうし、ぜひともいろいろ

なことの可能性も含めまして、皆さんでまちづ

くりを、皆さんと一緒につくっていきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  今回については前向きな答弁をいただきまし

たので、ぜひとも、この答弁を含めまして、私

も一歩一歩進んでいきたいと思いますので、ぜ

ひとも皆さんの御協力をいただきながら、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  私からは以上です。よろしくお願いします。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１０時５９分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、叶内恵子さん。 

   （２番叶内恵子議員登壇） 

２ 番（叶内恵子議員） 勁草21、叶内恵子、議

席番号２番、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

  新庄市の道の駅についてです。 

  ７月の市報と一緒に、早い町内会ですと26日、

遅くても28日までの間に、市内全戸に市は「新

庄市エコロジーガーデンを道の駅に」のリーフ

レットを配布しました。このリーフレットの裏

面には、ほかの国の補助制度を活用することで、

市の負担としては総事業費の５分の１程度とな

ることを基に協議を進めていきますと公表して

います。これは、当初予算において３月定例会

賛成多数で議会が承認した道の駅登録候補協議

書作成業務委託料を基にして、道の駅登録候補

協議書をもって国土交通省東北整備局山形河川

国道事務所との協議に基づいた成果を公表して

いるものと受け取ったのですが、「ほかの国の

補助制度を活用する」などという曖昧な公表内

容では行政が説明責任を果たしているとは言え

ないと思います。 

  まず、エコロジーガーデンを道の駅にするた
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めに総事業費約６億5,000万円と試算している

とありますが、市の負担として一般財源を５分

の１程度に圧縮していくと公表している、この

根拠、これを伺います。 

  次に、厳しいコロナ禍を経験して、さらに厳

しくなろうとしている財政状況の中で、行政運

営の効率化、財政の健全化、これに向けた取組

を継続して推進していくことは当然必須です。

持続可能な行政運営、行財政運営のためには、

限られた行財政資源を効果的、効率的に活用で

きるのかどうかを適正に判断しなければならな

い、そのように計画のほうで、行財政改革大綱

であったりそういった計画の中でも市自らが公

表しております。私が申し上げるまでもなく、

行政の皆さんお一人お一人よくよく得心してい

ることであると考えております。 

  エコロジーガーデンの道の駅を建設し、設置

した後です。発生するのは維持管理費、この維

持管理費についてどのように見込んでいるので

しょうか。道の駅というのは収益性の高い公共

施設となります。道の駅の収益の見込みによっ

て、市の負担がなくても維持、管理、運営がで

きるということを前提に事業計画を進めるとい

うことが行財政改革の中でも求められている、

求められていくことなのではないかと私は思う

のですが、将来にわたって市の行財政運営にこ

の維持管理費が重くのしかかってこないのか、

この事業の収支見込みを伺います。 

  あわせて、維持管理を行っていく上で、この

道の駅、国との一体化ということで、市の負担

割合を伺います。 

  まず、この２点について答弁をお願いいたし

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、叶内市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  御質問の道の駅については、エコロジーガー

デンと連携した駐車場や屋外トイレの要望につ

いて、有利な補助制度を活用して整備するため、

国土交通省との協議を進めているところであり

ます。 

  １番目の総事業費の試算のうち市の負担割合

を示した根拠についての質問ですが、現在国と

協議中ということで、国道からの接続による国

の直轄事業で整備される部分、それ以外の市が

整備する部分に交付金などの活用を考えており

ます。正式な割合については、全て国との協議

により決まるものと考えております。協議が始

まったばかりでありますので、今後国の考え方、

こちらの考え方をすり合わせていくということ

になると思います。 

  総事業費につきましても、これまで全国標準

的な算定根拠として高速道路の設計要領に基づ

く標準単価を用いた試算により約６億5,000万

円としてまいりましたが、最近の国との協議の

中で費用の圧縮も可能ではないかという指摘を

受けているところであります。国土交通省とと

もに改めて実質費用の積み上げをする内容で進

めていくものであります。ぜひ御理解のほど賜

りたいと思います。 

  ２番目の維持管理費について、市の負担割合

と収支見込みといった御質問ですが、現在、整

備する施設としては駐車場と屋外トイレ、情報

発信施設などを考えているわけですが、主に警

備、清掃、除排雪といった業務委託に係る費用

として約1,000万円と想定しております。管理

費につきましても、さきに申し上げましたとお

り、今後国との協議によって割合も決定してく

るということをぜひ御理解賜りたいと思います。 

  収入の見込みについてですが、エコロジーガ

ーデンの施設運営による使用料収入については

令和２年度で450万円となっておりますが、今

後整備する道の駅部分の収入は発生しないと思

っております。また、エコロジーガーデンの施
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設使用料も、農業者などの所得向上や市民活動

の広がりなどに寄与する方策で進めてきており

ますので、道の駅自体の収支比較といった視点

ではなく、エコロジーガーデンの施設利用の拡

大とともに、道の駅に設置する市内への誘導な

ど相乗効果を生み出すことが重要であると考え

ております。 

  これまでも多くの方々に愛され、利用されて

きたエコロジーガーデンですが、その魅力をさ

らに磨き上げ、利用拡大を目指してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） それでは再質問させて

いただきます。 

  国との協議が始まったばかりと今おっしゃい

ました。答弁いただきました。まずは国交省と

の協議、初回、何日に行われて、都合何回これ

まで協議していらっしゃるんでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 国交省との協議の回数と

いうことでの御質問をいただいたところです。 

  今年度に入りまして、国土交通省との協議の

ための資料作成業務ということで発注させてい

ただいた成果を基にしまして国土交通省との協

議を開始したところでございますが、現在国土

交通省に対して市の考え方を示す資料を作らせ

ていただきまして、国に提出させていただいて

おります。国の担当者の方との協議を２度ほど

実施しているところでございますが、具体的な

内容の部分につきましてはまだ具体的に詰め切

っているものではございませんので、その辺は

御理解いただければと思っているところです。 

  現在、市の考え方としまして、先ほど市長か

らもありましたように、今後の協議の中で決定

していくという負担の割合と施設整備の内容と

いうことでございますが、現在市が考えている

整備の方針について作りました資料を基にしま

して現在国に投げかけているということでござ

いますので、御理解いただければと思います。 

  以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 協議を進めていくとい

うのは、既に協議の段階から具体なはずなんで

すよね。具体化のはずなんですね。それが今、

課長の答弁で、２度、今までセッションしてい

る、面会をしているにもかかわらず、具体的に

進んでいないというのは、何が問題で具体的に

進まないんですか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 国との協議が進んでいな

いという御質問でございます。進んでいないと

いうことではなくて、現在市が計画している、

想定している整備内容について国にお示しし、

国の内容で検討をしていただいているというこ

とでございますので、進んでいないということ

ではなく、両者でその整備の内容について検討

を行っているということでございます。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） そうしましたら、市と

しては、このリーフレットを市民全員に、市内

全員に配布をした、その前に国交省と協議をさ

れていますか、それともされていませんか、２

回これまでやったという中で、いかがですか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今回チラシを配らせてい

ただきました内容につきまして、国に示させて

いただいた内容を基に今回のチラシの文言を整

理したところでございます。このチラシの前に、

市が考えている内容について国にお示しさせて
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いただきまして、協議を実施したところでござ

います。以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 私が質問させてもらっ

たのは、何日と申し上げたんですが、日にちは

答えることができないということでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 申し訳ございません。た

だいま手元にその日程の資料がございませんで

したので、今お答えすることができませんでし

た。申し訳ありません。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 私が課長であるならば、

日程の資料が手元になくても、行った日にちを

明確に覚えているかと思いますが、後ほどその

日程の日にちを教えていただいてよろしいでし

ょうか。 

  そうしましたら、市の考え、市の構想という

か、それに従ってこのリーフレットを公表した。

市の考えをまずは国交省に提出している、そこ

までしか具体的には進んでいないということで

すね。そうした中で、市として、５分の１の圧

縮をしていくという、この事業費用、先ほど今

後の検討の中でその事業費自体が圧縮、見直し

て圧縮の形になっていくかもしれない、それも

全部仮定です。具体的に協議が進んでいないわ

けですから、かもしれない。かもしれないと言

っている中で、まずは今現状としてあるのがこ

の資料だけです。これが現実ですよね。そうし

ますと、この５分の１、約６億5,000万円を５

分の１に圧縮する、そういう試算をしている、

それで進めていけるように努力をしていくと。

この根拠ですね。市としてどういった国の補助

を活用しようと試算しているのか、検討してい

るのか、それを明確にお答えいただきたいと思

います。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 国との協議を含めての部分とい

うことになりますけれども、まず昨年度２回で

したか、事前相談ということで、３回ですか、

行いまして、その中で道の駅の条件はクリアし

ているということを確認しております。それで、

どこからが相談で、事前相談で協議、どこから

が協議という部分はございますけれども、４月

に入ってからも国とのやり取りは行っていると

ころであります。そして、市の考え方を今段階

で国に伝えて協議しているところで、実際に国

は市が示している考え方について改めて整理し

て、国の考え方を聞くということになろうかと

思いますけれども、その５分の１ということの

部分については、事前相談でのある意味感触と

か、一般的な積算の考え方からして、市として

は５分の１程度で国と協議を進めていきたいと

いうことでございますので、御理解をお願いで

きればと思います。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 私が申し上げているの

は、事前協議じゃない、事前協議というのは去

年の段階の事前協議ではもうないわけですよ。

まず提案書が可決されて、既に協議の、事前協

議ではなく、協議を進められる状況をつくった

わけじゃないですか。その協議の中の話を伺っ

ているわけであって、それが進んでいない。進

んでいなくても市としてこのチラシの中で市民

に、市民の税金を使って市民に公表したんです

よ。５分の１、事業費５分の１にできると、そ

ういった計画があるから、計画というのは財政

の裏づけもあって、計画があるからできるわけ

じゃないですか、出せるわけじゃないですか、

と私は、受け取った側は思うわけです。 

  そうしますと、では、副市長も前回の答弁の
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中でおっしゃっていますよね。歳入部分で有利

な制度を活用して、市の負担部分のうちの半分

は交付金制度がある、そしてその半分、この交

付金制度というのは社総交のことを言っている

んだろうなと思うんですけれども、その半分の

うちの９割は起債が可能である、じゃあ90％、

充当率90％の起債が可能な事業を活用するんだ

ろうなと。その半分は交付税として戻ってくる

と。措置率が50％あるものを言っているのかな、

それは何ですか、そうしたら、具体的に。その

事業、事業債、何を示しておっしゃっているん

ですか。具体的にどの事業債なのか説明いただ

けますか。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 市からの情報発信ということで

お示ししたことでございますけれども、なぜし

たか、説明したかということでございますが、

全額市の負担と解釈されている市民もいらっし

ゃいますので、道の駅制度という制度を活用す

ることで、確実に市の持ち出しが低くなるとい

う事実を、そういう制度であるということをお

伝えしたかったというところでした。 

  そして、国の道の駅の制度を活用しなければ

全額一般会計の持ち出しとなりますけれども、

道の駅の制度ということになると圧倒的に市の

持ち出しが少なくなる事実をお伝え申し上げた

ということで御理解いただきたいと思います。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） そうしますと、具体性

のある例えば公共等事業債を活用するのである

だとか、例えばひと・まち・しごと創生交付金

事業に基づいた事業債を使うであるのだとか。 

  国は今、全国あちらこちらで自然災害が多発

してその対策に追われて、国としての交付金と

いうか、そういった事業にお金を、なかなか財

源が実際問題苦しい、厳しい状況になっている。

そういった中で自治体にどういった割り振りを

しているのかというと、公共施設等の適正管理

事業を進めさせようとしているわけですよね。 

  その中で、その事業債の集約化、複合化の事

業はどうであるのか、これは利率が非常にいい

ですよね。もしくは長寿命化事業はどうである

のか、立地適正化事業はどうであるのか、ユニ

バーサルデザイン化事業はどうであるのか。ユ

ニバーサルデザイン化事業なんていうのは、新

庄市が今回３月に障害者に優しいまちづくりと

いうことで、条例も制定しました。そういった

方向に進んでいくのであればこの事業債を活用

できるのでは、事業計画をぎっちり組んでです

けれども、できるのかどうなのかと考えるわけ

です。 

  しかし、副市長がお答えくださいましたが、

思惑、このぐらいまでできるんじゃないかとい

う、行政たるものがですよ、その思惑の中でこ

うやって公表するわけです。５分の１に圧縮で

きるという事業、見つけられないんですね、私

のレベルでは、圧縮できる。 

  ただ、建設当時の事業費が、例えば今まで６

億5,000万円の規模でやろうとしていたんだけ

れども、それを国との協議で、新庄市さん、こ

んなにいっぱい要りませんよねと言われたとき

に小さくせざるを得なくなっていった場合に、

その工事費が小さくなっていって、結果的に計

算してみたら５分の１です。これは全く筋が違

いますよね、この公表している内容と。 

  とても曖昧であり、そして言葉の、何か言葉

を利用してという言い方は変ですけれども、ど

うとでも取れる表現に終始しているんだろうか。

それは市民に対して誠実ではないのではないか、

非常に市に対して信頼できない不信感を持つ市

民の方がちょっと多く、この件を通して多くな

っているのではないか、それが顕在化している

のではないかと私は思うわけです。 

  その事業債、私が今述べました補助事業、事
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業債、この中でどれを活用しようと考えて５分

の１なのか、そのぐらいは、市として進めてい

きたいんだからそのぐらいは精査しているので

はないかと思うんですが、どうでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今回、道の駅整備事業に

関しまして、活用していこうとしている事業名、

また起債等の活用の内容について御質問いただ

いているところです。 

  チラシの中で５分の１と記載した中身につき

ましては、全てを国の交付金等の活用によって

そこまで市の負担を圧縮していくということで

はございません。先ほど市長答弁にもありまし

たように、現在国と協議をしている最中でござ

いますが、国道と接することで国が国道の管理

者として整備する部分とそれ以外の市が整備す

る部分ということに分けられるというのが今回

一体型で進めようとしている道の駅制度の内容

でございます。 

  新庄市が整備しなければならない部分の費用

について、有利な交付金の活用をしていこうと

いうことで検討を進めているところでございま

す。実際にはその事業名まではまだ決定してい

るものではございません。当初想定していたも

のでございますが、社会資本整備総合交付金な

ども活用しながらということで御答弁させてい

ただいたところもありますが、社会資本整備総

合交付金も含めて、それ以外の交付金、補助金

などもいろいろと検討、探しながら、有利な補

助金を活用し、できるだけ市の負担を圧縮して

いきたいという思いの中で進めているところで

ございますので、御理解いただければと思って

いるところです。以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 求めたいのは、何度も

申し上げますが、これはやはり大きい問題なん

です。５分の１、６億5,000万円の事業を５分

の１に圧縮する、そういう見込みで試算をしま

して、進めていきたいと言っているんです。そ

うしますと、私が求めたいのは、この事業の本

当に明確な試算ですね、積算の根拠であったり

計算式であったり、そういったものをしっかり

と、しっかりというか、提出を、提案を出して

いただきたいなと。このようにパンフレットで

市民に公表しているのであるから、その根拠を

やはり同じように示していく、実際はこの中で

その根拠を示すのが計画というものではないで

しょうかと思うんですが。 

  その中で、市民から質問を受けたんですが、

エコロジーガーデンの道の駅を整備していく場

合、市の負担8,000万円程度でできるという話

が、まちの中でまことしやかに話されているそ

うです。その出どころは、うわさの出どころは

どこかということは明確に申し上げませんが、

市当局では具体的な市の負担額についてはこれ

まで金額ベースで公の場で一切答弁していらっ

しゃいません。ところが、市の負担額8,000万

円というのはこれまでの返答の中でも全く出て

こないわけですから、これは適正な数字と言え

るのか、言えないのか。うわさの出どころが、

これはと思うところだったもんですから、今申

し上げませんが、そうすると市当局と話をして

こういううわさが出てくるのかどうなのか、担

当課としてはそういった金額が表に出ていくよ

うな話し方をこれまでしたか、しないか、それ

を伺っておきます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備の市の負担が

8,000万円ということのうわさがあるというこ

とにつきまして御質問いただいたところです。 

  私自身、この8,000万円という金額自体が今

初めて聞いたことなので、どこが出どころなの

か、どこから何を根拠にしたものなのかは私が
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知り得る状況ではございませんので、そちらに

ついては御了承いただければと思います。 

  先ほどの国と協議した日程ということで確認

をさせていただきました。１度目が４月28日、

国交省に訪問させていただきまして、事前の相

談という形で相談をさせていただいたところで

す。その後、６月17日に市の想定している資料

をお持ちして、この内容で国に検討していただ

けないかということで訪問させていただきまし

て、協議をさせていただいたところです。 

  以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 今ちょっと聞き取れま

せんで、もう一度、初回が何日で、２回目が何

日というところをもう一度お願いしていいでし

ょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 １回目が４月28日、２回

目が６月17日でございます。以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） それでは、６月17日以

降、協議が進んでいない。これには国交省から

市に対して何らか宿題というか、あるのではな

いかと私は思うわけですが、１回目から２回目

までおおむね２か月程度です。次はかなり空い

ているのかなと。何か宿題等があるのではない

かと、そういう見方をするわけですが、今現状

は、再度伺いますが、どうなんでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 国交省からの協議の内容

ということで御質問いただいているところです

が、市から想定した資料を基に国土交通省へお

邪魔しながら相談をさせていただいた内容につ

いて、国土交通省の中で検討を進めているとこ

ろでございます。国から何らかの市に対しての

協議内容について宿題等の内容があるのかとい

うことで御質問いただいたところですが、具体

的な内容としての宿題というものまではまだ来

ている状況ではありません。 

  ただ、市が示させていただいている内容につ

いて、改めて考え方や敷地内での施設の整備の

方法などの考え方について、道の駅整備として

この考え方でいいのかどうかということで市が

問合せをして、それに答えていただくというこ

とについては何度かさせていただいております

が、こちらについては電話等のやり取りの中で

させていただいたことがありますので、日程等

の確認については明確にお答えできないところ

でありますが、このような内容で協議相談はさ

せていただいている状況でございます。 

  以上です。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） まず進んでいないとい

うことで、その進んでいないということは理解

ができました。また、事業費の５分の１という

ところに関しても、明確な根拠があって公表し

た、チラシにまでして公表したものではないと

いうことで理解をさせていただきます。 

  次に、道の駅の維持費、先ほどおっしゃった

のが、収支を考えているのではない、まずはそ

の利用の拡大を目指しているのだ、そのように

おっしゃっています。 

  しかし、道の駅というのは、エコロジーガー

デンの利用の拡大のために道の駅という事業が

あるわけではなくて、道の駅の事業というのは、

これは私や多くの方々の理解です、多くの方々

というのは他の自治体の道の駅の事業を進めた

自治体の考え方であったりそれを基にしており

ますが、道の駅の事業というのは収益性を見込

むわけです。なぜ手がけるのか。道の駅の事業

をもって市の地域の経済の活性化、生かしたい
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産業部門、力を底上げしたい産業部門、そうい

ったところに手を入れられる、それを想定して、

想定という言い方は弱いですね、計画して、具

体的に事業計画を進めていくと、私はそう理解

しております。結局、その自治体の弱い部分、

そこにてこ入れをしていく、そういうことに道

の駅の事業を活用していると、総じて近年は特

にそうであると私は理解をしております。 

  そういった中で、利用拡大を目指していくた

めであるならば、まずはkitokitoマルシェを継

続させたいという大前提があるように私は思っ

ております。kitokitoマルシェは年間７回、８

回ですか、日曜日５時ぐらいまでやるんでしょ

うか。そうすると、いらっしゃるお客さんは、

平日の半日客というか、ずっと長く滞在すると

いうお客さんの層ではないのかなと思うわけで

す。そうしますと、お客さんが来てもらうこと

を交流拡大というんですけれども、半日だけ、

僅か二、三時間いらっしゃるお客さんから、例

えばここが道の駅になっていったらどうだろう

かというようなアンケート、意見であったりを

時間をかけて吸い上げていってみる、交流拡大

に対する考え方がちょっと違うのかなと私自身

は思っております。すいません、変な方向に行

ってしまいまして、修正させていただきます。 

  エコロジーガーデンの道の駅の建設後の維持

管理費について、こう言われていますね。道の

駅の半分は国の持ち物といった形になるので、

維持管理費についても除雪や日常の雑費関係を

含めて国で半分は補助される。国交省との協議、

これまで２回やった協議の中で、必ずどういっ

た負担割合というのはちょっとずつ出てくるこ

とだなと思っております、だって一体化ですか

ら、一体化でやっていくわけですから。どのよ

うな負担となっていくのかなと想定しているの

か。半分は国の持ち物なので、国が半分見るん

だということが、まちの中でこれも出てきてお

ります。この事実関係について確認をしておき

たいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備完了後の維持

管理の費用についての負担の額ということで御

質問をいただいていたかと思います。 

  議員おっしゃるように、道の駅の整備を一体

型で進める場合、道路管理者が整備する部分に

ついては本来道路管理者が管理も行っていくと

いうことが原則となってくると思います。それ

以外の市が整備する部分については当然市が管

理していくべきものということで、協議の中で

その理解については共有しているところであり

ますが、先ほど来申し上げておりますように、

今現在国と協議の最中でございますが、整備の

負担区分、割合については今後の協議の中で進

められることでありますので、具体的な割合に

ついては明確なものではございませんが、おお

むね半分として考えたときに、半分については

国が維持管理費についても負担を行うと、残り

については市が行うという内容で、その内容で

維持管理費の負担割合については国とも協議の

内容で共有しているということで御理解いただ

ければと思います。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 国が明確にこんなふう

に整備をして、市の協定書で、何台分まで国が

持つのか、これはまださっぱり分かりませんが。

そうした場合、補助金が半分だからといって、

社総交ですね、整備する際の社総交が半分補助

としてもらえるからといって、国が明確に駐車

場、何台、ここからここまでは国の対象となり

ますというものがない段階で「半分は」という

曖昧、確証のないことは、課長、言えないので

はないかと思うわけです。既に議員も含めて外

で話をしていますから、広がっているわけです。 

  そして、維持費について、これは本当にケー
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ス・バイ・ケースです。東北地方整備局管内の

国と一体型の道の駅を所有している自治体、ど

んな維持管理費になっているのか、これは本当

にケース・バイ・ケース。 

  例えば、ある東北管内の最近設置された道の

駅、課長が言ったように、例えば保守点検に該

当する部分についてはその自治体が56％、国が

44％、電気代、水道代も交渉の中でその自治体

が50.3％、国が49.7％。日頃の清掃、雑費、ト

イレットペーパーを補充したりクリーニングを

したり、そういったことが日常的に必要になっ

てくるわけですよね。それについてはどうかと

いいますと、これについては国は関与していま

せん。その自治体の負担となります。じゃあ年

間どのようにかかっているのかといいますと、

そこは雪が降るので除雪費を含めて、その年に

よってケース・バイ・ケースですが、先ほど言

ったように1,000万円を超える維持費、これは

その自治体が運営している指定管理者に払うと

いう形で発生してきます。なので、これをゼロ

にしていくためには、その運営をしている指定

管理者の運営力、経営力にかかってくる、そし

て町としてのバックアップ、ＰＲ、それを絶え

ず行っていかないとこれを解消することができ

ない。その自治体としては、開駅をしてから３

年４年たっていますが、解消できていない。そ

れが今どうなっているのか。売上げが上がらな

い、自治体の財政は厳しくなっているというこ

とを正直に話してくださっております。 

  片や、新庄に近い、同じ東北管内の自治体で

は、これは非常に新庄市の行財政改革、そうい

ったものに近い方法で運営をしているのかなと

思ったんですが、国道と一体化、そしてこの自

治体の場合、運営を指定管理に出しているんだ

けれども、計画をしようと構想の段階から次第

に基本計画に移っていくわけですけれども、そ

の計画の段階から庁舎内で徹底的にもむんだそ

うです。指定管理料、その事業の形態から全て

検討、いろいろな方面から、方向性から検討し

て１年以上かけてもむんだそうです。そして、

その事業、収益性の高い事業を行う場合、これ

に限っては、指定管理に出しました、その運営

で指定管理料とか市の持ち出しが５年後ゼロ円

にならないとこういう収益性のある事業に対し

ては手を出さない決定をすると。非常に明確な

答えをいただきました。これが自治体のその運

営、財政、行財政を任されていることの明確な

答えだなと思いました。 

  これまで質問させていただいた中で、どれも

これも曖昧なんですよね。利用拡大をしていこ

う、利用者を拡大していこう、でも利用者を拡

大していって、その利用拡大していった後に、

その効果、費用をかけた分の目的とする、目標

としている効果が地域にどう及ぶのかというの

は、当然行政として費用対効果のコスト管理と

いうことで想定されていなければならない、こ

れは当たり前のことだと思うんですね。そうい

う中で、答えられないというのは、利用拡大が

目的だとしても、じゃあその利用拡大がどうい

うふうにつながっていて、市としての目標のと

ころがこんなふうに変わって影響を波及できる

んだ、そういったものが希薄であり、とても納

得ができるものではないんですね。そういった

点、その費用対効果、実際は厳しく試算して出

せなければいけないと思うんですが、出せない

理由はどこかあるんでしょうか。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 エコロジーガーデンの道の駅と

いうことについてでありますけれども、エコロ

ジーガーデンそのものをなぜ整備するかという

部分でございますが、産直まゆの郷が開業して

20年を迎えるということもありますし、

kitokitoマルシェということで１日2,000人以

上の来場者があるというのも事実であります。 

  そして、エコロジーガーデンの周辺にある地
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域資源というものも豊富で、文化財の登録で整

備してきたところでありますし、そのほか御霊

屋などもあって、その地域資源を活用して歴ま

ち法によるまちづくりに着手しているところで

あります。そして、北側エリアの開発というこ

とも視野に入ってきたところでありますが、現

在駐車場が不足しているということで、平成30

年当時だったと思いますが、議会の皆様に駐車

場整備が必要だということも申し上げてきたと

ころであります。 

  そして、これを普通の制度、一般財源を投入

すれば全額負担ということになりますが、道の

駅の制度を活用すれば確実に一般財源の持ち出

しは少なくなるということでもあります。そし

て、実際、道の駅として登録することで、国交

省を通じて全国に情報発信できるということが

まちづくりの視点と考えた中での整備でありま

すので、御理解いただければと思います。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 道の駅として整備をす

るのであれば、平日、あそこを利用する人が現

実的に何台、車があって、イベントのときに何

台あって、そういった具体的に必要性、道の駅

として整備する必要性に係る基本的な提示すべ

きデータですね、そういったものをきちっと出

していただきたいと思います。 

  時間がなくなりまして、最後に締めくくりさ

せていただきますが、山形県の県民の生の声の

コーナーに、北のゲートウェイの道の駅の設置

は県の施策として行うのですか、また県が主体

となって行うのですかと、これは多分市民の方

からの質問だと思うんですが、８月11日付意見

が投稿されました。市は、北のゲートウェイは

県主導、県主体とこれまで発言を続けてきまし

たが、山形県としては、道路行政の方針を示す

山形県道路中期計画2028において、ゲートウェ

イとなる道の駅整備促進に向けた市町村の取組

を支援していくこととしています。また、道の

駅の設置者は原則として市町村であることとさ

れており、県としては引き続き市町村と経済界

の取組を支援することで……。 

髙橋富美子議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、これより今田浩徳議員が出席しており

ます。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、小嶋冨弥さん。 

   （１５番小嶋冨弥議員登壇） 

１５番（小嶋冨弥議員） 皆さん、御苦労さまで

す。９月定例議会一般質問者の議席番号15番、

起新の会の小嶋冨弥であります。ひとつよろし

くお願い申し上げます。 

  今般発言通告いたしました発言事項は３点で

ありますので、順に従いましてお伺いいたした

いと思います。 

  最初の質問は、地域経済についてであります。 

  終えんの出口の見えないコロナ感染禍の中で、

国・県、市でも地方創生臨時交付金の活用をは

じめ緊急的な経済支援施策を行ってまいりまし

た。そこで、新型コロナウイルス感染拡大の長

期化により地域経済活動が沈滞しておる地域に

おいて、消費を促し、地域における消費の拡大、

経済活性化を図るために、市では新庄市地域経

済活性化商品券（ＣＯＷＣＯＷ商品券）事業を

実施いたしました。 

  私は、タイムリーな企画であったと評価いた
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すものであります。そこで、この事業の結果、

検証、評価をお尋ねいたしますので、お聞かせ

ください。 

  次に、キャッシュレス決済を使ったキャンペ

ーンについて、市ではどのような考えをお持ち

かお尋ねいたすものであります。 

  経済対策の例として、自治体においてキャッ

シュレス決済を使ったキャンペーンを開始して、

これらの金額は数億円規模の大きな経済効果を

生んだとされております。 

  申すまでもなく、時代の流れの中でキャッシ

ュレス化が急速に進んでおり、公共料金の電気

代、水道料金、税金の支払いも含め、また多く

の商店でも利用できるような仕組みが進んでお

ります。これらは、コロナ禍において、お金の

手でのやり取りでなく、非接触で精算ができる

ので、新しい生活様式に対応しておるので、注

目されておるのであります。 

  新庄市においても、キャッシュレス決済とい

う新しい生活様式により、コロナ対策を講じな

がら地域にお金を落としてもらえるような仕組

みを構築し、コロナ禍の打撃を受けている地域

経済を動かし、市内店舗の売上げ増加の起爆剤

となり得る手段として考えてはいかがでしょう

か。これらについて、市としてのお考えをお聞

かせください。 

  次に、地域経済についての３つ目の質問をい

たします。 

  これは、企業版ふるさと納税制度の活用を図

って、市の有力な財源確保のツールとする仕組

みについてであります。 

  申すまでもなく、企業版ふるさと納税の正式

名称は地方創生応援税制といい、企業が地域再

生法の認定地方公共団体が実施するまち・ひ

と・しごと創生寄附活用事業に寄附すると寄附

額の大半が税額控除される仕組みであると認識

しております。地方創生の一環で創設された地

域活性化事業に寄附した企業の税負担を軽くす

る仕組みで、坂本哲志地方創生担当大臣は記者

会見で、この制度は自治体の財源確保の有力な

ツールであると述べ、引き続き企業や自治体に

活用を呼びかけると報道で述べております。こ

れらについて、市の考えをお聞かせください。 

  それでは次に、発言事項２番目の学校教育に

ついてお伺いいたします。 

  まず、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、

小中学校児童生徒に１人１台のタブレット型端

末が整備されました。本格運用に向け、試行錯

誤中だとは思われますが、県内の町村によって

は全学年で積極的に活用しておると伺っており

ます。そこで、運用に向けた新庄市の端末活用

についてはどのように図られておるのかお伺い

いたすものであります。 

  次の質問です。 

  さきの５月27日に２年ぶりに実施いたしまし

た全国学力・学習状況調査における結果公表が、

去る８月31日、文科省が行いました。調査の目

的は、義務教育の機会均等とその水準の維持向

上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習

状況を把握、分析し、教育施策の成果と課題を

検証し、その改善を図るものと承知しておりま

す。また、学校における児童生徒への教育指導

の充実や学習状況の改善に役立てて、その取組

を通じて教育に関する継続的な検証・改善サイ

クルを確立するものと思います。そこで、当市

におけるそれらの結果の状況についてお聞かせ

ください。 

  次に、新型コロナウイルスの第５波とも言わ

れておるコロナ禍の中、児童生徒の２学期が始

まりました。学びと健康の維持のため、大変な

御苦労が続くものと思いますが、児童生徒が安

全安心に学校生活が過ごされるように、どのよ

うに取組を図られておるのかお伺いいたすもの

であります。 

  それでは、発言事項の３番目として、台湾と

のホストタウンについてお伺いいたします。 
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  2020東京オリンピック・パラリンピックが終

わりました。当市では東京オリンピック競技大

会に参加する国、地域の住民等が、スポーツ、

文化、経済などの多様な分野での交流を通じ、

地域の活性化等に生かし、東京大会を超えた末

永い交流を実現することを目的とする取組とし

て、ホストタウンとして台湾のバドミントン競

技を選択いたしました。このコロナ禍によって

交流事業は思うように事が進みませんでした。

しかし、今回の東京オリンピックによる台湾選

手のバドミントン競技の活躍は目を見張るもの

で、男子ダブルスが中国選手と決勝戦で戦い、

堂々の金メダル、女子シングルス決勝では中国

選手に２対１で惜敗の銀メダルと、すばらしい

活躍でありました。ホストタウンの市としても

心から祝福をしなければなりません。東京オ

リ・パラは終わりましたが、それらを含め、今

後台湾との取組の考えをお尋ねいたすものであ

ります。 

  私が通告いたしました質問は以上であります

ので、御答弁のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、地域経済についての御質問でありま

すが、いまだ収束の兆しが見えない新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大については、山形県

でも８月に入り第５波に突入したと言われ、市

内の地域経済に対しても大きな影響を与えてお

ります。 

  御質問にあります新庄市地域経済活性化商品

券、通称ＣＯＷＣＯＷ商品券は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の長期化により地域の経済活

動が沈滞していることから、商品券を利用し、

市民の消費行動を喚起することで、地域経済の

活性化を図ることを目的として発行いたしまし

た。令和３年３月１日時点で新庄市に住民登録

されている市民全員を対象に配付し、令和３年

４月24日から６月20日までの使用期間中、多く

の市民の皆様から御利用いただいたところであ

ります。配付した商品券の使用率は約97.5％、

換金総額は１億6,803万500円に上り、地域経済

活性化の一助となったと認識しております。 

  次に、キャッシュレス決済を利用したキャン

ペーンに対する本市の考え方についてでありま

すが、キャッシュレス決済を利用したキャンペ

ーンは全国的に展開されており、県内でも昨年

10月の酒田市を皮切りに、現在まで５つの市や

町で実施されました。非接触で買物ができるた

め、新しい生活様式にも対応した形で消費喚起

を図ることができる点などが注目を集めており

ます。 

  当市におきましても、地域経済活性化対策や

新しい生活様式、インバウンド需要への対応に

ついての事業効果を十分に検証し、事業者への

支援策の一つとして検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

  次に、企業版ふるさと納税でありますが、平

成28年度に創設された制度で、国が認定した地

方公共団体の地方創生プロジェクトに対して民

間企業が寄附を行った場合に、法人関係税から

税額控除を受けられ、最大で寄附額の約９割が

軽減される仕組みとなっています。自治体の地

方創生プロジェクトをより一層充実強化するた

めの制度であり、寄附を行う企業と寄附を受け

る自治体双方にメリットがあり、地方創生を進

める上での財源確保に有効な制度であると捉え

ております。 

  新庄市は、令和２年度に企業版ふるさと納税

に係る地域再生計画、新庄市まち・ひと・しご

と創生計画の認定をいただき、地方創生プロジ

ェクトへの寄附を受け入れることが可能となり
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ました。この計画が第１期新庄市総合戦略に基

づくものであったため、３月に策定した第２期

新庄市総合戦略にのっとった計画に更新し、７

月に国の認定をいただいたところであります。

これにより、戦略に記載している幅広い分野の

事業にこの制度を活用できることとなっており

ます。 

  先行してこの制度を活用している自治体では、

地域の特色を生かした観光振興、ふるさと回帰

を狙った人材育成、災害に強いまちづくり事業、

文化芸術事業への活用例が見られます。特に近

年、重要視されている持続可能な開発目標ＳＤ

Ｇｓの視点からの事業を構築することで、自治

体と企業が共通のゴールに向かって取り組む姿

勢が注目されております。 

  寄附を頂くためには市が企画する事業と企業

側とのマッチングが重要であると認識しており

ますので、先行自治体を参考にしながら、地方

創生プロジェクトの企画立案、磨き上げを行い、

制度を活用して寄附を頂ける企業へアピールす

るための情報発信手法を検討し、有効な財源確

保の手段となるよう取り組んでまいります。 

  次の質問であります学校教育並びに台湾との

ホストタウンにつきましては教育長より答弁さ

せますので、私の壇上からの答弁を以上とさせ

ていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

髙橋富美子議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 初めに、ＧＩＧＡスクール構想

に基づいたタブレットの運用に向けた活用の取

組についての御質問にお答えします。 

  タブレットの活用につきましては、まずは１

日１回、短い時間でもいいので積極的に使って

いくように指導しています。児童生徒、教職員

にとってタブレットは特別なものではなく、授

業で使うノートや鉛筆と同じように気軽に使え

る道具になることを目指しています。 

  授業での活用については、児童生徒がインタ

ーネットを使って気軽に調べ学習をしたり、動

画の資料を見たり、写真や動画で撮影したもの

を記録や観察で使用したりするなどしています。

また、タブレットに入っている学習アプリを使

ったドリル学習で短い時間での効果的な学習を

行ったりしています。 

  教員は、情報を共有するアプリを使い、たく

さんの資料を紙ではなくデータとして児童生徒

に提示することで、教材の準備を簡略化するこ

とができるようになりました。また、児童生徒

の発言や、やり取りの様子を画面上で視覚的に

把握することができるので、一人一人の到達度

や困り感を見取り、子に対する適切な支援につ

なげることもできるようになりました。 

  課題として、校内で児童生徒が一斉に同時使

用する際のさらなる高速化などに向けた通信環

境の改善が挙げられます。また、今後タブレッ

トを家庭に持ち帰って学習を行ったり、オンラ

インでの授業が行われたりする際に、どのよう

な問題点があり、どう対処するかを実情を捉え

て検討する必要があります。 

  教職員の授業におけるタブレット利活用の促

進に向けては、市の研修会や情報共有アプリな

どの具体的な活用方法について周知し、支援を

図ってまいります。 

  今後も児童生徒の情報活用能力の育成と一人

一人の学習権の保障に向け、ソフト面、ハード

面の両面から改善に向けて取り組んでまいりま

す。 

  次に、全国学力・学習状況調査における当市

の状況についてお答えします。 

  今年度の学力調査の結果については、全国の

平均正答率と比較した場合、小学６年生の国語

は上回り、算数については下回る結果となって

います。小学校国語は平成30年度より全国平均

を上回り、算数は依然課題となっております。

また、中学３年生については、今年度は国語、

数学のどちらも上回る結果となり、長年の課題



- 123 - 

であった学力向上について改善が見られました。 

  今年度の結果については、小中学校を通して

これまでの授業改善や個に応じた指導の充実な

ど、学力の育成に向けた様々な取組の成果が現

れてきたものと捉えております。 

  学習状況調査については、小中、義務教育学

校ともに、自分でやると決めたことはやり遂げ

るようにしているか、難しいことでも失敗を恐

れないで挑戦しているかという設問への回答の

割合が高い結果となっています。また、地域行

事への関心も県や全国平均よりも高く、市が進

めるふるさと学習でふるさと新庄の文化や歴史

などについて多くの視点から学んでいる成果と

捉えています。 

  現在、調査結果について詳しく分析を進めて

おりますので、各校の傾向からしっかり対策を

立て、さらなる学力向上につなげられるよう取

り組んでまいります。 

  学校教育に関して最後の新型コロナウイルス

感染に関わる取組などについてお答えします。 

  ２学期が始まり、学校では県内や市の状況を

踏まえながら緊張感を持って感染対策を講じて

います。マスク着用や手洗い、３密の回避をは

じとする日常的な取組に加え、様々な教育活動

が安全にできるよう各場面で工夫し、指導して

います。また、児童生徒の健康状態の把握につ

いては、体調不良の際は登校を控え、受診して

いただくなど家庭と連携し、できるだけ早く対

応するよう努めております。 

  また、８月20日から９月12日までの山形県感

染拡大防止特別集中期間の通知を受け、当市教

育委員会では９月の対応として、県内外にかか

わらず修学旅行は延期する、部活動における交

流や移動を一部制限する、校外での感染対策に

ついて事前指導を徹底するなど、学校に具体的

な指導を行いました。ほかに、修学旅行に行く

中学２年生、３年生のワクチン優先接種、密の

回避のため、登下校のスクールバスの増便など

を行ったところです。 

  今後も地域の状況など情報収集を行い、必要

な対策を講じながら安全安心な学校生活を実現

してまいります。 

  最後に、台湾とのホストタウンについてお答

えします。 

  本市は、台湾のホストタウンとして平成31年

２月28日に登録され、台湾バドミントン協会や

台湾オリンピック委員会などを訪問しながら相

互に交流を図ってまいりました。しかし、昨年

来のコロナ禍において、台湾のバドミントン関

係者との交流は困難を来しておりましたが、ホ

ストタウンをきっかけに台湾と本市の小学校と

の間に交流が生まれ、オンラインによる児童交

流を実施することができました。また、日本政

府が台湾にコロナウイルスのワクチンを提供し

たことへのお礼として、台湾の医師の方々から

ホストタウンである本市にマスクを寄贈したい

との申出があり、１万枚を頂戴して、市内の小

中学生などに配布したところです。 

  今後につきましては、バドミントン競技によ

り生まれた台湾との関係性をレガシーとして、

東京2020オリンピックのメダリストを多数輩出

している台湾バドミントン協会との関係を強固

なものとし、ジュニアアスリートとの交流など

を実施できるよう準備をしてまいります。 

  また、スポーツに限らず、昨年度実施いたし

ました新庄小学校の児童によるオンラインなど

による交流の継続や交流する学校の拡大など、

国際理解教育の充実を図るとともに、市民の皆

様にも台湾の方々との交流の機会を設けていた

だけるようにしていきたいと考えております。 

  今後につきましては、新型コロナウイルス感

染症の拡大状況に影響されてしまいますが、コ

ロナ禍にあってもできることを模索しながら、

市の国際交流の一助となるよう努めてまいりま

す。以上であります。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
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髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） 多岐にわたる御答弁を

いただきました。ありがとうございます。 

  それでは、ＣＯＷＣＯＷ商品券について再質

問したいと思います。 

  かなり九十何％と高い換金率だったと思いま

すけれども、どの業種、どのお店にお金が回っ

たかというようなことがあればお聞きしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ＣＯＷＣＯＷ商品券がど

のようなお店で使われたのかという御質問にお

答えしたいと思います。 

  商品券につきましては、これまでもそうなん

ですけれども、多くは大型スーパー等で使用さ

れております。今回のＣＯＷＣＯＷ商品券につ

きましても、上位10店舗のうち多くが大型スー

パー、ドラッグストア等の量販店でございまし

た。これが約66％でございます。そのほか33％

については小売業等が含まれているということ

でございます。よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） やはり日用品的なもの

が、生活用品に主に回ったというようなことで

すね。消費喚起になったことに対しては地域経

済にとってはよかったかな。ただ、残念なこと

は、地元の小売店といいますか、その辺が少な

かったというのは、その辺課題ではないかなと

思うんですけれども、そういった商品券を活用

して、自分のお店にもぜひというようなアプロ

ーチ、拡大の方法も小売店あたりと、会議所を

通じてでしょうけれども、そういうものを使っ

て売込みというか、上がるようなお店の努力も

必要ではないかなと思いますので、これを教訓

にして、さらに地元の商店街の方々にも頑張る

ような仕組みを考えていただければなおいいの

ではないかなと思いますので、ひとつその辺、

これを経験としてというか、データ的なもの、

それになっているわけですので、そういった使

い方をやって、なるべくコロナ禍に負けないよ

うな地域経済を行政でも後押ししていただけれ

ば大変ありがたいのではないかなと思います。 

  キャッシュレスは検討するということで、こ

れはスマホ決済と、そしてポイントがつくんじ

ゃないですか、ポイント、その辺。片方では現

金、我々なんかはどっちかというと現金派とい

うか、公費を投入するのに一部の住民しか恩恵

を受けず、公平に欠けるというような、なかな

か導入に踏み切れない自治体もあるやなしやに

聞いていますけれども、時代の流れとして、み

んなが待っていると進まないんですね。その辺、

使い勝手の悪い方にも、こうやって使うと利便

性があるよということもＰＲしながら、そうい

ったものの先行事例というか、先達みたいなこ

とをやらないとなかなか進まないというような

こともあると思いますので、その辺を考えなが

らというか、使い勝手の悪い人にもこういうふ

うにというようなＰＲを丁寧に行っていけば、

なるほどなと思うんです。 

  私、大変個人的なことですけれども、あるコ

ンビニに行ったんですよ。店員さんとお金をや

り取りするったら、いや、ここの何とかボタン

を押せばあれだと。カード、何々のカード、い

っぱい何かあったけれども、現金というのを押

してくださいと。現金を押して、ここから入れ

ると領収書が出てきて決済なる。ああ、これが、

やはりこういう時代だなと思うんです。１か月

ぐらい行かないと進むんですね、そういう近代

的なもの。それはお金を入れて決済できるから

いいんだけれども、やがてそれもなくなるんじ

ゃないかなというような、そういう気もしまし

た。そういうことも含めながら、これ全部やれ

ったってこれはとっても難しいでしょうけれど

も、まずそういうことをやって、利便性のこと
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も大事だと思いますので。これ、課長、やる気

あるかないか、ひとつ。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 非常に難しい質問を投げ

かけられました。やる気があるといえばありま

すし、やれるかどうかということも問題だと思

います。 

  キャッシュレスのキャンペーンにつきまして

は、他の自治体を見ましても還元のポイントを

公費で賄っているという状況がございます。こ

ちらがどれだけ市の財形を圧迫するかというこ

ともございますので、消費喚起の起爆剤、非接

触型で新しい生活様式に対応したという点では

評価できると考えてございますが、それらを総

合的に判断しながら、導入するあるいはそれを

引っ込めるという判断をしなければならないと

思いますので、もうしばらく検討させていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） 一つの私の提案、提起

という形で受け取っていただいて、前向きに御

検討なさっていただければありがたいなと思っ

ております。 

  次に、企業版ふるさと納税、市長の答弁を聞

くと、もう下地はできたと、あとはやるのみだ

というようなことだと思うんです。 

  例えば企業が100万円をすると90万円が控除

なって10万円に課税というような制度なんです

よね。観光とかいろいろなものに、人材確保と

か多岐に使えるわけで、ここは事務方、行政の

知恵がとても必要で、賢い事業展開をしていく

必要があるのではないかなと思うんです。 

  それで、いろいろ考えたんだけれども、新庄

市は風致のまちをつくると、そういうものにも

企業に呼びかけてということも可能なんでしょ

う。そこで、課長としてはどのような事業にこ

れからふるさと納税の財源を充てるか、やりた

いなというお考えがあったらお聞かせ願いたい

と思います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 企業版ふるさと納税につ

きましては、先ほど市長が申し上げましたとお

り、自治体、我々の知恵を使う、我々の企画す

る事業とそれに対して事業者から、いい事業だ

ねとマッチングしていただけることによって寄

附を頂けると思っております。 

  昨年から、信金、中央金庫のふるさと事業の

応募がありまして、今年度も信金と打合せをし

ながら、いろいろと応募したいという形で動い

ております。 

  先例の事例を見ますと、先ほども申しました

ように、観光人口とか地域の特色を生かした事

業、ＳＤＧｓの観点から持続可能なまちづくり

という視点などが有効だというお話も聞いてお

ります。そうしたことから、具体的なところま

では申しませんけれども、新庄市の歴史、祭り、

こうしたものが一つの誇りであり、これから新

庄藩の400年祭事業とか歴史的風致とかありま

すので、その辺の新庄らしさを一つテーマにし

て応募してみたり、企業にこれからアピールし

ていければいいのではないかなと我々は思って

おりますので、今おっしゃられましたように知

恵を絞りながら企画していきたいと考えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） なぜお尋ねしたかとい

うことは、昨日も私たちの会派の石川議員がふ

るさと納税の質問をして、当初は２億円を計上

したのが15億円になったという大変喜ばしいこ

とを聞いて、よかったなと思うんですけれども、

これから決算特別委員会になるわけですけれど

も、その前に監査委員からまとめてお話、結び
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でありましたね、持続可能な財政基盤の確立が

新庄市にとってはこれからも、新庄市のみなら

ず、多くの自治体もそうなんでしょうけれども、

そういった手段、国の手段をうまく活用して財

源確保というのは、なかなか認証を集めるのは

大変でしょうけれども、こういう新しい制度、

知恵を絞ればお金が出てくるわけで、青森県の

某村ではふるさと版で10億円を集めたという事

業体があるし、そんなに大きい金額でなくても

いいわけですので、ぜひぜひそれ一つやって、

何か地域、新庄が元気になればいいなという思

いですので、よろしくお願い申し上げます。 

  次は、教育関係でお願いします。 

  ＧＩＧＡスクール構想、教育長は１日１回で

もいいから、子供たち、児童生徒が使えるよう

にということなんでしょうけれども、まだなか

なかそこまで、全部の学校に行ってないと思う

んですよね。何かセキュリティーが厳しくて、

なかなか持ち出しというのが、何か充電するも

のがあって、勝手にできないということ、まだ

まだ行ってないのではないかなという気がしま

す。いろいろ問題あるでしょうけれども、先生

方の意識革命、先生方は大変だけれども、先生

方がまだそこまでいかれない、いけないという

ような、コロナ禍で授業を休んで、予定より進

まないということも考えられるのではないかな

と、私はそういう気がします。端末の運用、保

守が大変だと思うんです。高速化によって容量

が足りなくなるというお話もいただいたけれど

も、その辺のことはどうなんでしょうね。もう

少しそういったものに対する設備が本当に、た

だ物だけ入れたけれども、使いこなせないよう

な、まだ環境整備がなされてないのかなという

気がしますけれども、その辺のことはどうなん

でしょうか、教えてください。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

髙橋富美子議長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 児童生徒のタブレット端

末の運用についての御質問でございますが、議

員おっしゃるように、学校によってはアカウン

トの提供も時間差がございましたので、比較的

早くから使っている学校と少し遅れて使った学

校があるのは事実でございます。 

  このたび、全校、全学年の利用状況等も集め

ておりまして、比較的使い始めているところで

あります。近々全校の担当者を集めてその成果

等も報告する予定でございます。 

  なかなか気軽にということが難しいと先ほど

お話しいただきましたけれども、充電について

は、イメージとしまして、朝、充電器から自分

の机に持ってきて、１日手元に置いて、帰ると

きにまた充電器にという形で、これはあくまで

も例示ということで、いつも机に持っていると

いうことを提案させていただいております。 

  職員については、確かに負担感を感じている

職員はいるだろうと思いますが、いつも言って

いるのは、子供たちからも学ぶ姿勢でというか、

一緒にやっていくということで、まずは気軽に

使っていくというところから指導しているとい

うところでありますので、また細かいいろいろ

な報告で、使い方について報告する機会も設け

させていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 議長、平向真

也。 

髙橋富美子議長 教育次長兼教育総務課長平向真

也さん。 

平向真也教育次長兼教育総務課長 端末の運用面

での御質問については私からお答えさせていた

だきたいと思います。 

  確かにコロナ禍でリモートワークとかが増え

ていまして、全国でＧＩＧＡタブレットが相当

な数あるわけでして、こちらも通信が本格化し

ているということで、回線がかなり混み合って

きているという状況でございます。原因として

幾つか考えられると思いますけれども、やはり
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家庭への持ち帰りですとか通信環境の整備は大

事でございますので、今後とも改善に努めてま

いりたいと考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） 大変だけれども、頑張

っていただかないとということで、お願いする

わけであります。 

  学力テストのことを伺います。結果的には全

国平均を小学校６年生の国語はアップ、算数は

下回った。中学３年は両方ともアップというよ

うなことで、改善が見られたということで、頑

張っていただいたなというような気持ちであり

ますけれども、これから小学校の算数、若干下

回ったというのは詳しく今後聞けると思うんだ

けれども、教科担任制度というのが、萩野学園

あたりと普通のを比べてみて、施設一体型の萩

野学園あたりは、小学校の算数は、これ言わん

ねが、せっかくなったから、傾向ぐらいひとつ

教えてください。 

髙橋富美子議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時４３分 休憩 

     午後１時４４分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

髙橋富美子議長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 ただいま義務教育学校の

１つの学校についての結果でございますが、特

定しての結果についてはお答えできないんです

けれども、いわゆる教科担任制が進んでいる学

校については効果があると申し上げたいと思い

ます。これについては、全国学力調査もそうな

んですが、ＮＲＴ（全国標準検査）とか到達度

のＣＲＴという全国テストをやっておりますの

で、国語、数学、算数に限らず、いろいろな教

科でいいますと教科担任制は効果があると申し

上げたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。 

  子供たちの安全安心については細心の注意を

払ってやっていただいていると思うんですけれ

ども、10月以降、修学旅行等は、ワクチンを打

った、ある部分では緩和というか、学校サイド

に任せるようなことができるんでしょうか。い

ろいろな行事も、文化祭とかいろいろな行事も

含めて、どのようなことなんでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

髙橋富美子議長 学校教育課長髙橋昭一さん。 

髙橋昭一学校教育課長 学校行事とワクチンの話

がございましたが、先日、９月の通知をもちま

して、市内の小中、義務教育学校の修学旅行に

ついては、県外、県内にかかわらず延期をする

ようにお願いをしたところでございます。現状

としましては、10月以降に行き先を変えたりと

か、泊を伴うものにつきましては日帰りである

とか様々学校で判断していただいて、感染対策

を取りながら、できるだけ修学旅行を実施する

ような形で進めているところであります。 

  同じように、文化祭、新庄市は合唱祭が多い

んですけれども、これにつきましても保護者の

数の制限とか、多いのは時間を分けて分散して

実施という形が今のところ検討されているよう

でございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） ホストタウンについて

お伺いします。 

  ホストタウン選んだのは、ポストコロナ後の

インバウンドで台湾との交流を深めたいという

ような思惑があって台湾のバドミントンとした

と思うんですけれども、ポストコロナ後もイン

バウンドの関係で、これは教育委員会じゃなく

て市当局だと思うんですけれども、これを契機
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に台湾とのインバウンド、どうお考えでしょう

か。恐らくポストコロナなると思うんですけれ

ども、その後に関してお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 ポストコロナでのインバ

ウンドということで御質問いただきました。 

  台湾に限らず、現在交流していただいている

ところがあるわけですけれども、そちらにつき

ましては、現在の状況を見極めながら、これが

収束した後は行くよということで多くの旅行者

から言われております。台湾だけでなく、タイ

航空からも直接連絡がありまして、日本のコロ

ナが収まれば、すぐ行く用意はできているので、

準備をお願いしたいということでも言われてい

ます。 

  台湾については、親日国でリピーターの方が

多くいらっしゃいまして、新庄にも多くの方が

来新されておりますので、そちらについてもコ

ロナの状況が改善次第、飛行機も飛んでくると

なるとかなりの方が来新してくれるのかなと思

ってございますので、それに向けた準備を現在

の段階から進めていかなければならないと考え

てございます。よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

髙橋富美子議長 小嶋冨弥さん。 

１５番（小嶋冨弥議員） 台湾は身近な国であっ

て、今後ともいろいろな交流は大事だなと思い

ますので、ホストタウンも、もう少し祝福をや

ってもらいたいな。今、何ですか、子供たちも

オンラインでできるわけですので、台湾選手、

オリンピックで金メダルを取ったら、よかった

なというのをオンラインでもう少し情報を発信

してもいがったんねがなという気がいたします

ので、その辺の取組、もう少し頑張っていただ

きたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

髙橋富美子議長 社会教育課長渡辺政紀さん。 

渡辺政紀社会教育課長 ホストタウンとして台湾

との子供たちの交流ということで、確かにオリ

ンピックで大活躍された台湾の選手、バドミン

トンの選手の方々へ、子供たちとか競技連盟の

方々を通してオンラインで祝意というか、申し

上げるという機会が必要だったのかなと思って

おりますので、折を見ながら、遅くなってしま

ったかもしれませんけれども、そういうことも

併せて考えていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

八鍬長一議員の質問 

 

 

髙橋富美子議長 次に、八鍬長一さん。 

   （４番八鍬長一議員登壇） 

４ 番（八鍬長一議員） 勁草21、八鍬長一です。

９番目、一番最後の質問ということで、お疲れ

でしょうが、よろしくお願い申し上げます。 

  今日も本合海から出て、私は農道を走って新

庄のまちに向かってきます。本当に黄金の波の

中を車で走ってきます。今年は幸い、大きな水

害もなくてよかったなと思っていた矢先に、せ

んだって米代金の前渡し金額が新聞に報道され

ていました。そのお金が回り回って新庄のまち

の中の経済も潤すわけであります。本当に田園

都市である新庄、農作物一つ一つの結果につい

て一喜一憂しているこの頃であります。 

  私は通告に従って３点について質問しますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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  初めに、新庄インターチェンジ付近の道の駅

の協議が進んでいないということで、市民は、

なぜ進んでないのか、多くの市民が新庄市の今

の進め方に違和感を持っています。その原因に

ついては後で申し上げます。 

  まず、山尾市長は、これまで先頭に立って、

本当に道路行政、その中でもとりわけ高速交通

網の整備促進について陳情や要望、そして新庄

での道路大会の開催など沿線自治体と一緒にな

って取り組んでまいりました。新庄市政にとっ

て交通網の促進整備をしていくということは歴

代市長にとっても大きな課題でありました。市

議会も当然そのことを支持して行動してきた、

そういう経過を承知しています。それは交通網

の整備によって経済を循環させる物流だけでな

く、人を運び、交流し、産業をつくり、人が集

まることによって、交流することによって新し

い文化を運ぶからであります。 

  いよいよその成果が今、実を結ぼうとしてお

ります。私たちの目の前に来ております。言う

までもなく、高規格幹線道路、東北中央自動車

道、いわゆる縦軸は前倒しされまして、今年中

に新庄までつながるということを聞いておりま

す。来年には泉田道路が昭和の入り口まで供用

開始されます。地域高規格道路、横軸である新

庄酒田道路も順調に工事が進んでいると聞いて

おります。いわゆる高速道路公団による高速道

路の整備でなくて、高規格道路の整備という手

法によって高速道路は新たな魅力を生んでおり

ます。それは何かといいますと、料金所のない、

無料の高速道路であるからであります。そうい

う点では、高速道路をめぐって車の動き、人の

動きが大きく今までの価値観と変わってくると

思います。 

  新庄は江戸時代から陸路の交通の要衝として

発展してまいりました。明治以降は鉄路の十字

路であります。高速交通網の十字路である新庄

市、これはほかでは決して新庄と同じような条

件下にありたいといっても地理的条件から成り

立ちません。言わば与えられた新庄の地理的条

件、特性を生かすには新庄インターチェンジ付

近に道の駅を設置するほうがいいと多くの市民

が望んでおります。その協議が進まないのはな

ぜか。何が理由か質問いたします。 

  次に、看護専門学校建設断念、ちょうど中止

から２年がたちました。その後、その建設予定

地は土地開発基金で取得したわけでありますけ

れども、まだ新庄市の持ち物として持っており

ます。２年たって、どんな努力をして、今後ど

んな整理をしていくのかお尋ねいたします。 

  ３点目は、技術系職員の採用についてお尋ね

します。 

  初日に石川議員が質問していますので、なる

だけ重複しないようにして、私は技術系職員の

採用に絞って質問いたします。 

  今年４月１日現在の新庄市の職員総数は274

名であります。昭和40年代の数字からいいます

と本当に隔世の感がいたします。その頃は400

人を超えていましたので、人口減少とともに職

員の数もかなり絞られてきているというのが実

態であります。 

  その274名のうち技術系職員は管理職３名を

含めて21名です。職員全体の７％にすぎません。

さらに、その半数以上が45歳以上であります。

35歳以下の職員は６人しかおりません。年齢構

成を考えたときには、今後の課題等を考えたと

きには異常事態である、そのように思います。 

  そういう実態から、学園や小中学校を管理す

る教育総務課、市民プラザ、文化会館、図書館、

公民館を管理する社会教育課には、かつて技術

系職員、技師が配置されていましたが、２年前

から、そして昨年から現在は１人も配置されて

おりません。今、新庄市の公共施設は長寿命化

計画の実施をはじめアスベストの問題や耐震改

修など技術系職員が関わる課題が大きくありま

すし、そして職員として後輩への問題点の継承、
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そういうことが非常に大事であると思います。

私は、技術系職員が少な過ぎる、そのように思

っております。 

  そういう中で、今年度の技師の採用の見通し

についてお尋ねいたします。 

  ひとまずこの辺でお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、八鍬市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄インターチェンジ付近を交差する高速交

通網整備は、横軸に新庄酒田地域高規格道路及

び石巻新庄地域高規格道路、縦軸は新庄湯沢地

域間高規格道路といった各同盟会があり、長年

の要望活動の成果もあって、開通見通しが発表

されるなど着実に進んでいるところであります。 

  御質問の道の駅につきましては、現在本市は

第一にエコロジーガーデン隣接の道の駅を進め

ておりますが、インターチェンジ付近の道の駅

に関する協議は今まで県の主導による最上管内

８市町村の間で進められてきました。 

  その協議が進まないのはなぜかといった質問

でありますが、市としては、施設規模や設置場

所、経営母体、収支構造など大きな課題がある

と考え、将来の財政負担とならないよう慎重に

協議を重ねる必要があると考えております。 

  また、施政方針の中におきましても、道の駅

につきましては第一義的にエコロジーガーデン、

そして第二義にインターチェンジ付近というこ

とを答弁させていただいております。 

  その中で、新庄市の将来を考えたとき、まず

は新庄駅に既に駅の駅があるということを私は

その当時発言させていただきました。自分も反

省しながらですが、この利活用ということに真

剣に取り組んできたか、あればいい、そこにあ

ればいいということなのか、この方策自体もし

っかりと進めなければいけないだろうと思って

いるところであります。そうした意味で、人口

減少社会における本市の在り方ということを真

剣に考えなければいけないと思っております。 

  また、エコロジーガーデンにつきましては、

登録文化財ということでありますので、道の駅

手法による駐車場の拡大、もし拡大がなされな

くても、なくなったとしても、エコロジーガー

デンそのものは維持運営しなければいけない。

それらをしっかりとするためにも、要望のある

駐車場の整備ということは急務であると考えて

おります。 

  また、道路がつながることによって、その町

にどういう形で人を寄せるのかということが大

きな目的であり、道の駅そのものが通過点であ

ると、まちの中には誰も入らないということで

果たして満足できる道の駅であるか、そこを情

報発信として８市町村それぞれの目的に沿って

出かけられる、そういうことの考え方もあるの

ではないか等様々なことを考えながら、将来の

財政負担にならないよう慎重に協議を重ねる必

要があると考えているところであります。 

  ２番目の高速交通網の十字路の優位性といっ

た質問ですが、検討しているインターチェンジ

付近については、主に高規格道路における多く

の物流関係の道路利用者の中継や休憩施設とい

った機能、この機能と連携したサービスの提供

が期待されると考えておりますが、設置場所を

はじめ様々な課題を整理する議論が必要と考え、

今後も県と８市町村の間で協議を重ねてまいり

たいと考えております。 

  次に、旧看護師養成所建設用地についての御

質問であります。 

  旧看護師養成所建設用地につきましては、令

和２年１月に庁内検討組織として旧看護師養成

所建設用地活用等検討委員会を設置しており、

これまで当該用地の活用について検討してきた

ところであります。今年度に入り、当該用地を

中部保育所移転用地の候補の一つとして検討し
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てまいりましたが、このたび移転用地が最上公

園内に選定されたことから、改めて旧看護師養

成所建設用地の活用について検討を進めている

ところであります。 

  今後は、町なかのにぎわいの創出などの観点

から、専門職大学の学生などの若者を対象とし

た宿泊施設といった活用も選択肢の一つとして

捉え、可能かどうか検討に入りたいと考えてお

ります。引き続き当該用地の有効な活用につい

て検討してまいりますので、御理解と御協力を

お願いいたします。 

  次に、技術系職員の採用についての質問でご

ざいます。 

  オリンピックや災害復興対応など、近年の社

会経済情勢により、技術系の人材については官

民問わず需要が多く、多くの自治体が人材の確

保に苦慮しているところであります。 

  市職員の年齢構成を見ましても30代の技師が

極端に少ないなど、技術系職員の確保は市とし

て喫緊の課題であると認識しております。技術

系職員につきましては、この３年間で土木技師

２名、建築技師１名を採用し、来年度の技術系

職員につきましても、上級土木技師の採用が見

込まれますとともに、今月実施する後期試験に

おきましても初級土木、初級建築、社会人経験

のある土木職等、募集している職種それぞれに

応募があったところであり、複数の技術系職員

を採用できるものと見込んでおります。 

  また、第５次総合計画では人を育てる職場づ

くりを掲げており、採用後におきましても職場

内研修の活性化により実践的な知識や技術はも

ちろん、組織としての価値観、考え方なども含

めて共有し継承していくような職場づくりを進

めるとともに、引き続き技術系職員の人材確保

に努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 最初に、土地開発基金

によって取得した土地のことについてお伺いい

たします。再質問いたします。 

  既に決算書が渡っていますけれども、現在の

土地開発基金は総額で１億7,000万円、うちす

ぐ土地開発基金の目的に沿ったような使用がで

きる現金というのは4,000万円であります。こ

の4,000万円の残高について、新庄市が今いろ

いろな形で多方面にわたって事業展開していま

すが、その事業の執行に影響があるのか、ない

のか、それを１点。 

  それからもう一つは、断念、中止から２年が

たっています。本来であれば、民間の土地であ

りましたから固定資産税として収入が入ってい

るわけであります。そう長く放置できるもので

はないと思います。見通しがつかないのであれ

ば、民から得たものは民に返す、そういうこと

によって新たに収入が確保できれば、それはそ

れで一つの整理の方法ではないのか、そのよう

に思っておりますが、いかがでしょうか。 

荒澤精也財政課長 議長、荒澤精也。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 初めに、基金の質問でござい

ましたので私からお答えさせていただきます。 

  決算書の中に記載していますとおり、現金に

ついては議員おっしゃるとおり4,000万円の現

金がございます。その執行に問題ないか、いろ

いろな事業をする上で問題ないかということで

ございますけれども、実際にこの基金条例、公

共もしくは公共用に供する土地または公共の利

益のために取得する必要がある土地をあらかじ

め取得することにより事業の円滑な執行を図る

ための基金だということでございます。 

  実際に今現在、そうした近々の事業に係る土

地の取得という部分については、近々の部分に

ついては特にないということで、4,000万円の

部分については、実際に大きな事業をする上で

１億7,000万円の総額の基金でございますが、
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これまでも現金の部分についてはそれなりに買

戻しの部分で現金化してございますけれども、

まだまだ足りないということも承知しておりま

すので、その辺については、その事業、先行取

得するような部分が発生するに影響がないよう

に、基金の部分については今後とも買戻しの部

分については進めていかなければならないとい

うことは十分把握してございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 北本町の看護師養成所建

設予定跡地につきましては、これまでも、市長

答弁にありましたように、まずは、議会からも

提案がありましたけれども、保育所の移転先の

用地としての検討ということで８月までさせて

いただいたところでございます。 

  答弁にもありますように、これからまた仕切

り直しというのはおかしいですけれども、検討

に入っていきたいということで思っております。

それにつきましては、何とか、午前中の質問に

もありましたけれども、せっかく専門職大学の

学生が令和６年に40名、それから４年かけて

160名という方が来るので、その若い人たちが

町なかで生活していただく上で有効活用できる

土地になるのではないかなということで、選択

肢の一つとして今考えているところでございま

す。ただ、これから検討に入っていく形になり

ますけれども、そうしたことを選択肢の一つと

して、例えば八鍬議員おっしゃるように民から

民へという形で、民間の方がそういったことに

敏感に反応していただいて、あの土地を使った

ら面白いんじゃないかとかということも出てく

るかもしれませんし、様々な在り方はこれから

検討してまいりますけれども、今現在考えてい

るのはそういった若い人たちが町なかに来るこ

との一つのきっかけになるようなことを考えら

れないだろうかということを選択肢の一つとし

て今捉えておりますので、もうしばらく検討時

間をいただきたいと。８月が終わりまして、こ

の議会が終わりましてからまた検討に入ってま

いりますので、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 再度いろいろな角度か

ら検討していくということでありますが、あま

り引きずってもしようがないと思うんですよね、

やはりどこかの段階で整理つけないと。進んで

も断念してもどっちの場合でも、いずれはどっ

ちの場合でも問題は起きるということを承知し

た上で判断したわけですから、その後始末も私

は早めにやったほうがいいと思います。 

  それで、大事なことですから確認しておきま

すが、取得した土地は土地開発基金の中の財産

の土地として残っているのか、または新庄市の

公有財産の中の普通財産で残っているのか、そ

このところを確認したいと思いますので、財政

課長、よろしくお願いします。 

荒澤精也財政課長 議長、荒澤精也。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

荒澤精也財政課長 今の土地については、土地開

発基金を原資として買わせていただいたという

ことになってございます。実際の所管について

は財政課で所管しているということになってお

ります。実際の活用については、先ほど総合政

策課でお答えしたとおり、活用の検討会につい

ては事務局が総合政策課にあるということにな

ってございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） そうしますと決算上に

出てくる新庄市の公有財産の普通財産には入っ

ていないということですね。 

荒澤精也財政課長 議長、荒澤精也。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 
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荒澤精也財政課長 決算上、決算書の中の基金の

財産ということになっております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） それでは、職員の採用

の問題については、問題を認識していただいて

おりますので、ぜひそういう方向に進めていっ

てもらいたいと思います。 

  職員の皆さんに申し上げたいといいますか、

もっと自信を持っていただきたいと思いますの

は、市長の任期は４年です。我々の任期も４年

です。しかし職員は40年前後、この新庄のまち

のためにいろいろな角度から仕事に携わってお

ります。その時々の行政課題をクリアしていか

なければならないのは当然のことでありますが、

ぜひ常に長期的視点に立って新庄のまちづくり

を考えていってもらいたいと思います。 

  採用試験の在り方にもせんだって総務課長が

答弁していましたけれども、採用試験のやり方

の問題もありますけれども、何よりも大事なの

は、市民に寄り添い、魅力あるまちづくりをし

ているんだ、新庄はということで、好印象を発

信者に持ってもらうということが一番大事では

ないでしょうか。そのことを申し上げまして、

先ほどの答弁の内容で今後とも進めていってい

ただきたいと存じます。 

  引き続きといいますか、再度、冒頭の道の駅

の問題に戻ります。 

  市長から説明あったんですが、せんだっての

副市長の説明もそうでしたけれども、どうも大

きな点で私と認識の違いがあるのではないかと

思っています。それは、先ほど市長の答弁でも

ありましたけれども、第一義的にはエコロジー

ガーデン、その後に「県が主導する」という言

い方をしています。いわゆる北のゲートウェイ

ですね。県は、主導といいますか、８市町村の

まとまりを手助けするための段取りはいろいろ

しますけれども、県自体が道の駅をつくるわけ

ではありません。御存じのように道の駅の設置

者は市町村が原則であります。その辺の認識の

違いがあると思うんですが、これは大事なこと

ですから、どう思っていますか、その辺のとこ

ろを確認したいと思います。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 今年度、会議というものは開催

されておりませんけれども、昨年度２回、会議

は開催されましたが、その説明の後に、私から

県の幹部の方に、今の説明については県の施策

で進めるのかという質問に対して「そうです」

というような回答があったことも事実でありま

した。その後、その前後も含めて、県が主導で

進めるのか支援で進めるのかという部分につい

て、会議の席上、我々に説明しているという記

憶は今段階でないというのが現状であります。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 最近、新庄の市民の方

もいろいろな点で道の駅に関心があって、私ど

もじゃなくて、県に真っすぐいろいろな問合せ

もやっているようです。これは県のホームペー

ジですから発表しても問題ないと思うんですが、

これは９月３日付のホームページですが、「北

のゲートウェイ道の駅の設置は県の施策として

行うのですか。また、県が主体となって行うの

ですか」と、この問合せが８月11日に入ってお

ります。それに対して県の返事は「ゲートウェ

イとなる道の駅整備促進に向けた市町村の取組

を支援していくこととしています。また、道の

駅の設置者は原則として市町村であることとさ

れており、県としては引き続き市町村や経済界

の取組を支援することで、最上地域全体の機運

醸成を図ってまいります」と、そのように返事

をしていると思うんです。 

  それで、市長にお尋ねしたいんですが、８市

町村の協議には副市長が出席ということであり
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ますけれども、新庄市長、山尾市長としては副

市長にどんなミッションを与えて、会議に臨ん

でもらいたいということを言っているんでしょ

うか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 その当時でありますが、県が主催

し、副市長レベルの皆さんを集めて、こういう

形だという説明を聞いたと報告を受けているわ

けで、こうしなさい、ああしなさいということ

は私からは言っていないわけであります。 

  私は、第一義的にエコロジーガーデンの道の

駅を進める、新庄市はその方針であると、この

１点だけでありまして、インターチェンジ付近

については話を聞くという立場で終始している

と思っております。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） ３月議会の新庄市の予

算書の提案から、エコロジーガーデンを第一義

的に設置すると。その後、市民の方々からいろ

いろな反応が出ました。この議場でもある議員

から、市民に十分な説明が必要ではないかとい

う話があったんですが、まず議会にということ

で、市民に執行部が積極的に説明して、市民の

理解を得ていくという方針が示されませんでし

た。やっと７月末になって市民向けの、今日午

前中にいろいろ問題になりましたリーフレット

が配布されたわけでありますが。 

  私たちは、コロナ禍の中で、このままでいい

んだろうか。私もそれなりに市民の知っている

方に聞きましても、エコロジーガーデンの道の

駅、聞いてみんなびっくりしました。 

  私どもの会派勁草21では、７月６日から８月

５日まで、ちょうど１か月間です、暑い中でし

たが、市内本合海の畑地区から北は土内まで、

市内あちこちの113か所で市議会の街頭報告会

をしました。もちろんコロナ禍の中であります。

１番目にはコロナワクチン接種の問題を市民に

報告して、その後に道の駅のことが大変問題に

なっておりますと。マイクで叫んでもなかなか

最初のうちは出てきませんでしたが、ぽつりぽ

つりと人が出てきて話を聞いてくれました。

113か所やった中で、エコロジーガーデンの新

庄市の考えについては「あそこ、ねえべや」と

いう人がほとんどであります。113か所やって

「エコロジーガーデンでもええが」という人が

２人いました。あとそのほかは、今まで市長が

いろいろな高速道路の運動をやってきたという

ことも市民は知っております。そういう点で、

インターチェンジ付近の道の駅整備で進んでい

る、そのように思っていた、そういう市民がほ

とんどでありました。それから、意外と市民が

知らないのは、無料の高速道路であるというこ

とが分かりませんでした。高速道路が開通して

も、ある時間になればまた有料なんなべや、有

料なれば旧国道に車が戻ってくるんではないか、

そういう理解をしている市民がほとんどでした。

途中から私たちは高速道路の制度の在り方、道

の駅の制度の在り方ということで、長い説明に

はなるんですが、そういうことも含めて市民報

告会をやってまいりました。 

  その結果、私どもは、新庄市が選ぶ道は新庄

インターチェンジ付近、それを市民の多くが望

んでいる、そのように肌で実感として感じまし

た。 

  また、さらには８月に、首長たちのほかに、

いわゆるウエストラインと言われております新

庄石巻道路の４つの市議会の議長たちが集まっ

て連携会議も発足しました。そういう点で、今

まで市長が進めてきた高速道路の整備計画、こ

れからもいろいろな山場を迎えながらも、新庄

の行政指針として進めていかなければならない

のではないかと思います。 

  市長は道路を造ることと道の駅をどうするか

は別だという理解をしているように私は思える
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んですが、私はそうではないと思います。与え

られたチャンスを行政の新たな課題として生か

していく、そういうことが必要ではないでしょ

うか。市長の感想で結構ですからお伺いしたい

と思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 高速道路網の整備と併せ

て道の駅の在り方についての考え方ということ

で御質問をいただいたところでございます。 

  これまでも新庄市といたしまして、縦軸であ

る東北中央道、横軸としての新庄酒田、石巻新

庄道路については、要望会の中でも様々な活動

をしながら、国、また国会議員の先生方にも要

望してきたところでございます。おかげさまで

開通見通しなども公表されまして、令和４年度

には縦軸の県境をまたぐような開通が見通され

ているところでございます。 

  この状況の中で道の駅の整備ということで、

在り方についてどう考えるかという御質問でご

ざいますが、市といたしましても、高速交通網

の交差点付近ということは今後も物流関係の交

通量が増加するということで、重要な場所であ

ろうということは当然認識しているところでご

ざいます。そのために、物流に関係する車両の

ための休憩または中継点としての道の駅、また

はスペースとしての駐車場の整備ということも

重要な課題ではないかと考えているところでご

ざいますが、この内容につきましては、新庄市

をはじめ最上郡内８市町村で活動を行ってきた

同盟会の中でもございますので、一致団結した

意識の下でその整備を進めていくことが重要で

あろうということは市としても認識していると

ころでございます。 

  このようなことを踏まえまして、最上郡内８

市町村で十分な検討を行いながら、中継点とな

る道の駅については今後とも協議を重ねていき

たいと考えているところです。以上です。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 高速道路の整備が進む

ことによって、先にエコロジーガーデンの整備

をしてしまうと２つの道の駅を持つという方向

になっていかざるを得ないと思います。それが

正しいかどうかは今日は申し上げませんけれど

も、インターチェンジ付近の道の駅の重要性と

いうのはいろいろな意味で大きな、新庄最上に

とってのビッグチャンスであると思っています

し、先ほど前段で質問ありました、私どもが長

く願っていました東北農林専門職大学の開校も

令和６年に迎えております。大学と連携する道

の駅というのもいいんじゃないでしょうか。 

  それに加えて、ウエストライン構想、ウエス

トというのは一番腰が細くなっているという意

味もあるそうですが、新庄を通って日本海から

太平洋、太平洋から日本海に向かうのは一番東

北では短距離なんです。 

  当然、道の駅の整備は第３ステージに入った

と言われていますが、広域連携の災害対策の道

の駅、いわゆる防災道の駅としての機能が期待

されております。そういう点では新庄は８市町

村の一員ではなくて、もっと、何といいますか、

新庄最上の中心都市として積極的にインターチ

ェンジ付近の道の駅に主体的に関わっていく必

要があると考えていますが、最後に市長の考え

をお尋ねしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 この議場で何度か申し上げている

わけでありますけれども、１つは、何回も言い

ますが、新幹線が来たとき、市民運動の中でゆ

めりあを建て、１億円ですか、２億円ですか、

集めて、新幹線が欲しいと。新幹線が来れば全

てまちの中が活性化できる、こんなビッグチャ

ンスは二度とないということを当時、市民の多

くが思ったわけであります。 
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  その後、私も議会に身を投ずることになって

の会話は何が始まったか。新庄市が８割負担で

はないか、郡部は何をしているんだというよう

なせめぎ合いがこの議場で何度も繰り広げられ

たわけです。その根源は何かといいますと、な

ぜ新庄市だけが８割負担しなければいけないん

だと。郡内みんなで負担するべきだ、そういう

議論には蓋をかけられる。ずっと新庄市が８割

負担でいくということであります。しかし持ち

物は広域ということです。広域のほとんどの施

設は新庄市が45％前後を負担するような仕組み

になっているわけであります。様々な考え方が

あるかもしれませんが、広域にそうした施設を

また抱かせるということがいいのかどうなのか

ということも慎重に考えなければいけないと、

私の頭の中ではそう考えています。 

  今、防災道の駅も言われました。新庄最上の

防災の拠点である広域消防本部の建て替えとい

うことが間近に迫っております。戸前川の脇に

ある消防署、いつ氾濫するか分からない、そこ

に高機能指令室があると。これは部品が令和７

年度までだということで、延ばし延ばししてい

るわけですけれども、それもはらはらしながら

見守っているわけであります。 

  新庄市が突っ込め突っ込めということを皆さ

んおっしゃるわけですけれども、その責任と負

担というものが常に回ってくると。今回の市報

でも書かせていただきましたが、10年後には最

上郡より新庄市のほうが人口が多くなる。当然

10年後の負担率というものも当然上がってくる

ということが想定されます。 

  ビッグチャンスというのは言葉では簡単であ

りますけれども、何がビッグなのか私はよく分

からないです。 

  多くの道の駅がありますけれども、通過点に

なっているところも多くあります。市内に入っ

てこない、そこで終わりだと。 

  県が当初示した道の駅の構想の中では、８市

町村それぞれが道の駅を持つこと、そして真ん

中に情報センターを造る、そういう提案があっ

たわけであります。しかし、その後いろいろな

紆余曲折があってインターチェンジ付近だと、

何々だということを県が主導してきたというこ

とでありますので、じゃあ県で主導してもらい

たいという経過があったということであります。 

  新庄市が突っ込むということは責任を取ると

いうことであります。道の駅の６割以上は赤字

ということは、逆に言えば多くの市民の皆さん

は知らないわけであります。 

  最近できた米沢の道の駅等を見ると確かに多

くの人が出入りしている。それはそうです。ポ

ジションもいいなと思います。山形25万人、福

島30万人、人口を入れますと前後で70万人近く

の方々がいて、その真ん中にあります。非常に

利用価値が高いだろうと思います。 

  今後、新庄市が、インターチェンジ付近と言

われる、計算方法が国土交通省から発表されて、

令和12年度、10年後ですけれども、４万台が通

るだろうと。その根拠というのは数字だけ見て

私も分からないんです、どういう車が通ってい

るのか。私の近くの道路を見ていますと、朝昼

晩、大型トラックだけですよ、大型トラック。 

  道の駅を成功させるには地元の人の利用が６

割必要だと言われています。６割以上を地元が

使って初めて一般的に言われる産直が成立する

かもしれないということであります。多くの皆

さんが道の駅に来るのを想像したとき、何が目

的で来るでしょうか、恐らくトイレと食事です

よ。そこで買物は何をするだろう、何をするん

だろうと私は想像してしまうわけです。その辺

の協議を８市町村でしっかりとやらないで突っ

込んでしまったら、それこそ大やけどするだろ

うなと思っています。 

  先ほどありました、職員は40年、我々は１期

ごとであります。ゆえに慎重にならなければい

けない。そういうことで、人口減少社会におけ
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る行財政の在り方ということは、町村はもっと

人口が減ってくるんです。ということは全国全

部減るんです。今までの経験則の成功事例が全

て当てはまるかということはあり得ないし、ポ

ストコロナの後、これからどういう人々の交流

になるのか。今までの経験則ですよ、皆、成功

体験を持った、経済成長の時代に育った方々が、

これはおかしい、おかしい、道の駅は必要だと。

若い人たちから、道の駅なんて聞いたことがな

い、「僕、行かないから、車に乗らないし」と。

そういうことも含めて慎重に考えなければなら

ないということなわけであります。 

  長くなって大変失礼ですけれども、先ほど申

し上げました新庄駅には、情報センター、物産

館、食堂、裏には1,000台の駐車場を備えてい

るわけです。また何かがということで、ないよ

りあったほうがいいということの繰り返しでい

いのか、この辺は十分に議論し、協議し、頭の

整理をして考えたいということで、第一義的、

第二義的と分けていることをぜひ御理解いただ

きたいと思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 本音を言っていただき

まして、ありがとうございました。 

  私は、私の考えを、新庄最上全体を考えた場

合にはインターチェンジ付近しかない、その主

張をしました。今後とも主張してまいります。 

  ありがとうございました。以上で終わります。 

髙橋富美子議長 以上で今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日９月14日から９月

23日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を９月14日から９月23日ま

で休会し、９月24日午前10時から本会議を再開

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時５０分 散会 
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令和３年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和３年９月２４日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 髙 橋 富美子     副議長 奥 山 省 三 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   新  田  道  尋  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   庄  司  里  香  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  議員    １７番   佐  藤  卓  也  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠     員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  税 務 課 長 佐 藤   隆 

市 民 課 長 伊 藤 幸 枝  環 境 課 長 小 関   孝 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 伊 藤 リ カ  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 山 科 雅 寛  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 矢 作 宏 幸  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 荒 田 明 子 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長 
兼教育総務課長 平 向 真 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 
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選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 関 紀 夫 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 横 山   浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小 松 真 子 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和３年９月２４日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

   （決算特別委員長報告、採決） 

日程第 １ 議案第３７号令和２年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第３８号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第３９号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第４０号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第４１号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４２号令和２年度新庄市水道事業会計利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認定 

      について 

日程第 ７ 議案第４３号令和２年度新庄市下水道事業会計決算の認定について 

 

   （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ８ 議案第５１号新庄市個人情報保護条例及び新庄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供 

      に関する条例の一部を改正する条例について 

 

   （産業厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ９ 議案第５２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を 

      定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第５３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

      改正する条例について 

日程第１１ 議案第５４号字の区域の変更について 

日程第１２ 議案第５５号市道路線の認定について 

日程第１３ 請願第２号米の需給調整に関する請願 

日程第１４ 請願第５号米の需給調整に関する請願 

日程第１５ 請願第３号新型コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を求める請願 

日程第１６ 請願第４号新型コロナウイルス感染症の取扱いを指定感染症二類相当から五類感染症に引 
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      下げることを求める意見書提出についての請願 

 

   （質疑、討論、採決） 

日程第１７ 議案第４４号令和３年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

日程第１８ 議案第４５号令和３年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第４６号令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第４７号令和３年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第４８号令和３年度新庄市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

   （上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２２ 議会案第２号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の 

      提出について 

日程第２３ 議会案第３号豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書の提出について 

 

日程第２４ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２５ 議会案第４号米の需給調整に関する意見書の提出について 
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開      議 

 

 

髙橋富美子議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

髙橋富美子議長 日程第１議案第37号令和２年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてか

ら日程第７議案第43号令和２年度新庄市下水道

事業会計決算の認定についてまでの７件を一括

議題といたします。 

  本件に関し、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

  決算特別委員長佐藤文一さん。 

   （佐藤文一決算特別委員長登壇） 

佐藤文一決算特別委員長 おはようございます。 

  それでは、私のほうから、決算特別委員会に

おける審査の経過と結果について報告いたしま

す。 

  決算特別委員会は、全議員をもって構成され

ておりますので、要点のみの御報告とさせてい

ただきます。 

  それでは、御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第37号令和２年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第43号令和２年度新

庄市下水道事業会計決算の認定についてまでの

計７件であります。 

  審査につきましては、９月16日及び17日の両

日にわたり活発な質疑が行われたところでござ

います。 

  初めに、議案第37号令和２年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論が、山科正仁委員より認定することに賛

成の討論があり、採決の結果、賛成多数で認定

すべきものと決しました。 

  次に、議案第38号令和２年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第39号令和２年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、質疑、討論はなく、採決の結果、全員異議

なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第40号令和２年度新庄市介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員異議

なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第41号令和２年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、質疑の後、討論はなく、採決の結果、賛

成多数で認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第42号令和２年度新庄市水道事業

会計利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認

定については、質疑の後、討論はなく、採決の

結果、全員異議なく可決及び認定すべきものと

決しました。 

  次に、議案第43号令和２年度新庄市下水道事

業会計決算の認定については、質疑、討論はな

く、採決の結果、全員異議なく認定すべきもの

と決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託されました案件、

議案第37号令和２年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第41号令和２年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの５件、並びに議案第43

号令和２年度新庄市下水道事業会計決算の認定
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についての計６件については、いずれも認定す

べきものと決し、議案第42号令和２年度新庄市

水道事業会計利益及び資本剰余金の処分並びに

決算の認定についての１件については、可決及

び認定すべきものと決しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださいます

ようお願い申し上げ、決算特別委員会における

審査の経過と結果についての報告といたします。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件について採決いたします。 

  議案第37号令和２年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてを採決いたします。 

  議案第37号について、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対

の方は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 投票の結果は、賛成15票、反対

１票であります。賛成多数であります。よって、

議案第37号は委員長報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、議案第41号令和２年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決いたします。 

  議案第41号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の

方は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成15票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第41号は委員長報

告のとおり認定することに決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきものと決した

議案第38号令和２年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

39号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第40号令

和２年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、議案第43号令和２年度新

庄市下水道事業会計決算の認定についての４件

及び全員異議なく可決及び認定すべきものと決

した議案第42号令和２年度新庄市水道事業会計

利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認定に

ついては、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号、議案第39号、議案第40号及び議案

第43号の４件は委員長報告のとおり認定し、議

案第42号は委員長報告のとおり可決及び認定す

ることに決しました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

髙橋富美子議長 日程第８議案第51号新庄市個人

情報保護条例及び新庄市個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁さん。 



- 144 - 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件

であります。 

  審査のため、９月14日午前10時より議員協議

会室において委員８名出席の下、審査を行いま

した。 

  初めに、議案第51号新庄市個人情報保護条例

及び新庄市個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、総合政策課職員の出席を求め、補足説明

を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、今回の改正のポイン

トをどのように把握しているかといった質疑が

ありました。総合政策課からは、本改正におけ

る一番大きな部分は、情報提供ネットワークシ

ステムの管理者が、従来総務大臣だったものが、

デジタル庁の発足に伴い、内閣総理大臣になっ

た。デジタル庁が発足して、これから日本のデ

ジタル化社会を自治体と一緒に進めていくとい

うところがポイントになっていると思われると

の説明がありました。 

  その他、法改正に伴う自治体への影響やマイ

ナンバーカードの取得率についての質疑があり

ましたが、採決の結果、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 ただいまの総務文教常任委員長

の報告に対し質疑に入ります。 

  議案第51号新庄市個人情報保護条例及び新庄

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例について質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 総務文教常任委員長の

報告によりますと、マイナンバーカードの取得

率について審議があったというお話でしたが、

その取得率はいかがだったでしょうか。 

山科正仁総務文教常任委員長 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 総務文教常任委員長山科正仁さ

ん。 

山科正仁総務文教常任委員長 取得率という点で

質問ありましたが、これは原課で課が違うとい

うことで把握しておりませんので、回答いただ

いておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） そうですか。マイナン

バーカードを多くの市民に取得していただこう

と国を挙げて進めている状況だと思います。し

かし、市民課の課長も前におっしゃっていまし

たが、強制はしないのだとおっしゃっていまし

た。 

  しかし、今の国の流れを見ますと、健康保険

証をこれに代えるとか、あるいは運転免許証も

これに代えるとか、そういう形でこれがないと

医者にも行けなくなりそうな、健康保険証だけ

では行けないか、あるいは運転免許証がマイナ

ンバーに変わるということになるのか、そうい

うふうに全員が持っていくようにしようという

のが今の国の流れだと思います。 

  そうなりますと、１つのマイナンバーカード

で、ここには顔認証ということも出てきますが、

これらが全て医者に行くにもマイナンバーカー

ドを持って、顔認証をかざさなければならない

とか、それを医療関係者はいろいろ照合しなけ

ればいけない。照合するための設備も100万円

とか、すごくかかるそうですけれども、その人

数やその手間暇がすごいらしいです。そういう

ことを考えたときに、このまま一応強制はしな
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いとおっしゃっていただいておりますが、持っ

ていないといけないように持っていかれる今の

状況だと思います。そうなったときに、本当に

情報を守れるのか。１つの番号で、その人の病

気も薬も、あるいはもしかすると信号を赤のと

きに渡ったのも記録されているかもしれない。

プロファイリングという形で、プロファイリン

グというのが、１人の姿が、本人が分かるだけ

でなく、全て行政が握る。そして、それが民間

にも情報が流される。そして、警察がそれを使

うということが今想定されております。中国の

ような管理社会、選別、そういう方向に今行こ

うとしていると言われています。 

  そういう意味では、個人情報が本当に守れる

という審議があったのか、どうでしょうか。 

山科正仁総務文教常任委員長 議長、山科正仁。 

髙橋富美子議長 総務文教常任委員長山科正仁さ

ん。 

山科正仁総務文教常任委員長 本案件は、御質問

の内容は総務文教常任委員会に付託されており

ませんので、御回答は控えさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） この個人情報保護とい

う点では、ＥＵ、ヨーロッパでは、特にドイツ

で分かりましたが、マイナンバーという形で国

民に総背番号制を迫るやり方は、憲法違反とい

うことでやらないことになっているそうです。

ＥＵでは、個人情報を保護するための法律、憲

法を守るという形で、かなり強くなっているの

に対して、日本では緩い。個人が管理され、選

別される、そういうふうに使われる方向に今向

かっているという点で、私は住民、市民の暮ら

し、それから権利、思想信条の自由、行動の自

由、そういった個人情報を守られる権利、これ

が侵されている方向に向かうのではないかと懸

念しております。 

  そういう意味で、総務文教常任委員会におい

ては、審議を今後よく研究なさっていただいて、

一つ一つ吟味を今後やっていただくようお願い

します。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号新庄市個人情報保護条例及び新庄

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例については、委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議がありますので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議案第51号については、原案のとおり決する

ことに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は

反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 投票の結果は、賛成15票、反対

１票、賛成多数であります。よって、議案第51

号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 
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髙橋富美子議長 日程第９議案第52号新庄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例についてから、日程第16請願第４号新型コ

ロナウイルス感染症の取扱いを指定感染症二類

相当から五類感染症に引下げることを求める意

見書提出についての請願までの８件を一括議題

といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長佐藤文一さん。 

   （佐藤文一産業厚生常任委員長登壇） 

佐藤文一産業厚生常任委員長 それでは、私から、

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案４件、

請願４件です。 

  審査のため、９月15日午前10時より議員協議

会室において委員８名出席の下、審査を行いま

した。 

  議案第52号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例についてと議案第

53号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

については、子育て推進課職員の出席を求め、

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  初めに、議案第52号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例について

は、審査に入り、委員からは、電磁的方法と文

書による方法の併用ということで、電磁的方法

によることは義務ではないということでよろし

いかとの質疑がありました。 

  子育て推進課からは、電磁的方法については、

あくまでもすることができるという表現であり、

保護者の方の同意を得てということになってお

り、義務ではないとの説明がありました。 

  ほかに、マイナンバーカードの取得について

の質疑がありましたが、採決の結果、議案第52

号については、全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第53号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例については、審査に入り、委員

からは、施行日はいつを予定しているかとの質

疑がありました。 

  子育て推進課からは、議決日と考えていると

の説明がありました。 

  ほかに委員からの質疑はなく、採決の結果、

議案第53号については、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第54号字の区域の変更について

と議案第55号市道路線の認定については、都市

整備課職員の出席を求め、審査を行いました。 

  初めに、議案第54号字の区域の変更について

は、審査に入り、委員からは、市内の字の変更

をするということで、それによる市への影響は

どうかという質疑がありました。 

  都市整備課からは、国の土地として国有林と

して管理されていたものが、その一部を国土交

通省が所管する国道用地として所管替えになる

ために必要な地番を付すということであり、市

としての関係は出てこないとの説明でありまし

た。 

  ほかに、委員からの質疑はなく、採決の結果、

議案第54号については、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第55号市道路線の認定については、

審査に入り、委員からは、行き止まりであって

も市民の不都合を考えて認定していこうと変わ

ったということかという質疑がありました。 

  都市整備課からは、市道認定要綱に基づいて、

条件を満たす路線について提案しているもので

あり、行き止まりであっても、事前に道路管理
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者と協議し、開発許可を受けたものについては、

道路に張りついている市民の方の不都合が生じ

ないように、できるだけ市道に認定できるもの

については、市として認定していく方向として

いるとの説明がありました。 

  ほかに、委員からの質疑はなく、採決の結果、

議案第55号については、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  続いて、請願第２号米の需給調整に関する請

願及び請願第５号米の需給調整に関する請願は、

件名及び内容が同じであることから、一括審査

することとし、請願第２号及び第５号の紹介議

員と農林課の職員の出席を求め、紹介議員から

の趣旨説明の後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、市の減反の未達成

者の面積と乖離面積はどのぐらいかとの確認が

あり、農林課からは協力していただけなかった

方は353名、生産の目安320ヘクタールに対して、

521ヘクタールの作付があったということで、

その差が減反非協力者の未達成面積だと考えて

いる。また、乖離面積は85ヘクタールというこ

とで維持しているとの説明がありました。 

  ほかの委員からは、保管に関わる倉庫の強化

に係る部分の補助の強化について、倉庫の新設

とか補助の部分は国の補助メニューでカバーで

きないのかとの確認があり、農林課からは令和

２年度産の予算については、国は補正予算で倉

庫の予算を取っていたようであり、来年度産の

予算については、まだはっきり示されていない

が、同じような制度を続けないと難しいのでは

ないかという説明がありました。 

  その他、令和２年度産と令和３年度産の米の

概算払いの価格の比較について確認がありまし

た。 

  委員からは、米価というのは高ければ高いほ

うがよい。実際にＪＡが買ってくれるお金で農

家はやっているわけだが、農家自らが約束を守

らないで、売る自由だけを言い、米が余るのは

当たり前だと思う。それを十二分に考慮しても

らい、県下のＪＡが一致団結してまとまってく

れたのはありがたいと思うといった意見が出さ

れました。 

  その他、議員間で討議をした後、採決した結

果、請願第２号及び請願第５号については、全

員異議なく原案どおり可決すべきものと決しま

した。 

  続いて、請願第３号新型コロナ禍による米の

需給改善と米価下落の対策を求める請願につい

ては、請願の紹介議員と農林課の職員の出席を

求め、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、ミニマムアクセス

米の輸入についての確認がありました。 

  委員からは、請願の内容について、主として

当てはまる部分はあると思うが、請願の全体の

内容となると、請願事項４が入ることでどうか

と思うといった意見が出されました。 

  また、ほかの委員からは、この請願について

は、先ほど採決した請願とは状況認識が違って

いる。国は水田フル活用ということで、主食用

米を作らなくても、農家の所得を維持できる政

策を打ち出しているので、その認識が違う。ま

た、ＧＡＴＴ、ウルグアイラウンド交渉で米の

貿易について約束したわけだが、国対国の約束

なので、ここは我々が手をつけられないものだ

と思うといった意見が出されました。 

  その他、議員間で討議をした後、採決した結

果、請願第３号については、賛成少数で不採択

すべきものと決しました。 

  最後に、請願第４号新型コロナウイルス感染

症の取扱いを指定感染症二類相当から五類感染

症に引下げることを求める意見書提出について

の請願については、請願の紹介議員と健康課の

職員の出席を求め、紹介議員から趣旨説明の後、

審査を行いました。 

  委員からは、ワクチン接種率を高めることに

よって、外出などの問題はあるが、マスクをし



- 148 - 

たりすることである程度は防げると思う。二類

から五類感染症に引き下げることについて、国

でも検討しているとすれば、早期に治療して重

症化を防ぐためにも大事なことだと思うといっ

た意見が出されました。 

  ほかの委員からは、現在は発熱外来を設置し

ている一部の医療機関のみで対応している。保

健所だけでなく、医療従事者全体の負担を考え

ると、この請願は適切かと思うといった意見が

出されました。 

  また、ほかの委員からは、在宅もしくはホテ

ル等で医師の専門的な治療を受けられず、非常

に不安を抱えている方が多い。無症状や軽症の

うちに医師の判断が受けられるという体制が望

まれているのではないかと思うといった意見が

出されました。 

  また、ほかの委員からは、世界的なパンデミ

ックであり、いまだ収束していない状況である。

ワクチン接種も３回目という話もされている状

況の中、ウイルスも進化して変化しているので、

今の段階では時期尚早ではないかといった意見

が出されました。 

  また、ほかの委員からは、インフルエンザ並

みの特効薬が出るとか、病原体の変異をきっち

り追跡調査できるような医療的な約束が得られ

るというのが一つの条件になってくると思う。

やはりそれまでは我慢というところではないか

といった意見が出されました。 

  また、ほかの委員からは、二類相当から五類

感染症に引き下げるとどうなるかについては、

１点目に外出自粛要請ができなくなる。２点目

に、入院勧告措置ができなくなる。３点目に、

就業制限がなくなる。４点目に、陽性であって

も無症状の方に対しては治療されない。５点目

に、診断の結果、陽性と判断された方の保健所

への届出について、直ちに提出しなければなら

ないところが７日以内となる。６点目に、入院

できる医療機関が指定病院以外も一般の病院も

可能となる。７点目に、医療費の自己負担が発

生するということを含めて、二類相当から五類

感染症に引き下げることは大変危険な行為であ

ると考えるといった意見が出されました。 

  その他、議員間で討議をした結果、採決した

結果、請願第４号については、賛成少数で不採

択すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

髙橋富美子議長 それでは、ただいまの産業厚生

常任委員長の報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第52号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例について

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第53号新庄市家庭的保育事業等の
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設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号新庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第54号字の区域の変更について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号字の区域の変更については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第55号市道路線の認定について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号市道路線の認定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第２号及び請願第５号については、

件名、内容が同じ請願でありますので、一括し

て質疑、討論、採決を行います。 

  それでは、請願第２号及び請願第５号米の需

給調整に関する請願について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、



- 150 - 

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第２号及び請願第５号米の需給調整に関

する請願については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第２号及び請願第５号は採択されました。 

  次に、請願第３号新型コロナ禍による米の需

給改善と米価下落の対策を求める請願について

質疑ありませんか。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） この請願が不採択とい

う委員長からの報告がありましたのですが、聞

いておりますと、内容は、中身は、請願の内容

を大きく言えば、米の需給調整と同じなんです

よね。改善という言葉は使っていますが、何ら

中身は変わらない。在庫米を早く、いかにして

なくすか。多いから、市場価格が下がってくる

ということになっているわけですから、前年度

の古米が少なくなれば、米価が下がらないとい

うことで、市場価格制を取っているものですか

ら、こういうこと、請願事項の中に４項目あり

ますが、こういう方法を取れば、米が、古米が

調整できるのでないかということをうたってい

るだけで、何も４番目にうたったミニマムアク

セス米がどうとかこうとかのことを審議してく

れなんて何も言っていない。あくまでも米の需

給調整ということ。調整をすれば、古米がなく

なれば安定するから、農家の経営も安定してく

ると。プラス、地域の経済もこれは大きく影響

してくるわけですから、そういう対応を取って

もらいたいという請願の内容なんです。何か聞

いてみますと、ミニマムアクセス米に固執した

ような審議をしているように聞こえてきたので

すが、これちょっとおかしいんじゃないかと思

うのですが、どうですか。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 先ほどの報告でも

申し上げましたとおり、この第４号、アクセス

ミニマム米に対してが入ることにより、趣旨が

違うようになっていると言う委員の方がいらっ

しゃった結果でございます。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） 先ほども申し上げたと

おり、趣旨を尊重していただきたい。これは、

一つの方法であって、こういうことをすれば、

三、四項目は調整ができるのではないかという

ことで提案しているんです。そういう捉え方を

していただきたい。あくまでも中身は、その前

文の請願の趣旨に沿って審議をしていただきた

いという思いです。審議のし直しを要求します。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 ただいまの件でご

ざいますが、一応その趣旨に関しても話が出た

のは事実でございます。この趣旨に関していろ

いろな意見があった中で、結果としてこのよう

な結果になったということを御理解いただけれ

ばと思います。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） 理解するには、ちょっ

と私は難しいですね。何ら、その前の請願通っ

た２号、５号と、内容的には、趣旨は全然違っ

ていないんですよね。どこをどういうふうに違

ったと見るか、ちょっと分からないのですけれ

ども。大きくは、一番問題になったのは、ミニ



- 151 - 

マムアクセス米という字が出てきたから、そこ

に固執しているということが言えると思うので

す、委員長の報告を聞いていると。これは何も、

ここをどうにかしろなんて一切言ってないんで

すよ。あくまでも、一番先の見出しにあるとお

り、需給の改善と米価の下落を止めるんだとい

う請願なんですよ。そこに集中して、皆さんの

考えを、この請願に対して審議していただきた

かったなと私は思うのです。どうでしょう。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 このたびの請願に

対してですけれども、こちらの請願事項の４番

というものは、やはり入っているものでありま

して、この中に入っているものを審議するとい

うことで、私ども委員会では話をした次第でご

ざいます。以上でございます。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） さきに出ている農協を

中心とした請願の内容と、今回この請願者が農

民運動山形連合会というところで出している内

容と、請願の趣旨というのは大きく変わらない

と思って、見ました。 

  この中で、ミニマムアクセス米の輸入米とい

うのが、農協の中央においても、ＪＡの中でも

発表として、これがミニマム米の輸入のために

国内生産を縮小させていると、そして減反が強

化されてきたのは事実だということを発表して

います。こういった内容について、具体的に賛

成者なり、反対者なり、この請願を審査するに

当たって発言があったのかどうなのか伺います。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 内容については、

ミニマムアクセス米ということで話は出たので

すが、それに関しては、やはり国の意向という

ことで、新庄市には直接なものではないという

捉え方の意見で協議されていたところです。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 国の政策があって、私

たちの生活、私たちの生産ということが、こう

やってやっぱり締められているというか、限定

されているというのは事実で、現に農協の組織

としても、ミニマム米について解消していくべ

きだということを、国に対して声明を出してい

る、発表している、その事実があるということ

を審議の中で、国の政策だから、1970年代に結

んだ条約だから仕方がないというものではない

と思うのですが、議論の中でそういった賛成者、

反対者、出なかったのか、再度伺います。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 そのような話も出

ております。先ほど言ったような形で、叶内議

員が言ったような内容のことも委員の中から出

ております。そのような中で協議した結果、こ

のような結果になったということを報告させて

いただきます。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん、賛成か、反対か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願に賛成です。 

髙橋富美子議長 原案に対し賛成討論として、佐

藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 
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１ 番（佐藤悦子議員） 請願第３号新型コロナ

禍による米の需給改善と米価下落の対策を求め

る請願に賛成討論を行います。その理由は、４

つです。 

  第１点目は、米価の下落状況の深刻さです。

市内の農協の農家へ支払う概算金は60キロ当た

りで、はえぬき、あきたこまち、ひとめぼれな

どが9,300円となり、去年より2,400円下がった

ということでした。雪若丸とコシヒカリは

9,500円で去年より2,500円下がり、つや姫は１

万5,000円で800円下がり、モチは9,800円で

4,200円も下がったということでした。 

  米の生産に係る費用、生産費について、農林

水産省は、山形県が１万2,422円であると発表

しています。生産費を3,000円も下回る概算金

となっております。1992年、はえぬきは60キロ

当たり１万9,000円でした。これが、今度１万

円近くも下がったのです。市内の稲作農家は、

このままでは米が作れなくなると言っています。

再生産可能な米価を、せめて生産費に見合う米

価をというのは、市内の農家の心からの叫びで

はないでしょうか。 

  反対の２つ目の理由ですが、過剰米の責任は

国の失政にあるということです。過剰米は、コ

ロナ感染拡大が原因であり、農家には何の責任

もありません。需給調整として行われた減反は、

ほぼ達成されたと言われております。それにも

かかわらず、コロナ危機が長引き、過剰在庫が

積み上がる一方です。このままでは来年度産の

米価も暴落しかねません。おいしい国産米を食

べ続けたいという消費者の願いも危うくしてし

まいます。過剰米については、国の責任で市場

から隔離すべきです。 

  ３つ目の理由は、政府が買い上げて、生活困

窮者への支援米として活用すべきだということ

です。米の消費量について、農林水産省は、

2020年１人当たり2.5キロも減ったと説明して

おります。この20年間で１年で２キロ以上消費

が減ったのは、リーマン・ショックで大失業を

招いた2008年の2.4キロ減の１度だけだそうで

す。コロナ感染拡大の影響で、食べたくても食

べられない困窮の状況が言われています。コロ

ナ感染拡大の中で、仕事やアルバイトをなくし

た学生や生活困窮者への支援を政府の責任で行

う必要があります。 

  ４つ目は、米の77万トンもの輸入が、米価下

落の最大の原因だということです。産業厚生常

任委員会では、ミニマムアクセス米は国同士の

約束だから変えられないと言う委員がおられま

した。これは、米の輸入を進める立場に立って

いるものです。稲作に頑張る農家の立場に立っ

ていません。ミニマムアクセス米については義

務ではないと、2004年の国会で農林水産大臣が

日本共産党の高橋千鶴子議員に答えております。 

  バターや脱脂粉乳について、輸入調整をこの

たび政府は行いました。このことをこの請願で

も書かれております。米も輸入を減らす調整が

できるのです。アメリカなどでは、日本と違っ

て無理して米を作っているために、塩害、そし

て土地の砂漠化が心配されています。日本の水

田は、塩害も連作障害もなく、何年でも作るこ

とができる。日本の土地と気候に適した農業で

す。それなのに、水田に主食米を作るなと国産

米には過去最大の減産を強いながら、需要の１

割にも及ぶ77万トンもの米の輸入を続ける。こ

れほど露骨な米、水田潰しがあるでしょうか。

こんな無責任な農政に対して、本市議会として

本請願を採択すべきだと思います。 

  以上です。 

髙橋富美子議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 
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  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１０時５６分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第３号新型コロナ禍による米の需給改善

と米価下落の対策を求める請願について、委員

長報告は不採択でありますが、請願第３号につ

いては、原案のとおり採択することに賛成の方

は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを

押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 投票の結果は、賛成４票、反対

12票、賛成者少数であります。よって、請願第

３号は不採択とすることに決しました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０６分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、請願第４号新型コロナウイルス感染症

の取扱いを指定感染症二類相当から五類感染症

に引下げることを求める意見書提出についての

請願について質疑ありませんか。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 先ほど委員長から、こ

の請願を採択するのは時期尚早というお言葉が

ございました。やはりこの請願書は届くのも時

間がかかりますし、国全体でも少しずつ感染が

抑えられていると思いながらも、早めに、要は

この請願書を提出するものが必要かと考えます

が、そのような委員会の中で討議があったのか、

なかったのかをお伺いしたいと思います。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 ただいまの質問に

関してなのですけれども、委員会の中では、今

の段階では時期尚早ではないかという話のみで、

その到着する時間等、日にち等の話は出ており

ません。以上です。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。やはり

請願を届ける際には時間もかかりますし、そう

いうことは考えて、今出すべきものと思います

が、そういった話も全然なかったのでしょうか。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議長、佐藤文一。 

髙橋富美子議長 産業厚生常任委員長佐藤文一さ

ん。 

佐藤文一産業厚生常任委員長 はい。ございませ

んでした。以上です。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 原案に対し賛成ですか、反対で

すか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願に反対です。 

髙橋富美子議長 ほかに討論する方いらっしゃい

ませんか。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。請願に賛成です

か、反対ですか。 

１７番（佐藤卓也議員） 賛成討論。 

髙橋富美子議長 討論の発言を許します。原案に
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反対討論として、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 新型コロナウイルス感

染症の取扱いを指定感染症二類相当から五類感

染症に引下げることを求める意見書提出につい

ての請願に反対です。 

  理由は、どうなるかということで調べてみた

ところ、こういうことが分かりましたので、述

べさせていただきます。 

  二類から五類にすることによって、７点あり

ますが、まず第１点は、外出の自粛要請という

のが現在行われておりますが、自粛要請ができ

なくなります。陽性だと判定された場合でも、

大いに外出していいということになります。 

  ２つ目は、現在は入院勧告措置が行われてお

りますが、これができなくなります。陽性で、

重症であって、いろいろ陽性であれば入院勧告

措置ができるのが、できなくなってしまいます。 

  ３つ目は、就業制限が今行われておりますが、

これもできなくなります。陽性になったと判定

された方が、どうぞ仕事に行ってもいいという

ことになります。それで本当にコロナ感染を抑

えることができるか。逆に感染が広がることが

懸念されます。 

  ４つ目は、無症状者への適用が今できるので

すけれども、陽性になったと、無症状だけれど

も陽性だという方に、こうしてくださいと言え

るわけですが、これが言えなくなり、無症状で、

陽性で、こういう方が何も制限なく出歩けると

いうことです。 

  ５つ目は、診断時の届出というのがあります

が、今は陽性となれば直ちに届け出なければな

らない。これが７日以内にとなりまして、緩く

なってしまいます。 

  ６つ目に、入院の対応の医療機関ですが、今

は指定医療機関に入院しなければいけないと言

われていますが、これが指定でなく、一般の病

院に入院できるということになってしまいます。 

  ７番目に、医療費の自己負担についてです。

今は全額無料で治療が受けられます。治るまで。

これが３割負担という有料になってしまいます。 

  ということで、これが二類から五類に引き下

げることが進められてしまいますと、明らかに

陽性の方が、自宅でいてほしいとか、あるいは

宿泊療養、入院とされるわけですが、それが取

り払われて、自由に歩いていいということにな

ります。 

  新型コロナ感染症は、季節性のインフルエン

ザと違うのは、陽性となっても２日から１週間

ぐらい症状が出ない。そういう方が出歩いて、

仕事をしたりして、感染を広げている。これが

季節性インフルエンザと決定的に違う、今回の

新型コロナウイルスの特徴です。これが五類に

下がってしまうことによって、感染が広がると

いうことが、間違いなく広がることになってし

まいます。 

  そういう意味で、今必ず治るという薬もはっ

きりしておりませんし、どうやって感染を止め

るかということも、日本国内で安定して決まっ

ておりません。そういう中で、第６波の心配も

されている中で、この請願を採択して上げてや

るというのは間違いだと思います。以上です。 

髙橋富美子議長 原案に賛成討論として、佐藤卓

也さん。 

   （１７番佐藤卓也議員登壇） 

１７番（佐藤卓也議員） 請願第４号新型コロナ

ウイルス感染症の取扱いを指定感染症二類相当

から五類感染症に引下げることを求める意見書

提出についての請願は、常任委員長の報告は不

採択とのことでしたが、私はこの請願について

は採択すべきといった観点から討論を行います。 

  現在、国はじめ、各都道府県と市町村は連携

を取りながら、新型コロナウイルス感染症、特

に感染力が強いとされる変異株による感染拡大

を止める対策が取られることは十分に承知して

おり、市民の皆さんも万全の対応をしていたと
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ころであります。 

  このたびの請願書を拝見いたしますと、納得

のいく部分が多々あります。新型コロナウイル

ス感染症は、二類相当に位置づけられているた

め、その背景にあるのは、感染拡大に伴う医療

提供体制の逼迫ではないでしょうか。指定感染

症二類相当は、無症状者も含めた入院勧告や外

出自粛の要請、都道府県による経過報告、感染

経過の調査などの措置が講じられているため、

医療現場や保健所にとって大きな負担が背景に

あります。また、メディアでは病床が足りずに、

コロナ陽性と診断されても入院できない人を目

にいたします。兵庫県のあるクリニック院長は、

現状の体制ではコロナの感染判明から入院先が

見つかるまで合計１週間もかかり、その間にハ

イリスクの患者は亡くなり、重症化の可能性も

高くなる。大切なのは治療までの時間との闘い

だが、今は診断された患者の多くが、入院先が

見つかるまで治療を受けられない状態とおっし

ゃっております。 

  コロナ患者を受け入れる五類に引き下げれば、

それぞれの地域で開業医の方が保健所を介さず

に診察が行われるため、在宅で待っている患者

に診断と同時に医療や治療を施し、重症化や死

を防ぐことが考えられるのではないでしょうか。 

  新庄市においては、感染防止の切り札ともな

る希望者へのワクチン接種は10月末を目途に完

了するとの報告を既に受けており、国において

も11月上旬に完了する予定であると聞いており

ます。 

  また、テレビニュース及び新聞等報道では、

治療薬については抗体カクテル療法など、国の

臨床を経て、軽症の段階で投与すれば、重症化

防止に一定の効果が認められるとされています。 

  前段で申し上げましたが、現在感染拡大防止

に全力を挙げていることは承知しております。

五類に引き下げられれば、自粛要請や特措法の

適用もできず、保健所による入院確保や感染者

の追跡もできません。水面下では感染者が増え、

中等症や重症者が増えるかもしれません。しか

し、現行のままでは、減圧措置や完全消毒など

の措置などの医療の過剰な負担が避けられず、

その結果により多くの医療サービスを提供し、

皆さんの健康と命を守ることができます。 

  同僚の議員の皆様には、私の意見に賛同する

ことを切に願い、賛成討論を終わります。御清

聴ありがとうございました。 

髙橋富美子議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２０分 休憩 

     午前１１時２１分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第４号新型コロナウイルス感染症の取扱

いを指定感染症二類相当から五類感染症に引下

げることを求める意見書提出についての請願に

ついて、委員長報告は不採択でありますが、請

願第４号については、原案のとおり採択するこ

とに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反

対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２２分 休憩 

     午前１１時２３分 開議 
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髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  投票の結果は、賛成８票、反対７票、請願第

４号は賛成、反対とも過半数に達しません。 

 

 

日程第１７議案第４４号令和３年

度新庄市一般会計補正予算（第５

号） 

 

 

髙橋富美子議長 日程第17議案第44号令和３年度

新庄市一般会計補正予算（第５号）を議題とい

たします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

髙橋富美子議長 押切明弘さん。 

６ 番（押切明弘議員） 20ページ、８款土木費、

４項都市計画費のうちの都市計画道路見直し検

討業務委託費、当初予算825万円が100万円の追

加となっていますけれども、この追加の中身、

具体的にどういうものか教えていただけるので

あれば、お願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 このたびの補正予算の都

市計画費につきまして、都市計画道路見直し検

討委託費の109万円の増額補正についての御質

問をいただいたところです。 

  この内容といたしましては、現在進めており

ます都市計画道路の見直し作業におきまして、

交通量に伴う交差点交通量計算の試算、また今

後開かれる都市計画審議会、こちら市の審議会

と県の審議会がございますが、そちらの資料の

作成のための委託料の増額ということになって

おります。以上でございます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

髙橋富美子議長 押切明弘さん。 

６ 番（押切明弘議員） 内容は分かりました。

もう一点、次、その下にある住宅リフォーム支

援事業補助金約1,000万円、これも当初予算が

2,350万円、４月から約半年でこの予算、これ

は使い切ったというか、使い切れそうというか、

いずれにしても足りないということだと思いま

すけれども、この状態、半年で使い切ろうとし

ているこの状態、どういう状況を、どのような

分析をしているのか、教えていただきたい。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 こちらも都市計画総務費

の中の住宅リフォーム総合支援事業費補助金に

つきまして、1,000万円の増額というところで

御質問いただいたところです。こちらの住宅リ

フォーム総合支援事業費補助金につきましては、

今年度から大きく制度が改正となりました。昨

年度までは県の補助金を活用させていただいて、

上限12万円ということで限度額を設定させてい

ただいておりましたが、今年度から県費半分、

市費半分の合わせて24万円を上限といたしまし

て制度が改正されたところでございます。 

  当初予算におきましては、昨年と同等の予算

を確保いたしまして、制度の運用を図ってきた

ところでございますが、限度額の上昇に伴いま

して、件数が若干、昨年度よりも減っていると

いうところでございます。 

  こちらにつきまして、約半年ということで、

予算の枠を超えそうだということで、今回補正

させていただいているところでありますが、今

後10月からリフォーム補助金の最終期日といた

しまして、２月頃までの完成を見越したものと

想定いたしまして、これまでの実績を踏まえま

して、今後40件ほどの件数を見込みまして、

1,000万円の増額ということで計上させていた

だいているところでございます。よろしくお願

いいたします。 
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髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 私からは、何点かある

ので、先に項目を言ったほうがいいですかね。

２款総務費１項７目企画費のふるさと納税事業

についてと、あとは同じページ、10ページの総

務費の歴史的風致を生かしたまちづくり事業に

ついて。３の民生費、ページ数は13ページです。

１、社会福祉総務費の行旅貧困者扶助費につい

て。18ページの７款商工費３項観光費、エコロ

ジーガーデン推進事業費について。先ほど押切

議員も質問されました20ページ、８款土木費４

項１目都市計画総務費の住宅リフォーム総合支

援事業費補助金についてに質問させていただき

たいと思います。 

  一番最初のふるさと納税の部分についてなの

ですけれども、現在の傾向と企業版ふるさと納

税が昨年度から３倍になっているという記事も

ありました。現在、本市ではどのようになって

いるのでしょうか。まず、お尋ねいたします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 ふるさと納税の傾向とい

うことでございますので、まずそちらからです

けれども、当初予算で10億円という形で見積も

ったところですけれども、４月につきましては、

やはり対前年がとてつもなく伸びたので、比較

すれば52.2％ということですけれども、５月、

６月、７月、８月とほぼ昨年度並みということ

で、特に６月、７月、８月については、対前年

度では100％をちょっと超えるような状況にな

っています。 

  それで、予算をつくる段階の７月では、寄附

総額３億6,700万円ほどで、36.7と、４か月で、

これはあと２億円ほど挑戦してもいいのかなと

判断させていただいたところでございます。 

  その後、最新で９月21日の傾向を見ますと、

これまでの総額で５億1,600万円ほどというこ

とで、51％ほどということになっていますので、

このような形でだんだん伸びてきている。昨年

並みになっているという傾向にあるかと思いま

す。 

  あと、企業版ふるさと納税につきましては、

既に国から再生計画を出させていただいて、総

合戦略が３月でできたので、その第１期分に合

わせてもう一度出し直して、７月に全て国の承

認も得ているので、下地はできているところで

ございます。 

  今後は、ただいま信用金庫中央組合から提案

がある部分につきましては、信金と一緒になっ

て企画を練り上げていきたいという形で現在進

めております。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ぜひともよろしくお願

いいたします。企業版ふるさと納税は、とても

企業でもＳＤＧｓに絡めて、企業のイメージア

ップにもつながる政策ですので、ぜひとも本市

でも参画していただきたいと心より願っており

ます。 

  また、返礼品の充実も大切ではないかと思っ

ております。やっぱり返礼品をもらいたいがた

めにという方もいらっしゃると思いますので、

市内企業のタイアップなど、新しい取組につい

てもお答えいただきたいと思います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

髙橋富美子議長 総合政策課長渡辺安志さん。 

渡辺安志総合政策課長 返礼品のブラッシュアッ

プというか、そういうことだと思います。昨今

も議会で申し上げましたけれども、うちのほう

で返礼品を市内事業者、出していただける方と

は説明会等や打合せ会をやっております。先般、

議会でも申しましたけれども、誠にうれしいこ

とに、これまで全然返礼品として参加しなかっ

た事業者なのですけれども、お米を最近扱って
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いる事業者なのですけれども、このたび参加し

たいという形で、少しずつそういった輪が広が

ってきております。 

  ふるさと納税、新庄市の伸びの堅調な部分に

併せて、そういった効果もあるのかなと思いま

すので、引き続き市内事業者とは丁寧な説明会

や打合せ会を行っていきたいと思っております。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 最後の質問になります。

20ページの住宅リフォーム総合支援事業費補助

金についてです。以前は、県の施策として、取

次ぎの窓口になっていたと思うのですけれども、

50％ずつということで、市でも補助金を投入し

ての業務になったと聞いております。優位点に

ついても私なりに分かっての質問です。この制

度を利用されている方の推移とか、あと内容に

ついても、この春から変わった点について、あ

とほかの申請されている方たちの動向とか、そ

ういうことをお聞かせください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅リフォーム補助金の

内容について御質問いただいたところです。 

  今年度から制度が大きく変わったということ

で先ほど申し上げたところでございますが、利

用されている方々の数からいたしますと、例年

どおり程度で推移している。今年につきまして

は、昨年の大雪などの関係もございまして、４

月、５月、６月という部分については、大変多

くの方から御利用いただいているということで

推移してまいりました。現在のところは、一部

落ち着いてきているところでありますが、例年

でありますと、今後冬にかけて、内部の改修等

も予定されている方ということもございますの

で、例年程度の件数について今回補正を上げさ

せていただいたところでございます。 

  昨年度については、若干コロナの関係もござ

いまして、少しリフォーム工事についても控え

るということもあったということもありまして、

昨年度は若干件数についても少し控えめな数字

で推移したところでございますので、その反動

もございまして、それに加えて豪雪の修理など

も含めて、今回は例年どおりの件数に戻ってき

たということで御理解いただければと思います。 

  制度の内容につきましては、これまでどおり、

建物の補強、耐震性の補強、あと省エネ、断熱

化などに加えまして、バリアフリーや県産木材

の活用、あと克雪化に向けて、屋根の改修につ

いても対象となっているところでございます。 

  また、昨年度につきましては、コロナ対応の

住宅の改修ということで、換気の関係だったり

という別枠のメニューがございましたが、今年

度につきましては、そちらについては対象とな

っておりませんので、例年度のものとして御理

解いただければと思っております。以上です。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） １点質問させていただ

きます。 

  予算書21ページ、８款土木費６項雪対策費２

目雪総合対策費、小型除雪機等購入費補助金の

ところなのですけれども、７月26日の新庄市の

お知らせ版にも載っていましたけれども、具体

的にどのような内容なのか教えてください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 小型除雪機等購入費補助

金の内容についての御質問でございます。 

  新庄市では、雪対策の補助金ということで、

市民向けの補助金も数々と準備させていただい

ていたところでございます。これまでは、小型

除雪機購入の補助につきましては、地域の中で

協働して活用していただく除雪機の購入に対し

て補助金を設けていたところでございますが、
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今年度、小型除雪機、個人でも取得される方に

対しまして、補助金の制度を設けさせていただ

いたところです。 

  こちらの内容につきましては、個人向けの除

雪機の購入に対しまして、１割、限度額５万円

ということで、購入される方に対して補助を出

すということで制度を決めたところでございま

す。 

  また、この小型除雪機、一般の小型除雪機に

加えまして、農作業用のトラクターなどに取り

付ける用の除雪機に対しましても、こちらも補

助の対象としているところでございます。 

  また、敷地内の融雪関係の設備についても、

工事を伴わない部分につきましては、こちらも

補助の対象とするということで、制度を決めた

ところでございますので、よろしくお願いいた

します。以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） すごくいい事業だと思

いますし、市単独でやられるのだと思うのです

けれども、大体何名ぐらいの方が申請してくれ

るとお考えでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 このたび補正させていた

だきました250万円ということで、５万円の50

台を見込んで補正を計上させていただいている

ところです。よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 前回の市長と区長のま

ちづくり会議のところでも、区長の雪の悩みと

かもたくさん出ていたと思います。そして、い

ろんな地区では共助の関係で、隣組でやっても

らっている人たちもいるということもありまし

たし、隣近所でも、市長がおっしゃっていたの

ですけれども、あそこのおじいさんの除雪もし

て、共に、共助でやっていけるようにという思

いもあるんだと、助け合いの思いも込めて、市

のほうで今回補助をやったみたいな話もあった

のですけれども、やっぱり雪の問題はすごく大

変ですので、これまで以上に本当に区長や市民

の声に寄り添って、耳を傾けていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今回の小型除雪機等購入

費補助金、こちらにつきましては、先ほど議員

おっしゃりましたとおり、これまで自分の手で

というか、手作業で行っていた除雪作業を、機

械を用いて行うことによりまして、その作業の

動力が軽減されるということもあって、それを

機会に、近隣の高齢者、隣組の隣のうちの前ま

で、少し雪をかいてあげようかという気持ちの

醸成などにも少しつながってくるのではないか

なということも含めまして、地域のコミュニテ

ィーもそのような中でつながっていくようなこ

とも期待しながら、補助制度を活用していただ

ければと思いますので、そちらについてもＰＲ

方、よろしくお願いしたいと思っているところ

でございます。以上です。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） 17ページの６款１項３

目農業振興費、この中で補正が2,355万1,000円、

国・県から出る補助金の部分が1,725万円、市

の一般財源で630万1,000円と載っていますけれ

ども、右側の説明の欄にはいろいろ書いてある

のですが、この配分、金額、それから内容的な

もの、どういうふうになっているかお知らせく

ださい。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

髙橋富美子議長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 ただいま農業費の中の農業振
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興費、種々項目ございますけれども、その中の

どのような内容なのかということの御質問だと

思いますので、この中には６項目ございますの

で、１つずつ説明させていただければと思って

おります。 

  それでは、農業振興行政事業費、産地生産基

盤パワーアップ事業費補助金の土地利用型とい

うことでございますけれども、これにつきまし

ては、新庄市農業再生協議会の中で、地域特性

に応じました経営戦略作物を作っていただくと

いう方に対しての支援策ということになってお

ります。事業主体が新庄市稲作生産協議会とい

うことで、新庄地区に当たります水稲の作付を

目指すということで、トラクターの追加補助、

国の補助金が、事業費が1,000万円を超えてお

りますので、対象補助が２分の１ということで、

土地利用型作物に対する国の支援策と御理解い

ただければと思います。 

  あとは、元気な地域農業担い手育成支援事業

費補助金、これにつきましては県単事業となっ

ております。これにつきましては、地域農業を

支える若手農家への支援という項目でございま

す。ソフト、ハード、両面からの支援を検討し

ておりますけれども、このたびはコンバイン、

トレーラー、グレンタンク、ウイングモアとい

うことで、事業費が最高で200万円ということ

でございますけれども、県３分の１、市が６分

の１をかさ上げするということで99万9,000円

の補助項目となっております。 

  ３番目の担い手総合支援対策事業費、これに

つきましては、会計年度任用職員の報酬という

ことで、令和３年４月１日の改定に合わせまし

て、改正させていただいたということでござい

ます。 

  次に、果樹園芸振興事業費ということでござ

いますけれども、これから説明させていただき

ます３件につきましては、全てひょうまたは霜

被害に対する支援策ということでございます。

まず、県事業で魅力ある園芸やまがた所得向上

支援事業費301万円でございますけれども、こ

れは５月３日、25日、６月15日に発生しました

ひょう被害のほかに大雨がございました、大雪

がございました、強風、高温などの気象災害の

全てに対応するということで、今年度は２件申

請されました。１つはハウスの新設、あとは気

象災害に対する施設の導入費ということで、１

件、ＪＡ新庄トマト部会はパイプハウスが１棟、

それから井戸の掘削一式ということで、これに

ついても大雪対策に関わるものでございます。

あと、もがみ中央農業協同組合、北部花卉生産

組合につきましては、トルコギキョウ、これも

大雪の対策ということで、温風機２台の申請が

ございました。 

  それから、次に農林水産物等災害対策事業費

補助金でございますけれども、ひょう被害によ

る病害虫防除のための農薬、それから草勢回復

のための肥料の購入費ということで、被害に遭

われたものに対しての追加、掛かり増し部分の

支援策という内容でございます。県補助率が３

分の１、市かさ上げが６分の１ということで、

農薬購入費、それから肥料購入費ということで、

補助金が154万円という内容となっております。 

  最後、気象災害対策生産資材緊急支援事業交

付金でございます。1,325万円ということでご

ざいますけれども、このたびのひょう、霜によ

る甚大な被害を受けた農業者を対象といたしま

して、農業の営業継続に向けた必要な農薬の購

入費ということでございますけれども、これは

来年度に向けての必要な肥料や農薬の購入とい

う目的でございます。現在、ニラ、アスパラ、

花卉等につきましては、減収額の回復に向けて、

肥料管理、出荷管理等、強化等に体制が講じら

れておりますけれども、なかなか４月、５月、

６月の減収分の回復までには至っていないよう

な状況と伺っているところでございます。以上

でございます。 
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髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 私から３点ほど伺いま

す。 

  タブレットで、もしかすると紙ベースのペー

ジ数と違うかもしれませんが、よろしくお願い

します。タブレットでは補正予算18ページにな

ります。６款１項９目昭和活性化センターの中

で、委託料が41万円ほど増となっておりますが、

なぜこの時期の委託料の補正なのか。それから、

19ページにありますが、７款商工費１項商工費

のうちの、４目企業誘致費の中の企業立地等雇

用促進奨励金、これは事業のあらあらなところ

は私も承知してございますが、まず事業の中身、

どういった補助制度であるのかということを説

明ください。 

  それから、先ほど来、重なっていますが、20

ページ、８款４項１目住宅リフォーム補助金、

今回手を挙げてくださった方がたくさんいたと

いうことでの補正だと思いますが、先ほど質疑

の課長答弁の中でもありましたが、今年度から

は県２分の１、市２分の１の補助制度に切り替

わったということで、財源の内訳を拝見します

と、ほぼこの事業1,000万円に対応している部

分は、一般財源、自主財源から出ている。本来

であれば、県も半分、500万円出さなくてはな

らないのではないかなと私は思うのですが、そ

の辺の説明をお願いいたします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

髙橋富美子議長 農林課長三浦重実さん。 

三浦重実農林課長 それでは、昭和活性化センタ

ーの施設管理業務委託費についてお答えいたし

ます。 

  委託先はシルバー人材センターに委託してい

るところでございますけれども、通常の運営で

ございますと月曜日と木曜日が閉館ということ

で、利用時間を月平均35時間程度と見込んでお

ったところでございますけれども、ワクチン接

種会場となりました山屋セミナーハウスの代替

利用ということで、週７日間、希望なさる全て

の方を受け入れたところ、月平均100時間を超

える利用ということになりました。それで、７

月から９月につきまして100時間を超えており

ますので、10月以降の利用も見込みまして、施

設管理業務委託の増額補正をお願いしたところ

でございます。以上です。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 企業立地等雇用促進奨励

金の制度についてということでの御質問をいた

だきました。こちらにつきましては、市内に工

場等を新設、それから増設、移設等を行いまし

て、それに伴いまして市内に住所を有する新規

常時雇用従業員、こちらを雇用していただきま

す。その雇用が１年間継続した企業に対して、

奨励金を交付するものということでございます。

よろしくお願いいたします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅リフォーム補助金の

財源についての御質問をいただいたところでご

ざいます。こちらにつきまして、当初予算の段

階におきましては、市費に対しまして、県費か

らの補塡ということで予算計上させていただい

ていたところでございますが、このたび予定し

ていた件数が半年ほどで終了してしまいそうだ

ということで、このたび補正させていただいた

ところです。この事業につきましては、市民の

皆様から多くの利用もしていただいているほか、

地域の建築業界の方々への経済的な効果も大き

くあるということで、このたびの補正に関しま

しては、単独費用においての補正ということで

計上させていただいているところです。 

  ただ、県からも現在過不足調査ということで

調査が来ておりますので、県でも何かしらの補
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塡の準備があるのかないのか、そちらについて

は情報収集しながら、可能な限り財源の確保に

向けて調整していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 農林はほぼ100％、私

納得しました。 

  企業立地のやつなのですが、大前提として市

内に存在する企業の方が、設備投資して、その

分に係る人件費への補助という捉え方でいいの

かですね。違っていたら、またお答えください。

あとは、都市整備課長、話は納得しましたが、

制度上、これまでは、昨年度までは県100％の

事業だった。今回、新庄市も２分の１出すとい

う制度に変わったと。会計年度、１年間まだこ

れから折衝するというお話ですが、やはり原点

に戻すように、県との折衝を一生懸命やってい

ただければ、それだけ財政課長も喜ぶのではな

いかと思いますので、よろしくお願いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 先ほどの説明がちょっと

足りなかったのかなと思いますけれども、工場

を新たに新設、それから増設、移設等をしてい

ただいて、大前提がそこであります。そこをし

ていただいて、なおかつ新規に雇用された、そ

の雇用の人数によって奨励金を支払うというこ

とでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 住宅リフォーム補助金の

財源について、県におきましても今年度からの

制度改正ということで、県内各市町村の中でも

様々な状況が県にもお知らせが行っているので

はないかと考えているところです。 

  今回の過不足調査につきましても、その状況

を踏まえての県の動きなのだろうと思いますの

で、今後、来年度に向けましても、その財源に

ついて、県にも要求していきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 今般また、私はこれで

納得するのですが、いずれの事業も多分、先ほ

どの企業立地雇用促進事業の奨励金に関しては、

当初の予算で650万円しか置いていないと。当

然企業の動向を100％つかんでおかなくてはな

らないということはないのですが、やはり当初

予算において、あそこの会社がもう少し増設な

り、採用するであろうということは、あらかじ

め推測がつくのではないかということで、当初

予算の精度をもう少し上げる必要があるのでは

ないか。 

  あとは、都市整備課長、今は納得しているの

です。当初予算多分二千三百幾らだ。そのうち

の半分以上が補正で対応しなければならない。

市民にとっては非常にありがたい制度だから、

手を挙げる方が想定より多くいらっしゃった。

ただ、先ほど答弁いただいた中で、最初の目的

は建設業者、元気のないところを少してこ入れ

しましょうよという県の思い入れがあったとし

ても、現在市民の中では非常に、言い方変です

けれども、使い勝手がよい、使いやすい補助と

いうことですので、やはり初めに多めの見積り

を立てるであるとか、その辺の読みが私は必要

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 先ほどの企業立地等雇用

促進奨励金、こちらにつきましては当初予算の

計上ではなくて、今回の補正での計上でござい

ます。といいますのも、１年間雇用を継続して

行っていただいて、それを認定した上で交付す

るということでございますので、当初の時期で
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は間に合わなくて、追加ということでございま

すので、御理解いただきますようよろしくお願

いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 制度の目的としては、当

然都市整備課で持っているということで、市民

の生活の基盤である住宅の質の向上、性能の向

上ということで、制度を持っていることと併せ

まして、業界の経済効果の使途も含めての制度

ということでございます。また、その件数につ

きましても、当初からの見込みをつけておく必

要があるだろうということで御意見もいただい

たところでございますので、そちらにつきまし

ては、次年度以降、あまり早い時期に予算がな

くなることがないように、検討を進めていきた

いと思っているところです。 

  なお、県とも調整が必要となるかと思います

ので、そちらについても調整させていただけれ

ばと思っております。以上でございます。 

髙橋富美子議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 21ページの８款土木費

に、雪総合対策費の生活道路排雪事業費補助金、

これについて説明で限度額引上げとお聞きして

いるのですが、内容についてお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 雪総合対策費の生活道路

排雪事業費補助金の事業概要、事業内容につい

てということで御質問いただきました。 

  これまで生活道路の排雪事業費補助金につき

ましては、生活道路の除雪の申請をいただいて

いる地域に関しまして、雪の滞雪場所が、豪雪

対策本部ができるなど、大雪のときに排雪が必

要になった場合に利用していただける制度とな

っております。これまで限度額を３万円で設定

しておりましたが、このたびこの内容について

見直しをさせていただきまして、これまで限度

額３万円だったところを６万円に引き上げさせ

ていただいたところでございます。こちらにつ

きましては、豪雪対策本部ができる前の連絡協

議会が発足した年に限り利用できるという制度

でございまして、生活道路の除雪の申請を行っ

ていただいている地区に対しての補助というこ

とになっているところです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活道路の排雪事業費

補助金が、限度額が２倍に上がるということで、

大変ありがたいことだと思います。なお、使い

やすいように、また市民の要望などをよく聞い

ていただいて、さらに改善できるように努力し

ていただきたいと思います。 

  さらに、排雪もならないような生活道路に住

んでおられる方が、消雪設備の電気料の負担に

苦しんでいると聞いておりますので、そういっ

たことには全く改善点はないのか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 生活道路の消雪設備に関

する補助金につきましては、設備の導入時に関

して、その設備を設置する組織に対しまして補

助金を準備してございます。こちらの維持管理

費につきましては、補助の制度がございません

が、その設置費用、設置する場合に相当の金額

がかかるということを踏まえまして、設置費に

対しての補助金の制度を準備しているところで
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ございます。よろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

髙橋富美子議長 今田浩徳さん。 

５ 番（今田浩徳議員） 19ページの土木費、河

川費の河川維持費の中で、樹木伐採業務委託料

について。今年度は、夏に大きな大雨とか、現

在のところですが、大雨とかなく、河川の氾濫

とかなかったのですけれども、その分河川内の

樹木の繁茂が多くの河川で見られます。その中

で、多分この樹木伐採というところになってき

ていると思うのですけれども、今後というか、

これからもまた切りたいところとか、切ってほ

しいところとか、いろいろ要望が出てくると思

うのですけれども、しゅんせつを含めて、そう

いう中での補正というところなのですけれども、

実際に希望する河川であったり、地域であった

りというところからの声はどのように出ている

かお聞かせください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 河川維持費の中の樹木伐

採業務委託料の内容について御質問いただいた

ところです。 

  今回の補正に関しましては、一般河川という

よりは、法定外公共物の河川に対して、法定外

公共物、本来であれば水路利用者の方々が日常

的な維持管理をしていただいていた経過がござ

いますが、近年農耕地が減ってきているという

こともありまして、なかなか管理されずに、そ

のままの状態で取り残されてしまっている法定

外公共物がございます。今回の補正の内容につ

きましては、その部分に樹木が生えてしまいま

して、その流れを阻害してしまうということで、

今回その樹木の伐採を行うという内容の補正で

ございます。 

  また、一般的な河川の支障木に関しましては、

当然一級河川であれば、国、県の管理下でござ

いますので、県、国に対しまして、市民、住民

からの声に関しましては、その都度要望させて

いただいているところでございます。県に関し

ましては、昨年、また平成30年豪雨の時期に計

画を策定してもらいました河川の流下機能向上

計画というもので、緊急的な計画として３年、

５年という形で支障木の撤去、また河床のしゅ

んせつということで集中的に実施もしていただ

いているところでございますが、まだそちらに

計画がなかなか載ってこない部分につきまして

も、県にはその都度都度要望しているところで

ございますので、御理解いただければと思って

いるところです。以上です。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

髙橋富美子議長 今田浩徳さん。 

５ 番（今田浩徳議員） 県、国への要望をしっ

かりやるとお伺いしましたので、その点はよろ

しくお願いしたいと思います。 

  やはりどうしても災害の一番の起こるところ

は、そういう支障木であったり、しゅんせつが

できていないところでの氾濫というところがあ

りますので、地域の声、地元の声がありました

ら、ぜひ聞き届けていただきながら、その対応

をよろしくお願いしたいと思います。私からは

以上です。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 18ページ、７款１項３

目エコロジーガーデン推進事業費の中の施設管

理業務委託料、例年ですと当初予算にあるよう

に250万円程度の内容であるかと思います。令

和２年度も260万円の委託料でありましたが、

この補正予算の段階で、補正しなければならな

かった、その内容、具体的にお伺いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 エコロジーガーデンの施
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設管理業務委託料についての御質問でございま

す。こちらにつきましては、エコロジーガーデ

ン内で防犯カメラを設置したいということを受

けまして、その防犯カメラの設置に係る費用、

それから警備会社による監視機能の委託と、そ

のカメラ設置に伴う電気の引込み工事、それか

ら人感センサー、こちらのライトを設置するた

めに、併せて、警備委託料についても増額する

ものでございますので、そちらに関わる費用分

が増加するということで今回の補正となったと

いうことでございます。よろしくお願いします。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） これまで、防犯カメラ

を設置するに至った何らかの問題があったので

しょうか。何か空き巣の被害があったとか、不

法侵入があったとか、そういったことがあった

のかどうなのか、そういった具体例があったら

お願いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 夜間の不審者の施設とい

いますか、敷地内への侵入、それから定例会で

の補正予算ではございませんが、水道の原因不

明の水漏れ等も発生してございまして、そちら

の原因究明がちょっと難しいと。水道管の漏水

の調査については実施したわけですけれども、

漏水ではないということもございまして、こち

ら施設における防犯カメラ等の設置を行った上

で、そういった事前の侵入者の警備等を行いな

がら対策を実施していきたいということでござ

いますので、御理解のほどよろしくお願いした

いと思います。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） それでは、これまで原

因不明の水の漏水というか、通常より水も使う

量が格段に増えていなければ、こういった対策

に入っていかなかったのではないかと思うので

すが、これまではなかったという理解の下でい

いのかなと思うのですが、これは例えば昨年か

らですか、外部に行政財産として貸している状

況が生み出されてきたから、こういう状況にな

ってきたのか。どういうふうに考えているのか

なと。夜間の不審者というのが、どういったこ

とで夜間の不審者があるということが分かった

のか。また、防犯カメラが必要だと思うのです

が、敷地全体を何点ぐらい設置して、どういう

ふうにして見ていくのか。常にカメラの監視は

どんな形でやられていくのか。データをどこか

に送るのか、どうなのか、そういった面も併せ

てお答えください。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 商工観光課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦商工観光課長 今回の水道の漏水につい

ては、以前もあったわけですけれども、そのと

きは漏水調査を行って、原因が管の老朽化だっ

たということが分かったわけでございます。 

  ただし、今回の漏水については、その管の漏

水ではないということが分かってきた段階で、

いろんな状況が考えられたということもござい

ます。また、以前からエコロジーガーデンを利

用している方から、いろんな方が出入りするよ

うになってから、夜の施設への車での侵入等が

多くなって、ごみや様々な物が不法に投棄され

ているという状況の要望もありましたので、カ

メラを設置していただけないかという要望がそ

の施設利用者からあったわけでございます。 

  今般の漏水の問題にも関連してくるわけです

けれども、そういったことも踏まえて、今回防

犯カメラ等を設置するということでございます

が、基数については５基を予定してございます。 

  現在、エコロジーガーデンにつきましては、

警備会社に委託契約を結んでございますので、

そちらにそのデータを保管していただいて、何

かあった場合には、そちらの警備会社から役所
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に連絡が入ってくるという状況になりますので、

御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号令和３年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第４５号令和３年

度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号） 

 

 

髙橋富美子議長 日程第18議案第45号令和３年度

新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第45号令和３年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議案第４６号令和３年

度新庄市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

髙橋富美子議長 日程第19議案第46号令和３年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 
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  これより採決いたします。 

  議案第46号令和３年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第４７号令和３年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

髙橋富美子議長 日程第20議案第47号令和３年度

新庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号令和３年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第４８号令和３年

度新庄市下水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

髙橋富美子議長 日程第21議案第48号令和３年度

新庄市下水道事業会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ９ページの農業集落排

水事業の収益的収入、支出、収入です。これに

ついてですが、世帯の人数による使用料金とな

っていると思うのですが、どうですか。 

矢作宏幸上下水道課長 議長、矢作宏幸。 

髙橋富美子議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 もう一度質問を確認した

いのですが、９ページの農業集落排水事業でい

いんですよね。 

  農業集落排水事業につきましては、使用料に

つきましては、１世帯当たりに対する基本料金

的な扱いと、あと人数１人当たりに対する使用

料という算定になります。よろしくお願いしま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 世帯人数が増えた場合、

例えば赤ちゃんが生まれたとか、そういった場

合、直ちに使用料が変わるのでしょうか。逆に、

死亡などで減った場合はどうなるのでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 議長、矢作宏幸。 

髙橋富美子議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 各世帯に応じて、例えば
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子供が生まれて１人増えたとか、あとお亡くな

りになられて１名減ったという場合は、その都

度、利用者の方から届出を出していただきまし

て、それに基づいて支払いが発生することにな

っております。よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生まれたときは、わざ

わざ集落排水事業、下水道料金に匹敵するもの

ですが、この使用料の話、申請を届出しなくて

も、どうやら自動的に取られているというか、

増えているようです。これは市民からお聞きし

ました。家族が増えたというと、必ず人数が増

えて、農業集落排水事業の下水道料金が、人数

で上がっているというのは間違いなくやられて

いると聞いています。 

  しかし、死亡届を出して、そのときも自然に

すぐなるのかなと思ったら、どうやら言わない

とならない。半年も１年もたってから、気づい

て、あれと言って、ようやく届けを受けて、で

は人数を減らしますとなるような状況なので、

これは改善が必要かと思うのです。やはり市民

課と連携しながら、市民課の担当窓口が、集落

排水に該当する世帯だなと考えたら、死亡届と

か、それに応じて下水道課と相談しながらこち

らに言っていただくと、市民としてすごく親切

な市役所だなと感じることは間違いないと思う

のです。今のままだと、取られるときは黙って、

何もしなくても取られるようですが、しかし死

亡などでと思っているときには、何も教えられ

ないまま取られ続けるといいますか、亡くなっ

た人の分も取られるような状況なのですが、そ

れについては改善の余地があると思うのですが、

どうでしょうか。 

矢作宏幸上下水道課長 議長、矢作宏幸。 

髙橋富美子議長 上下水道課長矢作宏幸さん。 

矢作宏幸上下水道課長 ただいま議員から御指摘

がありましたように、以前ですと、年に２回ほ

ど、全世帯の人数把握等をしていたところだっ

たのですが、昨年度だったとちょっと記憶して

いるのですが、個人情報の部分もあるというこ

とで、人数の増減に関しては届出というところ

がありました。 

  また、これも御指摘のとおり、仮に亡くなら

れた場合、届出というところで一応対応させて

いただいているのですが、どうしても周知関係

の行き届かなかった部分というのは、どうして

もあったところも事実です。今後、そういった

ところも踏まえまして、よりいい方向に今後考

えていければなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号令和３年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第１号）は、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議会案第２号コロナ禍

による厳しい財政状況に対処し地

方税財源の充実を求める意見書の

提出について 
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髙橋富美子議長 日程第22議会案第２号コロナ禍

による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書の提出についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長佐藤卓也さん。 

   （佐藤卓也議会運営委員長登壇） 

佐藤卓也議会運営委員長 議会案第２号コロナ禍

による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出いたします。 

  令和３年９月24日、新庄市議会議長髙橋富美

子殿。 

  提出者は、新庄市議会運営委員会委員長佐藤

卓也でございます。 

  次ページをお願いいたします。 

  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方

税財源の充実を求める意見書。 

  新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地

域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年

度においても、引き続き、巨額の財源不足が避

けられない厳しい状況に直面している。 

  地方自治体では、コロナ禍への対応はもとよ

り、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖

化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、

医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係

経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け

て増嵩する財政需要に見合う財源が求められて

いる。 

  その財源確保のため、地方税制の充実確保が

強く望まれる。 

  よって、国においては、令和４年度地方税制

改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、

強く要望する。 

  記。 

  １、令和４年度以降３年間の地方一般財源総

額については、「経済財政運営と改革の基本方

針2021」において、令和３年度地方財政計画の

水準を下回らないよう実質的に同水準を確保す

るとされているが、急速な高齢化に伴い社会保

障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、

他の地方歳出に不合理なしわ寄せがないよう、

十分な総額を確保すること。 

  ２、固定資産税は、市町村の極めて重要な基

幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家

屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生

産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助

金などにより国の責任において対応すべきもの

である。よって、現行の特例措置は今回限りと

し、期限の到来をもって確実に終了すること。 

  ３、令和３年度税制改正において土地に係る

固定資産税について講じた、課税標準額を令和

２年度と同額とする負担調整措置については、

令和３年度限りとすること。 

  ４、令和３年度税制改正により講じられた自

動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減

の延長について、さらなる延長は断じて行わな

いこと。 

  ５、炭素に係る税を創設または拡充する場合

には、その一部を地方税または地方譲与税とし

て地方に税源配分すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先は、衆議院議長宛て、参議院議長宛て、

内閣総理大臣宛て、内閣官房長官宛て、総務大

臣宛て、財務大臣宛て、経済産業大臣宛て、経

済再生担当大臣宛て、以上でございます。 

髙橋富美子議長 お諮りします。 

  ただいま説明のありました議会案第２号コロ

ナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書の提出については、会議

規則第37条第３項の規定により、委員会への付
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託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 題名は悪くないような

気がするし、記の中の１と５については大体い

いような気がいたしますが、疑問がある点があ

るのでお聞きしたいと思います。 

  記の２、固定資産税は、制度の根幹を揺るが

す見直しは断じて行わないようにと書いてあり

ますが、制度の根幹を揺るがす見直しは、例え

ばどのようなことが行われようとしていると見

ておられるのか、お願いします。 

  それから、３についてですが、課税標準額を

令和２年度と同額とする負担調整措置が令和３

年度に行われた、土地に関わる固定資産税につ

いてですが、この内容はどういうふうに見てお

られるのか。 

  それから、４についてですが、環境自動車税

の環境性能割の臨時的軽減の延長について、内

容はどのように把握しておられるのか、お願い

します。 

佐藤卓也議会運営委員長 議長、佐藤卓也 

髙橋富美子議長 議会運営委員長佐藤卓也さん。 

佐藤卓也議会運営委員長 今回、議会運営委員会

におかれましては、新庄市議会議長宛てについ

た文言について精査されました。そこにおいて

は、そこについては議会運営委員会では詳しく

は審議されておりませんが、皆様の同意を得て

今回提出させていただきました。以上でござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 固定資産税の制度の根

幹を揺るがす見直しは、例えばどういう内容を

指しておられるのか、もう一度お聞きしたいと

思います。 

  それから、３について、これは土地に係る固

定資産税について、課税標準額を令和２年度と

同額とする負担調整措置ということで、この内

容についてお答えありませんでしたが、私なり

に担当の方にお聞きしましたら、価格が上がる

土地の固定資産税は上げないとして、市内では

6,000件ほど黙っていれば、固定資産税が上が

る可能性があったと。しかし、コロナ禍の中で、

収入が減り、固定資産税はとても厳しいと、上

がったらとても払えないという方が出るなとい

うことから、これは軽減させて、軽減額は300

万円、そしてそれは国からその軽減した分は、

国が行っていることなので、国から補塡されて

いるということでした。 

  だとすれば、これは国がやって、国が補塡し

ているわけですから、黙って市民の負担軽減に

なることについては、単年度限りにするという

のはおかしいのではないでしょうか。コロナ感

染は令和３年度で終わると思っているのですか。

私は、そんな話は一切聞いたことがない。ニュ

ースなどをお聞きすると、令和３年だけでなく、

二、三年ぐらい続くのではないかということが、

専門家などは言っていると言われております。 

  そういう意味では、このままでいれば、経済

的に大変な、今市民の中で苦しい状況になって、

固定資産税を払うのが大変だという方が少なく

なくなっております。それを国で見て軽減措置

をやり、国でお金を出す。これをやめろという

のは、市民に対して固定資産税を高くするから

我慢して払えよということになるわけです。こ

れは、私は市民に対して非常につらい、冷たい。

本当は国がもっと補塡することを考えていただ

いて、地方に来るお金を増やすようにするべき

だと思うのです。市民に負担を増やしていくよ
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うな内容になっているような気がします、これ

は。 

  それから、４についてもお答えがありません

でした。専門家の担当する方からお聞きしまし

たら、これは環境性能のいい、燃費のいい自動

車あるいは軽自動車を買ったときの税金、これ

が３％から１％とかかっているようですが、そ

れを１％下げるという、軽減をやっているとい

うことでした。これも国がやっていることで、

国が全額、軽減分は補塡しているということで、

これは国が責任を持ってやっている。これをな

くせということは、これをやらないようにしろ

ということが４で書いてありますが、そうなり

ますと市民の負担が増えていくわけです。市民

に税金の負担を上げるようにしていくという内

容になっていて、これは私おかしいなと思うの

です。そういう意味では、この意見書を出す基

の文というのは、誰が要望なり、この文章を作

ったのか、そのことをもう一度聞かせていただ

きたいと思います。 

佐藤卓也議会運営委員長 議長、佐藤卓也 

髙橋富美子議長 議会運営委員長佐藤卓也さん。 

佐藤卓也議会運営委員長 こちらは５月26日の第

97回定期総会、書面会議ですが、令和４年度一

般税源総額の確保や固定資産税に係る特別措置

の期限の延長を求めないことを主な事項としま

した、ポストコロナ禍を展望した地方財政の充

実に関する決議を決定したところでございます。

こちらは全国市議会議長会でさせていただきま

した。 

  また、７月７日開催の155回地方財政委員会

でも、固定資産税や自動車税等の特別措置のさ

らなる延長を行わないなど重点要望事項をこち

らで決議したようです。それを踏まえまして、

その決議を踏まえまして、令和４年度予算概算

要求及び税制改正に向け、こちらの要望を市議

会議長会で要望展開していただきたいというこ

とを踏まえ、議会運営委員会ではそちらを採用

し、今回の議決に至ったところです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 答えていただいたのは、

全国市議会議長会から来たという内容だったと

思います。しかし、具体的な、さっき言った、

２に関する固定資産税の制度の根幹を揺るがす

見直しというのはどういう内容が想定されてい

るかについてもお答えは出ていないし、また令

和３年度、３についてのお答えもないですし、

４番についてもお答えがありませんでした。 

  議会運営委員会は、議長会から来たからその

まま上げればいいという、そういう会ではない

と思います。議会運営委員会では、やはり地方

税だけでなく、市民から取る税金を上げればい

いという問題ではなくて、交付税も含め、国庫

補助も含めて、国としての税財源を確保する、

交付税や国の補助金を確保する、国の税制の在

り方を、取るべきところから取る、例えば富裕

層とか、大企業の法人税を上げるとか、そうい

ったところから取ることも含めて、地方の財源

充実の財源を国が確保するべきだという、そう

いう内容であれば何も問題はない。すばらしい

内容だと思います。しかし、国のほうで補塡す

るものをなくして、市民の負担を上げろという

のは、私は市民に対する厳しい、鬼のような厳

しい税確保というか、増税ですから、それをや

るしかないみたいなやり方は、コロナ禍で苦し

んでいる市民に対して、私はとてもこれに賛成

してあげるわけにいかない。許すべきではない

と思います。 

佐藤卓也議会運営委員長 議長、佐藤卓也 

髙橋富美子議長 議会運営委員長佐藤卓也さん。 

佐藤卓也議会運営委員長 個人の意見は伺いまし

た。しかしながら、議会運営委員会が全員一致

でこの議案を上げることにしておりますので、

その構成は常任委員長お二人、そして会派の代

表から全員の賛成をもらっていますので、それ
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で上げさせていただきましたので、よろしくお

願いします。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 会派の代表は出席して

おりますが、１番について、経済財政運営と改

革の基本方針2021において、令和３年度地方財

政計画の水準を下回らない実質的な同水準を確

保するとされているがと、この同水準を確保す

るという内容ですね、具体的な。この具体的な

内容と、これによって同水準確保のものに行く

ことによって、新庄市としては一般財源の確保

について、どのような、これまで国が制度とし

て出してきた、この同水準確保ということにつ

いて、新庄市としてはどういった評価があるの

か。これに伴って、下の文になってくる、地方

歳出に不合理なしわ寄せがなされないようとか

かってくると思うのですが、その歳出の部分に

ついて、このルールがどのような、新庄市とし

てはしわ寄せがあるのか、そういった聞き取り

ということをされているのではないかと思うの

ですが、その点は分かりやすいように説明して

いただきたいと思います。 

佐藤卓也議会運営委員長 議長、佐藤卓也 

髙橋富美子議長 議会運営委員長佐藤卓也さん。 

佐藤卓也議会運営委員長 当委員会においては、

そのような質問はございませんでした。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） では、委員会の中で、

委員長の考えでもいいのですが、この内容をど

のように理解されていらっしゃるでしょうか。 

佐藤卓也議会運営委員長 議長、佐藤卓也 

髙橋富美子議長 議会運営委員長佐藤卓也さん。 

佐藤卓也議会運営委員長 私の立場は委員会をま

とめる立場ですので、私の意見を言う委員会で

はございませんので、よろしくお願いしたいと

思います。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） そうすると、上から、

全国市議会議長から来た内容は、地方の本当に

一般財源の確保の厳しさ、これを物語っている

のは分かるのですけれども、新庄市としてはど

うなるのかという点が重要なのかなと。それに

当たって、この一般財源、総額実質同水準ルー

ルについても、新庄市としての評価がどうだっ

たのかとすると、一般財源確保のために、この

内容にとどまらず、十分な総額を確保ではなく

て、財政需要額に応じた一般財源の確保を求め

るという形に幾らでも変えていけたのではない

かと思うのですが、その点は議論はなかったの

でしょうか。 

佐藤卓也議会運営委員長 議長、佐藤卓也 

髙橋富美子議長 議会運営委員長佐藤卓也さん。 

佐藤卓也議会運営委員長 当委員会ではそのよう

な話はございませんでした。以上です。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号コロナ禍による厳しい財政状況

に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提

出については、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 
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髙橋富美子議長 御異議がありますので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議会案第２号については、原案のとおり決す

ることに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 投票の結果は、賛成13票、反対

１票、棄権２票であります。賛成多数でありま

す。よって、議会案第２号は原案のとおり可決

されました。 

 

 

日程第２３議会案第３号豪雪地帯

対策特別措置法の改正等に関する

意見書の提出について 

 

 

髙橋富美子議長 日程第23議会案第３号豪雪地帯

対策特別措置法の改正等に関する意見書の提出

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長佐藤卓也さん。 

   （佐藤卓也議会運営委員長登壇） 

佐藤卓也議会運営委員長 議会案第３号豪雪地帯

対策特別措置法の改正等に関する意見書の提出

について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。 

  令和３年９月24日、新庄市議会議長髙橋富美

子殿。 

  提出者は、新庄市議会運営委員会委員長佐藤

卓也でございます。 

  次ページをお願いいたします。 

  豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意

見書。 

  本市は、山形県北部の新庄盆地のほぼ中央に

位置する最上地域の中心市であり、冬季の降水

雪量が多く、日本海側の冬型気候の特徴が顕著

に見られる。最大積雪深は毎年のように150セ

ンチメートルを超え、降雪日数も多い特別豪雪

地帯となっている。 

  これまで積雪寒冷特別地域における道路交通

の確保に関する特別措置法や豪雪法に基づく特

例措置等により、往時に比べ冬期間の生活環境

は大幅に改善されてきたところであるが、近年、

少子高齢化の進展や空き家の増加等による地域

の克雪力の低下に加え、気候変動の影響による

雪の降り方の変化に直面している。 

  特に令和２年度の豪雪では、12月中旬から長

期にわたりまとまって降り続いた雪の影響によ

り、除排雪の対応が長期化したことに加え、高

齢者や障害者宅、危険空き家等への対応が増加

し、さらには雪下ろし等除雪作業に伴った、高

齢者を中心とした死傷者が発生するなど、多く

の課題が明らかになった。 

  このように、豪雪地帯を取り巻く状況が変化

する中で、住民の安全・安心を確保していくた

めには、これまでの国による支援措置に加え、

豪雪地帯における様々な課題への迅速な対応を

可能とする支援策が必要である。 

  よって国会並びに政府におかれては、特別豪

雪地帯における基幹道路の整備及び公立小中学

校等の施設等の整備を促進するため、豪雪法第

14条及び第15条の特例措置について10か年の延

長を講ずるとともに、豪雪地帯の住民の安全・

安心な生活を確保するため、雪処理の担い手確

保など豪雪地帯特有の課題に対して、交付金や

基金等により柔軟に対応できる財政支援制度を

創設するなど総合的な対策を実施するよう強く

要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見

書を提出する。 

  提出先は、衆議院議長宛て、参議院議長宛て、
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内閣総理大臣宛て、財務大臣宛て、総務大臣宛

て、文部科学大臣宛て、厚生労働大臣宛て、農

林水産大臣宛て、経済産業大臣宛て、国土交通

大臣宛て、環境大臣宛て。 

  以上でございます。 

髙橋富美子議長 お諮りします。 

  ただいま説明のありました議会案第３号豪雪

地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書の

提出については、会議規則第37条第３項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第３号豪雪地帯対策特別措置法の改正

等に関する意見書の提出については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議員派遣について 

 

 

髙橋富美子議長 日程第24議員派遣についてを議

題といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり議会報

編集委員６名を山形県市議会議長会主催の議会

報研修会に派遣したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  よって、山形県市議会議長会主催の議会報研

修会に議会報編集委員６名を派遣することに決

しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５２分 休憩 

     午後１時５７分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

髙橋富美子議長 追加案件が出ておりますので、

ここで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長佐藤卓也さん。 

   （佐藤卓也議会運営委員長登壇） 

佐藤卓也議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日、午後１時54分から議会運営委員６名出

席の下、議会事務局職員の出席を求めて議会運

営委員会を開催し、本日の本会議における議事

日程の追加について協議したところであります。 

  協議の結果、議会案第４号米の需給調整に関

する意見書の提出についての議会案１件を本日
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の議事日程に追加することにいたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議会案１件を本日の議事日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案１件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０２分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、追加日程に入ります。 

 

 

日程第２５議会案第４号米の需給

調整に関する意見書の提出につい

て 

 

 

髙橋富美子議長 日程第25議会案第４号米の需給

調整に関する意見書の提出についてを議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長佐藤文一さん。 

   （佐藤文一産業厚生常任委員長登壇） 

佐藤文一産業厚生常任委員長 議会案第４号米の

需給調整に関する意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出いたします。 

  令和３年９月24日、新庄市議会議長髙橋富美

子殿。 

  提出者、新庄市産業厚生常任委員会委員長佐

藤文一。 

  別紙。 

  米の需給調整に関する意見書。 

  コロナ禍による予期せぬ需要減等により主食

用米の民間在庫は業務用米を中心に増加し、令

和３年６月末で219万トンと適正水準とされる

180万トンを大幅に超過している。 

  農林水産省は令和３年７月29日の食糧部会に

おいて、３年産米の生産量見通し693万トン

（作付転換マイナス6.7万ヘクタール）をほぼ

達成したとしたが、この見通しはコロナ禍によ

る予期せぬ需要減まで見込んでいるものではな

く、今後の作況が豊作基調となれば、さらに生

産量は増加する。 

  ２年産米がこの秋以降に持ち越されれば、３

年産米の需給緩和と米価下落、加えて４年産作

付転換にも上乗せされ、稲作を根幹とする本県

農業への甚大な影響が懸念される。 

  ついては、持続可能な水田農業の維持・発展

に向け、下記のとおり強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  記。 

  コロナ禍による予期せぬ米の需要減に対して、

政府備蓄米の運用改善等あらゆる政策を総動員

した市場隔離の実施、さらには倉庫の新設や低

温倉庫の改修に係る支援等、出来秋に向けた出

口対策を強化・拡充すること。 

  提出先は、衆議院議長宛て、参議院議長宛て、

内閣総理大臣宛て、財務大臣宛て、農林水産大

臣宛て。 

  以上でございます。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第４号米の

需給調整に関する意見書の提出については、会

議規則第37条第２項の規定により、委員会への
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付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結し、直ちに採決したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第４号米の需給調整に関する意見書の

提出については、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

髙橋富美子議長 ここで、市長より御挨拶があり

ます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ９月定例会、慎重な審議、誠にあ

りがとうございました。 

  ９月今議会は決算議会ということで、佐藤委

員長には大変御苦労をおかけし、誠にありがと

うございました。議員の皆さんから出された意

見、あるいは様々な具体的な指示等をいただい

たわけでありますが、決算議会の意義につきま

しては、過去には12月議会に決算議会を行って

いたわけでありますが、３か月前倒しにしたと

いう意味合いは、来年度の予算にどのように反

映させるかという意味合いがあったと記憶して

おります。そうした意味におきましても、今議

会で言われた、御意見いただいたことは真摯に

受け止めながら、来年度の事業に生かせるもの

はしっかりと生かしてまいりたいと思います。 

  今日は９月24日、新庄まつりから１月という

ことで、あのおまつりは何だったのかというぐ

らいのあっと言う間の１月だなと。皆さんも同

じではないかと思います。この間、コロナの拡

大化ということが叫ばれ、本市におきましても

クラスター病院が出るなど、本当に現場におい

ては大変な状況が続いているのかなと思ってお

ります。そんなこともありまして、本来新庄の

秋の味覚と続く行事なども、今回は中止させて

いただいたということがございます。各実行委

員会の皆様の御判断に心から敬意を表したいと

思っております。 

  また、今年は大雨も台風も少ない状況の中で、

米が大変豊作であるということで、議会におき

ましても需給調整の国への要望を出されたわけ

でありますけれども、新庄市は過去から、水稲

単作地帯と言われるところでありますので、非

常に技術力が高く、この新庄で生産される米の

取引先というものは、ほとんど農家の皆さん、

確保されているというお話もお聞きしておりま

す。 

  しかしながら、これだけ余剰米が出れば、や

はり買う側からとれば、安くたたかれるという

のは経済の原則、どんなにおいしい米で、どれ

だけ努力して、売り先が決まっていたとしても、

高く買ってくれるかどうかは非常に不安なわけ

であります。 
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  こういう状況の中で、先日、中間業者とお話

しする機会がありましたが、心配されているの

は、この価格で農家を続けられないということ

で、やめる方が出るということがあってはなら

ないなという心配をされております。そういう

意味合いを込めて、今回でも議員皆さんの熱い

議論があったのかなと思います。 

  こうした状況を今後とも続くとすれば、水稲

単作地帯ではありながらも、別の作物に変えな

がら、安定した収入をどのように図っていくか

ということも、十分に皆さんと議論を図りなが

ら進めなければいけないこと、農業を主産業と

する本市での取組の大事な１点かなと思ったと

ころであります。 

  また、コロナ禍において、コロナにおける

様々な御意見もございましたが、おかげさまで

９月16日から12歳以上の方々の接種が始まりま

したので、10月末には希望者のほとんどの方が

２回目の接種が終わるということができるよう

な見通しを立てているところであります。これ

につきましては、新庄最上地区医師会の皆さん

の絶大なる御協力の下に達成できたものと思っ

ております。 

  また、今回のチラシの中にも配らせていただ

きましたが、ワクチン接種のパスポートもつく

らせていただいて、１万枚つくったのですが、

足りないということで、追加１万枚をしている

わけでありますけれども、必要な方はぜひ、届

けに行けばいいのでありますけれども、健康課

の職員、そこもなかなかできないところであり

ます。もし友人、知人が欲しいということがあ

りましたら、議員の皆さん、がばっととは言い

ませんけれども、何枚か懐にしまいながら、近

所の方に、これを使ってはどうかということを

言っていただければ大変ありがたいと思います。 

  これから台風が来るという話もありますが、

被害が最小限に抑えられて、本当に安全な新庄

市民の生活が送られることを皆さんとともにつ

くり上げていきたいと思っております。 

  ９月議会における慎重審議に誠に感謝申し上

げまして、私からの御礼の言葉とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

髙橋富美子議長 以上をもちまして、令和３年９

月定例会の日程を全て終了いたしましたので、

閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時１３分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  髙 橋 富美子 

 

   会議録署名議員  八 鍬 長 一 

 

    〃    〃   石 川 正 志 

 


